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1 米国 

1.1 米国における核燃料施設に係る緊急時計画の動向 

1.1.1 核燃料サイクル施設に係る緊急時計画の動向 

1.1.1.1 核燃料サイクル施設の整備状況の概観 

米国では原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）が、ウラン転換施設、ウラン濃

縮施設、再転換・成型加工施設、MOX 燃料加工施設を含む核燃料サイクル施設の規制監督を実施し

ている。NRCは、1974年のエネルギー再編法（Energy Reorganization Act of 1974）によって設立さ

れた、米国内の民生利用の原子力発電所、放射性物質の監督・規制権限を持つ行政機関である。以下

に、米国における核燃料サイクル施設の運用状況をまとめた。 

 

図表 1： 米国における核燃料サイクル施設 

施設の種類 事業者・施設名 場所 

ウラン転換施設 Honeywell International, Inc. Metropolis, IL 

ウラン濃縮施設 

Eagle Rock Enrichment Facility/AREVA Enrichment 

Services （NRCによる許認可申請の審査中） 
Idaho Falls, ID 

GE-Hitachi（NRCが建設許認可申請書を審査中）1 Wilmington, NC 

Louisiana Energy Services（建設中） Eunice, NM 

U.S. Enrichment Corporation Paducah, KY 

U.S. Enrichment Corporation 

※2001年に運転停止、現在コールドスタンドバイの状態

にある 

Piketon, OH 

U.S. Enrichment Corporation（建設中） Piketon, OH 

成型加工施設 

AREVA NP, Inc. (Mt. Athos Road Facility) Lynchburg, VA 

AREVA NP, Inc. Richland, WA 

B&W Nuclear Operations Group Lynchburg, VA 

Global Nuclear Fuel-Americas, LLC Wilmington, NC 

Nuclear Fuel Services  Erwin, TN 

Westinghouse Electric Company, LLC (Columbia Fuel 
Fabrication Facility) 

Columbia, SC 

MOX燃料加工 

Shaw AREVA MOX Services, LLC 

※エネルギー省は 2016年 2月、同 MOX燃料工場建設

計画を中止する方針を示し、先行きが不 

透明となっている。 

Aiken, SC 

出典：NRC2 

 

1.1.1.2 核燃料サイクル施設に係る主要法規制 

米国では、法律に基づき策定された連邦規制を、分野（該当法）毎に成文化した、連邦規則集（Code of 

Federal Regulations：CFR）として発行、管理している。放射性物質にかかる規制は、原子力法に基づ

く連邦規制 10 CFRに該当する 。10 CFRは、1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954）に付随

                                                   
1 “Uranium Enrichment.” NRC. October 21, 2014. http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-

enrichment.html#2 
2 “Locations of Fuel Cycle Facilities.” NRC. June 2016. http://www.nrc.gov/info-finder/materials/fuel-cycle/ 

http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-enrichment.html%232
http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-enrichment.html%232
http://www.nrc.gov/info-finder/materials/fuel-cycle/
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する一連の連邦規制で、同法に盛り込まれた条項に加え、その内容を更に具現化した要件が規定され

ている。NRCでは、核物質安全保障措置局（Nuclear Material Safety and Safeguards：NMSS）が核

燃料サイクルの規制監督を担っており、以下の規制の下、ウラン転換施設、ウラン濃縮施設、再転換・

成型加工施設、MOX燃料加工施設を含む核燃料サイクル施設の許認可発行を行っている3。 

 

図表 2： 米国における核燃料サイクル施設の規制 

対象施設 NRC規制 

ウラン転換施設 10 CFR Part 40 

ウラン濃縮施設 10 CFR Part 40、Part 70 

ガス拡散施設 10 CFR Part 76 

燃料成型加工施設 10 CFR Part 70 

MOX燃料加工施設 10 CFR Part 70 

出典：NRC資料、及び NRCへのヒアリングに基づきワシントンコア作成 

 

＜緊急時計画に係る主要な法規制＞ 

米国では、1979 年のスリーマイル事故（以下、TMI 事故）を機に、原子力施設の防災要件の見直しが

行われた。この結果、NRC は原子力発電所、及び核燃料の成型加工施設を対象に緊急時における公

衆の防護に向けた計画の策定を許認可取得要件の一部として義務化した。その後 1986 年には、

Sequoyah Fuels 社のウラン転換施設にて、UF6 シリンダーが破裂、HF のばく露により作業員が死亡

する事故が発生。同事故を機に、ウラン転換、濃縮施設、及び燃料成型加工施設では、放射線事故の

他、化学ハザードによる緊急事態への対応を考慮して緊急時計画を策定することが緊急時計画の立

案・共同体の知る権利法 1986年（Emergency Planning and Community Right-to-Know Act：EPCRA）

により義務付けられた（化学ハザードの詳細は 5.1.1項参照）4。米国の核燃料サイクル施設における緊

急時計画に係る主要な法規制を以下に挙げた。 

 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用

における許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を

策定、施行する権限を NRCに付与5。 

• 緊急時計画の立案・共同体の知る権利法 1986年（Emergency Planning and Community 

Right-to-Know Act：EPCRA） — 公衆の安全と環境の保護を目的として、連邦政府、州政府、

及び自治体に対して、化学ハザード物質による事故への緊急時対応計画の策定を義務付ける

法律。同法では、これらの組織がハザード物質による緊急事態に適切に対応できるよう、ハザ

ード物質の保有、利用等に関する情報を連邦政府、州政府、及び自治体へと報告するよう、産

業界に対し義務付けている6。 

                                                   
3 “Fuel Cycle Facilities Licensing.” NRC. June, 2016. http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/licensing.html 
4 “Backgrounder on Emergency Planning and Preparedness for Nuclear Fuel Facilities.” NRC. April, 8, 2016. 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/emerg-plan-prep-nuc-fac-fs.html 
5 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016. 
6 “Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA).” EPA. N/A. https://www.epa.gov/epcra 

 

http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/licensing.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/emerg-plan-prep-nuc-fac-fs.html
https://www.epa.gov/epcra
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• 10 CFR 40.31「特定許認可の申請（Application for specific licenses）」 — 核原料物質の取

扱いに関する許認可申請に係る要件を規定7 【該当施設：ウラン転換施設、ウラン濃縮施設】 

• 10 CFR 70.22「許認可申請の内容（Contents of applications）」 — 特殊核物質の取扱いに

関する許認可申請に係る要件を規定8 【該当施設：ウラン濃縮施設、燃料成型加工施設、

MOX燃料加工施設】 

• 10 CFR 76.91「緊急時計画（Emergency planning）」 — ガス拡散施設の認定書

（certification）の申請に係る緊急時計画の要件を規定9 【該当施設：ガス拡散施設】 

 

＜緊急時計画に係る主要なガイダンス図書＞ 

以下に、核燃料サイクル施設の防災要件に係る主要なガイドライン図書を整理した。 

 

• 規制指針 3.67「核燃料サイクル、及び放射性物質取扱い施設に係る緊急時計画の標準様式、

及び記載内容（Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and 

Material Facilities）」 — 核燃料施設の許認可保持者（申請者）が連邦規制に準じた緊急時計

画を作成、維持するためのガイダンス。同図書は、米国の核燃料施設の緊急計画にかかる要

件とその記載内容、様式、緊急事態区分および EAL等の概要が示されている10。 

• NUREG-1140「核燃料サイクル、及びその他放射性物質許認可保持者に適用される防災要件

に係る規制解析（A Regulatory Analysis on Emergency Preparedness for Fuel Cycle and 

Other Radioactive Material Licensees）」 — NRCがウラン燃料加工施設等における過去の

事象を分析し、そのリスクから緊急時対応の要件等の必要性について考察した規制解析書。

EPZなど NRCによる当該施設の要件設定の根拠としても位置付けられている11。 

• NUREG-1513「総合安全解析に係るガイダンス図書（Integrated Safety Analysis Guidance 

Document）」 — 総合安全解析（Integrated Safety Analysis：以下、ISA）に係る具体的な指

針を提供。Part 70の下で許認可を取得する事業者は、総合安全解析（Integrated Safety 

Analysis：以下、ISA）の実施が義務付けられている。ISAでは、核燃料施設の設備、機器、構

造、活動等の内的要因により起こりうる可能性のあるハザード、また外部要因に起因とするハ

ザードを特定し、適切な防護措置の評価を実施する12。 

                                                   
7 “10 CFR 40.31 Application for specific licenses.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-

collections/cfr/part040/part040-0031.html 
8 “10 CFR 70.22 Contents of applications.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-

collections/cfr/part070/part070-0022.html 
9 “76.91 Emergency planning.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-

0091.html 
10 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
11 “NUREG-1140: A Regulatory Analysis on Emergency Preparedness for Fuel Cycle and Other Radioactive 
Material Licensees.” NRC. August 1991. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0620/ML062020791.pdf 
12 “NUREG-1513: Integrated Safety Analysis Guidance Document.” NRC. May 2001. http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/ 

 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0022.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0022.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0091.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0091.html
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0620/ML062020791.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
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• NUREG-1520「核燃料サイクル施設の許認可申請に係る標準審査計画（Standard Review 

Plan for Fuel Cycle Facilities License Applications）」 — NRCは同ガイドラインを使用し、

核燃料サイクル施設（MOX燃料加工施設を除く）の許認可申請書類を評価する13。 

• NUREG-1718「MOX燃料加工施設の許認可申請に係る標準審査計画（Standard Review 

Plan for the Review of an Application for a Mixed Oxide (MOX) Fuel Fabrication Facility）」 

— NRCは同ガイドラインを使用し、MOX燃料加工施設の許認可申請書類を評価する14 

 

1.1.1.3 核燃料サイクル施設に係るの緊急時計画の要件 

＜緊急時計画＞ 

 

許認可におけるオンサイト緊急時計画の要件 

核燃料サイクル施設の許認可でオンサイト緊急時計画の策定が要件として求められるかどうかは、主

に、取り扱う放射性物質の量や放出による公衆の摂取量により決定される。ウラン転換施設、ウラン濃

縮施設、燃料成型加工施設、MOX燃料加工施設に関しては、Part 40、Part 70に、許認可申請時のオ

ンサイト緊急時計画策定の有無を決定する要件が規定されている。オンサイト緊急時計画の策定を許

認可要件として決定する際の域値は、Part 40では放出により公衆 1人当たりが摂取するウランの量が

最大で 2 ミリグラム、Part 70では実効線量換算で 1 rem（0.01 Sv）又は可用性ウランの摂取量が 2 ミ

リグラム、となっている。尚、域値を超えるリスクを判断する際には、想定事故に基づく評価が行われる

（詳細は後述参照）。 

 

一方、10 CFR Part 76の下で許認可を申請するガス拡散施設は、全ての施設に緊急時計画の策定が

義務付けられている（Part 76.35(f)「許認可申請の内容（Contents of application）」より）。 

 

以下に、Part40、Part70 それぞれに規定された許認可申請における緊急時計画の有無（適用）条件を

示した。 

  

                                                   
13 “NUREG 1520: Standard Review Plan for Fuel Cycle Facilities License Applications.” NRC. June 2015, 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1520/r2/ 
14 “NUREG-1718: Standard Review Plan for the Review of an Application for a Mixed Oxide (MOX) Fuel 
Fabrication Facility.” NRC. August 2000. https://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003741461.pdf  

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1520/r2/
https://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003741461.pdf
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➢ 10 CFR 40.31「特定許認可の申請」における緊急時計画の適用条件15 

【該当施設：ウラン転換施設、ウラン濃縮施設】 

 

(j)(1)六フッ化ウランを、単一の容器で 50 キログラム又は総量で 1000 キログラムを超えて所有する場

合、以下の書類のいずれかを申請時に提出すること。 

(i) 放出により公衆 1人当たりが摂取するウランの量が最大で 2 ミリグラムを超えないことを示

す評価書 

(ii) 放射性物質の偶発的放出による放射線障害の危険、及びそれに直接付随する化学的危険

に対応するための緊急時計画 

(2)既述の(j)(1)(i)項の規定に基づき、提出が求められている評価書において、以下の要素の内、1 つ、

或いはそれ以上を評価の根拠として用いることができる。 

(i) 放射性物資の全て、又は一部に対し、貯蔵方法又は梱包方法に、事故時の放出を防ぐため

の対策が講じられている 

(ii) 施設の設計又は施設内の工学的安全措置により、放出量が低減されることが予測される 

(iii) その他、当該施設に該当する事項 

 

➢ 10 CFR 70.22「許認可申請の内容」における緊急時計画の適用条件16 

【該当施設：ウラン濃縮施設、燃料成型加工施設、MOX燃料加工施設】 

 

(i)(1)臨界事故警報システムを必要とする濃縮ウラン若しくはプルトニウム、単一の容器で 50 キログラ

ムしくは総量で 1000キログラムを超える六フッ化ウラン又は密封しない状態、 箔状若しくは板状

で 2キュリーを超えるプルトニウムを所有する場合、以下の書類のいずれかを申請時に提出する

こと。 

(i) 放射性物質の放出によるオフサイトの公衆 1人当たりの被ばく放射線吸収線量が実効線量

換算で 1 rem（0.01 Sv）又は可用性ウランの摂取量が 2 ミリグラムを超えないことを示す評

価書 

(ii) 特定放射性物質の偶発的放出による放射線障害の危険、及びそれに直接付随する化学的

危険に対応するための緊急時計画 

(2)既述の(i)(1)(i)項の規定に基づき、提出が求められている評価書において、以下の要素の内、1

つ、或いはそれ以上を評価の根拠として用いることができる。 

(i) 事故に関与する部分を限定するため、放射性物質は物理的に分離されている 

(ii) 放射性物資のすべて又は一部に対し、貯蔵方法又は梱包方法に、事故時の放出又は臨界

を防ぐための対策が講じられている 

(iii) 火災若しくは爆発が生じた場合でも、放射性物質の化学的又は物理的形態によって、その移

行率が 0.001未満に抑制されると予測される 

                                                   
15 “10 CFR Part 40.31 Application for Specific Licenses.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/cfr/part040/part040-0031.html 
16 “10 CFR 70.22 Contents of applications.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/cfr/part070/part070-0022.html 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0022.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0022.html


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 15 

(iv) 放出される物質の可溶性により放射線吸収線量が低減されると予測される 

(v) 施設の設計又は施設内の工学的安全措置により、移行率が 0.001を下回ることが予測され

る 

(vi) 運転上の制約又は手順により、オフサイトの公衆 1人当たりの被ばく放射線吸収線量が実

効線量換算で 1 rem（0.01 Sv）を超えるほど大きな放出が発生することがないと予測され 

(vii) その他、当該施設に該当する事項 

 

緊急時計画の要求内容 

規制指針 3.67 の A「序章（Introduction）」には、核燃料サイクル施設に係る既述の緊急時計画の要件

（10 CFR 40.31、10 CFR 70.22、10 CFR 76.91）を定める規制が挙げられており、緊急時計画に求め

られる内容が説明されている。同章に記載されている緊急時計画の主な要求内容には以下が挙げられ

る17。 

 

• 緊急時計画には、緊急時に誰が、どの設備機器を使用し、どのような措置を講じるのか明確に

するため、緊急時対応要員、緊急対応に必要となる設備機器の説明に加え、緊急時対応の手

順を説明することが求められる。 

• 緊急時計画には、緊急時対応の大枠が示されるが、より詳細な内容は一般的に、別途作成さ

れる手順書に記載される。NRCは、事業者が手順書を定期的に更新することを見込み、事業

者が手順書の内容を更新する際の許認可変更手続きの手間を省くため、緊急時計画に基づく

これらの手順書を NRCに提出することを事業者に求めていない。NRCは代わりに、事業者が

緊急時計画を提出する際に、事業者が作成した手順書の内容を説明することを求めており、こ

の説明に基づき、許認可申請の評価を行う。 

• 事業者が緊急時計画に変更を加える際には、その変更を加える前に NRCの承認を受けるこ

と、ただし、変更を加えることで、緊急時計画の有効性が低減しない場合、NRCの承認を受け

る前に変更を行うことは可能であり、その場合 6か月以内に NRC、オフサイト緊急時対応機関

に変更内容を通知すること 

 

様式・記載事項 

緊急時計画に求められる様式、及び記載事項はそれぞれ、規制指針 3.67のB「様式（Format）」、C「緊

急時計画（Emergency Plans）」で説明されている。規制指針 3.67の Bでは、l緊急時計画に記載され

る繊細な情報の取り扱い、図表、用紙サイズ、印刷に係る規定が示されている。規制指針 3.67の Cは、

緊急時計画の記載事項に係る NRC規制（10 CFR 40.31(j)(3)、70.22(i)(3)、及び 76.91）に基づき、以

下の内容を緊急時計画に記載するよう求めている18。 

  

                                                   
17 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
18 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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図表 3： 核燃料サイクル施設を対象とした緊急時計画に求められる内容 

記載事項 概要 

1. 施設の概要 
事業者の事業活動、該当施設と立地サイト、サイト周辺の説明（サイトの地

理的特性、人口、周囲の要支援者施設、公共施設の説明等） 

2. 想定する事故 

当該施設で起こり得ると想定される放射線事故、及びハザード事故の特定

とその説明、及び事故のリスクの抑制、緊急時における対策の説明（詳細

は後述参照） 

3. 緊急事態の区分と緊急

事態の通知 

緊急事態の区分、緊急時活動レベル（Emergency Action Level：EAL）の

策定、及び緊急事態の通知方法の説明（詳細は後述参照） 

4. 緊急時における役割と

責任 

緊急時対応組織、及び緊急時対応要員の役割・責任の説明、オフサイト緊

急時対応組織との連携の在り方 

5. 緊急時対応の措置 
緊急時対応組織の起動、被害の最小化、防護措置の内容、放射線被ばく

への対応等、緊急時に講じるべき措置を説明 

6. 緊急時対応に係る設備

機器 

緊急時対応の指揮を執る指令センター、緊急時のコミュニケーションに必

要となる設備機器、オンサイトの医療設備等を説明 

7. 緊急時対応能力の維

持 

緊急時計画の有効性を維持するための定期的な見直しの実施、緊急時対

応要員に向けた訓練、演習、ドリルの実施、評価に係る説明 

8. 記録と報告 
当該施設で発生した事故、設備機器の故障等の記録・報告に係る説明（記

録担当者、記録の内容、保管等） 

9. 施設の復旧 施設の復旧に係る活動、担当組織、損傷度合いの評価活動等の説明 

10. 緊急時計画の立案・共

同体の知る権利法

1986年への準拠 

ハザード物質を保有する施設における、緊急時計画の立案・共同体の知る

権利法 1986年の規定準拠について説明 

出典：NRC19 

 

許認可におけるオフサイト緊急時計画の要件 

核燃料サイクル施設では、オフサイトの放射線緊急時計画の策定は、NRCによる運転許認可の要件に

は含まれていない。これは、NUREG-1140「核燃料サイクル施設、及びその他放射性物質関連施設に

おける緊急時対応に係る規制解析（A Regulatory Analysis on Emergency Preparedness for Fuel 

Cycle and Other Radioactive Material Licensees）」（1998年 1月）を技術根拠としている。NUREG-

1140 は、NRC が主にウラン燃料加工施設等における過去の事象を分析し、そのリスクから緊急時対

応の要件等の必要性について考察した規制解析図書である。同図書では、核燃料サイクル施設におけ

る放射線事故のリスクを踏まえ、オフサイト緊急時計画の必要性はないとの技術根拠を提供している。

米国では現時点において、核燃料サイクル施設にオフサイト緊急時計画を求めることを検討する方針

はない。一方、緊急時計画の立案・共同体の知る権利法 1986 年（Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act：EPCRA）の下、化学ハザードをはじめとした、あらゆるハザードを対象

としたオフサイト緊急時計画が、州政府の主導の下で整備される20。EPCRA は、放射線緊急事態に関

するものではなく、あらゆるハザード（特に化学ハザード）による緊急事態に備えることを義務付ける法

律で、その管轄は環境保護庁（Environmental Protection Agency）にある（化学ハザードに係る詳細は

5.1.1項参照）。 

規制当局のレビューガイド 

                                                   
19 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
20 NRC関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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NRC は、核燃料サイクル施設の緊急時計画を審査する際の指針として NUREG-1520 を、MOX 燃料

加工施設においては NUREG-1718を使用している21。これらの指針には、NRCスタッフが事業者の緊

急時計画を含む、許認可申請書類の審査を行う際に、該当する NRC 規制が遵守されているか否かを

確認するための承認基準（Acceptance Criteria）、及び審査の手順に関する指針が記載されている。緊

急時計画審査の指針は、NUREG-1520 の 8 章「緊急時の管理（Emergency Management）」、及び

NUREG-1718の 14章「緊急時の管理（Emergency Management）」に示されている。 

 

＜ハザード評価の内容と要求＞ 

ハザード評価の要件は、対象施設により異なる。10 CFR Part 70の下許認可を取得した事業者（ウラン

濃縮施設、燃料成型加工施設、MOX燃料加工施設）は、10 CFR Part 70.62の下、放射線・非放射線

ハザードを評価する総合安全解析（Integrated Safety Analysis：以下、ISA）の実施が義務付けられて

いる。一方で、10 CFR Part 76の下、ガス拡散施設の認定書（certification） を取得する事業者は、10 

CFR Part 76.85「事故の評価（Assessment of accidents）」によりガス拡散施設における想定事故、及

びその影響評価を実施することが義務付けられている。 

 

10 CFR Part 70（ウラン濃縮施設、燃料成型加工施設、MOX燃料加工施設） 

NRCは、Part 70の下、特殊核物質を取り扱う事業者に対して、ISAの実施を義務付けている（Part 40、

及び 76の下では ISAの実施は義務付けられていない）22。ISAでは、核燃料施設の設備、機器、構造、

活動等の内的要因により起こりうる可能性のあるハザード、また外部要因を起因とするハザードを特定

し、事故シーケンス、想定される事故の発生確率、影響等が評価される。また、特定されたハザードに

対する適切な安全対策が整備されているか評価される。ISA では、放射線、及び非放射線ハザードの

双方が評価の対象となる23。ISA の目的は、当該施設の設備機器、作業員の活動、作業手順等を包括

的に評価することで、当該施設で起こり得る可能性のある事故を特定し、事故の予防、事故時における

適切な防護措置を講じる体制を整備することにある24。 

 

10 CFR Part 70.62「安全プログラム、及び総合安全解析（Safety Program and Integrated Safety 

Analysis）」では具体的に、ISA を通して以下を実施することを事業者に定めている（10 CFR Part 

70.62(c)(1)より）25。 

 

• 許認可を受けた施設において、保有、或いは利用される放射性物質により生じる可能性のある

放射線ハザードの特定 

• 取扱いを許可された化学物質、及びこれらの化学物質を基に生産されたその他の化学物質に

より生じる可能性のある化学ハザードの特定 

                                                   
21 NRC関係者へのヒアリングより。 
22 NRC関係者へのヒアリングより。 
23 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
24 “NUREG-1513: Integrated Safety Analysis Guidance Document.” NRC. May 2001. http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/ 
25 “10 CFR Part 70.62.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/full-text.html#part070-
0062 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/full-text.html%23part070-0062
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/full-text.html%23part070-0062
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• 許認可を受けた物質の安全な取扱いに影響を与える可能性のある、施設に係るハザードの特

定 

• 自然災害等をはじめとした外的事象、或いは内的事象により生じ得る事故シーケンスの特定 

• 特定された事故シーケンスが起こりうる確率の算出 

• 特定された事故の予防、被害の最小化に向けた措置の策定 

 

NRC関係者によると、ISAの要件は 2000年 9月に導入されており26、これ以降に Part 70の許認可を

取得した事業者は、ISAの要件を満たした緊急時計画を策定することが求められている。事業者は現在、

NUREG-1513 「総合安全解析に係るガイダンス図書（ Integrated Safety Analysis Guidance 

Document）」を使用し、 ISA を行っている27。 ISA の結果は最終安全解析報告書（Final Safety 

Assessment Report：FSAR）の一部に含まれる28。尚、2009年以前に許認可を取得済みの事業者は、

NUREG-1520「核燃料サイクル施設の許認可申請に係る標準審査計画（Standard Review Plan for 

Fuel Cycle Facilities License Applications）」を使用し、ハザード評価を実施している29。 

 

NRCが事業者の ISAを審査する際には、NUREG-1520を参照する。NUREG-1520の付録資料A「事

故シーケンスの評価の手順の例（Example of Procedure for Accident Sequence Evaluation）」には、

事故シーケンスとその確率の評価方法に係るより詳細な指針が提供されている。NRC スタッフは審査

の際に、事業者が ISA で特定した事故シナリオを一つ一つ確認し、漏れがないか、緊急時計画が適切

であるか判断する30。 

 

10 CFR Part 40（ウラン転換施設） 

10 CFR Part 40.31(j)(3)では、10 CFR Part 40の対象となる施設における想定事故を特定するよう義

務付けている。ウラン転換施設では、ISA の実施は義務付けられていないが、米国における唯一のウラ

ン転換施設であるHoneywellでは、既述の Part 70の ISAをモデルに ISAを実施している。Honeywell

は 2006年 5月に許認可更新資料とともに NRCに ISAの結果を提出しており、化学ハザードの評価に

より焦点を置いた内容となっている。 

 

10 CFR Part 76（ガス拡散施設） 

10 CFR Part 76の下認定書（certification）を取得する、ガス拡散施設事業者は、10 CFR Part 76.85

「事故の評価（Assessment of accidents）」によりガス拡散施設における想定事故、及びその影響評価

を実施することが義務付けられている31。同規制ではまた、事業者は公衆の健康と安全と保護するため

に、施設における想定事故（内部・外部事象、および自然災害を含む）の発生を防止、また事故時にお

                                                   
26 “NUREG-1513: Integrated Safety Analysis Guidance Document.” NRC. May 2001. http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/ 
27 “NUREG-1513: Integrated Safety Analysis Guidance Document.” NRC. May 2001. http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/ 
28 NRC関係者へのヒアリングより。 
29 NRC関係者へのヒアリングより。 
30 NRC関係者へのヒアリングより。 
31 NRC関係者へのヒアリングより。 

 

file:///C:/Users/nhisamichi/Downloads/.%20http:/www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
file:///C:/Users/nhisamichi/Downloads/.%20http:/www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1513/
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ける影響を最小化するよう、施設の運用を行うことが義務付けられている32。NRC は、規制指針 3.67、

及び NUREC-1520を使用し、事業者のハザード評価の結果を審査する33。 

 

＜想定する事故＞ 

NRC は、事業者が作成するオンサイト緊急時計画の記載事項の一部として、オフサイトに放射能漏れ

のリスクを及ぼす可能性のある、当該施設で起こりうる事故を特定し、想定される事故の内容、及びそ

の影響を説明することを求めている。 

 

核燃料サイクル施設の緊急時計画において考慮される事故は、EPAの防護措置ガイド（PAGガイド）で

示された放射線リスクの閾値を超えると想定される事故である。具体的な事故の種類は施設により異な

る。PAGガイドでは、緊急事態の初期フェーズ（最初の4日間）における主要な防護措置は、屋内退避、

及び避難であるとし、これらの防護措置導入を決定する際の指針として、事故後 4日間における公衆の

全身被ばくの予測線量 1 rem～5 rem（10～50 mSv）、と規定している34。Part 40および 70では、核燃

料サイクル施設の許認可要件として、PAG で示される上記の予測線量を超える被ばくを伴う事故の評

価が求められており、公衆の被ばくが 1 rem に達する可能性のある事故が想定できる場合には、オン

サイト緊急時計画の整備が求められる35。 

 

一方、PAG で示される予測線量を超える被ばくを伴う事故が想定されない場合、放射線緊急事態を想

定した緊急時計画の策定は不要となる。ただし、EPA、米労働安全衛生局（US Occupational Safety & 

Health：OSHA）、施設立地地域の州政府等により、一般的な産業施設としての緊急時計画の整備が義

務付けられる36。放射線にかかるオンサイト緊急時計画の必要性がないと判断された核燃料施設の例

として、ジョージア州のMOX燃料施設（Savannah River Site）が挙げられる（公衆から離れた場所に施

設が位置しているため、公衆が実効線量当量で 1 remを超える被ばくリスクがないと判断された）37。 

 

PAG で示される予測線量を超える被ばくを伴う事故が特定された場合、当該施設のオンサイト緊急時

計画には、想定する事故がどこで、どのように発生するのか（機器の故障、人的ミス等）、事故を複雑化

する要因、オンサイト・オフサイトに与えうる影響等が記載される。また、特定された各事故に対して、事

業者がどのように事故の発生を特定し、作業員に警告を通知、事態に対応する体制が整備されている

のか等の説明が記載される。事故の特定に係る手段の例として、放射線モニタリング装置、煙感知器、

警告装置の導入等が挙げられる38。 

                                                   
32 “76.85 Assessment of accidents.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-
0085.html  
33 NRC関係者へのヒアリングより。 
34 “Early Phase Protective Action Guides and Protective Actions.” EPA. 2013. 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf 
8p 
35 NRC関係者へのヒアリングより。 
36 NRC関係者へのヒアリングより。 
37 NRC関係者へのヒアリングより。 
38 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 

 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0085.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0085.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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Part 76の下で認定書を取得する事業者には、オンサイト緊急時計画の適用除外は認められていない。

これらの事業者は、10 CFR Part 76.85の下、公衆の健康と安全と保護するために、当該施設における

想定事故を評価することが義務付けられており、評価対象には、内部・外部事象、および自然災害によ

る事故が含まれる39。 

 

＜緊急事態区分および緊急時活動レベル＞ 

 

緊急事態の区分 

NRA 規制（10 CFR 40.31(j)(3)(iii)、70.22(i)(3)(iii)、及び 76.91(c)）に基づき、核燃料施設における緊

事態区分では、警告（Alert）、およびサイトエリア緊急事態（Site Area Emergency）の 2 つの区分が適

用される。以下にこれらの区分の定義を示した40。 

 

• 警告 — 放射性物質、或いはその他のハザード物質が周囲の環境へ放出される可能性のあ

る、或いは放出したが、オフサイトの緊急時対応を必要とするレベルには至っていない事故を

指す 

• サイトエリア緊急事態 — オフサイトの緊急時対応を必要とする規模の放射性物質、或いはそ

の他のハザード物質が周囲の環境へ放出される可能性のある、或いは放出した事故を指す 

 

緊急時活動レベル 

事業者は、緊急事態の区分と当該施設で想定される事故に基づき、EAL を策定することが義務付けら

れている。規制指針 3.67の付録資料 A「起因条件の例（Examples of Initiating Conditions）」では、核

燃料サイクル施設における、緊急事態の分類を必要とする事象として、警告レベル、及びサイトエリア緊

急事態に関連した起因条件（Initiating Condition）の例を示している。警告レベルに発展する可能性の

ある起因条件の例として、放射性物質、或いは安全系統に影響を与える可能性にある火災、自然災害、

テロ行為等が発電所内で発生した、等が挙げられる。サイトエリア緊急事態に発展する可能性のある起

因条件の例として、環境中に大量の放射性物質が放出されたことを示唆する、施設外における大気中

の放射線量のレベルの上昇がみられる、等が挙げられる41。 

 

＜緊急事態計画区域＞ 

核燃料サイクル施設では一般的に、緊急時計画区域（Emergency Planning Zone：以下、EPZ）の設置

は義務付けられていない。 

 

                                                   
39 “76.85 Assessment of accidents.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-
0085.html 
40 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
41 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0085.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part076/part076-0085.html
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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NUREG-1140は、NRCが主にウラン燃料加工施設等における過去の事象を分析し、そのリスクから緊

急時対応の要件等の必要性について考察した規制解析で、EPZ など NRC による当該施設の要件設

定の根拠としても位置付けられている。 

 

NRC は同図書において、NRC は意図的に核燃料サイクル施設、及びその他放射性物質関連施設の

EPZを設定していない、と明記している。この理由として、通常原子力発電所に求められる EPZの本来

の目的は、オフサイトの緊急時対応区域を明確化することで、自治体や州等のオフサイト緊急時対応機

関との緊急時に係る調整、役割分担を可能とする点にある。一方で、核燃料サイクル施設、及びその他

放射性物質関連施設における事故は、一般的な産業施設での事故と同様に地元の消防署、及び警察

による対応で満たされるため、事故時に連絡が行く最寄りの消防署、警察を特定するだけでよく、EPZ

を設定する必要性はないと説明している42。 

 

米国では現時点において、核燃料サイクル施設に EPZを求めることを検討する方針はない。 

 

1.1.1.4 核燃料サイクル施設に係る緊急時計画の法体系のまとめ 

  ウラン転換施設 ウラン濃縮施設 

ウラン濃縮施

設（ガス拡散

施設） 

燃料成型 

加工施設 

MOX燃料 

加工施設 

根拠法 Atomic Energy Act of 1954 

許認可発行に係る

主要な NRC規制 
10 CFR Part 40  

• 10 CFR Part 40  

• AND 

• 10 CFR Part 70 

10 CFR Part 
76 
(Certification) 

10 CFR 
Part 70 

10 CFR Part 
70 

規制指針 
RG. 3.67, Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and 
Material Facilities 

緊急

時計

画の

要件 

オンサイト緊

急時計画 

10 CFR Part 40.31 
(j)(3) 

• 10 CFR Part 40.31 
(j)(3) 

• AND 

• 10 CFR Part 70.22 
(i) (3) 

10 CFR Part 
76.91  

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3) 

10 CFR Part 
70.22 (i) (3)  

オンサイト緊

急時計画の

要求内容 

R.G. 3.67の A「序章」 

オンサイト緊

急時計画の

様式・情報 

R.G. 3.67の B「様式」、C「緊急時計画」 

オフサイト緊

急時計画 
*オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：NUREG – 1140） 

想定事故 

10 CFR Part 40.31 
(j)(3)(ii) 

• 10 CFR Part 40.31 
(j)(3)(ii) 

• AND 
10 CFR Part 70.22 
(i) (3)(ii) 

10 CFR Part 
76.91(b) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(ii) 

10 CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(ii) 

*NUREG -1513にて、総合安全解析（ISA）の指針を提供（Part 70許認可保持者向

け） NRCは、NUREG -1520に基づき ISAの結果を審査 

                                                   
42 “NUREG-1140: A Regulatory Analysis on Emergency Preparedness for Fuel Cycle and Other Radioactive 
Material Licensees.” NRC. August 1991. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0620/ML062020791.pdf 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0620/ML062020791.pdf
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緊急事態の

分類・緊急時

活動レベル  

10 CFR Part 40.31 
(j)(3)(iii) 

• 10 CFR Part 40.31 
(j)(3)(iii) 

• AND 

• 10 CFR Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR Part 
76.91(c) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

*燃料サイクル施設の緊急事態の分類：警告及びサイトエリア緊急事態 

*規制指針 3.67：EAL策定のための起因条件（IC）を提供  

緊急時計画

区域 
*EPZに係る要件はなし（技術根拠：NUREG – 1140） 

NRCレビューガイ

ド  
NUREG - 1520 

NUREG- 
1718 

出典：NRCへのヒアリング、及び各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.1.2 使用済み燃料貯蔵施設に係る緊急時計画の動向 

1.1.2.1 使用済み燃料貯蔵施設の整備状況の概観 

米国における独立使用済燃料貯蔵施設（Independent Spent Fuel Storage Installation：以下、ISFSI）

では、一般許認可（General license）とサイト個別の許認可（Site-specific license）の 2 種類の許認可

が導入されており、NRCの NMSS が ISFSI の規制監督を担っている43。一般許認可は、事業者が 10 

CFR Part 50の下、発電用原子炉の運転許認可を取得したサイト内において ISFSIを運用する場合の

許認可であり、同施設には、10 CFR Part 50で規定される防災要件が適用される。一方、サイト個別許

認可は、発電用原子炉の許認可とは別に、ISFSIの許認可を取得する場合を指し、10 CFR Part 72.32

の緊急時計画の要件が適用される。米国では 10 CFR Part 72.210の下、規制活動の効率化を目的と

して、ISFSIの一般許認可を 10 CFR Part 50（或いは Part 52）の下で取得できる制度が導入されて以

降44、同制度を活用し ISFSIを運用する体制が主流となっており、現在 60件の ISFSIが一般許認可の

下で運用されている。残り 15件の ISFSIは、過去の制度の下、10 CFR Part 72.32によりサイト個別の

許認可を取得した施設である（2016年 7月時点）。 

  

                                                   
43 NRC関係者へのヒアリングより。 
44 “72.210 General license issued.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-
0210.html  

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0210.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0210.html
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図表 4： 米国における使用済み燃料貯蔵施設 

 

出典：NRC45 

 

10 CFR Part 72 の下、サイト個別の許認可を取得したサイトの例として、カリフォルニア州の Rancho 

Secoサイトが挙げられる。同サイトでは、発電所が廃止措置となり、現在は ISFSIのみが運用されてい

る状況にある。その他、サイト個別の許認可を取得したサイトは以下の通り。 

 

図表 5： サイト個別許認可を取得した ISFSI一覧 

サイト個別許認可を取得した ISFSI（許認可発行年） 場所 

Calvert Cliffs（1992年） メリーランド州 

GE Hitachi – Morris（1988年） 

※乾式貯蔵ではなく、使用済み燃料プールで管理 
イリノイ州 

Fort Saint Vrain（1991年） コロラド州 

DOE TMI-2（1999年） アイダホ州 

DOE Idaho Spent Fuel Storage（2004年） アイダホ州 

Trojan（1999年） オレゴン州 

Humboldt Bay（2005年） カリフォルニア州 

Rancho Seco（2000年） カリフォルニア州 

Diablo Canyon（2004年） カリフォルニア州 

Private Fuel Storage（2006年） ユタ州 

North Anna*（1998年、一般許認可は 2008年） バージニア州 

Surry*（1986年、一般許認可は 2007年） バージニア州 

Robinson*（1986年、一般許認可は 2005年） サウスカロライナ州 

Oconee*（1990年、一般許認可は 1999年） サウスカロライナ州 

Prairie Island（1993年） ミネソタ州 

*一般許認可も取得しているサイト 

出典：NRC46 

                                                   
45 “NRC Maps of Independent Spent Fuel Storage Installations (ISFSI).” NRC. July 2016. 
https://www.nrc.gov/images/reading-rm/doc-collections/maps/isfsi-licensed-operating.png 
46 “U.S. Independent Spent Fuel Storage Installations (ISFSI).” NRC. October 6, 2016. 
http://www.nrc.gov/docs/ML1628/ML16286A019.pdf 

 

https://www.nrc.gov/images/reading-rm/doc-collections/maps/isfsi-licensed-operating.png
http://www.nrc.gov/docs/ML1628/ML16286A019.pdf
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尚、使用済み燃料の乾式貯蔵と使用済み燃料貯蔵プールでの貯蔵にかかる緊急時計画の法規制、要

件は同一である47。また現在、テキサス州、ニューメキシコ州等で計画されている集中中間貯蔵施設で

は、10 CFR Part 72の下、サイト個別許認可が適用される48。 

 

1.1.2.2 使用済み燃料貯蔵施設に係る主要法規制 

ISFSIに係る要件は、10 CFR Part 72にて規定されている49。一方で、10 CFR Part 50の下、ISFSIの

一般許認可を取得した場合、10 CFR Part 50 で規定された発電用原子炉を対象とした緊急時計画の

要件が適用される。 

10 CFR Part 50 の下、ISFSI の一般許認可を取得した事業者が、発電用原子炉の廃止措置を決定し

た場合、10 CFR Part 50で規定される緊急時計画の免除手続きを開始する。NRCは事業者の免除申

請を審査する際に、発電用原子炉の廃止措置後も運用される ISFSI のリスクを考慮し、10 CFR Part 

72で求められる緊急時計画と同等のレベルの要件を ISFSIに適用する50。 

 

以下に、ISFSIに係る NRC法規制、及び関連ガイダンス図書をまとめた。 

 

＜緊急時計画に係る主要な法規制＞ 

ISFSIにおける緊急時計画に係る主要な法規制を以下にまとめた。 

 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用

における許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を

策定、施行する権限を NRCに付与51。 

• 10 CFR Part 72.32「緊急時計画（Emergency Plan）」 — ISFSIの緊急時計画の要件を規定

52 

 

＜緊急時計画に係る主要なガイダンス図書＞ 

以下に、ISFSIの緊急時計画に係る主要なガイドライン図書を挙げた。 

 

• 規制指針 3.62「オンサイトの使用済み燃料貯蔵キャスクに係る安全解析報告書の標準様式、

及び記載内容（Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for Onsite 

Storage of Spent Fuel Storage Casks）」 — ISFSIを対象とした安全解析報告書の作成にか

                                                   
47 NRC関係者へのヒアリングより。 
48 NRC関係者へのヒアリングより。 
49 同規制では、監視付回収可能貯蔵（Monitored Retrievable Storage：MRS）施設も対象としている。米国では、高レベ

ル放射性廃棄物の最終処分場をネバダ州のユッカマウンテンで計画していた際に、最終処分場の運用が開始されるま

での期間、MRS施設にて放射性廃棄物を集中貯蔵する方針が計画されたが、ユッカマウンテンの計画がとん挫したこと

で、MRS施設の実現性は不透明となっている。このため、本項では、ISFSIに焦点を当て、使用済み燃料貯蔵管理施設

に係る緊急時計画の要件をまとめた。 
50 NRC関係者へのヒアリングより。 
51 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016.  
52 “10 CFR Part 70.32.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 

 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
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かる指針を提供。同指針は、ISFSI（乾式貯蔵）が発電用原子炉の設置サイト内にある場合に

適用される53 

• 規制指針 3.67「核燃料サイクル、及び放射性物質取扱い施設に係る緊急時計画の標準様式、

及び記載内容（Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and 

Material Facilities）」 — 核燃料施設の許認可保持者（申請者）が連邦規制に準じた緊急時計

画を作成、維持するためのガイダンス。米国の核燃料施設の緊急計画の要求とその内容、様

式、緊急事態区分および EAL等の概要が示されている54。 

• NUREG-1567「使用済み燃料の乾式貯蔵施設に係る標準審査計画（Standard Review Plan 

for Spent Fuel Dry Storage Facilities）」 — NRCが ISFSIの許認可申請書を審査する際の

指針を提供55 

• SFST-ISG-16「使用済み燃料貯蔵、及び輸送にかかる暫定スタッフ指針 16：緊急時計画

（Emergency Planning）」 — ISFSI、監視付回収可能貯蔵（Monitored Retrievable Storage：

MRS）施設56を対象とした緊急時計画に係る指針を提供57 

  

                                                   
53 “Regulatory Guide 3.62: Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for Onsite Storage of 
Spent Fuel Storage Casks.” NRC> February 1989. http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf 
54 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
55 “NUREG-1567: Standard Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities.” NRC. March 2000. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf 
56 米国では、高レベル放射性廃棄物の最終処分場をネバダ州のユッカマウンテンで計画していた際に、最終処分場の運

用が開始されるまでの期間、MRS施設にて放射性廃棄物を集中貯蔵する方針が計画されたが、ユッカマウンテンの計

画がとん挫したことで、MRS施設の実現性は不透明となっている。このため、本項では、ISFSIに焦点を当て、使用済み

燃料貯蔵管理施設に係る緊急時計画の要件をまとめた。 
57 “Spent Fuel Project Office Interim Staff Guidance – 16 Emergency Planning.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf
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1.1.2.3 使用済み燃料貯蔵施設に係る緊急時計画の要件 

＜緊急時計画＞ 

 

許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無 

NRCは、10 CFR Part 72.24(k) において、ISFSIの許認可申請の一部としてオンサイト緊急時計画の

提出を事業者に義務付けている58。また事業者が 10 CFR Part 50の下、ISFSIの一般許認可を取得し

た場合も、10 CFR Part 50.4759で規定される要件を満たした緊急時計画の策定が許認可の要件として

求められる60。 

 

一方でオフサイト緊急計画の作成について NRC は、使用済み燃料から大規模な放射性物質が放出さ

れるリスクが低いこと、また使用済み燃料は強固な貯蔵システムに保管されていることを踏まえ、ISFSI

の許認可申請の要件には含んでいない（10 CFR Part 70の下で申請する場合、NUREG-1140を根拠

とする）61。米国では現時点において、ISFSI にオフサイト緊急時計画を求めることを検討する方針はな

い。尚、10 CFR Part 50の下で申請する場合は、発電用原子炉と同じく、許認可の要件としてオフサイ

ト緊急時計画の作成が求められる。 

 

様式・記載事項 

ISFSI の緊急時計画に求められる記載事項は、10 CFR Part 72.32 (a)「緊急時計画（Emergency 

Plan）」に規定されている。これらの記載事項は、暫定スタッフ指針 16 の 3 章「施設の概要（Facility 

Description）」に、より詳細な指針が示されている。具体的には、以下の内容を緊急時計画に記載する

旨求めている。 

 

図表 6： ISFSIを対象とした緊急時計画に求められる内容 

記載事項 概要 

施設の概要 
該当施設と立地サイト、サイト周辺のエリアの説明（サイトの地理的特性、

人口、周囲への要支援者施設、公共施設の説明等） 

想定する事故 

当該施設で起こり得ると想定される放射線事故の特定とその説明、及び事

故がオンサイトの職員に与えるリスクの抑制、緊急時における対策の説明

（詳細は後述参照） 

緊急事態の区分 緊急事態の区分、EALの策定（詳細は後述参照） 

事故の特定 

施設で起こり得る事故が発生した場合の事故の特定、緊急時対応要員へ

の事故発生の通知に係る手段の説明（線量モニタリング機器、煙感知器の

導入等） 

事故の影響の最小化 
施設で起こり得ると想定される事故が実際に発生した場合、その被害を最

小化するための対応、設備機器の説明 

放射線漏れの評価 
オンサイト、及びオフサイトにおける放射性物質、或いはその他のハザード

物質の漏れの度合いを評価するための手法を説明 

緊急時対応機関の役割・責 緊急時計画の有効性を維持するための定期的な見直しの実施をはじめと

                                                   
58 “10 CFR Part 72.24(k).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0024.html 
59 “50.47 Emergency plans.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 
60 NRC関係者へのヒアリングより。 
61 “Spent Fuel Project Office Interim Staff Guidance – 16 Emergency Planning.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf pdf. 3 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0024.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf%20pdf.%203
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記載事項 概要 

任 する、平常時における緊急時対応能力の維持に努める担当者の役割、ま

た緊急時対応にあたる組織、及び要員の役割・責任の説明 

緊急事態の通知、及び対応

の調整 

オフサイトに対する緊急事態発生の通知に係る手法、オフサイトへの支援

要請に向けた連携の在り方等 

緊急時のコミュニケーション 
緊急時にオフサイトの緊急時対応組織、NRCに伝達する情報の説明（施

設の状況、放射線漏れの有無、防護措置の推奨等） 

訓練 緊急事対応要員に対する訓練の内容の説明 

復旧 事故後に当該施設を安全に復旧させるための手段の説明 

演習 

4半期に一度の緊急時におけるコミュニケーション能力・機器の評価、2年

に一度のオンサイトでの演習実施（オフサイトの参加は推奨されているが

義務ではない）、半年に一度の医療・火災ドリル実施に係る説明 

化学ハザード 
緊急時計画の立案・共同体の知る権利法 1986年の規定準拠にかかる説

明 

緊急時計画に対する意見 

事業者は、緊急時計画を NRCに提出する 60日前に、オフサイト緊急時

対応組織に緊急時計画を共有し、意見を求める。事業者は、オフサイトか

ら得られたコメントを緊急時計画と共に NRCに提出 

オフサイトの支援 オフサイトへの支援要請に向けた連携の在り方の説明 

公衆への情報提供 緊急時における公衆への情報提供の手法を説明 

出典：NRC62 

 

規制当局のレビューガイド 

NRCは、サイト個別許認可申請において、事業者が ISFSIに適用される緊急時計画を遵守しているか

審査する際、NUREG-1567、及び SFST-ISG-16を利用する63。NUREG-1567の 10.4.5項「緊急時計

画（Emergency Planning）」では、緊急時計画に係る承認基準を、10.5.5 項「緊急時計画（Emergency 

Planning）」では緊急時計画の審査手順を示している64。更に、暫定スタッフ指針 16 の 4 章「審査の手

順（Review Procedures）」、及び 5 章「評価結果（Evaluation Findings）」では、NRC 評価者が事業者

の緊急時計画を評価する際のより具体的な指針を提供している65。SFST-ISG-16 の内容は、基本的に

核燃料施設の標準審査計画である NUREG-1520 と同じである。一方、一般許認可申請において、

ISFSI に適用される緊急時計画を遵守しているか審査する際に NRC は、発電用原子炉の緊急時計画

を審査する際のガイドライン図書が利用する（発電用原子炉の緊急時計画は本報告書 1.4項を参照）66。 

  

                                                   
62 “10 CFR Part 70.32.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 
63 NRC関係者へのヒアリングより。 
64 “NUREG-1567: Standard Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities.” NRC. March 2000. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf 
65 “Spent Fuel Project Office Interim Staff Guidance – 16 Emergency Planning.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf 
66 NRC関係者へのヒアリングより。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf
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＜ハザード評価の内容と要求＞ 

規制指針 3.62の 8.2項「事故（Accidents）」では、事故解析の内容について指針を提供している。具体

的には、事故を特定し、特定された事故に対してその原因（自然災害、人的エラー、機器の故障等）、事

故シーケンス、発生頻度を解析する。また、特定された事故が人、施設に与える影響を評価、事故の影

響を最小化するための措置が評価される。事故解析には、事故解析の前提となった推測、条件、解析

手法等の説明も併せて記載される67。 

 

NRCスタッフは、NUREG-1567を利用し、事故解析の結果を審査する68。ISFSIを対象とした事故解析

に係る、NRCの評価の指針は、NUREG-1567の 15章「事故解析（Accident Analysis）」に示されてお

り、承認基準、審査手順はそれぞれ 15.4項、15.5項に記載されている69。 

 

＜想定する事故＞ 

10 CFR Part 72.32(a)(2)の下、ISFSIにて起こり得る事故の特定が求められている70。規制指針 3.62

の 8 章「事故解析（Accident Analyses）では、事故解析に関する指針が示されている。ここでは、施設

の安全設備に影響を与える事故を特定すること、具体的には、サイト内の制限された敷地（controlled 

area）における被ばく量が 25 mrem以上となる可能性のある事故を評価することが求められている71。 

 

＜緊急事態区分および緊急時活動レベル＞ 

稼働中の発電用原子炉の併設されていない、ISFSI の緊急事態の区分は、警告レベルのみである（10 

CFR Part 72.32(a)(3)より）72。一方で、MRS施設では、警告、サイトエリア緊急事態の 2つの区分が適

用される。警告レベル、サイトエリア緊急事態に適用される区分の定義は核燃料サイクル施設の定義と

同様である。 

 

暫定スタッフ指針 16の 3.4章「事故の分類（Classification of Accidents）」では、ISFSIにおける、緊急

事態の分類を必要とする事象として、警告レベル、及びサイトエリア緊急事態に関連した起因条件

（Initiating Condition）の例を示している73。また、EAL の判断基準の策定における指針を示したガイダ

ンス NEI 99-01 Rev. 6の 8章「ISFSIを対象とした起因条件マトリックス／EALS（Independent Spent 

Fuel Storage Installation (ISFSI) ICS/EALS）」は、ISFSIを対象とした EAL判断基準策定の具体的な

指針を提供している74。 

                                                   
67 “Regulatory Guide 3.62: Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for Onsite Storage of 
Spent Fuel Storage Casks.” NRC> February 1989. http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf 
68 NRC関係者へのヒアリングより。 
69 “NUREG-1567: Standard Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities.” NRC. March 2000. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf 
70 “Spent Fuel Project Office Interim Staff Guidance – 16 Emergency Planning.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf 
71 “Regulatory Guide 3.62: Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for Onsite Storage of 
Spent Fuel Storage Casks.” NRC> February 1989. http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf 
72 “10 CFR Part 70.32.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 
73 “Spent Fuel Project Office Interim Staff Guidance – 16 Emergency Planning.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf 
74 “NEI 99-01 Revision 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors,” NEI. November 
2012. http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1567/sr1567.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739545.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-16.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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＜緊急事態計画区域＞ 

ISFSIには、同施設における放射線事故のリスクが低いことを踏まえ、緊急事態計画区域は適用されな

い（NUREG-1140 を根拠とする）75。米国では現時点において、ISFSI に EPZ を求めることを検討する

方針はない。 

 

1.1.2.4 使用済み燃料貯蔵施設に係る緊急時計画の法体系のまとめ 

根拠法 Atomic Energy Act of 1954 

許認可発行に係る主

要な NRC規制 

10 CFR Part 50 （一般許認可） 

10 CFR Part 72.32（サイト個別許認可）  

規制指針 

RG. 3.62, Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for 
Onsite Storage of Spent Fuel Storage Casks 
RG. 3.67, Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel 
Cycle and Material Facilities 

緊急時計画の要件 

オンサイト緊急時計画 
10 CFR 50(47) （一般許認可） 

10 CFR Part 72.32 (a) （サイト個別許認可） 

オンサイト緊急時計画の

要求内容 
10 CFR Part 72.32 (a) 

オンサイト緊急時計画の

様式・情報 

10 CFR Part 72.32 (a) 

暫定スタッフ指針 16の 3章 

オフサイト緊急時計画 

*オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：

NUREG – 1140） 
 

想定事故 
10 CFR Part 72.32 (a)(2) 

*RG. 3.62にて事故シナリオの指針を提供  

緊急事態の区分と EAL 
10 CFR Part 72.32 (a)(3) 
NEI 99-01 Rev. 6 

緊急時計画区域 

*EPZに係る要件はなし（技術根拠：NUREG – 

1140） 
 

NRC Review Guide 
NUREG 1567 
SFST-ISG-16  

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.1.3 低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時計画の動向 

1.1.3.1 低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の整備状況の概観 

米国では現在、以下図中の 4 か所において、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設が運用されている。

これらのサイトは全て、1954年米国原子力法（Atomic Energy Act of 1954年）の下、NRCから低レベ

ル放射性廃棄物管理・埋設に関する規制権限が委譲された合意州に位置しており、各州政府が低レベ

ル放射性廃棄物管理・埋設施設の規制監督を実施している76。 

  

                                                   
75 NRC関係者へのヒアリングより。 
76 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016. http://www.nrc.gov/about-nrc/governing-laws.html 

http://www.nrc.gov/about-nrc/governing-laws.html
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図表 7： 米国における低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設 

 

*図中の橙色の州は合意州を指す 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

米国では、NRC が、原子力法第 274 条に基づき、NRC 委員長と州知事との間の合意契約を通じて、

同委員会が有する放射性物質に関する規制権限の一部を州政府へ委譲している77。同制度は合意州

（Agreement States）と呼ばれ、1962 年にケンタッキー州が全米で初めて NRC との合意を締結し、合

意州となった。NRCによると、米国では現在、放射性物質の取扱いに合意した州政府（合意州）は37州

に上る。 

 

NRC は合意州との放射性物質の取扱いに関する合意の締結により、規制権限を州に完全に委譲する

ことから、合意州による規制活動を監督する権限は持たない。合意州に位置する低レベル放射性廃棄

物管理・埋設施設は、NRC の規制要件を満たす、州の法規制に遵守することが求められており、許認

可の発行も州政府が行っている。 

 

1.1.3.2 低レベル廃棄物の管理・埋設施設に係る主要法規制 

米国では、NRC が 10 CFR Part 61「放射性物質の地層処分に係る許認可要件（Licensing 

Requirements for Land Disposal of Radioactive Waste）」により、低レベル放射性廃棄物管理・埋設

施設の許認可要件を規定している78。10 CFR Part 61では、緊急時計画（Emergency Planning）の策

定は要件として規定されていない79。 

                                                   
77 “Agreement States Program.” NRC. http://www.nrc.gov/about-nrc/state-tribal/agreement-states.html 
78 “10 CFR Part 61.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/ 
79 NRC関係者へのヒアリングより。 

http://www.nrc.gov/about-nrc/state-tribal/agreement-states.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/
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一方、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設では、放射性物質の漏れを管理・モニタリングするための

プログラムの導入を求めている。10 CFR 61.12(k)では、公衆・環境の保護のため、放射線物質の漏れ

の抑制、線量モニタリングを行うための放射線安全プログラム（Radiation Safety Program）にかかる情

報を NRC に提出するよう事業者に義務付けている。NRC に提出すべき情報には、プログラム実施に

係る手順、設備機器の説明が含まれる。 

 

放射線安全プログラムは、10 CFR Part 61.41「放射性物質の放出に対する公衆の保護（Protection of 

the general population from releases of radioactivity）」の要件を遵守したものであることが義務付け

られている80。10 CFR Part 61.41 では、外部（地下水、空気、地面、動物、植物等）に放出される放射

性物質の濃度は、公衆への年間の被ばく量が全身で 25 mrem（0.25 mSv）、甲状腺で 75 mrem（0.75 

mSv）、その他臓器で 25 mrem（0.25 mSv）を超えないこと、また放射性物質の漏れを可能な限り少なく

するための取組みを実施することを、事業者に義務付けている81。 

 

また 10 CFR 61.13(c)では、低レベル放射性廃棄物の取扱い、管理保管、処分時に想定される事故を

分析し、放射性物質による被ばくのリスクを評価することを義務付けている82。 

 

1.1.3.3 低レベル廃棄物の管理・埋設施設に係る緊急時計画の要件 

低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の許認可要件は、10 CFR Part 61 に規定されているが、既述

のとおり、同規制に緊急時計画の要件は含まれていない83。 

 

しかし、米国で運用されている低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は全て合意州に位置しているた

め、米国の事業者は実際には、各自の施設が立地する州政府が策定した 10 CFR Part 61に準拠する

州規制の下、運転許認可を取得している。本報告書 2.3項では、同背景情報を踏まえ、Andrewsサイト

があるテキサス州の事例を通して、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の許認可取得に係る州規制

に基づく緊急時計画の要件をまとめた（後述参照）。 

 

1.1.3.4 規制当局のレビューガイド 

NRC は、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の許認可申請を NRC スタッフが審査する際の指針と

して、NUREG-1200 Rev. 3 「低レベル放射性廃棄物埋設施設の許認可申請の審査のための標準審査

計画（Standard Review Plan for the review of a license application for a Low-Level Radioactive 

Waste Disposal Facility）」を 1994年 4月に発表している。ただし既述の通り、現在米国で運用されて

                                                   
80 “61.12 Specific technical information.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/cfr/part061/part061-0012.html  
81 “61.41 Protection of the general population from releases of radioactivity.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0041.html  
82 “61.13 Technical analyses.” NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-
0013.html  
83 NRC関係者へのヒアリングより。 

 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0012.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0012.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0041.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0041.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0013.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part061/part061-0013.html
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いる 4 件の低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は全て合意州により許認可が発行されており、各州

が NRCの規制、指針に基づき、それぞれの規制関連図書を策定している状況にある84。 

 

1.1.3.5 低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時計画の法体系のまとめ 

米国における 4 件の低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は全て合意州に位置している。これらの低

レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は、州の緊急時計画に係る法規制に遵守することが求められてお

り、許認可の発行も州政府が行っている。これを踏まえ、以下では、本報告書 1.2.3 項で紹介したテキ

サス州 Andrewsサイトの事例に基づき、テキサス州規制をまとめた。 

 

根拠法 Atomic Energy Act of 1954 

許認可発行に係る主

要な NRC規制 

10 CFR Part 61 

（該当するテキサス州規則はテキサス州規則（TAC） 30編 336章 

緊急時計画の要件 オンサイト緊急時計画 TAC 336.210 (a) 

オンサイト緊急時計画

の要求内容 
TAC 336.210 (d) 

オンサイト緊急時計画

の様式・情報 
TAC 336.210 (c) 

オフサイト緊急時計画 *オフサイト緊急時計画の要件なし 

想定事故 TAC 336.210 (c) 

緊急事態の分類 TAC 336.210 (c) 

緊急時活動レベル * R.G. 3.67の Appendix Aで起因条件の指針を提供 

緊急時計画区域 *EPZに係る要件はなし 

NRCレビューガイド テキサス州政府のレビューガイド85 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.1.3.6 低レベル廃棄物の管理・埋設施設に係る緊急時計画の規制改正に向けた動向 

NRC は 2016 年 9 月、10 CFR Part 61「放射性物質の地層処分に係る許認可要件（Licensing 

Requirements for Land Disposal of Radioactive Waste）」の内容を改正する、最終規則を発表した。

同規制改正は、米国で運用されている 4 か所の低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に適用される86。

同規制改正による 10 CFR Part 61の主な変更点は以下の通りである87： 

 

• 当該施設で管理・埋設された長寿命放射性核種の量、或いは今後管理・埋設される量に基づ

き、コンプライアンス期間を 1,000年、或いは 1万年とすること。いずれのコンプライアンス期間

中においても、公衆に対する線量制限は 25 mrem（0.25 mSv）と規定されている。コンプライア

ンス期間に係る変更を反映させるために、公衆の保護にかかる技術解析の内容を更新するこ

と 

                                                   
84 NRC関係者へのヒアリングより。 
85 WCS社によると、州政府が事業者の緊急時計画要件の遵守を審査するためのレビューガイドを策定し、使用している

という。しかし、具体的なレビューガイドの情報はヒアリングから得ることはできなかった。 
86 “Guidance for Conducting Technical Analyses for 10 CFR Part 61. NRC. May 20, 2015. 
https://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f23/Guidance%20May%20DOE%20PA%20CoP%20Meeting_final.pdf  
87 “SECY-16-0106: Final Rule: Low-Level Radioactive Waste Disposal (10 CFR Part 61)(RIN 3150-AI92).” NRC. 
September 15, 2016. https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf  

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f23/Guidance%20May%20DOE%20PA%20CoP%20Meeting_final.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf
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※事業者が、1,000年のコンプライアンス期間を求める場合、1万年のコンプライアンス期間が

必要ないことを裏付ける技術的根拠を NRCに示すことが求められる。 

• 人による侵入からの防護を評価するため、コンプライアンス期間中における侵入の防護にかか

る評価（inadvertent intruder assessment）を技術解析の内容として新たに追加する 

• 長寿命放射性核種を多く有する低レベル放射性廃棄物埋設施設を対象とした評価において、

「1万年以降」の新しい評価期間を新規に設けること。ここでは、当該施設で導入されている廃

棄物処分システムが、1万年以降の安全リスクを低減させる上でどう機能するか評価すること

が求められる。 

• 低レベル放射性廃棄物の埋設施設の閉鎖時に技術解析の内容を更新する新しい要件を追加

する 

• 低レベル放射性廃棄物の埋設施設が廃棄物を受入れる際に使用する基準（waste 

acceptance criteria）を、サイト特性を踏まえて策定することを許可する。同基準は当該サイト

の技術解析、既存の低レベル放射性廃棄物の区分、或いは双方の組み合わせに基づき策定

される 

• 低レベル放射性廃棄物埋設施設を対象とした NRCの規制判断において、深層防護を考慮す

るため、当該施設における深層防護の取組みにかかる説明を安全解析に記載する要件を追加 

• 既存の安全基準の要件（10 CFR Part 20「放射線防護にかかる基準（Standards for 

Protection Against Radiation）」等）と一貫性のある規制の導入を促進 

 

NRC が同規制改正を進めた背景には、低レベル放射性廃棄物の流れ（waste stream）が、既存の 10 

CFR Part 61 が策定された当時（1982 年）から大幅に変化していることを踏まえ、これまでに認識され

ていなかった廃棄物処理の流れを考慮し、更にこれまでの低レベル放射性廃棄物の運用経験から得ら

れた教訓等も反映させながら、より安全な放射性廃棄物処分を促進する等の狙いがある88。 

 

NRC スタッフは 2016 年 9 月 15 日、NRC 委員に対し最終規則を連邦官報に掲載する許可を求める

SECY文書（SECY-16-0106）を送付している89。NRCは、同規則の施行時期は 2017年 8月、今回の

規制改正の内容を反映させた合意州の規則策定は 2020年 8月になると見込んでいる90。 

 

また NRCは 2015年 3月、同規制改正を導入するためのガイドラインとして、10 CFR Part 61の下で

新しく求められる技術解析の実施方法にかかる指針をまとめた NUREG-2175「10 CFR Part 61 の技

術解析にかかる指針（Guidance for Conducting Technical Analyses for 10 CFR Part 61, Draft 

Report for Comment）の草案をパブリックコメント募集のため発表し、現在、これに対し寄せられたコメ

ントを反映した改定作業を進めている91。 

                                                   
88 “SECY-16-0106: Final Rule: Low-Level Radioactive Waste Disposal (10 CFR Part 61)(RIN 3150-AI92).” NRC. 
September 15, 2016. https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf  
89 “SECY-16-0106: Final Rule: Low-Level Radioactive Waste Disposal (10 CFR Part 61)(RIN 3150-AI92).” NRC. 
September 15, 2016. https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf  
90 “Guidance for Conducting Technical Analyses for 10 CFR Part 61. NRC. May 20, 2015. 
https://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f23/Guidance%20May%20DOE%20PA%20CoP%20Meeting_final.pdf  
91 “NUREG-2175: Guidance for Conducting Technical Analyses for 10 CFR Part 61, Draft Report for Comment.” 
NRC. March 2015. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr2175/  

https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML1618/ML16188A307.pdf
https://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f23/Guidance%20May%20DOE%20PA%20CoP%20Meeting_final.pdf
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr2175/
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1.1.4 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時計画の動向 

1.1.4.1 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の整備状況の概観 

米国では、長期的な高レベル放射性廃棄物処理の施策として、エネルギー省（Department of Energy：

DOE）が中心となり、ネバダ州ユッカマウンテン最終処分場の設置に向けた取り組みが進められてきた。

1982年に制定された核廃棄物政策法（Nuclear Waste Policy Act of 1982：NWPA）により、NRCの規

制監督の下、DOE が高レベル放射性廃棄物の処分場の設計、建設、運用、廃止に係る責任を有する

と定められた。NRC は NWPA を背景に、ユッカマウンテン最終処分場の許認可申請の評価を念頭に

置いた数々の規制を策定してきた92。 

 

図表 8： ユッカマウンテン（左）、最終処分場入口（右） 

 

出典：NRC93 

 

ユッカマウンテン最終処分場の建設計画はその後、地元住民の強い反対から政治的問題に発展したこ

とを背景に、エネルギー省が中止を決定しており、米国では現在、長期的な高レベル放射性廃棄物管

理政策の見直しが進められている。 

 

DOE は 1987 年、ネバダ州のユッカマウンテンに高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設計画を提

案、以後ブッシュ政権の下で同計画が進められてきた94。しかし地元住民の反対は根強く、DOE は

2010 年に同計画の中止を決定、米国の新たな放射線廃棄物の処理に係る包括的な政策や方針を検

討・評価するため、ブルーリボン委員会（Blue Ribbon Commission：BRC）を設立した95。同委員会は

2012 年 1 月、米国における使用済み燃料、及び高レベル放射性物質の管理・処分に係る課題解決に

                                                   
92 “High-Level Waste Disposal: What We Regulate.” NRC. June 14, 2016. http://www.nrc.gov/waste/hlw-
disposal/what-we-regulate.html 
93 “Backgrounder on Licensing Yucca Mountain.” NRC. September 3, 2015. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/fact-sheets/yucca-license-review.html 
94 “Disposal of High-Level Nuclear Waste.” GAO. N/A. 
http://www.gao.gov/key_issues/disposal_of_highlevel_nuclear_waste/issue_summary 
95 “U.S. Department of Energy’s Motion to Withdraw.” DOE. March, 2010. 
http://www.yuccamountain.org/pdf/doe_motion_to_withdraw-2010_nrc_app.pdf 

 

http://www.nrc.gov/waste/hlw-disposal/what-we-regulate.html
http://www.nrc.gov/waste/hlw-disposal/what-we-regulate.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/yucca-license-review.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/yucca-license-review.html
http://www.gao.gov/key_issues/disposal_of_highlevel_nuclear_waste/issue_summary
http://www.yuccamountain.org/pdf/doe_motion_to_withdraw-2010_nrc_app.pdf
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向けた 8 つの勧告をまとめた報告書を発表、同勧告には最終処分場の運用開始計画とは別に複数の

集中中間貯蔵施設を設立すべきであること96、放射性廃棄物の管理・処分に係る中間貯蔵施設、及び

最終処分場の立地選定における地元の同意の必要性等が含まれた97。 

 

DOE は 2013 年 1 月、BRC の報告書を出発点とし、委員会の提言から得られる基本方針を支持する

形で、放射性廃棄物の課題を解決するための戦略をまとめた報告書「使用済み燃料、及び高レベル放

射性廃棄物の管理・処分に係る戦略（Strategy for the Management and Disposal of Used Nuclear 

Fuel and High-Level Radioactive Waste）」を発表した。DOEは同報告書において、ブルーリボン委員

会の勧告を受けた放射性廃棄物の取扱いに関する方針をまとめ、地元の合意に基づいた（コンセントベ

ース）中間貯蔵、及び最終地層処分場の立地選定を段階式に進めていくと述べた。同戦略では、試験

規模の中間貯蔵施設、実用規模の中間貯蔵施設の建設を経て、地層処分場の建設へと進む、段階的

な手法が提案されている。また、地元の合意に基づいたサイト選定においては、まず複数の候補地を選

定し、絞り込むという可能性も示された。同戦略の実行計画では、2021 年までに試験規模の中間貯蔵

施設の運用を開始し、2025 年までには実用規模の中間貯蔵施設の運用を開始、更に 2048 年までに

地層処分を利用可能な状態にまで前進させることを目指している98。 

 

DOEのモニツ前長官は 2015年 3月、高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵、及び最終地層処分場建設

に向けたコミットメントを新たにする声明を発表した。同声明で DOE は、核兵器関連の放射性廃棄物、

商業用発電所から生じる放射性廃棄物（使用済み燃料）の処分場を個別に設ける方針を発表、オバマ

前大統領がこれを認める決定を下したことを明らかにした99。処分場を別途設ける決定は、同じく 2015

年 3 月に DOE により公表された、国防関連放射性廃棄物の処分方法の評価に関する報告書の所見

に基づいている100。DOE は同年 11 月、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の立地選定プロセスに

係る報告書を発表、同報告書の中では、10 か国の事例に基づく最終処分場立地選定の教訓、地元の

合意を得た上での選定プロセスに関する内容がまとめられている101。 

 

2015年 12月には、DOEによる地元合意に基づいたサイト選定にかかるイニシアティブが開始された。

DOE は、地域コミュニティ、自治体の合意の下、中間貯蔵や処分場の建設サイトを選定するためのプロ

セスに国民の意見を反映させるため、パブリックコメントの募集を開始し、サイト選定プロセスに関与す

                                                   
96 1982 年放射性廃棄物政策法（Nuclear Waste Policy Act of 1982）では、最終処分場の許認可が発行された後であ

ることを条件として、1件の集中中間貯蔵を建設することを許可している。 

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/brc_finalreport_jan2012.pdf 
97 “Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future.” BRC. January, 2012. 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/brc_finalreport_jan2012.pdf 
98 “Strategy for the Management and Disposal of Used Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste” DOE. 
January 11, 2013.  
http://www.energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20U
sed%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf 
99 http://www.energy.gov/articles/moving-forward-address-nuclear-waste-storage-and-disposal 
100 “Report on Separate Disposal of Defence Level Radioactive Waste.” US Department of Energy. March 2015. 
http://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/03/f20/Defense%20Repository%20Report.pdf 
101 “Designing a Process for Selecting a Site for a Deep-Mined Geologic Repository for High-Level Radioactive 
Waste and Spent Nuclear Fuel.” DOE. November, 2015. http://www.nwtrb.gov/reports/siting_report_analysis.pdf 

 

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/brc_finalreport_jan2012.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/brc_finalreport_jan2012.pdf
http://www.energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://www.energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://www.energy.gov/articles/moving-forward-address-nuclear-waste-storage-and-disposal
http://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/03/f20/Defense%20Repository%20Report.pdf
http://www.nwtrb.gov/reports/siting_report_analysis.pdf
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べき主体者や国民参加促進に向けた案等に関して民意を求めている102。DOE はパブリックコメント募

集の他、2016 年初めから 2016 年中頃にかけて、複数のパブリックミーティング（市民集会）を開催、同

プロセス形成に向けて更なる国民の意見を求め、その後得た回答をもって、地元合意に基づいたサイト

選定プロセスの実行計画を完成させる予定である103。 

 

1.1.4.2 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る主要法規制 

NRC の高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る主要な規制は、10 CFR Part 60「高レベル放射

性廃棄物の地層処分（Disposal of High-Level Radioactive Wastes in Geologic Repositories）」であ

る。NRC は、同規制に基づき、ネバダ州ユッカマウンテンでの高レベル放射性廃棄物の処分場を対象

とした、10 CFR Part 63.161「ネバダ州ユッカマウンテンにおける高レベル放射性廃棄物の地層処分

（Disposal of High-Level Radioactive Wastes in a Geologic Repository at Yucca Mountain, 

Nevada）」を策定した。10 CFR Part 60では緊急時計画に関する要件（Subpart I）が空欄となっており、

これに基づき策定された 10 CFR Part 63, Subpart 1「緊急時計画に係る基準（Emergency Planning 

Criteria）」では、10 CFR Part 72.32(b)を参照せよとの記載に留めている104。 

 

米国では近年、DOE による高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵、及び最終地層処分に向けた見直しが

進んでいるが、NRC関係者は、10 CFR Part 63.161は、ユッカマウンテンを念頭に置いた緊急時計画

の規制であるため、今後、DOE によるコンセントベースの高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイ

ト選定の結果、ユッカマウンテン以外のサイトが選定された場合、10 CFR Part 60をベースに新たな規

制が策定されるとしている105。 

 

＜緊急時計画に係る主要な法規制＞ 

高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設における緊急時計画に係る主要な法規制を以下にまとめた。 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用

における許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を

策定、施行する権限を NRCに付与106。 

• 核廃棄物政策法（Nuclear Waste Policy Act of 1982：NWPA） — 高レベル放射性廃棄物管

理・埋設施設をネバダ州ユッカマウンテンに建設、運用することを規定。また、高レベル放射性

廃棄物管理・埋設における NRC、DOE、及び環境保護庁の役割を規定 

                                                   
102 http://www.energy.gov/ne/consent-based-siting 

DOEは、2016年 6月 15日までパブリックコメントを募集する予定。 
103 “Finding Long-Term Solutions for Nuclear Waste.”US Department of Energy.December 21, 
2015.http://www.energy.gov/articles/finding-long-term-solutions-nuclear-waste 
104 “63.161 Emergency plan for the geologic repository operations area through permanent closure.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html 
105 NRC関係者へのヒアリングより。 
106 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016.  

 

http://www.energy.gov/ne/consent-based-siting
http://www.energy.gov/articles/finding-long-term-solutions-nuclear-waste
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html
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• 10 CFR Part 60「高レベル放射性廃棄物の地層処分（Disposal if High-Level Radioactive 

Wastes in Geologic Repositories）」107 — 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る許

認可要件を規定 

• 10 CFR Part 63.161「ネバダ州ユッカマウンテンにおける高レベル放射性廃棄物の地層処分

（Disposal of High-Level Radioactive Wastes in a Geologic Repository at Yucca 

Mountain, Nevada）」 — ユッカマウンテンにおける高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に

係る緊急時計画の策定を義務付け108 

 

※10 CFR Part 63.161の Subpart 1「緊急時計画に係る基準（Emergency Planning Criteria）」では、

10 CFR Part 72.32(b) 109を参照するよう記載されている110。 

 

＜緊急時計画に係る主要なガイダンス図書＞ 

以下に、高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の防災要件に係る主要なガイドライン図書を整理した。 

 

• 規制指針 3.67「核燃料サイクル、及び放射性物質取扱い施設に係る緊急時計画の標準様式、

及び記載内容（Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and 

Material Facilities）」 — 核燃料サイクル施設、及び放射性物質を取り扱う施設の許認可保持

者（申請者）が連邦規制に準じた緊急時計画を作成、維持するためのガイダンス。同図書は、

米国の核燃料施設の緊急計画の要求とその内容、様式、緊急事態区分および EAL等の概要

が示されている111。 

• NUREG-1804「ユッカマウンテン審査計画（Yucca Mountain Review Plan）」 — ユッカマウン

テン処分場の申請書を審査する際に NRCが利用するガイダンス図書112 

 

1.1.4.3 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時計画の要件 

＜緊急時計画＞ 

 

許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無 

10 CFR Part 63.161 では、高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の事業者に対して、10 CFR Part 

72.32(b) で規定された記載事項を含む緊急時計画の策定を義務付けている113。 

                                                   
107 “Disposal if High-Level Radioactive Wastes in Geologic Repositories.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/cfr/part060/ 
108 “10 CFR Part 63.161 Emergency plan for the geologic repository operations area through permanent closure.” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html 
109 “10 CFR Part 72.32 (b).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 
110 “10 CFR Part 72.32 (b).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 
111 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
112 “Yucca Mountain Review Plan (NUREG-1804, Revision 2).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/nuregs/staff/sr1804/ 
113 “10 CFR Part 63.161 Emergency plan for the geologic repository operations area through permanent closure.” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html 

 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part060/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part060/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html
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NRC は、高レベル放射性廃棄物処分場における放射線事故の安全リスクを踏まえ、同処分場の許認

可取得の要件として、オフサイトの緊急時計画は求められていない（技術根拠：NUREG – 1140）114。米

国では現時点において、高レベル放射性廃棄物処分場にオフサイト緊急時計画を求めることを検討す

る方針はない。 

 

緊急時計画の要求内容 

規制指針 3.67 の A「序章（Introduction）」には、高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時

計画の要件を定める規制が記載されており、緊急時計画に求められる内容を説明している（詳細は本

報告書 1.1.1項を参照）115。 

 

様式・記載事項 

規制指針 3.67 の B「様式（Format）」では、緊急時計画に記載される繊細な情報の取り扱い、図表、用

紙サイズ、印刷に係る規定が説明されている116。 

 

10 CFR Part 63.161では、10 CFR Part 72.32 (b) 「緊急時計画（Emergency Plan）」に基づく、高レベ

ル放射性廃棄物管理・埋設施設の緊急時計画の策定を義務付けている117。記載事項の内容は、既述

の ISFSIを対象とした緊急時計画の記載事項と同様である118。 

 

＜ハザード評価の内容と要求＞ 

高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設のハザード評価、想定事故の特定は、標準審査計画（NUREG-

1804）、また 10 CFR 72.32(b)に基づき、実施される。NUREG-1804の 2章「安全解析報告書の審査

計画（Review Plan for Safety Analysis Report）」では、ハザード評価にかかる指針が提供されており、

2.1.1 項では、ハザード、及び起因事象、事故シーケンスの特定、また影響解析に関する指針が記載さ

れている119。 

 

＜想定する事故＞ 

10 CFR 72.32(b)(2)では、当該施設における想定事故をオンサイト緊急時計画に含むことを義務付け

ている120。 

 

                                                   
114 NRC関係者へのヒアリングより。 
115 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
116 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
117 “10 CFR Part 63.161 Emergency plan for the geologic repository operations area through permanent closure.” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html 
118 “10 CFR Part 72.32 (b).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html 
119 “Yucca Mountain Review Plan (NUREG-1804, Revision 2).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/nuregs/staff/sr1804/ 
120 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 

 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part063/part063-0161.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part072/part072-0032.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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NUREG-1804 では、サイト特性を踏まえてハザード評価、起因事象の特定を実施するよう記載しており、

具体的な例として以下を挙げている121。 

 

• 地震 

• 強風、トルネード 

• 火山活動 

• 崖崩れ 

• その他異常気象 

• 人が引き起こす事象、等 

 

＜緊急事態区分および緊急時活動レベル＞ 

高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設における緊急事態区分では、警告（Alert）、およびサイトエリア

緊急事態（Site Area Emergency）の 2つの区分が適用される。 

 

10 CFR Part 63.161では、高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の緊急事態区分および緊急時活動

レベルの策定を、10 CFR Part 72.32 (b) に基づき行うよう義務付けている。尚、10 CFR Part 72.32 (b)

では、警告、及びサイトエリア緊急事態の定義付けがなされていないため、10 CFR Part 70 記載の定

義を参照するよう、規制指針 3.67で記している（これらの区分の定義は、核燃料サイクル施設の該当項

目を参照）122。起因条件の例は、規制指針 3.67の Appendix Aに掲載されている123。 

 

＜緊急事態計画区域＞ 

NRC は高レベル放射性廃棄物処分場における放射線事故の安全リスクを踏まえ、同処分場の許認可

要件として、EPZ の設定は求めていない（技術根拠：NUREG – 1140）124。米国では現時点において、

高レベル放射性廃棄物処分場に EPZを求めることを検討する方針はない。 

 

1.1.4.4 規制当局のレビューガイド 

NRC スタッフは、ユッカマウンテンにおける最終処分場の許認可申請の評価にあたり、NUREG-1804

を 2003 年 7 月に発表している。NRC スタッフが同指針を利用し、ユッカマウンテン処分場の申請書を

審査する計画であった。緊急時計画にかかる指針、及び承認基準は NUREG-1804の 2.5.7項に記載

されている125。 

 

                                                   
121 “Yucca Mountain Review Plan (NUREG-1804, Revision 2).” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/nuregs/staff/sr1804/ 
122 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
123 NRC関係者へのヒアリングより。 
124 NRC関係者へのヒアリングより。 
125 NRC関係者へのヒアリングより。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1804/
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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1.1.4.5 高レベル放射性廃棄物管理・埋設施設に係る緊急時計画の法体系のまとめ 

根拠法 Atomic Energy Act of 1954 

許認可発行に係る主

要な NRC規制 

10 CFR Part 60  

10 CFR Part 63 （ユッカマウンテン処分場を対象） 

規制指針 RG. 3.67, Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle 
and Material Facilities 

緊急時計画の要件 オンサイト緊急時計画 10 CFR Part 72.32 (b) 

オンサイト緊急時計画

の要求内容 
R.G. 3.67の A「序章」 

オンサイト緊急時計画

の様式・情報 
R.G. 3.67の B「様式」、C「緊急時計画」 

オフサイト緊急時計画 *オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：

NUREG – 1140） 

想定事故 10 CFR Part 72.32 (b)(2) 

緊急事態の分類 10 CFR Part 72.32 (b)(3) 

緊急時活動レベル * R.G. 3.67の Appendix Aで起因条件の指針を提供 

緊急時計画区域 *オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：

NUREG – 1140） 

NRCレビューガイド NUREG - 1804 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.2 米国における核燃料施設に係る緊急時計画の法令適用の実態 

1.2.1 ウラン転換施設：Honeywell Metropolis Works 

本項では、Honeywell International 社がイリノイ州で運営するウラン転換施設「Honeywell Metropolis 

Works」における緊急時計画の法令適用の実態をまとめた。Honeywell Metropolis Worksは米国唯一

のウラン転換施設である。 

 

1.2.1.1 サイトの概要 

Honeywell International社が所有、運営する Honeywell Metropolis Worksは、米国イリノイ州北部に

位置しており、その敷地面積は 1,100エーカー（約 4.5平方キロメートル）126、サイト周囲は、農業地、森

林に囲まれている127。Honeywell International社は 1958年 12月、10 CFR Part 40の下 Honeywell 

Metropolis Works の運転許認可（許認可番号：SUB-526）を取得、1985 年に運転を開始しており128、

2007年 5月 11日に運転許認可を更新している129。Honeywell Metropolis Worksのサイトでは、約 1

億 5,000万ポンド（約 7万トン）のウラン鉱石を保持し、これらをUF6に転換することが許可されている。

同サイトには複数施設があり、Feed Materials Building（以下、FMB）と呼ばれる 7 階建ての建物を中

心にウラン転換が行われている130。 

                                                   
126 Honeywell Metropolis Works. http://www.honeywell-metropolisworks.com 
127 Metropolis Works Safety Demonstration Report for USNRC Source Materials License SUB-526. May 27, 
2005. Honeywell. https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310387.pdf 
128 Honeywell Metropolis Works. http://www.honeywell-metropolisworks.com/about-us/ 
129 NRC FORM 374, Materials License SUB-526. https://www.nrc.gov/docs/ML0712/ML071280120.pdf 
130 Honeywell Metropolis Works – Nuclear Regulatory Commission Integrated Inspection Report 40-3392/2016-
003. July 12, 2016. https://www.nrc.gov/docs/ML1619/ML16194A196.pdf 

http://www.honeywell-metropolisworks.com/
https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310387.pdf
http://www.honeywell-metropolisworks.com/about-us/
https://www.nrc.gov/docs/ML0712/ML071280120.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML1619/ML16194A196.pdf
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図表 9： Honeywell Metropolis Worksのサイト外観 

 

出典：Nuclear Engineering International131、Google Map132 

 

1.2.1.2 オンサイト緊急時計画 

Honeywell Metropolis Worksのオンサイト緊急時計画には、主に以下の内容が記載されている133。 

 

• 施設で取り扱うハザード物質の種類、量、及びサイト内の保管場所 

• 施設で想定される事故 

• 事故の特定、及び被害の最小化に向けた設備機器の説明 

• 緊急事態の区分と緊急事態の通知にかかる手法 

• 緊急時対応組織とその役割・責任、緊急時対応の内容 

• 緊急時対応能力の維持に向けた取組み（ドリルや演習の実施等）、等 

 

1.2.1.3 ハザード評価の要求と内容 

10 CFR Part 40.31(j)(3)では、10 CFR Part 40の対象となる施設における想定事故を特定するよう義

務付けており、Honeywell Metropolis Worksのオンサイト緊急時計画に想定事故に関する内容が記載

されている。 

10 CFR Part 40の下許認可を取得する事業者は、通常 10 CFR Part 70の下で運転許認可を保持す

る事業者に適用される総合安全解析（Integrated Safety Analysis：ISA）の実施は義務付けられていな

いが、Honeywell Metropolis Worksでは、ISAを実施している。ISAは、放射線、及び非放射線ハザー

ドの双方を評価対象に行われ、核燃料施設の設備、機器、構造、活動等の内的要因により起こりうる可

能性のあるハザード、また外部要因を起因とするハザードを特定し、事故シーケンス、想定される事故

の発生確率、影響等が評価される134。 

                                                   
131 “Conversion: Is renewal on the way?.” Nuclear Engineering International. N/A. 
http://www.neimagazine.com/features/featureconversion-is-renewal-on-the-way/featureconversion-is-renewal-on-
the-way-3.html 
132 https://www.google.com/maps/@37.1605561,-88.7580715,1371a,20y,41.2t/data=!3m1!1e3 
133 Distribution of Revisions to Honeywell's Metropolis Works Emergency Response Plan/ Radiological Response 
Plan. July 1, 2004. Honeywell/NRC. https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf 
134 10 CFR § 70.4 Definitions. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0004.html 

 

http://www.neimagazine.com/features/featureconversion-is-renewal-on-the-way/featureconversion-is-renewal-on-the-way-3.html
http://www.neimagazine.com/features/featureconversion-is-renewal-on-the-way/featureconversion-is-renewal-on-the-way-3.html
https://www.google.com/maps/@37.1605561,-88.7580715,1371a,20y,41.2t/data=!3m1!1e3
https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part070/part070-0004.html
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10 CFR Part 40で義務がないにも関わらず、Honeywell International社が ISAを実施したことは、許

認可更新の申請手続きにおけるNRCからの指摘に起因している。同社が 2005年 5月に 10 CFR Part 

40 の下で核原料物質の取り扱いに関する許認可更新を NRC に申請した際135、NRC が Honeywell 

International社の申請資料では、施設で想定される事故、緊急事態の区分、事故の特定にかかる手段

や事故対応に関する説明が十分になされていないと指摘した136137。当初の申請書類の中では、貯蔵短

期からのフッ化水素の漏れが想定事故として挙げられたものの、その技術的根拠、また緊急事態の区

分は記載されていなかった138。 

 

Honeywell International社は NRCからの指摘への対応として、Honeywell Metropolis Worksにおけ

る ISAを実施、2005年 11月に許認可更新時の申請書類とともに ISAの結果をNRCに提出している。

Honeywell International社は、10 CFR Part 70で義務付けられる ISAをモデルに、ウラン転換施設に

おける安全解析を実施しているが、同社が実施した ISAは、10 CFR Part 70で求められる要件を全て

満たしものではなく、ウラン転換施設における想定事故を踏まえ、放射線ハザードよりも、UF6、アンモ

ニア、フッ化水素の漏れ等の化学ハザードの評価に焦点が置かれた内容となっている139。Honeywell 

International社はその後も幾度か ISAの内容を更新しており、福島事故後の 2013年には、地震が施

設に与える安全リスク等の評価を実施している140。 

 

1.2.1.4 想定する事故 

Honeywell Metropolis Worksのオンサイト緊急時計画では主に、UF6の漏れを中心とした化学物質の

漏れによる事故が想定事故として特定されている。具体的には、UF6 を入れたシリンダーのピッグテー

ル故障による化学物質の放出事故等の設計基準事故が含まれる141。一方、オンサイト緊急時計画で

は、UF6の生産は迅速に停止することが可能であるため、大規模な化学物質の漏れに発展する事故が

発生する可能性は低いとしている。この自然災害（強風、トルネード、地震）等を他想定事故として挙げ

ている。 

 

1.2.1.5 緊急事態区分および EAL 

＜緊急事態区分＞ 

Honeywell Metropolis Worksでは、以下の 3つの緊急事態の区分が整備されている142。 

 

                                                   
135 Renewal of USNRC Source Materials License, https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310382.pdf 
136 NRC Acknowledgment of Honeywell’s Request for Renewal of Materials License No. Sub-526, 
https://www.nrc.gov/docs/ML0518/ML051880293.pdf 
137 10 CFR 40.31. NRC. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html 
138 Honeywell Metropolis Works Safety Demonstration Report for USNRC Source Materials License SUB-526. 
https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310387.pdf 
139 Honeywell Metropolis – Overview. https://www.nrc.gov/docs/ML0807/ML080780466.pdf 
140 Honeywell Metropolis Works Safety Basis and Corrective Action Plan, Revision 1. April 2, 2013. Honeywell. 
https://www.nrc.gov/docs/ML1309/ML13094A280.pdf 
141 Distribution of Revisions to Honeywell's Metropolis Works Emergency Response Plan/ Radiological Response 
Plan. July 1, 2004. Honeywell/NRC. https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf 
142 Distribution of Revisions to Honeywell's Metropolis Works Emergency Response Plan/ Radiological Response 
Plan. July 1, 2004. Honeywell/NRC. https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf 

https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310382.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML0518/ML051880293.pdf
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part040/part040-0031.html
https://www.nrc.gov/docs/ML0523/ML052310387.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML0807/ML080780466.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML1309/ML13094A280.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf
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• 施設の緊急事態（Plant Emergency）：通常オペレーションに影響を与えうる、微細な事象や状

況を指す。ある特定の状況下では、警告、あるいはサイトエリア緊急事態に進展する可能性も

あるが、稀である。 

• 警告（Alert）：UF6のような有害物質の放出を伴う事態が発生する可能性のある、或いは発生

した状況を指す。緊急時対応において公衆の防護措置を行うためにオフサイトの支援を必要と

しない状況を指す。 

• サイトエリア緊急事態（Site Area Emergency）：UF6のような有害物質の大規模な放出を伴う

可能性にある事態が進行中である、或いは発生した事態を指す。緊急時対応において公衆の

防護措置を行うためにオフサイトの支援を必要とする可能性がある状況を指す。 

 

＜EAL＞ 

Honeywell Metropolis Worksでは、既述の緊急事態の区分に沿った EALが整備されている。EALは

オンサイト緊急時計画に含まれており、具体的には以下の表形式で記載されている143。 

 

                                                   
143 Distribution of Revisions to Honeywell's Metropolis Works Emergency Response Plan/ Radiological Response 
Plan. July 1, 2004. Honeywell/NRC. https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf 

https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf
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図表 10： Honeywell Metropolis Worksの緊急時活動レベル 

緊急事態

の区分 
事態の概要 事態の例 

サ
イ
ト
エ
リ
ア
緊
急
事
態
（
S

it
e
 A

re
a
 E

m
e
rg

e
n
c
y
）
 UF6のような有害物質の大規模な放出を伴う可能性にある事態が進行

中である、或いは発生した事態で、緊急時対応において公衆の防護措置

を行うためにオフサイトの支援を必要とする可能性がある状況 

或いは： 

オフサイトに影響を及ぼす可能性のある大規模な UF6の放出（放出された UF6

の雲が施設のサイトを超えた、警告レベルで想定される事態よりも深刻な事態） 
 

その他放射性物質やハザード物質が大量にオフサイトに放出し、オフサ

イトの対応が必要となる可能性のある事態 

或いは： 

予期していなかった大量の放射性物質、或いはハザード物質（フッ化水素、アン

モニア、フッ素、五フッ化ヨウ素等）がオフサイトに放出され、公衆に影響を与える

可能性がある事態 

安全システムのオペレーションを脅かす自然災害、或いは敵対行為が発

生した事態 

或いは： 

• 施設の敷地にトルネードが接近している、或いは敷地内でトルネードが発生 

• 放射性物質、或いはその他有害物質を取り扱う施設内で洪水が発生 

• 強風、雷、地震により、施設に大規模な損傷が発生 

• 敷地を囲むフェンス内での敵対行為 

安全システムに大規模な損傷を与える可能性のあるその他の事象 

或いは： 

安全系統に損傷を与える爆発、または制御できない火災が発生 

事故対応指揮官（Incident Commander）が、公衆の健康と安全を保護

するためには緊急時対応組織（Emergency Response Organization）、

及びオフサイトの緊急時対応組織の起動が必要であると判断する事象

が発生した、或いは進行中である 

- 

警
告
（
A

le
rt
）
 

サイトエリア緊急事態には該当しないが、UF6のような有害物質の放出

を伴う事態が発生する可能性のある、或いは発生した状況を指す。敷地

を囲むフェンスライン上で UF6の放出が目視確認できるが、緊急時対応

において公衆の防護措置を行うためにオフサイトの支援を必要としない

状況を指す。 

或いは： 

• 大規模な UF6の放出が発生しており、建物外の雲の密度がとても高い事態 

• UF6の雲が想定上の円の端において、目視で確認できる。想定上の円の半径

には、サイト北部の焼成炉、東部の貯蔵所、南部の液体フッ素ユニット、また西

部の事務所が含まれる。 

• UF6の放出が大規模であり、即座（約 15分以内）に止めることはできない事

態  

その他ハザード物質が大量にオフサイトに放出、しかしオフサイトの対応

は必要でない事態 

或いは： 

予期していなかった大量のハザード物質（フッ化水素、アンモニア、フッ素、五フッ

化ヨウ素等）が放出されたが、公衆に影響を与える可能性はない事態 

施設の敷地付近で自然災害、或いは敵対行為が報告された事態 

 

• 施設の 1マイル付近でトルネードが発生 

• 洪水の水位が上がり、放射性物質、或いはその他有害物質を取り扱う施設内

に水が浸入するリスクがある事態 

• サイトに影響を与える強風（80 mph以上）、または地震が発生、しかし放射性

物質、或いはその他有害物質を取り扱う施設に大規模な損傷を与えない事象 

• 敵対行為が敷地を囲むフェンス外で発生 

機器に損傷を与えるその他の事象 

或いは： 

安全系統に損傷を与える爆発、または制御できない火災が 15分以上に亘り発

生、或いは安全系統機器に影響を与えうる爆発、火災が発生 

事故対応指揮官が、施設、或いは施設の作業員の健康と安全を保護す - 
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緊急事態

の区分 
事態の概要 事態の例 

るためには緊急時対応組織の全起動、或いは部分的な起動が必要であ

ると判断する事象が発生した、或いは進行中である。 

施
設
の
緊
急
事
態
（
P

la
n
t 

E
m

e
rg

e
n
c
y
）
 サイトエリア緊急事態、或いは警告に達する事態とはみなされない、マイ

ナーな事象が発生した、或いは進行中である。 

• 即座（約 15分以内）に制御できない、ハザード物質（UF6、フッ化水素、アンモ

ニア、フッ素、五フッ化ヨウ素等）の放出が発生。FMBの外において有害物質

放出による雲の目視確認ができる可能性がある。UF6の放出の場合、少なく

とも FMBの１階からの視野が曇って見えなくなる可能性がある。 

• 即座（約 15分以内）に消火できない、小規模な火災が発生 

• 職員が怪我をし、オフサイトの医療チームの支援を必要とする事態 

• 主要な電源供給の損失 

• 安全な施設の運転を妨害する悪天候（強風、雷、雹、氷、または雪） 

• 即座（約 15分以内）に止めることができない有毒ガスの小規模な放出が発生

した事態 

事故対応指揮官が、緊急時対応の必要性を踏まえ、事態発生に対する

作業員の意識を高める必要性があり、オンサイト、オフサイトの支援が必

要となる事態に進展する可能性があると判断した事象が発生した、或い

は進行中である。 

- 

出典：Honeywell International社144 

 

                                                   
144 Distribution of Revisions to Honeywell's Metropolis Works Emergency Response Plan/ Radiological Response Plan. July 1, 2004. Honeywell/NRC. 
https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf 

https://www.nrc.gov/docs/ML0419/ML041900313.pdf


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 46 

1.2.1.6 緊急時計画区域 

Honeywell Metropolis Worksでは、その他核燃料施設と同様に緊急時計画区域は設定されていない。 

 

一方、同施設では、大量の化学物質を保有している上に、住宅地に隣接していることから、事業者と自治体

との特別な取決めを行っている。Honeywell 社は、同施設から約 1.3 マイル離れたオフサイト区域にサイレ

ンを設置し、同施設でハザード物質の漏れが特定された場合、サイレンを鳴らし、地元住民に対し屋内退避

を呼びかける。事業者は、サイレンの定期的な保守、地元住民に対する防護措置に係る情報の提供を行っ

ている145。 

 

1.2.2 ISFSI: カルバートクリフス 

本項では、メリーランド州カルバート郡に位置する、カルバートクリフス原子力発電所（Calvert Cliffs 

Nuclear Power Plant）サイト内の ISFSIにおける緊急時計画の法令適用の実態を整理した。カルバートク

リフス原子力発電所は、メリーランド州カルバート郡に位置する、加圧水型軽水炉 2 基による発電総容量

1,750 メガワットの原子力発電所で、米大手原子力発電事業者、Exelonが所有、運営している146。 

 

カルバートクリフス ISFSIは、NRC規制 Part 72の下、1992年 11月にサイト個別許認可を取得している。

カルバートクリフス緊急時対応アナリストによると、同発電所で稼働している 2 基の原子炉は 1969 年 7 月

に許認可を取得しており、CENGが ISFSIの許認可申請を行った当時は既に 10 CFR Part 50の下、稼働

中の原子力発電所を対象とした緊急時計画が整備されていた。このため、稼働中の原子力発電所よりも安

全リスクが低いとみなされている ISFSI に対し、サイト個別許認可申請に伴う追加的な緊急時計画の要件

は特に適用されなかった147。 

 

これらの情報を踏まえ、以下では 10 CFR Part 50の下、カルバートクリフス原子力発電所に導入された緊

急時計画の要件のなかから、ISFSIに特化した内容を抽出し、整理した。 

 

1.2.2.1 サイトの概要 

カルバート郡は、メリーランド州の南部に位置する、人口約 9 万人の自治体で148、東はチェサピーク湾、西

はパタクセント川に接する半島である。 

  

                                                   
145 NRCへのヒアリングより。 
146 “Calvert Cliffs Nuclear Power Plant.” Constellation Energy. 2011. http://www.cengllc.com/calvert-cliffs-nuclear-

power-plant/ 
147 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより。 
148 “Calvert County, Population.” United States Census Bureau. 2013. 

http://www.cengllc.com/calvert-cliffs-nuclear-power-plant/
http://www.cengllc.com/calvert-cliffs-nuclear-power-plant/
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図表 11： カルバートクリフス原子力発電所のサイト外観 

 

出典：NRC149 

 

カルバートクリフス ISFSIでは、Transnuclear社製の乾式キャスク「NUHOMS」が使用されており、計 76体

の乾式キャスクが保管されている。カルバートクリフス ISFSIは、NRC規制 Part 72の下、1992年 11月に

サイト個別許認可を取得（20年間有効）、2014年 10月に許認可を更新している150。 

 

図表 12： カルバートクリフス原子力発電所の ISFSI 

 

出典：Exelon151 

                                                   
149 “Calvert Cliffs Nuclear Power Plant, Unit 1.” NRC. April 23, 2014. http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/calv1.html  
150 “Calvert Cliffs ISFSI License Renewal.” Excelon. March 2015. https://www.nrc.gov/public-involve/conference-
symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf  
151 “Calvert Cliffs ISFSI License Renewal.” Excelon. March 2015. https://www.nrc.gov/public-involve/conference-
symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf  
“Calvert Cliffs ISFSI License Renewal and Expansion.” CENG. May 2013. 
https://curie.ornl.gov/system/files/documents/not%20yet%20assigned/2013-05-07_Calvert-Cliffs-ISFSI-License-
Renewal-Expansion_NEI-UF-Mgmt-Conf_Massari.pdf  

http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/calv1.html
https://www.nrc.gov/public-involve/conference-symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf
https://www.nrc.gov/public-involve/conference-symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf
https://www.nrc.gov/public-involve/conference-symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf
https://www.nrc.gov/public-involve/conference-symposia/ric/past/2015/docs/abstracts/cowanp-t11-hv.pdf
https://curie.ornl.gov/system/files/documents/not%20yet%20assigned/2013-05-07_Calvert-Cliffs-ISFSI-License-Renewal-Expansion_NEI-UF-Mgmt-Conf_Massari.pdf
https://curie.ornl.gov/system/files/documents/not%20yet%20assigned/2013-05-07_Calvert-Cliffs-ISFSI-License-Renewal-Expansion_NEI-UF-Mgmt-Conf_Massari.pdf
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1.2.2.2 オンサイト緊急時計画 

カルバートクリフスでは、ISFSI専用のオンサイト緊急時計画は設けられておらず、10 CFR Part 50の下で

整備されたオンサイト緊急時計画がサイト全体に適用されている。カルバートクリフス原子力発電所の緊急

時対応アナリストによると、オンサイト緊急時計画の中で、ISFSI に関する記載事項は、オンサイト緊急時計

画に記載される施設概要の説明において、2 基の PWR に加え、サイト内に ISFSI が設置されている旨が

記載された箇所のみである152。 

 

Exelon社が、発電所の設計やオンサイト緊急時計画に変更を加える際には、NRCに対し、Part 72で規定

された要件にかかわる変更点はない旨を報告することが求められている153。 

 

1.2.2.3 ハザード評価の要求と内容 

Exelonは規制指針 3.62の下、カルバートクリフスの ISFSIに関するハザード評価を実施している。 

 

1.2.2.4 想定する事故 

カルバートクリフス原子力発電所の緊急時対応アナリストによると、ISFSIに関して特定されたハザードの多

くは外部ハザードである。以下に、カルバートクリフスの ISFSI に関して特定された主なハザードをまとめた

154。 

 

• 竜巻 

• 地震 

• 雷 

• 山火事 

• キャスクの落下事故・故障 

• LNGターミナルにおける火災事故 

 

※カルバートクリフ巣原子力発電所から 4 マイル離れた場所に Dominion 社が所有する LNG ターミナル

「Dominion Cove Point LNG」がある。 

 

                                                   
152 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより 
153 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより 
154 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより 



平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 49 

1.2.2.5 緊急事態区分および EAL 

カルバートクリフスでは、現在原子炉が稼働しているため、4 つの緊急事態の区分（異常事態、警告、サイト

エリア緊急事態、全面緊急事態）が設けられている。ただし、ISFSIで想定される事故が達すると考えられて

いるレベルは、これら 4区分のうち異常事態、及び警告のみである。 

 

カルバートクリフスでは、ISFSI 専用の EAL は設けられておらず、原子力発電所全体の EAL の一部に

ISFSI に関する記載がある。同発電所の ISFSI における起因条件と関連する緊急事態の区分は以下のと

おりである。 

 

• 異常事態（Unusual Event）：使用済み燃料が保管されたキャスクの損傷、敵対行為以外の物理セ

キュリティが脅かされた状況 

• 警告（Alert）：敵対行為により物理セキュリティが脅かされた状況 

 

尚、上記のうち「使用済み燃料が保管されたキャスクの損傷」は、ISFSI のみを対象とした起因条件である。

一方、その他の起因条件はサイト全体を対象としたもので、サイト内に設置された ISFSIが間接的に関与す

る起因条件という位置づけである。 

 

カルバートクリフスでは、EAL策定に係る NEIガイド、NEI 99-01 Revision 6「Development of 

Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors」の 8 章「 Independent Spent Fuel Storage 

Installation (ISFSI) ICS/EALs」に基づき、ISFSI に関連した EAL を策定している155。既述のキャスクの損

傷に係る EALは、NEIガイドの「E-HU1」に該当する。NEIガイドによると、キャスクの損傷の有無は線量に

基づき判断され、具体的には、当該サイトの特性を踏まえ設定されたキャスクの技術仕様で許容されている

線量の 2倍以上が検出された場合、同 EALが適用される156。 

 

1.2.2.6 緊急時計画区域 

同発電所では ISFSIに特化した緊急時計画区域は設けられていない。しかし、稼働中であるカルバートクリ

フス原子力発電所に適用される半径 10マイルの EPZが、同サイト併設の ISFSIにも適用される157。 

 

                                                   
155 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより 
156 “NEI 99-01 Revision 6, Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors.” NEI. November 
2012. https://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf  
157 カルバートクリフス関係者へのヒアリングより 

https://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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1.2.3 低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設：Andrews 

本項では、Waste Controls Specialists社がテキサス州アンドリュー郡で運用している、低レベル放射性廃

棄物管理・埋設施設「Andrewsサイト」における緊急時計画の法令適用の実態を整理した。Andrewsサイト

は、合意州に位置していることから、NRC 規制ではなく、テキサス州規制（Texas Administrative Code：

TAC）への遵守が求められている。 

 

1.2.3.1 サイトの概要 

Andrews サイトは、テキサス州アンドルーズ郡に位置しており、クラス A～C までの廃棄物が取り扱われて

いる。テキサス州ダラスに本拠を置くWaste Control Specialists社（以下、WCS社）が同施設の運用を行

っており、同社は 2009 年 9 月、テキサス環境委員会（Texas Commission on Environmental Quality：

TCEQ）から運転許認可（許認可番号： R04100）を得ている158。同許認可は、2024年 9月 10日まで有効

である159。 

 

WCS処分場は、以下の 4種類の施設で構成されている160。 

 

• Texas Compact Waste Facility：2012年春から運用開始。同施設はテキサス州政府の許認可を

受けた、A、B、Cクラスの LLRW管理・埋設施設である。テキサス州政府が同施設を所有、WCS

社が運用 

• WCS Federal Waste Facility：2013年 6月から運用開始。米国連邦政府所有の施設で生じた A

～Cクラスの LLW、及び MLLWの管理・埋設施設。DOEが所有、WCS社が運用 

• WCS Byproduct Waste Facility：副産物管理・埋設施設 

• WCS Hazardous Waste Facility：Cクラス以上（GTCC）、及び GTCCに類似する LLWの貯蔵施

設 

  

                                                   
158 “Waste Control Specialists LLC License Application for Low-Level Radioactive Waste Disposal.” Texas 
Commission on Environmental Quality. https://www.nrc.gov/docs/ML1004/ML100490642.pdf 
159 “Texas Commission on Environmental Quality Radioactive Material License.” Texas Commission on 
Environmental Quality. March 16, 2016. 
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/permitting/rad/wcs/4100Amend30.pdf 
160 “Our Facilities.” WCS. N/A. http://www.wcstexas.com/facilities/  

https://www.nrc.gov/docs/ML1004/ML100490642.pdf
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/permitting/rad/wcs/4100Amend30.pdf
http://www.wcstexas.com/facilities/
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図表 13： Andrewsサイトの外観 

 

*左はサイト全体、右は Texas Compact Waste Facility 

出典：WCS161、World Nuclear News162 

 

WCS 社は、テキサス州アンドルーズ郡において、集中中間貯蔵施設（Consolidated Interim Storage 

Facility：CISF）を建設する計画を立てており、既に同施設の設計、開発、建設、運用、及び維持管理におい

て、Areva社と提携を結んでいる。WCS社は、2016年 4月に NRCに対して同施設の許認可を申請してい

る（現在審査中）。同社は既存の低レベル放射性廃棄物の管理施設と同じサイトに、高レベル放射性廃棄

物の中間貯蔵施設を併設する計画である。同施設では、乾式貯蔵キャスクに収めた放射性廃棄物を、地上

で貯蔵する計画であり、米国各地の商業用発電所のサイト内で既に乾式貯蔵されている使用済み核燃料

および高レベル放射性廃棄物の大部分を取り扱う貯蔵容量規模を整備する計画となっている163。 

 

1.2.3.2 緊急時計画にかかるテキサス州規制要件 

テキサス州では、テキサス環境委員会が低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設の規制監督を担っている。

10 CFR Part 61に該当するテキサス州規則（Texas Administrative Code：TAC） 30編 336章「放射性物

質にかかる規則（Radioactive Substance Rules）」が、同施設に適用される164。同規則における低レベル

放射性廃棄物管理・埋設施設にかかる主要な要件を以下にまとめた165。 

 

• 336章の C節（Subchapter C）「許認可に係る一般要件（General Licensing Requirements）」：放

射性物質の処理施設の許認可申請に係る一般要件を規定。C節 336.210には低レベル放射性廃

                                                   
161 “Photo Gallery.” WCS. N/A. http://www.wcstexas.com/media/photos/  
162 “Texas House approves waste bill.” World Nuclear News. May, 2011. http://www.world-nuclear-news.org/WR-
Texas_House_approves_waste_bill-1805114.html  
163 “Areva Signs Up for Texas Storage Facility.”World Nuclear News.May 21, 2015.http://www.world-nuclear-
news.org/WR-Areva-signs-up-for-Texas-storage-facility-2105157.html 
164 “Chapter 336, Part 1, Title 30, Texas Administrative Code.” Texas Office of Secretary of State.  
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=4&ti=30&pt=1&ch=336 
165 WCS社関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.wcstexas.com/media/photos/
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Texas_House_approves_waste_bill-1805114.html
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Texas_House_approves_waste_bill-1805114.html
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Areva-signs-up-for-Texas-storage-facility-2105157.html
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Areva-signs-up-for-Texas-storage-facility-2105157.html
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=4&ti=30&pt=1&ch=336
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棄物管理・埋設施設における緊急時計画の要件「放射性物質の漏れにかかる緊急時計画

（Emergency Plan for Responding to a Release）」が規定されている166。 

• H節（Subchapter H）「低レベル放射性廃棄物の浅地中処分に掛かる許認可要件（Licensing 

Requirements for Near-surface Land Disposal of Low-level Radioactive Waste）」では、低レベ

ル放射性廃棄物の浅地中処分に係る許認可要件を規定167。WCS社は同規制の下、Andrewsサ

イトの運用許認可を取得168。 

 

上記の通り、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設では、州規制への遵守が求められているが、WCS 社

は、州の緊急時計画の要件遵守にあたり、NRC の規制指針 3.67「核燃料サイクル、及び核物質関連施設

における緊急時計画の標準仕様・内容（Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel 

Cycle and Materials Facilities）」169を指針として利用しているという。WCS社関係者は、NRCの緊急時計

画の要件とテキサス州の緊急時計画の要件は同等であることから、州規制の遵守にNRCの規制指針を活

用しているとしている170。 

 

1.2.3.3 緊急時計画 

＜許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

 

オンサイト緊急時計画 

テキサス州政府は、テキサス州規制 336.210 (a) において、許認可取得要件としてオンサイト緊急時計画

の策定を事業者に義務付けている171。 

 

オフサイト緊急時計画 

テキサス州では、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設における放射線事故のリスクが低いことを踏まえ、

オフサイト緊急時計画は許認可要件に含まれていない。WCS 社関係者によると、低レベル放射性廃棄物

管理・埋設施設の立地地域の自治体は、放射線緊急事態に特化した緊急時計画を整備しているわけでは

ないが、国土安全保障大統領指令 HSPD-5（Homeland Security Presidential Directive/HSPD-5）の下、

                                                   
166 “336.210, Subchapter C, Chapter 336, Part 1, Title 30, Texas Administrative Code.” Texas Office of Secretary of 
State.  “Subchapter H, Chapter 336, Part 1, Title 30, Texas Administrative Code.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=5&ti=30&pt=1&ch=336&sch=H&rl=Y 
167 “Subchapter H, Chapter 336, Part 1, Title 30, Texas Administrative Code.” Texas Office of Secretary of State.  
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=5&ti=30&pt=1&ch=336&sch=H&rl=Y 
168 WCS社関係者へのヒアリングより。 
169 https://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
170 NRC、WCS社関係者へのヒアリングより。 
171 “336.210, Emergency Plan for Responding to a Release.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_t
ac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210 

 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=5&ti=30&pt=1&ch=336&sch=H&rl=Y
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=5&ti=30&pt=1&ch=336&sch=H&rl=Y
https://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
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FEMAが策定した米国危機管理体制（National Incident Management System：NIMS）172を導入しており、

あらゆる事故に備えた緊急時計画を整備しているという。このため、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設

において緊急事態が発生した場合、NIMS の下で整備された緊急時計画に基づいたオフサイト対応が講じ

られる173。現時点では、テキサス州において低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設のオフサイト緊急時計

画を許認可要件として義務付けを行う検討の方針はない。 

 

＜オンサイト緊急時計画の要求内容＞ 

テキサス州規制 336.210 (a) では、当該施設における放射性物質の漏れにより、オフサイトへの被ばくリス

クが実効線量 1 rem（0.01 Sv）、または甲状腺被ばくにおいて 5 rem（0.05 Sv）を上回ることがないと証明

できない場合、放射性物質漏れに備えるための緊急時計画を策定するよう、事業者に求めている174。 

 

テキサス州規制 336.210 (a) に基づき、336.210 (b)では、以下の要素の内、1つ、或いはそれ以上を評価

の根拠として用いることができると規定している175。 

 

① 事故に関与する部分を一部に限定するために放射性物質が物理的に分離されている 

② 放射性物資の全て、又は一部に対し、貯蔵方法又は梱包方法に事故時の放出を防ぐための対策

が講じられている 

③ 当該放射性物質の化学的又は物理的形態により、吸入可能な大きさの物質における移行率が

336.210 (e)に定める値を下回ると予測される 

④ 放射性物質の可溶性により放射線吸収線量が低減されると予測される 

⑤ 施設の設計又は施設内の工学的安全措置により、移行率が 336.210 (e)に示される値を下回るこ

とが予測される 

⑥ 運転上の制約又は手順により、移行率が 336.210 (e)に定める値と同等になることがないと予測さ

れる 

⑦ その他、当該施設に該当する事項 

 

336.210 (e)では、各放射性物質の量に対する放射能漏れの量が表形式で記載されている176。 

  

                                                   
172 NIMSとは、米国の災害対応・復興時における各危機管理関連組織が現場指揮システム（Incident Command System）

等を活用し、災害時の指揮系統及び責任分担を明確にするために利用できる意思決定システムを指す。 
173 WCS社関係者へのヒアリングより。 
174 “336.210, Emergency Plan for Responding to a Release.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_t
ac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210 
175 “336.210, Emergency Plan for Responding to a Release.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_t
ac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210 
176 336.210 (e)で規定される表は以下のリンクから入手可能： 
https://texreg.sos.state.tx.us/fids/201200147-1.html 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/fids/201200147-1.html
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様式・記載事項 

テキサス州規制 336.210 (c) において、オンサイト緊急時計画の記載事項が規定されている。以下に、オン

サイト緊急時計画の主な記載事項をまとめた177。 

 

① 施設の概要：事業者の事業活動、該当施設と立地サイト、サイト周辺のエリアの説明 

② 想定する事故：当該施設で起こり得ると想定される事故の説明 

③ 緊急事態の区分：事故を警告、或いはサイトエリア緊急事態に分類するための手法の説明 

④ 事故の特定：想定する事故の発生を迅速に特定するための手法の説明 

⑤ 事故の影響の最小化：想定する事故の影響を最小化にするための手法、機器の説明 

⑥ 放射性物質漏れの評価：放射性物質の漏れを評価するための手法、機器の説明 

⑦ 役割と責任：オンサイトにおいて緊急時対応にあたる職員の役割・責任（オフサイト組織への緊急

事態の通知等）、また緊急時計画の維持・更新に係る役割・責任の説明 

⑧ 緊急事態の通知とオフサイト組織との連携：オフサイト組織への緊急事態の通知、事故対応におい

てオフサイト組織の支援が必要となった場合の連携の在り方等 

⑨ 緊急時において伝達すべき情報：発電所の状況、放射性物質の漏れ、防護措置推奨案等、緊急時

において外部に伝達すべき情報の内容を説明 

⑩ 訓練（Training）：訓練の実施計画、内容、目標等の説明 

⑪ 施設の復旧：事故後に安全に施設を復旧させるための方法の説明 

⑫ 演習（Exercises）：2年毎の演習（オフサイト組織の参加は義務付けられてはいないが、推奨され

る）、四半期毎のオフサイト緊急時対応機関とのコミュニケーションラインの確認（電話番号が最新

のものであるか確認） 

⑬ 有害化学物質：ハザード物質を保有している施設において、緊急時計画の立案・共同体の知る権

利法 1986年の規定に準拠している旨説明 

 

テキサス州規制 336.210 (d)では、事業者はテキサス環境委員会にオンサイト緊急時計画を提出する前に、

オフサイト緊急時組織に対して、 同計画に対してコメントする 60 日間の猶予を与えるよう定めている。また、

事業者はテキサス環境委員会にオンサイト緊急時計画を提出する際には、オフサイト緊急時組織から寄せ

られたコメントも併せて提出することが求められている178。 

 

                                                   
177 “336.210, Emergency Plan for Responding to a Release.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_t
ac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210 
178 “336.210, Emergency Plan for Responding to a Release.” Texas Office of Secretary of State. 
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_t
ac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210 

 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=30&pt=1&ch=336&rl=210
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WCS 社は、オンサイト緊急時計画の具体的な様式、記載事項の指針として、規制指針 3.67 を利用してい

る。具体的な様式、記載事項は、それぞれ規制指針 3.67 の B「様式（Format）」及び、C「緊急時計画

（Emergency Plans）」に記載されている179。 

 

1.2.3.4 ハザード評価の要求と内容 

テキサス州規制336.210 (c)では、オンサイト緊急時計画の記載事項の一部として、当該施設で想定する事

故を特定するよう義務付けている。事故の特定に係る指針は規制指針 3.67 の２章「事故の種類（Type of 

Accidents）」に示されている180。 

 

1.2.3.5 想定する事故 

WCS社のオンサイト緊急時計画では、想定する事故（Types of Accidents）として、以下が特定されている。 

 

• 火災 

• 自然災害（テキサス州アンドリュー群では、トルネードが主要な自然災害、この他、洪水等が挙げら

れる。同サイトは海外沿いに立地していないため、津波のリスクはないと考えられている） 

• （サイト内における）火災を伴う自動車事故 

• 爆発 

• 放射性物質の漏れ 

• 設備機器の故障、等 

 

WCS 社はオンサイト緊急時計画において、上記に挙げた事故の中でも特に火災が最も深刻な事故である

と説明している。この理由として、火災時の対応にはオフサイトからの支援を必要とする可能性が高い他、

火災による温度上昇と燃焼ガスは、施設で取り扱う物質を破壊、或いは変化させる可能性があり、大気中

への有害物質の放出につながるリスクがある、と説明している181。 

 

1.2.3.6 緊急事態区分および EAL 

＜緊急事態の区分＞ 

Andrewsサイトでは、以下の 2種類の緊急事態区分が設けられている182。 

 

                                                   
179 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
180 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
181 WCS社関係者へのヒアリングより。 
182 WCS社関係者へのヒアリングより。 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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• 警告 — 放射性物質、或いはその他のハザード物質が周囲の環境へ放出される可能性のある、

或いは放出したが、オフサイトの緊急時対応を必要とするレベルには至っていない事故を指す 

• サイトエリア緊急事態 — オフサイトの緊急時対応を必要とする規模の放射性物質、或いはその

他のハザード物質が周囲の環境へ放出される可能性のある、或いは放出した事故を指す 

 

緊急時活動レベル 

WCS 社は Andrews サイトにおいて、事故が発生した際に、規制指針 3.67 の付録資料 A「起因条件の例

（Examples of Initiating Conditions）」に示されている起因条件に基づき、当該施設で発生した事故が既述

の 2つの緊急事態の区分のいずれかに該当するか判断する183。警告レベルに発展する可能性のある起因

条件の例として、放射性物質、或いは安全系統に影響を与える可能性にある火災、自然災害、テロ行為等

が発電所内で発生した、等が挙げられる。サイトエリア緊急事態に発展する可能性のある起因条件の例に

は、環境中に大量の放射性物質が放出されたことを示唆する、施設外における大気中の放射線量のレベ

ルの上昇がみられる、等がある184。WCS社によると、サイト特有の EALは設けられていないという185。 

 

1.2.3.7 緊急時計画区域 

Andrews サイトでは、低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設における放射線事故のリスクが低いことを踏

まえ、緊急時計画区域は設定されていない186。現時点では、テキサス州において低レベル放射性廃棄物管

理・埋設施設の EPZ設定を許認可要件として義務付ける検討の方針はない。 

 

1.3 米国における試験研究用原子炉施設に係る緊急時計画の動向 

1.3.1 試験研究用原子炉施設の整備状況の概観 

米国では、現在 31基の試験研究用原子炉が運用されており187、原子力規制委員会（Nuclear Regulatory 

Commission：NRC）の原子炉規制局（Office of Nuclear Reactor Regulation：NRR）が、これら試験用研

究炉の規制監督を担っている。 

  

                                                   
183 WCS社関係者へのヒアリングより。 
184 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
185 WCS社関係者へのヒアリングより。 
186 WCS社関係者へのヒアリングより。 
187 多くは米国各地の大学に設置されている。 

http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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図表 14： 米国で稼働中の試験研究用原子炉 

 

出典：NRC188 

 

一部、米国エネルギー省（Department of Energy：DOE）が独自の研究のために設置した試験研究用原子

炉があり、これらは DOE の管轄下に置かれている189。本調査では、NRC の管轄下に置かれた試験研究

用原子炉に焦点を当て、緊急時計画の関連法規制をまとめた。 

 

1.3.2 試験研究用原子炉施設に係る主要法規制 

試験研究用原子炉に係る規制要件は、発電用原子炉と同じく、10 CFR Part 50 で規定されており、内、緊

急時計画に係る要件は、10 CFR Part 50 Appendix E「生産と利用施設に係る緊急時計画（Emergency 

Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities）」で規定されている。発電用原子炉

と異なる点は、発電用原子炉に係る緊急時計画では、16 の計画基準の遵守が求められているのに対し

（10 CFR 50.47(b)）、試験研究用原子炉では、10の計画基準への遵守が求められている（後述参照）。 

 

10 CFR Part 50 Appendix Eでは、試験研究用原子炉に係る緊急時計画の要件を遵守するためのガイダ

ンスとして、規制指針 2.6「試験研究用原子炉に係る緊急時計画（Emergency Planning for Research and 

Test Reactors）」を指定している190。規制指針 2.6では、10 CFR Part 50 Appendix Eの要件を遵守する

ための指針を提供するとともに、より詳細な指針を提供するガイダンス図書として、ANSI-15.16-1982「試験

研究用原子炉の緊急時計画（Emergency Planning for Research Reactors）」、及び NUREG-0849「試験

                                                   
188 “Map of Research and Test Reactor Sites.” NRC. March 3, 2016. http://www.nrc.gov/reactors/operating/map-
nonpower-reactors.html 
189 “Backgrounder on Research and Test Reactors.” NRC. August 5, 2015. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/fact-sheets/research-reactors-bg.html 
190 “Appendix E to Part 50—Emergency Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html#4_appe 

 

http://www.nrc.gov/reactors/operating/map-nonpower-reactors.html
http://www.nrc.gov/reactors/operating/map-nonpower-reactors.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/research-reactors-bg.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/research-reactors-bg.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html%234_appe
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研究用原子炉における緊急時計画の審査に係る標準審査計画（Standard Review Plan for the Review 

and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test Reactors）」のガイダンス図書をエンドーズ

（承認）している191。以下に、米国の試験研究用原子炉の緊急時計画に係る主要な法規制、ガイドライン図

書をまとめた。 

 

1.3.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

以下に、米国の試験研究用原子炉の緊急時計画に係る主要な法規制を挙げた。 

 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用にお

ける許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を策定、施

行する権限を NRCに付与192。 

• 10 CFR Part 50 Appendix E 「生産と利用施設に係る緊急時計画（Emergency Planning and 

Preparedness for Production and Utilization Facilities）」 付属書 E — 4条にて、緊急時計画

に求められる内容を規定193 

 

1.3.2.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

以下に、米国の試験研究用原子炉の緊急時計画に係る主要なガイダンス図書、マニュアルを挙げた。 

 

• 規制指針 2.6「試験研究用原子炉に係る緊急時計画（Emergency Planning for Research and 

Test Reactors）」 — 試験研究用原子炉の許認可申請者が、10 CFR Part 50 Appendix Eで定

められる要件に準じた緊急時計画を策定するための指針を提供194 

• ANSI-15.16-1982「研究用原子炉の緊急時計画（Emergency Planning for Research 

Reactors）」 — 米国原子力学会（American Nuclear Society：ANS）が作成したガイダンス図書で

あり、10 CFR Part 50 Appendix Eで定められる要件を遵守するための指針を提供 

 

※NRCは 2016年 11月時点で、規制指針 2.6において、ANSI-15.16 2015をエンドーズする準備を進め

ており、先 6か月程度でエンドーズされる予定である195。 

 

                                                   
191 “Regulatory Guide 2.6: Emergency Planning for Research and Test Reactors）」.” NRC. March 1983. 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf 
192 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016. http://www.nrc.gov/about-nrc/governing-laws.html 
193 “Appendix E to Part 50—Emergency Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html#4_appe 
194 “Regulatory Guide 2.6: Emergency Planning for Research and Test Reactors）」.” NRC. March 1983. 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf 
195 NRC関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf
http://www.nrc.gov/about-nrc/governing-laws.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html%234_appe
http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf
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• NUREG-0849「試験研究用原子炉における緊急時計画の審査に係る標準審査計画（Standard 

Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 

Reactors）」 — 試験研究用原子炉の 10の計画基準を遵守するための具体的な指針を提供196 

• NUREG-1537 Part 1 & 2「非発電用原子炉の許認可申請書の作成・審査に係る指針（Guidelines 

for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors）」197 — 

事業者が、非発電用原子炉の許認可申請書を作成する際の指針を提供する他、NRCスタッフが

事業者の申請書を審査する際のレビューガイドとしても利用される。同ガイドの内容を拡張した、暫

定スタッフ指針も作成されている： 

o 非発電用原子炉の許認可における、NUREG-1537, Part 1を拡張するための最終暫定スタッ

フ指針「Final Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537, Part 1, “Guidelines for 

Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: Format 

and Content,” for Licensing Radioisotope Production Facilities and Aqueous 

Homogeneous Reactors」198 

o 非発電用原子炉の許認可における、NUREG-1537, Part 2を拡張するための最終暫定スタッ

フ指針「FINAL Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537, Part 2, “Guidelines for 

Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: 

Standard Review Plan and Acceptance Criteria,” for Licensing Radioisotope Production 

Facilities and Aqueous Homogeneous Reactors」199 

  

                                                   
196 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. https://www.nrc.gov/docs/ML0621/ML062190191.pdf 
197 Guidelines for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors (NUREG-1537).” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/ 
198 “Final Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537, Part 1, “Guidelines for Preparing and Reviewing 
Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: Format and Content,” for Licensing Radioisotope Production 
Facilities and Aqueous Homogeneous Reactors.” NRC. October 12, 2012. 
http://www.nrc.gov/docs/ML1215/ML12156A069.pdf 
199 “FINAL Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537, Part 2, “Guidelines for Preparing and Reviewing 
Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: Standard Review Plan and Acceptance Criteria,” for Licensing 
Radioisotope Production Facilities and Aqueous Homogeneous Reactors.” MRC. October 12, 2012. 
http://www.nrc.gov/docs/ML1215/ML12156A075.pdf 

https://www.nrc.gov/docs/ML0621/ML062190191.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/
http://www.nrc.gov/docs/ML1215/ML12156A069.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1215/ML12156A075.pdf
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1.3.3 試験研究用原子炉施設に係る緊急時計画の要件 

1.3.3.1 緊急時計画 

＜許認可要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

 

オンサイト緊急時計画 

NRCは試験研究用原子炉の許認可取得要件として、既述の 10 CFR Part 50 Appendix Eで定められる要

件に準じたオンサイト緊急時計画の策定を事業者に義務付けている200。 

 

オフサイト緊急時計画 

NUREG-0849には、試験用研究炉において、PAGで規定される被ばく量（全身被ばくで 1 rem、甲状腺被

ばくで 5 rem）を超える事故が発生する可能性は低いと記載されている。また、試験研究用原子炉施設の緊

急時計画では、オフサイトの緊急時計画の策定は義務付けられていない201。 

 

＜緊急時計画の要求内容＞ 

10 CFR Part 50 Appendix Eの下、試験研究用原子炉施設の緊急時計画に求められる主要な要件を以下

にまとめた202。 

 

• 10 CFR 50.54(q)の下、10 CFR Part 50 Appendix Eに準じた緊急時計画の有効性を維持するこ

と 

• 試験研究用原子炉施設サイト内の緊急時対応は許認可を受けた事業者が実施する。緊急時計画

では、サイトの境界線を明記すること、またオンサイトでの緊急時対応の支援を要請する可能性の

あるオフサイト緊急時対応組織の特定、連携の体制を説明すること 

• 緊急時対応要員の氏名、電話番号、特定の機材や物資、在庫リスト、及び細かな手順書、チェック

リスト等は、定期的に変更される可能性があるため、緊急時計画には含まず、緊急事対応実施手

順書に別途記載すること 

• 緊急事対応実施手順書の標題を一覧表としたものを緊急時計画所の添付資料として提出するこ

と、等 

  

                                                   
200 “Regulatory Guide 2.6: Emergency Planning for Research and Test Reactors）」.” NRC. March 1983. 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf 
201 NRC関係者へのヒアリングより。 
202 “Regulatory Guide 2.6: Emergency Planning for Research and Test Reactors）」.” NRC. March 1983. 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf
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＜様式・記載事項＞ 

NUREG-0849に記載されている 10の計画基準は、試験研究用原子炉施設の緊急時計画に求められる記

載事項を示している。10の計画基準は、全ての試験研究用原子炉施設に適用される。ただし、10の計画基

準をより具体化した要件（NRCの評価基準、Evaluation Items）は、試験研究用原子炉の出力により異なる。

これには、試験研究用原子炉施設には様々な種類が存在しており、想定する事故、及びその影響が施設ご

とに異なるため、これらの違いを認識した緊急時計画の策定を促すという意図がある。 

 

NUREG-0849では、試験研究用原子炉の出力を 4段階に区分している（100 W以下、100 W超 100 kW

未満、100 kW 以上 2 MW 以下、2 MW 超）。同ガイダンスでは、評価基準と出力をマトリックスで示してお

り、どの評価基準が適用されるかが一覧できるように配慮がなされている。NUREG-0849 に記載されてい

る 10の計画基準を以下にまとめた203。 

 

図表 15： NUREG-0849の 10の計画基準 

計画基準 概要 

序章（Introduction） 
試験研究用原子炉施設の概要、事業者の活動の目的、

施設の場所の他、緊急時計画の目的等 

定義（Definitions） 
当該原子炉施設に特有の用語、又は当該計画において

特別な意味を持つ用語の定義 

緊急時対応組織の責任（Organization and 

Responsibilities） 

緊急時対応組織、及び緊急時対応要員の特定、役割・責

任 

緊急事態の区分体系（Emergency 

Classification System） 
緊急事態の区分の特定とその説明（後述参照） 

緊急時活動レベル（Emergency Action Levels） 緊急時活動レベルの策定とその説明（後述参照） 

緊急時計画区域（Emergency Planning Zones） 

緊急時計画区域の特定とその説明（後述参照） 

※当該施設で起こり得ると想定される事故が、オフサイト

への大規模な放射線物質の放出を伴う事故のリスクがあ

る場合（公衆の被ばくのレベルが、全身被ばく 1 rem（10 

mSv）以上、甲状腺被ばく 5 rem（50 mSv）以上） 

緊急時対応（Emergency Response） 
緊急事態の区分、緊急時活動レベルに呼応した緊急時

対応の説明 

緊急時施設および設備（Emergency Facilities 

and Equipment） 

緊急事態に対応する上で必要となる施設、及び設備の説

明 

復旧（Recovery） 
事故後に当該施設を安全に復旧させるための措置に係

る説明 

緊急時対応能力の維持（Maintaining 

Emergency Preparedness） 

緊急時対応能力を維持するための定期的なトレーニン

グ、ドリルの実施、緊急時計画の見直しに向けた計画の

説明 

出典：NRC資料に基づきワシントンコア作成204 

  

                                                   
203 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 
204 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 

http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
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＜規制当局のレビューガイド＞ 

試験研究用原子炉の標準審査計画 NUREG-0849 は、1983 年に発表された古い図書であるため、NRC

スタッフは、試験研究用原子炉施設の緊急時計画を審査する際、主に ANSI-15.16 2015、及び NUREG-

1537 Part 1 & 2を使用している。NRC関係者によると、今後、NUREG-0849を改定することを検討してい

るという205。 

 

1.3.3.2 ハザード評価の要求と内容 

規制指針 2.6 では、当該施設で想定される事故、事象を踏まえて緊急時計画を策定することを求めている

206。NUREG-1537 Part 1の 13章「事故解析（Accident Analysis）」では、安全解析報告書に求められる事

故解析の指針が提供されており、具体的には、同ガイドの 13.1 項において、事故解析の対象となる、当該

施設で想定される事故に関する指針が提供されており、13.2 項では、特定された事故の影響を評価する際

の指針を提供している207。 

 

1.3.3.3 想定する事故 

NUREG-1537 Part 1 では、試験研究用原子炉における想定事故にかかる指針が示されており、208、特定

された事故を主に以下の区分に分類するよう記載している209。 

 

• Maximum Hypothetical Accident （MHA）： 

試験研究用原子炉において、公衆の健康と安全に及ぼす影響の水準が、当該施設で特定された

その他の想定事故と比較して最も深刻であると想定される事故を指す。 

験研究用原子炉では、核分裂生成物が外部に放出する事態を引き起こす事故がMHAとされてい

る。具体的には、核燃料を使用した実験実施の際に燃料が溶ける、燃料を入れた容器が破裂し、

核分裂生成物がプールや大気中に放出される事故等があげられる。 

• 冷却材の損失 

• 電源の喪失 

• 外部事象 

• 燃料の取扱い時、その他機器の操作時の誤り、不具合等 

 

                                                   
205 NRC関係者へのヒアリングより。 
206 “Regulatory Guide 2.6: Emergency Planning for Research and Test Reactors）」.” NRC. March 1983. 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf 
207 Guidelines for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors (NUREG-1537).” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/ 
208 NRC関係者へのヒアリングより。 
209 Guidelines for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors (NUREG-1537).” 
NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/ 

http://www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003740234.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1537/
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1.3.3.4 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

試験研究用原子炉の緊急事態区分、及び緊急時活動レベル（Emergency Action Level：EAL）の策定は、

10 CFR Part 50 Appendix Eにて規定されている。試験研究用原子炉の緊急事態区分は、発電用原子炉

と同じく、異常事象、警告、サイトエリア緊急事態、及び全面緊急事態の 4 つの区分が設けられている。

NUREG-0849の計画基準 4「緊急事態の区分体系（Emergency Classification System）」には、緊急事態

の区分に係る定義と事業者の緊急事態の区分を評価するための評価項目が記載されている。NUREG-

0849では、10 CFR Part 50 Appendix Eに基づき、4つの緊急事態の区分が設けられるとしながらも、試

験研究用原子炉において全面緊急事態に発展する事故の可能性は極めて低いことから、多くの試験研究

用原子炉施設の緊急時計画には全面緊急事態は含まれていないと説明している。事業者は、NUREG-

0849、及び ANSI-15.16-1982 で提供される指針に基づき、EAL を策定することが出来る。NUREG-0849

の付録資料 1「緊急事態の区分（Emergency Classes）」では、試験研究用原子炉一般に適用される緊急

事態区分と EALの例が記載されている（以下参照）210。 

 

図表 16： 試験研究用原子炉の緊急事態区分・EALの例 

緊急事態区分 緊急時活動レベル 活動の目標 

異常事態の通知 

• サイト境界での放射性物質の放出実績

若しくは予測値が、24時間平均で

10 MPC211を超える、或いは 24時間

の累積放射線吸収線量が全身で 15 

mrem（0.15 mSv）を超える 

• 激しい自然現象の報告又は観測 

• 爆破予告の受取り 

• これ以降、起こり得ると想定される事象

に対応するための準備として、これらに

対応に必要な措置の第 1ステップが実

行済みであることを確認 

• 緊急時対応要員の起動を準備 

• 異常事態に係る情報のやり取り、及び意

思決定を体系的に処理する 

警告 

• サイト境界での放射性物質の放出実績

若しくは予測値が、24時間平均で

50 MPCを超える、或いは 24時間の

累積放射線吸収線量が全身で 75 

mrem（0.75 mSv）を超える 

• サイト境界における放射線レベルの実

績若しくは予測値が 1時間に全身で

20 mrem/hr（0.2 mSv/hr）、甲状腺吸

収線量で 100 mrem（1 mSv）に達する 

• 緊急事対応要員が、事態が悪化した場

合の対応の準備、或いは必要に応じて

確認のための放射線量測定を行う用意

ができている状態にあることを確認 

• オフサイトの関係者に対して、事象の状

況を伝える 

サイトエリア緊急事

態 

• サイト境界での放射性物質の放出実績

若しくは予測値が、24時間平均で

250 MPCを超えるか、24時間の累積

放射線吸収線量が全身で 375 mrem

を超える 

• サイト境界における放射線レベルの実

績若しくは予測値が 1時間に全身で

300 mrem/hr、甲状腺吸収線量で

• 緊急時対応施設の本部の人員配置が完

了していることを確認 

• 線量モニタリングチームが現場に出動し

ていることを確認 

• オンサイトからの避難のための要員が配

置についていることを確認 

• オフサイトの関係当局と協議の実施 

• オフサイトの関係当局を通じて公衆に向

                                                   
210 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 
211 10 CFR Part 20「放射線防護規則」添付資料 Bの表 II第 1欄に記載されている最大許容濃度（Maximum Permissible 

Concentration：MPC）を指す。 

http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
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緊急事態区分 緊急時活動レベル 活動の目標 

500 mremに達する けた情報を提供 

全面緊急事態 

• サイト境界での放射性物質の放出が実

績若しくは予測上継続するか、放射線

吸収線量が全身で 500 mrem/hrに達

する。 

• 被ばくを起こすプルームの進路におけ

る放射線吸収線量の実績若しくは予測

値がサイト境界において全身で 1 rem

又は甲状腺で 5 remに達する。  

• 公衆に対する所定の防護措置を発動 

• 事業者、及びオフサイトの組織が講じる

緊急時対応に係る情報を継続的に評価 

• 放射性物質の放出実績、或いは予測値

に基づき、必要な追加措置を発動 

• オフサイトの関係当局との協議の実施 

• オフサイトの関係当局を通じて公衆に向

けた情報を更新 

出典：NRC資料に基づきワシントンコア作成212 

 

1.3.3.5 緊急時計画区域 

試験研究用原子炉の緊急時計画区域（Emergency Planning Zone：EPZ）の策定は、10 CFR Part 50 

Appendix Eにて規定されており、ANSI-15.16 2015にて詳細な指針が提供されている。 

 

NUREG-0849の計画基準 6「緊急時計画区域（Emergency Planning Zone）」には、EPZに係る指針とそ

の評価項目が記載されている。同ガイダンスでは、オフサイトでのプルームによる被ばくが全身で 1 rem（10 

mSv）以上、甲状腺で 5 rem（50 mSv）を超えるような事態を引き起こす放射線事故が当該施設で起こり得

ると判断された場合、事業者は EPZ を特定する必要があるとしている。NUREG-0849 では、EPZ の範囲

は、オフサイトでの放射線吸収線量が、PAG マニュアルに定める値を超えることがないように決めるよう求

めているが、EPZ の範囲決定の代替手法として、同ガイダンスの付録資料 II「緊急時計画区域の設定に係

る代替手法（Alternate Method for Determining: The Size of an EMERGENCY PLANNING ZONE）」で

提供される指針を参照し、試験研究用原子炉の出力に応じて区域を設定するよう記載している（以下参照）

213。 

 

図表 17： 試験研究用原子炉における出力に応じた EPZの設定に係る手法 

運転時の熱出力 EPZの範囲 

2 MW以下 施設境界 

2 MW超 10 MW以下 100 m 

10 MW超 20 MW以下 400 m 

20 MW超 50 MW以下 800 m 

50 MW超 状況に応じ個別に決定 

出典：NRC資料に基づきワシントンコア作成214 

                                                   
212 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 
213 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 
214 “NUREG-0849: Standard Review Plan for the Review and Evaluation of Emergency Plans for Research and Test 
Reactors.” NRC. October 1983. http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf 

 

http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
http://www.trtr.org/Links/Resources/NUREG-0849.pdf
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NRC 関係者によると、発電用原子炉以外に、EPZ が設定されているのは、試験研究用原子炉のみである

という215。 

 

1.3.3.6 試験用研究炉に係る緊急時計画の法体系のまとめ 

根拠法 Atomic Energy Act of 1954 

許認可発行に係る主要な NRC規制 10 CFR Part 50 

規制指針 
R.G. 2.6, Emergency Planning for Research and Test Reactors 
ANSI/ANS-15.16-2015, “Emergency Planning for Research 
Reactors” 

緊急時計画の要件 

オンサイト緊急時計画 10 CFR Part 50 Appendix E 

オンサイト緊急時計画の

要求内容 
10 CFR Part 50 Appendix E 

オンサイト緊急時計画の

様式・情報 
NUREG-0849 

オフサイト緊急時計画 10 CFR Part 50 Appendix E 

ハザード評価、想定事故 10 CFR Part 50 Appendix E 
*NUREG 1537 

緊急事態の分類 10 CFR Part 50 Appendix E 
*NUREG 1537 

緊急時活動レベル 10 CFR Part 50 Appendix E 
* ANSI-15.16 2015 

緊急時計画区域 10 CFR Part 50 Appendix E  
*NUREG 1537 Appendix 2  
* ANSI-15.16 2015  

NRCレビューガイド 
NUREG – 1537 Part 1& 2 
ANSI-15.16 2015  

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.4 米国における発電用原子炉施設に係る緊急時計画の動向 

1.4.1 発電用原子炉施設の整備状況の概観 

米国の発電用原子炉にかかる緊急時対応の規制活動は、原子力規制委員会（Nuclear Regulatory 

Commission：以下、NRC）が担っている。 

 

米国では現在、61 箇所の原子力発電所にて 100 基（PWR 66 基、BWR 34 基）の原子炉が稼働している

（2015年 11月時点）216。これらの発電所は、NRCの監督の下、23社の電力会社により、30の州で所有、

運営されている。米国における原子力発電による 2014年における総発電量は約 7,710億 kWhであり、米

国全体の総発電量の約 19％を占める217。 

                                                   
215 NRC関係者へのヒアリングより。 
216 “Power Reactors.” NRC. November 6, 2015. http://www.nrc.gov/reactors/power.html 
217 “Information Digest, 2015–2016 (NUREG-1350, Volume 27).” NRC. August, 2015. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1525/ML15254A456.pdf 

http://www.nrc.gov/reactors/power.html
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1525/ML15254A456.pdf
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図表 18： 米国において稼働している商業用原子炉 

 

出典：NRC218 

 

米国では、テネシー州に位置するWatts Bar原子力発電所 2号機（PWR、120万ｋW）が 2015年 10月に

運転許認可を取得、2016 年に運転を開始した。テネシー峡谷開発公社（Tennessee Valley Authority：

TVA）は同炉の建設許可を 1973 年に取得している。Watts Bar 原子力発電所 2 号機は、米国では 20 年

ぶりの新設原子炉として注目を集めている219。 

 

＜米国における新設炉の動向＞ 

米国では現在、ジョージア州の Vogtle発電所において、3号機、及び 4号機の新設計画が進行中である。

同新設計画は 2012年 2月に NRCの承認を受けており、運転開始時期は 3号機 2019年第二四半期、4

号機 2020年第二四半期を予定している220。またサウスカロライナ州でも、V.C. Summer発電所において、

2号機、及び 3号機の新設計画が進んでいる。同計画は、2012年 3月に NRCの承認を受けており、当初

2 号機の運転開始予定日を 2017 年、3 号機の運転開始予定日を 2018 年と予定していたものの、同新設

計画を進める South Carolina Electric & Gas社は 2015年 3月 12日、機器製造の遅れを理由として、2

号機の建設完了時期を 2019年 6月、3号機の建設完了時期を 2020年 6月に変更している221。 

                                                   
218 “Information Digest, 2015–2016 (NUREG-1350, Volume 27).” NRC. August, 2015. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1525/ML15254A456.pdf 
219 “Watts Bar Nuclear Plant, Unit 2.” NRC. May 5, 2016. http://www.nrc.gov/info-finder/reactors/wb2.html 
220 http://www.wjbf.com/story/27977924/georgia-power-announces-progress-on-plant-vogtle-construction  
221 “South Carolina Electric & Gas Company Requests Update To Construction and Capital Cost Schedules For New 
Nuclear Units.” SCANA. March 12, 2015. https://www.scana.com/docs/librariesprovider15/pdfs/press-releases/03-12-
2015-south-carolina-electric-amp-gas-company-requests-update-to-construction-and-capital-cost-schedules-for-new-
nuclear-units.pdf?sfvrsn=0  

 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1525/ML15254A456.pdf
http://www.wjbf.com/story/27977924/georgia-power-announces-progress-on-plant-vogtle-construction
https://www.scana.com/docs/librariesprovider15/pdfs/press-releases/03-12-2015-south-carolina-electric-amp-gas-company-requests-update-to-construction-and-capital-cost-schedules-for-new-nuclear-units.pdf?sfvrsn=0
https://www.scana.com/docs/librariesprovider15/pdfs/press-releases/03-12-2015-south-carolina-electric-amp-gas-company-requests-update-to-construction-and-capital-cost-schedules-for-new-nuclear-units.pdf?sfvrsn=0
https://www.scana.com/docs/librariesprovider15/pdfs/press-releases/03-12-2015-south-carolina-electric-amp-gas-company-requests-update-to-construction-and-capital-cost-schedules-for-new-nuclear-units.pdf?sfvrsn=0
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1.4.2 発電用原子炉施設の主要法規制 

NRCは原子力法の下、発電用原子炉にかかる緊急時計画の要件を示した 10 CFR 50.47、及び 10 CFR 

Part 50 Appendix Eを策定しており、同規制に基づき、事業者の緊急時対応に係る取組を評価・検査し、許

認可の発行、維持を決定している。 

 

連邦規制 10 CFR 50.54の下で運転許認可を取得した事業者、または 10 CFR 52の下で一括許認可222を

取得した事業者は、10 CFR 50.47（b）に示されている緊急時計画の要件を規定した 16 の計画基準

（Planning Standards）、および 10 CFR Part 50 Appendix E の要件を満たすための指針 NUREG-

0654/FEMA-REP-1「原子力発電所における緊急時対応計画の準備・評価に係る基準（Criteria for 

Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support 

of Nuclear Power Plants、以下、NUREG-0654）を利用し、緊急時計画の要件を満たしている。NUREG-

0654は、NRCが、事業者が緊急時計画の要件を遵守しているか評価する際にも用いられる。 

 

以下に、米国の発電用原子炉施設の防災要件に係る主要な法規制、ガイドライン図書をまとめた。 

 

1.4.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用にお

ける許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を策定、施

行する権限を NRCに付与223。 

• 10 CFR 50.47 「緊急時計画（Emergency Plans）」 — 放射線緊急事態が発生した際、公衆の健

康と安全を保護するために適切な防護措置を講じることが出来る合理的保証を示すよう、運転許

認可取得の条件として事業者に義務付け（50.47(a) (1)）。緊急時計画の要件を示した 16の計画

基準を規定（50.47(b)）しており、事業者は、運転許認可取得・維持において同計画基準を満たした

緊急時計画を策定、維持することを義務付け224。 

• 10 CFR Part 50 Appendix E 「生産と利用施設の緊急時計画に係る緊急時計画（Emergency 

Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities）」 付属書 E — 4条に緊急

時計画に求められる内容を規定225 

 

                                                   
222 一括許認可とは、建設許可、運転許認可を一括して取得するもので、10 CFR Part 52にて規制要件が規定される。一

方、運転許認可、発電所の運転に関する許可のみを取得するもので、10 CFR 50.54に規制要件が規定されている。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/combined-license-col.html 
223 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016.  
224 “50.47 Emergency plans.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 
225 “Appendix E to Part 50—Emergency Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html#4_appe 

 

http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/combined-license-col.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html%234_appe
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1.4.2.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

• NUREG-0654 — 10 CFR 50.47(b) にて規定された 16の計画基準の具体的な指針として、各計

画基準に基づく評価基準（Evaluation Criteria）を事業者に提供226。同ガイダンスは、オフサイト緊

急時対応に係る規制要件（44 CFR 350.5）に基づく、オフサイトに係る 16の計画基準に対する評

価基準を提供。NRCは現在、2017年の完成を目指し、同ガイダンスの改訂作業を進めている。 

• NUREG-0396「発電用軽水型原子炉施設における州・自治体の放射線緊急時対応計画の策定に

係る計画基準（Planning Basis for the Development of State and Local Government 

Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants）」 

— 発電用原子炉施設におけるハザード評価に係る指針を提供、既存の EPZ（10マイル、50マイ

ル）に至った技術根拠が示されている227。 

• NUREG-800「発電用原子炉施設における安全解析の審査に係る標準審査計画：軽水炉エディシ

ョン（Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power 

Plants: LWR Edition）」 — NRCが事業者の許認可申請書を評価する際に使用するガイドライン 

• オンサイト緊急時ガイダンス（EP Guidance） — NUREG-0654に記載されたオンサイト緊急時対

応に係る要件をより詳細に説明した事業者向けのガイダンス。NRCは現在、同マニュアルを策定

中であり、同マニュアルは NUREG-0654の改訂版と合わせて、2017年に完成予定 

 

1.4.3 発電用原子炉施設の緊急時計画の要件 

以下に、発電用原子炉の防災に係る具体的な要件の概要、及び関連規制図書をまとめた。 

 

1.4.3.1 緊急時計画 

＜許認可要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

発電用原子炉の許認可要件として、オンサイト緊急時計画、及びオフサイト放射線緊急時対応計画

（Radiological Emergency Response Plan：RERP）の策定が義務付けられている。10 CFR 50.47(a) (1) 

では、放射線緊急事態が発生した際、公衆の健康と安全を保護するために適切な防護措置を講じることが

出来る合理的な保証があることを示すことを運転許認可取得の条件として規定しており、10 CFR 50.47(a) 

(2) において、NRC は、オンサイト緊急時計画に係る NRC の評価結果、RERP に係る連邦緊急管理庁

（Federal Emergency Management Authority：FEMA）の評価結果に基づき、合理的な保証の有無を評価

する、と規定している228。 

                                                   
226 “NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev.1.” United States Nuclear Regulatory Commission. November 1980. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf 
227 “NUREG-0396: Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency 
Response Plans In Support of Light Water Nuclear Power Plants.” NRC. December 1978. 
https://www.nrc.gov/docs/ML0513/ML051390356.pdf 
228 “50.47 Emergency plans.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 

 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML0513/ML051390356.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
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＜様式・記載事項＞ 

オンサイト緊急時計画に求められる内容は、10 CFR Part 50 Appendix E の 4 条 「緊急時計画の内容

（Content of Emergency Plans）」に記載されている。以下では、10 CFR Part 50 Appendix Eに記載され

た緊急時計画の記載事項をまとめた229。 

 

図表 19： 緊急時計画に求められる記載事項 

該当項目 概要 

Subsection A「組織（Organization）」 
事業者の緊急時対応体制を記載。具体的には、緊急時対応

要員の責任、役割を説明 

Subsection B「評価活動（Assessment 

Actions）」 

緊急事態の度合い、影響評価、適切な防護措置を決定する

ための枠組みとして、緊急事態の区分、緊急時活動レベルを

記載 

Subsection C「緊急時組織の起動

（Activation of Emergency Organization）」 

緊急時における、事業者の緊急時対応組織の起動方法につ

いて説明 

Subsection D「通知手順（Notification 

Procedures）」 

緊急時、平常時の双方における、事業者から連邦政府、州政

府および自治体への情報の発信に関する体制、手法に係る

説明を記載 

Subsection E「緊急時施設および設備

（Emergency Facilities and Equipment）」 

事業者が緊急事態に対応するために必要となる施設、及び

設備を説明 

Subsection F「トレーニング（Training）」 
事業者がオンサイト、及びオフサイトの緊急時対応要員に提

供するトレーニングの種類とその説明を記載 

Subsection G「緊急時対応の維持

（Maintaining Emergency Preparedness）」 
適切な緊急時計画、及び体制を維持する方法を説明 

 

Subsection H「復旧（Recovery）」 事故後の復旧活動に関する対応を記載 

Subsection I「敵対行為発生時のオンサイト

防護措置（Onsite Protective Actions During 

Hostile Actions）」 

敵対行為に基づく事象に対応するための措置を記載 

出典：NRC資料に基づきワシントンコア作成230 

 

NUREG-0654の 1章 J 「様式、及び緊急時計画の内容（Form and Contents of Plans）」では、緊急時計

画の様式に関して特定の指定はないが、以下の項目を満たすことを求めている231。 

 

• 緊急時計画が全ての評価基準を満たしていること 

• 目次の作成 

• 評価基準とのクロスレファレンスの記載 

• 補足資料は必要に応じて付録資料として添付 

• 分量の平均は 100ページ程度とし、緊急時計画はできる限り簡潔にまとめる 

                                                   
229 Appendix E to 10 CFR Part 50.” NRC. July 10, 2014. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html   
230 “Appendix E to Part 50—Emergency Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html#4_appe 
231 “NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev.1.” NRC. November 1980. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html%234_appe
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf
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• 緊急事態の措置の手法、実施者を明確に記載すること 

• 緊急時計画が適用される施設を明記し、施設特有の用語を解説すること、等 

 

＜規制当局のレビューガイド＞ 

発電用原子炉の許認可申請者は、許認可申請書類として作成した緊急時計画を含む最終安全解析報告

書（Final Safety Analysis Report：以下、FSAR）を NRC に対して提出する。NRC の原子力保安・事故対

応局（Office of Nuclear Security and Incident Response：以下、NSIR）は、許認可申請者が提出した緊急

時計画が、NRC規制（10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix E）に準じたものであるかを評価す

る役割を担う。NSIR 審査官は、「NUREG-800：原子力発電所の安全解析報告書の審査にかかる標準審

査指針：軽水炉版（Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power 

Plants: LWR Edition）」に含まれる「標準審査指針 13.3 項（Standard Review Plan 13.3：以下、SRP 

13.3）：緊急時計画（Emergency Planning）」に基づき、許認可申請者が作成した緊急時計画を評価する役

割を担う。 

 

SRP 13.3は、許認可申請者が作成した緊急対応計画が、NRC規制に準拠していることを NRCが評価す

る際の承認基準を示している。SRP 13.3に含まれる「承認基準 2（Acceptance Criteria 2）」は、NRC審査

官に対し、NUREG-0654に示される規制要件に基づき、緊急時計画がNRC規制を遵守しているか否か評

価するよう定めている。 

 

NUREG-800 に含まれる標準評価計画（Standard Review Plan：SRP）の 13.3 項では、NRC は、FEMA

による RERP の評価結果とオンサイトの緊急時対応計画を評価し、これらの結果をまとめた安全評価報告

書（Safety Evaluation Report：SER）を作成するとしている232。10 CFR 50.47 (a) 2により、NRCはオフサ

イトの RERP及び緊急時対応能力が適切であるか否かを判断する際に、FEMAの評価結果に基づいた評

価を行うことが定められている233。FEMA は、NUREG-0654 で示された評価基準に基づき、州・自治体の

RERP を評価し、その結果を合理的保証に関する暫定所見報告書（ Interim Finding Report for 

Reasonable Assurance）として NRCに報告する234。 

既述の通り、米国では一般的に州・自治体がRERPを策定しているが、州政府、或いは自治体がRERP作

成を拒否した場合には、事業者が代わりに RERPを策定する。この場合、NUREG-0654の付録 1「事業者

                                                   
232 “Standard Review Plan, 13.3 Emergency Planning.” NRC. March, 2007. PDF. pg. 22. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0634/ML063410307.pdf 
233 “10 CFR § 50.47 (a) 2.” GPO. August, 2014. PDF. pg. 48. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-
vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf  
234 “10 CFR § 50.47 (a) 2.” GPO. August, 2014. PDF. pg. 48. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-
vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf  

 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0634/ML063410307.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title10-vol1/pdf/CFR-2014-title10-vol1-part50.pdf
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によるオフサイトの緊急時計画及び対応に係る基準（Criteria for Utility Offsite Planning and 

Preparedness）」において、事業者が作成する RERPの評価、及び承認に係る指針が示されている235。 

 

1.4.3.2 ハザード評価の要求と内容 

NUREG-0396「州政府及び自治体による軽水炉原子力発電所における放射線緊急時対応計画策定に係

る計画の基礎（Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological 

Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants）」236は、原子力発電所の

既存の EPZ の範囲決定に至った技術根拠を示す図書である。同図書において、原子力発電所におけるの

想定事故の指針が提供されている237。 

 

1.4.3.3 想定する事故 

NUREG-0396 では、原子力発電所で想定される事故の技術根拠の指針を提供しており、具体的には、発

電所における設計基準事故、及び炉心溶融を伴うシビアアクシデントの影響を、プルーム被ばく経路と食物

摂取経路の双方で評価、この結果、発電所による事故で最も影響を受けるのは発電所の半径 10 マイルで

あるとし、同区域をプルーム被ばく経路 EPZ、発電所の半径 50 マイルを食物摂取経路 EPZ と指定してい

る。NUREG-0396 では、半径 10 マイルを超える区域で PAG で規定される被ばく量（1 rem～5 rem）を超

えるリスクはないと結論付けている。 

 

1.4.3.4 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

NRC は事業者への許認可発行条件の一つとして、緊急事態の区分、EAL の判断基準を含む緊急時計画

の作成を事業者に義務付けている。緊急事態の区分（Emergency Classification）、及び緊急時活動レベ

ル（Emergency Action Level：EAL）の策定に係る要件は 10 CFR 50.47 (b)、及び 10 CFR Part 50 

Appendix E において規定されている。また、これらの要件に係る具体的な指針は、NUREG-0654 計画標

準 Dに示されている。 

  

                                                   
235 “Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support 
of Nuclear Power Plants: Criteria for Utility Offsite Planning and Preparedness (NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev. 1, 
Supplement 1).” NRC. April, 1990.  
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0831/ML083180169.pdf 
236 “Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in 
Support of Light Water Nuclear Power Plants.” NRC. November, 1978. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0513/ML051390356.pdf 
237 NRC関係者へのヒアリングより。 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0831/ML083180169.pdf
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0513/ML051390356.pdf
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＜緊急事態の区分＞ 

米国では、事象が地域住民、また発電所に与えうる脅威に基づき、発電用原子炉における事象の深刻度を

以下の 4 段階に区分している（上から、深刻度が低いレベルから順に紹介）238。これら 4 つの区分は、10 

CFR Part 50 Appendix E、及び NUREG-0654計画標準 Dに記載されている。 

 

① 異常事象（Notification of Unusual Event：NOUE）：異常事象が進行中、または発生し、発電所の

安全が低下している可能性を示している。安全が更に低下しない限り、オフサイトにおける対応ま

たはモニタリングが必要となる放射性物質の放出はない状況。 

② 警告（Alert）：事象が進行中、または発生し、発電所の安全レベルが低下、または安全性が潜在的

に著しく低下している。放射性物質の放出は、放射線量に係る EPAのマニュアル、EPA400-R-92-

001「Manual of Protective Action Guides and Protective Actions for Nuclear Incidents」239で規

定された閾値の僅かな範囲に留まると予想される状況。 

 

※EPA は 2017 年 1 月、EPA400-R-92-001 の改訂版として、「原子力災害時の防護対策指針マニュアル

（PAG Manual：Protective Action Guides and Planning Guidance for Radiological Incidents）」の最終版

を発表している240。 

 

① サイトエリア緊急事態（Site Area Emergency：SAE）：事象が進行中、または発生し、地域住民の

保護に必要となる発電所の機能に深刻な故障が生じている。サイト境界付近を除き、放射性物質

の放出は放射線量に係る EPAの指針の閾値内に留まると予想される状況。 

② 全面緊急事態（General Emergency：GE）：事象が進行中、または発生し、深刻な炉心劣化または

溶融が発生、或いは生じる直前であり、格納容器の健全性が失われる可能性がある。放射性物質

の放出は、周辺のサイト区域を超えた外部まで、放射線量に係る EPAの指針の被ばくレベルを上

回ることが予想される状況。 

  

                                                   
238 “Emergency Classification.” October 9, 2014. NRC. http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-
emerg-preparedness/emerg-classification.html 
239 “EPA400-R-92-001: Manual of Protective Action Guides and Protective Actions for Nuclear Incidents.” EPA. 1992. 
http://www.epa.gov/rpdweb00/docs/er/400-r-92-001.pdf 
240 “PAG Manual：Protective Action Guides and Planning Guidance for Radiological Incidents.” EPA. January, 2017. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-01/documents/epa_pag_manual_final_revisions_01-11-
2017_cover_disclaimer_8.pdf 

http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/emerg-classification.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/emerg-classification.html
http://www.epa.gov/rpdweb00/docs/er/400-r-92-001.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-01/documents/epa_pag_manual_final_revisions_01-11-2017_cover_disclaimer_8.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-01/documents/epa_pag_manual_final_revisions_01-11-2017_cover_disclaimer_8.pdf
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＜緊急時活動レベル＞ 

EALは、原子力発電所で事故が発生した際に事業者が発電所の状況、計器、及びオンサイト・オフサイトの

線量モニタリング等に基づき宣告するもので241、政府が緊急対応を決断する際の指針となる。各原子力発

電所では、緊急時計画の一部として、10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix Eで示される要件を

遵守した EAL 判断基準を含むことを義務付けている。EAL 判断基準のより詳細な指針は、NUREG-

0654/FEMA-REP-1 Rev. 1 Appendix 1に示されている。NUREG-0654/FEMA/REP-1計画標準 Dは、

NRC審査官が、許認可申請者の EALが 10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix Eを遵守の是非

を評価するための基準を含む242。 

 

EALの概要 

EAL は、原子力発電所で事故が発生した際に、事業者が発電所の状況、計器、及びオンサイト・オフサイト

の線量モニタリング等に基づき宣告するもので、政府が緊急時対応を決断する際の指針となる。事業者は、

緊急事態の分類を必要とする事象である起因条件（Initiating Condition）を特定した場合、①事故の原因を

分類した認識カテゴリ（Recognition Category）、②緊急事態の区分（Emergency Classification）、③起因

条件、④各起因条件に係る予め設定された閾値、をもとに EAL を判断する。以下に、EAL を構成する認識

カテゴリ、及び緊急事態の分類の定義を示した。 

 

➢ 認識カテゴリ（Recognition Category） 

事故の原因を分類した認識カテゴリには、以下の 7種類がある243。 

 

• A：放射線レベルの異常（Abnormal Rad Levels/Radiological Effluent） 

• C：冷温停止・燃料交換システムの故障（Permanently Defueled Station Malfunction） 

• D：恒久的に燃料が抜かれた発電所の故障（Permanently Defueled Station Malfunction） 

• E：独立型使用済燃料貯蔵施設（Independent Spent Fuel Storage Installations：ISFSI）に関連す

る事象 

• F：核分裂生成物のバリア劣化（Fission Product Barrier Degradation） 

• H：原子力発電所の安全に影響を与える危険性やその他の条件（Hazards and Other Conditions 

Affecting Plant Safety） 

• S：システムの故障（System Malfunction） 

  

                                                   
241 “10 CFR Part 50 Appendix E.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html 

（「IV. Content of Emergency Plans」の「B. Assessment Actions」の 1を参照） 
242 “Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support 
of Nuclear Power Plants (NUREG-0654/FEMA-REP-1, Revision 1).” NRC. Dec. 6, 2012. p. 42. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/r1/#foreword 
243 「NEI 99-01」に準じたカテゴリである。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/r1/#foreword
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➢ 緊急事態の区分（Emergency Classification） 

既述の通り、緊急事態の区分は、事象が地域住民、また発電所に与えうる脅威に基づき、事象の深刻度を

4段階に区分している。 

 

① 異常事象（Unusual Event：UE）：EALでは、「U」と表記 

② 警告（Alert）：EALでは、「A」と表記 

③ サイトエリア緊急事態（Site Area Emergency）：EALでは、「S」と表記 

④ 全面緊急事態（General Emergency：GE）：EALでは、「G」と表記 

 

➢ EALの構成 

EAL は既述の①事故の原因を分類した①認識カテゴリ、②緊急事態の区分に加え、③起因条件、④各起

因条件に係る予め設定された閾値を反映させた指標である。EAL は、これらの要素をアルファベット、及び

数字の組み合わせで表現している。一例として、「HU2.1」は、以下の意味合いを有している。 

 

• 「H」：認識カテゴリーH「原子力発電所の安全に影響を与える危険性やその他の条件」が事故の原

因である 

• 「U」：緊急事態の分類は、異常事象である 

• 「2」：認識カテゴリーHの中で、2番目の起因条件に適合している 

• 「.1」：該当起因条件で設定された閾値の中でも、一つ目の閾値に適合している 

 

以下は、ミネソタ州にあるプレイリー・アイランド発電所が職員用に作成し、運用している EAL マニュアルか

ら抜粋した EAL 判断基準である。同マニュアルは、各 EAL を定義と共に、事故状況を表した図で説明して

いる。ここでは、「S」システムの故障（System Malfunction）、異常事象（Unusual Event：UE）、認識カテゴ

リ「S」の中でも、通信機器が故障していることを示す「6」、またその下に、更なる事故状況を示しため、オン

サイトにおけるコミュニケーション能力の喪失（6.1）または、オフサイトにおけるコミュニケーション能力の喪

失（6.2）の選択肢が設けられている。 
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図表 20： EALのイメージ図 

 

出典：Xcel Energy244 

 

EALの策定に係るガイダンス図書 

NRCは、NRC規制（10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix E）を遵守した EAL判断基準を事業

者が作成する際の指針として、NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev. 1 Appendix 1を提供している。NRCは

同ガイダンスの他に、NUMARC/NESP-007 及び NEI 99-01 の 2 つの産業界が作成したガイダンスを、

NRC 規制遵守を満たすガイダンスとして承認（エンドーズ）している。事業者は、これらの図書を指針として、

NRC規制を遵守した EALの判断基準を策定することが出来る245。 

 

米国では殆どの事業者が NEI 99-01を使用して EALの枠組みを策定している。NEI 99-01は、これまでの

数度にわたる改訂を経て、NRC の最新の規制の内容、産業界の経験が反映されていること等から、事業

者に汎用されている。NEI 99-01の最新版は、2012年 11月に発表された、NEI 99-01の第 6改訂版で、

2013 年 3 月に NRC によりエンドーズされた246。1980 年代からこれまで一度も改訂されてこなかった

NUREG-0654と比較して、NEI 99-01は、最新の NRC指令や規制が反映されている。例えば NEI 99-01

第 6 改訂版では、NRC が 2012 年 3 月に発表した、使用済燃料プールの計装機器の強化に係る指令

（Order EA-12-051）が反映されている247。 

 

                                                   
244 “Prairie Island Nuclear Generating Plant EAL Reference Manual.” Xcel Energy. 
https://www.xcelenergy.com/staticfiles/xe/Regulatory/Regulatory%20PDFs/PI-EAL-RM.pdf 
245 NRC関係者へのヒアリングより。 
246 “Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors (Revision 6).” NEI. Novemberm 2012. 
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/emerg-action-level-dev.html 
247 “Methodology for Development of Emergency Action Levels Revision 6 – NEI 99-01.” NEI. November 2012. PDF 
pg. 11. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

 

https://www.xcelenergy.com/staticfiles/xe/Regulatory/Regulatory%20PDFs/PI-EAL-RM.pdf
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/emerg-action-level-dev.html
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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EAL確認のための計測機器にかかる要件の有無 

NRCでは、緊急時計画にかかる法規制の中では、EAL確認のための計測機器にかかる要件を規定してい

ない。事業者は、原子力発電所を対象としたその他の規制、ガイドラインに従い、各自導入した計測機器が

EALに利用される。規制要件ではないが、NRCは TMI事故後、原子力発電所における事故をモニタリング

するための機器に関する規制指針 1.97248を発表している249。 

 

NRCによる EAL判断基準の評価 

NUREG-800 の標準審査指針 13.3 項では、NRC 審査官に対して、NUREG-0654/FEMA-REP-1 に示さ

れる評価基準に基づき、EAL の判断基準を含む緊急時計画が NRC 規制を遵守しているか否か評価する

ように定めている。一方で、許認可申請者が、NRC が承認した産業界のガイダンス（「NUMARC/NESP-

007」または「NEI 99-01」）に基づいて EAL判断基準を作成した場合、審査官は、事業者が作成時に利用し

たガイダンスに沿って EAL を評価する。NRC審査官が、許認可申請者が作成した EALが使用されたガイ

ダンスと一貫していると判断した場合、NRC規制を遵守したものと判断される。 

 

1.4.3.5 緊急事態計画区域 

発電用原子炉にかかる緊急時計画区域（Emergency Planning Zone：EPZ）は 10 CFR 50.47 (c) (2) に規

定されており、一般的に、発電所から半径 10 マイル（16キロメートル）の区域をプルーム被ばく経路 EPZ、

発電所から半径 50マイル（80キロメートル）の区域を食物摂取経路 EPZ と規定した上で、実際の区域は、

地域特有の緊急時対応のニーズ、地理的条件等を考慮した上で決定すること、と規定している250。 

 

1.4.4 発電用原子炉施設の緊急時計画の法体系のまとめ 

根拠法 1954年原子力法 

許認可発行に係る主要な NRC規制 10 CFR Part 50 

規制指針 R.G. 1.101 “Emergency Response Planning and 
Preparedness for Nuclear Power Reactors” 

緊急時計画の要件 オンサイト緊急時計画 10 CFR Part 50.47、 

10 CFR Part 50 Appendix E 

オンサイト緊急時計画の要

求内容 
10 CFR 50.47 

オンサイト緊急時計画の様

式・情報 
10 CFR Part 50 Appendix Eの 4条 

オフサイト緊急時計画 10 CFR 50.47(a) (2) 

想定事故 NUREG-0396 

緊急事態の分類 10 CFR Part 50 Appendix E 
NUREG-0654 

                                                   
248 “Regulatory Guide 1.97: Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants, Revision 4.” 
NRC. June, 2006. http://www.nrc.gov/docs/ML0615/ML061580448.pdf 
249 NRC関係者へのヒアリングより。 
250 “10 CFR 50.47.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 

http://www.nrc.gov/docs/ML0615/ML061580448.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
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緊急時活動レベル 10 CFR 50.47及び 

10 CFR Part 50 Appendix E 

NEI 99-01 Rev 6 （或いは NUREG-0654、

NUMARC/NESP-007） 

緊急時計画区域 10 CFR 50.47 (c) (2)  

NUREG-0396（EPZ設定の根拠を提供） 

NRCレビューガイド NUREG-800 “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports 
for Nuclear Power Plants: LWR Edition” 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

1.5 米国における廃止措置中の発電用原子炉施設に係る緊急時計画の動向 

1.5.1 廃止措置中の発電用原子炉施設の整備状況の概観 

米国では、原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）が、核燃料施設の廃止措置251を

規制監督する役割を担っており、同委員会の原子炉規制局（Office of Nuclear Reactor Regulations：NRR）

が、許認可変更や防災規制の免除等の発電用原子炉施設の廃止移行手続きを行う。一方、発電所が廃止

措置ステータスへと移行した後の諸手続き、廃止措置に伴う廃棄物の処理、除染活動等に関する安全評価、

検査等は、同委員会核物質安全保障措置局（Office of Nuclear Material Safety and Safeguards：以下、

NMSS ）が管轄しており、同局傘下にある、廃止・ウラン採鉱・製錬・廃棄物部門（Division of 

Decommissioning, Uranium Recovery, & Waste Programs）が中心となり廃止措置の規制活動が行われ

る。 

 

米国では 2016 年 4 月の時点で、19 か所の原子炉において、廃止措置が進行中である252。米国における

発電用原子炉の廃止措置のステータスを行かずに示した。 

  

                                                   
251 NRCは、廃止（Decommissioning）を、原子力施設を安全に運転停止し、施設を開放できるレベルまで残留放射能を減少

させ、運転許認可を終了させること、と定義している。 
252 “Status of the Decommissioning Program, 2014 Annual Report.” NRC. November 2014. PDF pg.12. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1429/ML14294A239.pdf 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1429/ML14294A239.pdf
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図表 21： 米国における発電用原子炉の廃止措置のステータス 

 

 

*PDMSは燃料搬出後監視保管、ISFSIは独立使用済燃料貯蔵施設、「T」は許認可終了。 

出典：NRC253254 

  

                                                   
253 “NRC Maps of Decommissioning Sites.” NRC. July 2015. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-
collections/maps/decommissioning-sites.html#locations 
254 “Locations of Power Reactor Sites Undergoing Decommissioning.” NRC. April 12, 2016. http://www.nrc.gov/info-
finder/decommissioning/power-reactor/ 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/maps/decommissioning-sites.html%23locations
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/maps/decommissioning-sites.html%23locations
http://www.nrc.gov/info-finder/decommissioning/power-reactor/
http://www.nrc.gov/info-finder/decommissioning/power-reactor/
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＜参考：米国における廃止措置の手法＞ 

米国では、事業者が原子力発電所の廃止を実施する際、以下の 3 つの廃止手法のいずれかを選択するこ

とができる255。いずれの手法においても、事業者は 60年以内に廃止措置を完了させなければならない256。 

 

• SAFSTOR： NRCが「繰り延べ解体（deferred dismantling）」として位置づけるもので、施設を

NRCの監視下に置き放射能が自然に減衰するのを待ち、放射能が安定したレベルまで下がると、

施設の解体・除染を行う 

• DECON： 即時解体であり、施設の閉鎖後、放射性廃棄物を含む設備や構造物を除去、または除

染し、放射線レベルが規定以下に下がった時点で、施設は NRCの監視対象から除外され、NRC

の許認可が終了する 

• ENTOMB： 放射性汚染物をサイト内で構造的に安全な容器に格納した後、NRCの監視下に置か

れ、放射線レベルが規定以下に下がれば、当該サイトは NRCの監視対象から除外される。 

 

1.5.2 廃止措置中の発電用原子炉施設に係る主要法規制 

米国では、廃止措置中の発電用原子炉施設においては、稼働中の発電用原子炉の防災要件を規定した

10 CFR 50.47、及び Appendix E to 10 CFR Part 50が継続して適用されている。一方で、NRCは、廃止

措置に移行した発電用原子炉が公衆に与える安全リスクは、稼働中の発電用原子炉と比較して大幅に低

下することから、既存の防災要件の一部免除を申請することを事業者に許可している。10 CFR 

50.12(a)(2)(ii)では、NRC が 10 CFR Part 50 で規定された要件の遵守が不要であると評価した場合、該

当要件を免除する権利を NRCに与えている。 

 

事業者は通常、原子炉から燃料を恒久的に抜き取った後、NRC に対して、特定の緊急時計画要件の免除

を申請する。事業者は廃止措置に伴い、最終安全解析報告書（Final Safety Analysis Report：FSAR）記載

の、原子力発電所にて想定される事故に係るソースターム及び事故解析の内容を更新し、NRC に提出す

る。NRC は、更新された解析内容に基づき、廃止措置中の発電用原子炉の安全リスクが、稼働中の発電

用原子炉を下回ることを確認し、免除要請を許可する257。 

 

NRC は、事業者による免除申請を評価する際の指針として、NUREG/CR-6451「BWR・PWR の恒久的な

運転停止に係る安全規制審査（A Safety and Regulatory Assessment of Generic BWR and PWR 

Permanently Shutdown Nuclear Power Plants）」（1997年）、及び暫定スタッフ指針 NSIR/DPR-ISG-02

「廃止措置中の原子力発電所における緊急時計画の適用除外申請（Emergency Planning Exemption 

                                                   
255 “Supplement 1 to NUREG-0586, Generic Environmental Impact Statement on Decommissioning of Nuclear 
Facilities.” NRC. 2002. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0234/ML023470304.pdf 
256 “Backgrounder on Decommissioning Nuclear Power Plants.” United States Nuclear Regulatory Commission. 
December 2014. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/decommissioning.html 
257 “NEI 99-01 Rev 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors.” NEI. November 2012. 
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0234/ML023470304.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/decommissioning.html
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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Requests for Decommissioning Nuclear Power Plants）」（2015年）を発行している。これらの図書は廃止

措置中の発電用原子炉を対象としたもので、事業者が免除を申請できる具体的な防災要件、その技術根

拠に加え、事業者の免除申請内容を評価する際に NRC評価者が利用する指針が示されている。 

 

以下に、米国の発電用原子炉施設の防災要件に係る主要な法規制、ガイドライン図書をまとめた。 

 

※発電用原子炉施設に該当する緊急時計画の要件の詳細は本報告書 1.4章を参照。 

 

1.5.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

• 1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954年） — 民生用の原子力施設、核物質の利用にお

ける許認可取得を義務付けるとともに、公衆の健康と安全を保護するための規則、指令を策定、施

行する権限を NRCに付与258。 

• 10 CFR 50.47 「緊急時計画（Emergency Plans）」 — 放射線緊急事態が発生した際、公衆の健

康と安全を保護するために適切な防護措置を講じることが出来る合理的保証を示すよう、運転許

認可取得の条件として事業者に義務付け（50.47(a) (1)）。緊急時計画の要件を示した 16の計画

基準を規定（50.47(b)）しており、事業者は、運転許認可取得・維持において同計画基準を満たした

緊急時計画を策定、維持することを義務付け259。 

• 10 CFR Part 50 Appendix E 「生産と利用施設の緊急時計画に係る緊急時計画（Emergency 

Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities）」 付属書 E — 4条に緊急

時計画に求められる内容を規定260 

• 10 CFR 50.12「特定の免除（Specific exemptions）」 —NRCが 10 CFR 50で規定された要件の

適用が不要であると評価した場合、既述の該当要件を免除する権利を NRCに付与

（50.12(a)(2)(ii)）261 

 

1.5.2.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

NUREG-0654 — 10 CFR 50.47(b) にて規定された 16 の計画基準の具体的な指針として、各計画基準

に基づく評価基準（Evaluation Criteria）を事業者に提供262。同ガイダンスは、オフサイト緊急時対応に係る

規制要件（44 CFR 350.5）に基づく、オフサイトに係る 16の計画基準に対する評価基準を提供。NRCは現

在、同ガイダンスの改訂作業を進めており、2017年の完成を目指している。 

                                                   
258 “Governing Legislation.” NRC. March 30, 2016. 
259 “50.47 Emergency plans.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 
260 “Appendix E to Part 50—Emergency Planning and Preparedness for Production and Utilization Facilities.” NRC. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html#4_appe 
261 “50.12 Specific exemptions.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0012.html 
262 “NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev.1.” NRC. November 
1980.http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html%234_appe
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0012.html
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf
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図表 22： NUREG-0654の 16の計画基準 

計画基準 概要 

計画基準 A 「責任の割り当て（組織管理）

（Assignment of Responsibility (Organization 

Control）」 

緊急時対応に係る、事業者、州・自治体の責任の割り当

てに関連する評価基準 

計画基準 B 「オンサイト緊急時対応組織（Onsite 

Emergency Organization） 

オンサイト緊急時対応体制の整備に向けた評価基準 

計画基準 C 「緊急時対応支援および資源

（Emergency Response Support and 

Resources）」 

緊急時対応における支援、リソースの要請に係る評価

基準 

計画基準 D 「（緊急事態の区分システム

（Emergency Classification System）） 

緊急事態の区分、及び緊急時活動レベルに関する評価

基準 

計画基準 E 「通知方法と手順（Notification 

Methods and Procedures）」 

事業者がオフサイトの緊急時対応組織に緊急事態の発

生を通知する方法に関する評価基準 

計画基準 F 「緊急時のコミュニケーション

（Emergency Communications）」 

緊急時対応組織から公衆に対する緊急時コミュニケー

ションに関する評価基準 

計画基準 G 「公衆に対する教育、及び情報

（Public Education and Information）」 

緊急事態の通知方法、緊急時の対応に関する情報を平

常時に定期的に公衆に発信する方法に関する評価基準 

計画基準 H 「緊急時施設および設備

（Emergency Facilities and Equipment）」 

緊急事態に対応する上で必要となる施設、及び設備に

関する評価基準 

計画基準 I 「事故評価（Accident Assessment）」 放射線緊急事態によるオフサイトへの影響のモニタリン

グ、評価に関する評価基準 

計画基準 J 「防護対応（Protective Response）」 緊急時対応要員、及び公衆が被ばくした際の防護措置

に関する評価基準 

計画基準 K 「放射線被ばく管理（Radiological 

Exposure Control）」 

緊急時対応要員を被ばくから防護する方法に関する評

価基準 

計画基準 L 「医療および公衆衛生の支援

（Medical and Public Health Support）」 

被ばく、また負傷者に対する医療措置の手配に関する

評価基準 

計画基準 M 「復旧・再入計画、及び事故後運転

（Recovery and Reentry Planning and Post-

Accident Operations）」 

事故後の発電所の復旧、避難区域への地域住民の再

入、及び運転再開に関する評価基準 

計画基準 N 「演習とドリル（Exercises and 

Drills）」 

事業者、及びオフサイトの緊急時対応機関が参加する

演習、ドリルに関する評価基準 

計画基準 O 「放射線緊急時対応トレーニング

（Radiological Emergency Response Training）」 

緊急時に支援を要請される可能性のある者への放射線

緊急時対応トレーニングに関する評価基準 

計画基準 P 「計画の策定、定期審査、配布に係

る取り組みの責任（Responsibility for the 

Planning Effort: Development, Periodic Review, 

and Distribution of Emergency Plans）」 

緊急時対応計画の策定、審査、及び配布に関する評価

基準 

出典：NRC資料に基づきワシントンコア作成263 

 

                                                   
263 “NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev.1.” NRC. November 1980. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf
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• NUREG/CR-6451 — 沸騰水型軽水炉（BWR）、及び加圧水型軽水炉（PWR）の廃止措置におけ

る安全規制審査に係る技術根拠を提示、また事業者が免除を申請できる具体的な防災要件を説

明264。具体的には、以下の要件の免除申請を行うことを事業者に推奨している：※免除申請の対

象にかかる具体的な規制要件は NSIR/DPR-ISG-02に記載（後述））。 

o 緊急事態の早期通知に係る要件（10 CFR Part 50.47(b)(5)、及び Appendix E, Section 

IV.D.3） 

o 平常時における地域住民への緊急時対応に関する定期的な情報の提供に係る要件（10 CFR 

Part 50.47(b)(7)、及び Appendix E, Section IV.E.8） 

o 緊急時オペレーション施設（Emergency Operations Facility：EOF）等のオフサイト緊急時対

応施設、及び設備機器の整備に係る要件（10 CFR Part 50.47(b)(8)、及び Appendix E, 

Section IV.E.8） 

o オフサイトの線量評価、モニタリング能力に係る要件（10 CFR Part 50.47(b)(9)） 

o オフサイトにおける定期的な演習・ドリルの実施に係る要件（10 CFR Part 50.47(b)(14)、及び

Appendix E, Section IV.F.3） 

o 緊急時対応要員に対するトレーニングの提供に係る要件（10 CFR Part 50.47(b)(15)、及び

Appendix E, Section IV.F.b.viii） 

• NSIR/DPR-ISG-02 — 同ガイダンスは、NRCが事業者による防災要件の免除申請を評価する際

の指針を提供している。同ガイダンスは、10 CFR 50.82(a)(1)の下、発電用原子炉の稼働を永久

停止し、原子炉から燃料棒を取り除き、使用済み燃料プールで使用済み燃料を貯蔵している事業

者の免除申請に適用される。廃止措置中の発電用原子炉施設のサイト内に稼働中の原子炉が併

設されている場合、稼働中の緊急時対応計画の要件がサイトに適用され、同ガイダンスに基づく免

除申請を行うことはできない。同ガイダンスの 5章「緊急時計画に係る要件の免除申請の評価

（Evaluation of Exemptions to EP Regulations）」には、事業者が NRCに提出すべき廃止措置中

の施設を対象とした安全解析報告書の要件、また免除が考慮される緊急時計画（10 CFR 50.47、

及び Appendix E to 10 CFR Part 50で規定される）の要件をその根拠と共に示している265。 

 

1.5.3 廃止措置中の発電用原子炉施設の緊急時計画要件免除の評価 

NRCは、事業者の廃止措置に伴う緊急時計画の要件免除申請の評価を検討する際に、事業者が提出した

当該サイトに係る解析結果において、以下の事項について審査し、承認の有無を決定する266。 

 

                                                   
264 “NUREG/CR-6451: A Safety and Regulatory Assessment of Generic BWR and PWR Permanently Shutdown 
Nuclear Power Plants.” NRC. April 1997. http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0822/ML082260098.pdf 
265 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 
266 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0822/ML082260098.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
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① 今後想定し得る設計基準事故（Design-Basis Accidents：DBA）により生ずる結果が、非居住区域

境界（exclusion area boundary：EAB）で米国環境保護庁（Environmental Protection Agency：

EPA）の防護対策指針（Protective Action Guidelines：PAG）に定める基準に抵触しないと予測さ

れる 

② 設計基準事象を上回る事象が発生し、使用済み燃料プールから部分的水漏れが発生し、有効な冷

却ができない事態に至る場合、燃料冷却の停止から、燃料集合体の最高温度（部位）が摂氏 900

度に達するまで、少なくとも 10時間（断熱状態の温度上昇を仮定）を要する 

③ 適切な物理的セキュリティ対策が整備されており、使用済み燃料を対象とした破壊活動を防止する

セキュリティ戦略の実効性が保障されている 

④ 設計基準事故以外で影響を及ぼす想定外の事象が発生し、使用済み燃料プールの冷却が完全に

停止した場合に、ジルコニウム製被覆管の発火が起こる前に事前の計画に基づく緩和策を実行す

ることで、水の補給又は噴霧を行うだけの十分な時間が確保できる 

 

NRCは上記の要素を審査するため、以下の解析内容の提出を事業者に求めている。 

 

① 該当する設計基準事故（使用済み燃料貯蔵施設における燃料取り扱いに係る事故、廃ガスシステ

ムからの放出、また、キャスク取り扱いに係る事故等）。事業者は、いかなる放射性物質放出事故

においても、PAGで定められている基準を超えないことを示す。 

② 熱損失がない（断熱温度上昇）状態において使用済み燃料プール用の水が完全に失われた場合、

冷却停止後、燃料被覆管の温度が摂氏 900度に達するまで最低 10時間を要する（ジルコニウム

製被覆管の発火につながるリスクのある事象を鎮静化する時間が十分にある）ことを立証する 

③ 使用済み燃料プール用の水が失われたことにより、非居住区域境界、及び制御室で放射線被ばく

が生ずる状態（非居住区域境界における放射性物質の放出が常に PAGで定められている基準を

下回る）ことを立証する 

④ サイト固有の地震災害を想定し、使用済み燃料プールが地震により損傷を受ける確率が低い（1×

10-5/年）ことを立証する信頼性の高い評価結果を示す、或いは使用済み燃料は、その放射性物質

の崩壊が十分に進んでおり、水が完全に失われた貯蔵プール内においても空気の自然対流により

燃料被覆管の温度が最高時でも摂氏 565度（被覆の損傷が始まる温度）未満に保たれることを立

証する解析結果を示す（非居住区域境界における放射性物質の放出が常に PAGで定められてい

る基準を下回ることを立証する） 

⑤ 使用済み燃料プールに燃料が貯蔵されている場合、NRCは、廃止措置に移行するサイトにおい

て、NUREG-1738「廃止措置中の発電所における使用済み燃料プールの事故解析に係る技術研

究（Technical Study of Spent Fuel Pool Accident Risk at Decommissioning Nuclear Power 

Plants）」に基づく、発電用原子炉の廃止に関し事業者が講じるべき技術的措置（Industry 



平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 84 

Decommissioning Commitments：IDC）、及び、発電用原子炉の廃止に関し規制当局が前提とす

る条件（Staff Decommissioning Assumptions：SDA）が満たされていることを確認する267。 

※IDC、及び SDAで求められる事項は、それぞれ NUREG-1738の表 4.1-1、表 4.1-2に記載。 

 

① NRCは、事業者が緊急時対応に向けた十分なリソース、及び適切な訓練を受けた要員を当直とし

て確保し、事故発生後、遅くとも 10時間以内に事故の影響の緩和策を発動し、非居住区域境界に

おける PAGの基準値を超える放射性物質放出が発生しないよう、対策を講じていることを確認す

る。 

② 事業者の事故の影響緩和に向けた戦略が、恒久的に燃料棒を取り出した施設に係るオンサイト緊

急時計画（Permanently Defueled Emergency Plan：PDEP）と整合していることを確認する。 

 

※廃止措置中の発電用原子炉施設の事業者は、10 CFR 50.47（b）に記載された計画基準、及び 10 CFR 

Part 50 Appendix Eを満たした PDEP）を策定することが義務付けられている（後述参照） 

 

NRCは、事業者が上記の要件を満たしたと判断した場合、10 CFR 50.47、及び Appendix E to 10 CFR 

Part 50で規定される緊急時計画の免除申請を承認する。 

 

NSIR/DPR-ISG-02の表 1「免除を検討すべき緊急時計画の要件（Exemptions for Consideration）」には、

免除の対象となる緊急時計画の要件がその根拠と共にまとめられている。同表は、Dominion Energy 

Kewaunee社が、廃止措置に移行した Kewaunee発電所の緊急時計画の免除申請を受けて、NRCスタッ

フがその承認をNRC委員に求めたSECY-14-0066（2014年8月7日）に基づいている。また、NSIR/DPR-

ISG-02 の添付資料 2 では、過去に NRC の評価を受けた発電所の緊急時計画の免除申請が、免除の承

認に至った根拠と共に記載されている（以下の表参照）。NRC は、緊急時計画要件の免除に係る申請は、

廃止措置に移行するサイトの条件を考慮した上で、免除される要件を個別に審査すると述べながらも、過去

の廃止措置の事例を指針の一部として事業者に提供している268。 

  

                                                   
267 “NUREG-1738: Technical Study of Spent Fuel Pool Accident Risk at Decommissioning Nuclear Power Plants.” 
NRC. February 2001. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1738/ 
268 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1738/
http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
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図表 23： 過去に承認された緊急時計画の免除申請 

事業者名 運転停止日 
緊急時計画の 

要件適用除外日 
適用除外の根拠 

Humbolt Bay 

発電所 

1976年 

7月 2日 

1987年 

4月 29日 

NRCは、PDEPに関する、事業者の許認可変更に係る申請を承

認、またオフサイトの緊急事態に係る要件の免除申請を承認。 

 

NRCは、使用済み燃料プールに貯蔵された核燃料に関連する事

故において起こり得るオフサイトの放射線影響を評価した。その中

には、核燃料の取り扱いに係る事故、非機械系重量物の落下、地

震災害、又はその他の原因で生ずる燃料集合体の配置変化等が

含まれる。この他、NRCが想定した事故シナリオには、プール内の

水が非機械系の理由により大気中へ放散する事故、使用済み核燃

料の破裂、及び液体放射性廃棄物用タンク内の全量が排水溝へ制

御不能な状態で流出する事故等がある。NRCは評価の結果、大気

への放出はいずれも PAGに定められている基準を下回ると結論づ

けた。 

La Crosse発

電所 

1987年 

4月 30日 

1988年 

7月 8日 

NRCは、PDEPに関する、事業者の許認可変更に係る申請を承

認、またオフサイトの緊急事態に係る要件の免除申請を承認。 

 

NRCは、使用済み燃料プールに貯蔵された核燃料に対する事故を

想定し、その結果がオフサイトに与える影響を評価した。事故解析

は、ヨウ素フィルターが使用されず、燃料プールの水が失われない

という条件の下、全ての燃料棒が損傷を受けたとの仮定で行われ

た。同シナリオでは、非居住区域境界における放射線吸収線量は、

10 CFR 100.11 に記載の指針値の 25%（甲状腺で 75 rem（0.75 

Sv）、全身で 6 rem（0.06 Sv）を遥かに下回るとされた。この吸収線

量は、NRCの標準審査指針（NUREG-800）で規定された使用済み

核燃料キャスクの落下事故における許容基準値である。同様に、算

定された吸収線量は PAG基準値を十分下回る。 

出典：NRC269 

 

1.5.4 廃止措置中の発電用原子炉施設の緊急時計画要件の内容の整理 

以下に、廃止措置に移行した発電用原子炉に係る具体的な防災要件の概要、また適用免除の考慮に係る

内容をまとめた。 

 

1.5.4.1 緊急時計画 

＜許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

廃止措置に移行した発電用原子炉の許認可要件では、オンサイト緊急時計画の策定が義務付けられてい

る。廃止措置中の発電用原子炉施設の事業者は、10 CFR 50.47（b）に記載された計画基準、及び 10 

                                                   
269 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
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CFR Part 50 Appendix Eを満たした、PDEPを策定することが求められている。PDEPには計画基準に基

づく要件がすべて適用されるわけではなく、要件の一部が免除される（詳細後述）。 

 

オフサイト緊急時計画においては、発電用原子炉の防災要件として通常求められる 44 CFR 350.5 (b) に

記載された計画基準を満たしたオフサイト放射線緊急時対応計画（Radiological Emergency Response 

Plan：RERP）の作成は求められておらず、代わりに、放射線緊急時に限らず使用される、あらゆる災害対

応に向けた州・自治体の計画（Comprehensive Emergency Management Plan：CEMP）が整備されてい

ることで、オフサイトの緊急時計画の要件を満たしたとみなされる。 

 

CEMP は、FEMA の「包括的準備ガイド：緊急時オペレーション計画の策定・維持（Comprehensive 

Preparedness Guide (CPG) 101: Developing and Maintaining Emergency Operations Plans）」に基づ

いたあらゆる災害への対応に向けた州・自治体レベルの災害対応基本計画である。同計画では、緊急事態

に対応するための職員、設備の整備、緊急時対応の措置に関する一般的な内容が記載されている。

CEMPは、緊急時オペレーション計画（Emergency Operations Plans：EOP）、或いはあらゆる災害対応に

向けた計画（All Hazard Planning）と呼ばれることもある270。 

 

＜緊急時計画の要求内容＞ 

NRCは、10 CFR 50.47（b）に記載された計画基準、及び 10 CFR Part 50 Appendix Eを満たした PDEP

の策定を事業者に義務付けている271。事業者は NUREG-0654で示された 16の計画基準に基づく評価基

準を指針として緊急時計画を策定するが、廃止措置中の発電用原子炉を対象とした PDEPでは、全ての評

価基準を満たすことは求められていない。NSIR/DPR-ISG-02の添付資料 1「恒久的に燃料棒を取り出した

施設を対象とした緊急時計画の評価に係るスタッフ指針（Staff Guidance for Evaluation of Permanently 

Defueled Emergency Plans）」では、NUREG-0654の16の計画基準が表形式でまとめられており、PDEP

に適用される評価基準を明記している（以下、一部抜粋）272。 

  

                                                   
270 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 
271 “50.47 Emergency plans.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 
272 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 87 

図表 24： NSIR/DPR-ISG-02の添付資料 1の抜粋 

 

出典：NRC273 

 

＜様式・記載事項＞ 

PDEP に求められる内容は既述の通り、NUREG-0654 の 16 の計画基準に加え、10 CFR Part 50 

Appendix E の 4 条 「緊急時計画の内容（Content of Emergency Plans）」に記載されている。また

NUREG-0654の 1章 J 「様式、及び緊急時計画の内容（Form and Contents of Plans）」では、緊急時計

画の様式に関して特定の指定はないが、以下の項目を満たすことを求めている274。 

 

• 緊急時計画が全ての評価基準を満たしていること 

• 目次の作成 

• 評価基準とのクロスレファレンスの記載 

• 補足資料は必要に応じて付録資料として添付 

• 分量の平均は 100ページ程度とし、緊急時計画はなるべく簡潔にまとめる 

• 緊急事態の措置の手法、実施者を明確に記載すること 

• 緊急時計画が適用される施設を明記し、施設特有の用語を解説すること、等 

 

                                                   
273 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 
274 “NUREG-0654/FEMA-REP-1 Rev.1.” NRC. November 1980. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf   

 

http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0404/ML040420012.pdf
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緊急時計画の記載内容の一例として、カリフォルニア州に位置する San Onofre原子力発電所の PDEPは

NUREG-0654、及びNSIR/DPR-ISG-02を指針として作成されており、NUREG-0654の 16の計画基準に

倣い、A～Pまでの各計画基準に準拠した内容が記載されている275。 

 

＜規制当局のレビューガイド＞ 

NRCの NSIRは、事業者の PDEPが、NRC規制（10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix E）に

沿ったものであるか評価する役割を担う。NSIR 審査官は、NUREG-0654 の 16 の計画基準、及び廃止措

置中の発電用原子炉に適用される評価基準を示した NSIR/DPR-ISG-02 の添付資料 1 を指針として、事

業者の PDEPを評価する276。 

 

1.5.4.2 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

10 CFR Part 50.47、及び 10 CFR Part 50 Appendix E に基づき、緊急事態の区分（Emergency 

Classification）、及び緊急時活動レベル（Emergency Action Level：EAL）の判断基準の策定を義務付けて

いる。NRCはNSIR/DPR-ISG-02において、廃止措置に移行した発電所の状態を反映させるため、EALの

判断基準の策定における指針を示したガイダンス NEI 99-01 Rev. 6 に基づき、緊急事態の区分、EALの

判断基準を更新するように事業者に求めている。NEI 99-01 Rev. 6は、恒久的に燃料棒を取り出した発電

用原子炉施設を対象とした EAL判断基準策定の指針を提供している。NRCは、NEI 99-01 Rev. 6に基づ

き、事業者の EAL判断基準を評価する。 

 

＜緊急事態の区分＞ 

NEI 99-01 Rev. 6 では、廃止措置に移行した原子炉が公衆に与える安全リスクが低いことを踏まえ、緊急

事態の区分として、以下の 2つの区分を適用している。これらの区分の定義は、10 CFR Part 50 Appendix 

E、及び NUREG-0654計画標準 Dに記載されている277。 

 

① 異常事象（Notification of Unusual Event：NOUE）：異常事象が進行中、または発生し、発電所の

安全が低下している可能性を示している。安全が更に低下しない限り、オフサイトにおける対応ま

たはモニタリングが必要となる放射性物質の放出はない状況。 

 

                                                   
275 San Onofre原子力発電所の PDMPは以下のリンクから入手可能。“San Onofre Nuclear Generating Station 

(SONGS) Permanently Defueled Emergency Plan (Volume 1, PDEP-1).” Southern California Edison. March, 2016. 
http://www.nrc.gov/docs/ML1609/ML16098A473.pdf 
276 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 
277 “NEI 99-01 Revision 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors,” NEI. November 
2012. http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

 

http://www.nrc.gov/docs/ML1609/ML16098A473.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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② 警告（Alert）：事象が進行中、または発生し、発電所の安全レベルが低下、または安全性が潜在的

に著しく低下している。放射性物質の放出は、放射線量に係る EPAのマニュアル、EPA400-R-92-

001「Manual of Protective Action Guides and Protective Actions for Nuclear Incidents」278で規

定された閾値の僅かな範囲に留まると予想される状況。 

 

＜緊急時活動レベル＞ 

EALは、原子力発電所で事故が発生した際に事業者が発電所の状況、計器、及びオンサイト・オフサイトの

線量モニタリング等に基づき宣告するもので279、政府が緊急対応を決断する際の指針となる。各原子力発

電所では、緊急時計画の一部として、10 CFR 50.47及び 10 CFR Part 50 Appendix Eで示される要件を

遵守した EAL判断基準を含むことを義務付けている280。 

 

事業者は、緊急事態の分類を必要とする事象である起因条件（Initiating Condition）を特定した場合、①事

故の原因を分類した認識カテゴリ（Recognition Category ） 、②緊急事態の区分（Emergency 

Classification）、③起因条件、④各起因条件に係る予め設定された閾値、をもとに EALを判断する。 

 

事業者は既述の通り、廃止措置に伴い、最終安全解析報告書に記載されている、原子力発電所にて想定

される事故に係るソースターム及び事故解析の内容を更新し、NRCに提出する。NRCは、更新された解析

内容に基づき、廃止措置中の発電用原子炉の安全リスクが、稼働中の発電用原子炉を下回ることが認め

られた場合、免除要請を許可する。事業者は、緊急時計画の免除が許可された後、免除措置、更新された

ソースターム、及び事故解析に基づき、EALを策定する。 

 

廃止措置中の発電用原子炉に係る EAL 判断基準の作成に係る指針は、NEI 99-01 Rev. 6 付録資料 C

「恒久的に燃料棒を取り出した原子力発電所の起因条件、及び EAL（Appendix C – Permanently 

Defueled Station ICs/EALs）」に示されている281。 

 

廃止措置中の発電用原子炉では、認識カテゴリ PD（Permanently Defueled）が適用される。認識カテゴリ

PDは具体的に、10 CFR Part 50 の下で運転していた発電所が恒久的に運転を停止し、事業者が発電所

内の使用済み燃料貯蔵プールにおいて、使用済み核燃料を一定期間貯蔵する場合に適用される。認識カ

テゴリ PD は、使用済み燃料貯蔵プールの特性を考慮した上で、発電用原子炉に適用される認識カテゴリ

（以下）を修正したものである。 

                                                   
278 “EPA400-R-92-001: Manual of Protective Action Guides and Protective Actions for Nuclear Incidents.” EPA. 1992. 
http://www.epa.gov/rpdweb00/docs/er/400-r-92-001.pdf 
279 “10 CFR Part 50 Appendix E.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html 

（「IV. Content of Emergency Plans」の「B. Assessment Actions」の 1を参照） 
280 “Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support 
of Nuclear Power Plants (NUREG-0654/FEMA-REP-1, Revision 1).” NRC. Dec. 6, 2012. p. 42. 
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/r1/#foreword 
281 “NEI 99-01 Revision 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors,” NEI. November 
2012. http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

http://www.epa.gov/rpdweb00/docs/er/400-r-92-001.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appe.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/r1/#foreword
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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• A：放射線レベルの異常（Abnormal Rad Levels/Radiological Effluent） 

• C：冷温停止・燃料交換システムの故障（Permanently Defueled Station Malfunction） 

• F：核分裂生成物のバリア劣化（Fission Product Barrier Degradation） 

• H：原子力発電所の安全に影響を与える危険性やその他の条件（Hazards and Other Conditions 

Affecting Plant Safety） 

• S：システムの故障（System Malfunction） 

 

以下の表は、NEI 99-01 Rev. 6付録資料 Cに記載されている、認識カテゴリ PDに基づく起因条件を示し

たマトリックスである282。 

 

図表 25： 認識カテゴリ PDに基づく起因条件のマトリックス 

異常事態 警告 

PD-AU1：気体又は液体状の放射性物質が基準（サ

イトで定める放射性物質の放出管理基準）を超えて

60分以上放出される。 

運転モード：適用外 

PD-AA1：気体又は液体状の放射性物質が放出、オ

フサイトでの放射線吸収線量が全身の等価実効線量

で 10 mrem（0.1 mSv）ミ又は甲状腺の等価吸収線

量で 50 mrem（0.5 mSv）を超える。 

運転モード：適用外 

PD-AU2：発電所内で計画外の放射線レベル発生 

運転モード：適用外 

PD-AA2：発電所内で計画外の放射線レベルが発生

し、使用済み燃料の維持管理に必要な発電所へのア

クセスが阻害される。 

運転モード：適用外 

PD-SU1：使用済み燃料プールの温度が計画外の水

準に上昇する。 

運転モード：適用外 

 

PD-HU1：セキュリティに係る事象、又は脅威が確認

される。 

運転モード：適用外 

PD-HA1：事業者が管理する区域（Owner Controlled 

Area）内で 30分以内に「敵対行為」、または上空か

らの攻撃を受ける恐れがある。 

運転モード：適用外 

PD-HU2：使用済み燃料の冷却に必要な安全システ

ムに係る設備に影響を与える危険な事象が発生す

る。 

運転モード：適用外 

 

PD-HU3：その他、異常事態（の通知）を宣言が、緊

急事態対応の統括者により妥当と認められる事象が

発生する。 

運転モード：適用外 

PD-HA3：その他、警告を宣言することが、緊急事態

対応の統括者により妥当と認められる事象が発生す

る。 

運転モード：適用外 

出典：NEI資料に基づきワシントンコア作成283 

 

                                                   
282 “NEI 99-01 Revision 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors,” NEI. November 
2012. http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 
283 “NEI 99-01 Revision 6: Development of Emergency Action Levels for Non-Passive Reactors,” NEI. November 
2012. http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
http://www.nrc.gov/docs/ML1232/ML12326A805.pdf
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1.5.4.3 緊急事態計画区域 

発電用原子炉にかかる緊急時計画区域（Emergency Planning Zone：EPZ）は 10 CFR 50.47 (c) (2) に規

定されているが、NRC では、同要件の免除申請を提出することを事業者に許可している。廃止措置中の発

電用原子炉では、避難計画が求められていないため、避難時間推計（Evacuation Time Estimates：ETE）

に係る要件も免除の対象となっている284。 

  

                                                   
284 “NSIR/DPR-ISG-02 Interim Staff Guidance: Emergency Planning Exemptions Requests for Decommissioning 
Nuclear Power Plants.” NRC. May, 2015. http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf 

http://www.nrc.gov/docs/ML1410/ML14106A057.pdf
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2 英国 

2.1 英国における原子力施設に係る緊急時計画の動向 

2.1.1 原子力施設の整備状況の概観 

2.1.1.1 発電用原子炉施設 

英国では現在 8箇所の原子力発電所にて 15基の原子炉が稼働しており、この内 7箇所（いずれも改良型

ガス冷却炉 2基のサイト）は全て、仏国の EDF Energyが所有、運営している。 

英国ではこれら稼働中の原子力発電所による発電量が、英国内の発電量全体の約 21％を占めている

（2016年時点）285。 

 

図表 26： 英国における原子力発電所の運転状況 

発電所名 炉型 発電容量（MWe） 運転開始 運転停止予定 

Dungeness B 1&2 AGR 520 x 2 1983年、1985年 2028年 

Hartlepool 1&2 AGR 595, 585 1983年、1984年 2024年 

Heysham I 1&2 AGR 580, 575 1983年、1984年 2024年 

Heysham II 1&2 AGR 610 x 2 1988年 2030年 

Hinkley Point B 1&2 AGR 475, 470 1976年 2023年 

Hunterston B 1&2 AGR 475, 485 1976年、1977年 2023年 

Torness 1&2 AGR 590, 595 1988年、1989年 2030年 

Sizewell B PWR 1198 1995年 2035年 

合計 15基 8883   

出典：World Nuclear Associationのデータに基づきワシントンコア作成286 

 

尚、英国では、2015 年 12 月、英国政府の組織、原子力廃止措置機関（Nuclear Decommissioning 

Authority：NDA）が所有、Magnox社が運営していた国内唯一のマグノックス炉を使用したWylfa 1発電所

が閉鎖となった。 

 

＜英国における新設炉の動向＞ 

英国は、2008年気候変動法（Climate Change Act 2008）の取り組みの一環として、2050年までに二酸化

炭素排出を 1990 年当時のレベルの少なくとも 80%以下とする積極的な地球温暖化対策の目標を打ち立

てている。英国政府は同目標の達成において、原子力を重要なエネルギー源として位置付けており、2030

年までに 5サイト、総新設容量 16GWeの原子力発電所建設を目指している。英国政府の原子力推進政策

を受け、英国では新設計画が動き始めている。主な動きとして 2012 年、Hinkley Point C 発電所における

                                                   
285 “Nuclear Power in the United Kingdom.” World Nuclear Association. July 14, 2016. http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx 
286 “Nuclear Power in the United Kingdom.” World Nuclear Association. July 14, 2016. http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx 

 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
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原子炉の新設計画が承認された。これは 1982 年に Sizewell B 発電所で英国初の軽水炉、PWR の導入

に対する承認が下りてから実に 30年ぶりの新設計画の承認である287。同発電所は 2025年の運転開始を

予定しており、フル稼働で英国の電力需要の 7％を供給する発電所になると見込まれている288。また

Horizon Nuclear Power 社（日立製作所の子会社）は、ウェールズ地方北部アングルシー島の Wylfa 

Newyddサイト、及びサウスグロスターシャー州オールドベリーの Oldbury-on-Severnサイトの 2か所にお

いて、総設備容量 5.4GWe の日立 GE 社製 UK-ABWR を建設し、2020年代前半に運転を開始する計画

を有する。更に、東芝と仏国 Engie社が共同で設立した、NuGeneration社（NuGen）は、西カンブリア地方

において、3.8 GWeの総設備容量を備えた Westinghouse Electric Company製 AP1000炉を建設する

計画を立てている289。 

 

ONR規制下に置かれた英国における原子力施設を以下の図で示した。 

  

                                                   
287  http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Appendices/Nuclear-Development-in-the-United-
Kingdom/ 
288 http://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c/about 
289 “UK energy minister underscores importance of nuclear power.” World Nuclear News. July 6, 2016. 
http://www.world-nuclear-news.org/NP-UK-energy-minister-underscores-importance-of-nuclear-power-06071601.html 

http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Appendices/Nuclear-Development-in-the-United-Kingdom/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Appendices/Nuclear-Development-in-the-United-Kingdom/
http://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c/about
http://www.world-nuclear-news.org/NP-UK-energy-minister-underscores-importance-of-nuclear-power-06071601.html
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図表 27： 英国における原子力施設 

 

 

*核燃料サイクル施設は、図中「Chemical plants and other facilities」に含まれる。 

出典：ONR290 

 

                                                   
290 “Regulated nuclear sites in the UK.” ONR. August, 2016. http://www.onr.org.uk/documents/map-of-regulated-
sites.pdf  

http://www.onr.org.uk/documents/map-of-regulated-sites.pdf
http://www.onr.org.uk/documents/map-of-regulated-sites.pdf
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2.1.2 原子力施設に係る主要法規制 

英国では、同国の原子力規制機関である原子力規制局（Office for Nuclear Regulation：ONR）が原子力

施設における防災要件の規制活動を担っている。英国の原子力施設に係る法規制は、上位法令（primary 

legislation）と下位法令（secondary legislation）で構成されており、原子力防災の主要な上位法は、英国に

おける原子力施設の許認可取得とその要件を義務付ける 1965 年原子力施設法（The Nuclear 

Installations Act 1965：以下、NIA法）、及び 1974年労働安全衛生法（Health and Safety at Work etc Act 

1974）である。 

 

1974 年労働安全衛生法においては、その下位法令である 2001 年放射線緊急事態準備及び情報公開法

（Radiation Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2001：以下、REPPIR）にて、

リスク評価、緊急時体制の整備、オフサイトへの情報提供等をはじめとした緊急時計画に係る具体的な要

件を規定している。原子力施設の許認可申請者は、許認可取得の要件として、REPPIR で規定された要件

の遵守が求められている291。REPPIR は、電離放射線による緊急事態に対する公衆の保護に関する欧州

共同体（EU）閣僚理事会指令 96/29 Euratom（BSS96 指令）の一部を施行する為の規制である292。ONR

関係者によると、英国では現在、EU Euratom Basic Safety Standard Directive（2012 年）に基づき、

REPPIER の見直しを進めている293。英国ではまた、電離放射線を伴う事業活動を実施する施設を対象と

した、1999 年電離放射線規則（IRR 1999）にて、緊急時計画の整備が義務付けられている。ただし IRR 

1999 では、事故時のオフサイトへの影響が REPPIR とに比べ軽度のものを想定しているため、オフサイト

にかかる要件等は規定されていない。IRR の対象となる軽度の事故の例として、研究所で放射性物質を含

むビーカーが倒れた等がある294。 

 

＜REPPIRの規制対象となる施設＞ 

REPPIRの規制対象となる施設は、REPPIR 別表 2に記載の放射性核種の閾値を超える物質を保有する

施設、或いは REPPIR 別表 3 に記載の核分裂性物質の閾値を超える物質を保有する施設である。

REPPIRで規定される域値を超える物質を保有する施設には、既述の IRR 1999に加え、REPPIRが適用

される。 

  

                                                   
291 “Licensing Nuclear Installations.” ONR. January 2015. http://www.onr.org.uk/licensing-nuclear-installations.pdf 
292 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001: Guidance on 
Regulations.” Health and Safety Executive. 2002. http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 
293 ONR関係者へのヒアリングより。 
294 ONR関係者へのヒアリングより。 

http://www.onr.org.uk/licensing-nuclear-installations.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
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図表 28： REPPIR別表 2の抜粋 

 

出典：HSE295 

 

図表 29： REPPIR別表 3 

核分裂性物質の種類 閾値（グラム） 

プルトニウム（Pu 239/Pu 241）又は Pu 239/Pu 241を含むプルトニウムの同位体 150 

ウラン（U233） 150 

濃縮ウラン（U 235が 1％以上、5％以下） 500 

濃縮ウラン（U 235が 5％以上） 250 

出典：HSE296 

 

＜許認可条件に基づく目標設定型の規制アプローチ＞ 

英国の原子力関連法規は、仕様規定というよりも目標設定型の規定であり、緊急事対応の手法について詳

細に規定せず、防災要件を満たすための具体的な手法は事業者が提案するアプローチをとっている。英国

では、この大枠の目標が許認可条件（License Condition：LC）にて設定されており、事業者は、REPPIR規

制遵守の他、NIA法 4条に基づく、LCを原子力発電所のライフサイクルを通して満たすことが求められてい

る。これらは、施設の設計、建設、運用、保守、廃止措置等全ての段階において遵守が求められる要件で

ある。オンサイトの原子力防災に係る主要な LCは、LC 11「Emergency Arrangement（緊急時対応の体制

整備）」にて規定されており、オンサイト緊急時計画の策定が事業者に義務付けられている。原子力防災に

関連する LCを以下にまとめた297。 

                                                   
295 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” August, 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 
296 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” August, 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 
297 “License Condition Handbook.” ONR. January 2016. http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-
handbook.pdf 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-handbook.pdf
http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-handbook.pdf
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• LC 7 「Incidents on the Site（サイトにおける事故）」：原子力施設において緊急事態が発生した際

の通知、記録、調査、報告 

• LC 10 「Training（訓練）」：緊急時対応にかかる訓練 

• LC 11 「Emergency Arrangement（緊急時対応の体制整備）」：オンサイト緊急時計画の策定 

• LC 36 「Organizational Capability（組織の能力）」：原子力施設を安全に運用するための人員、資

金等のリソース維持 

 

計 36項目の LCが整備されており、サイトにより適用される LCが異なる。NIA法では、ONRが原子力施

設のサイト特性に応じた柔軟な対応を講じられるよう、必要に応じて追加で要件を課すこと、または特定の

LC を変更・除外することを ONR に許可している。LCで示された各要件は、事業者が満たすべき大枠の目

標に留められており、事業者が要件を満たすための具体的な方策を策定し、ONR の承認を得る手法が講

じられている。事業者は、サイトの安全解析を実施し、セーフティーケース（safety case）を作成する。セーフ

ティーケースには、施設で特定されたハザードのリスク、想定する事故に対し、これらを予防するための措

置、及び緊急時における影響を最小化にするための詳細、且つ技術的な措置まとめた図書を指す。事業者

は、セーフティーケースにおいて、特定されたハザードに対し、どのような対策が講じられているかを説明す

ることで、当該サイトに適用されるべき LC を ONRに提案する。ONRは事業者の提案を考慮し、最終的に

適用される LCを決定する。 

 

LC 11はすべてのサイトに適用されるものの298、求められる緊急時計画の要件の度合いはサイトの安全解

析結果に応じて調整される（緊急時計画の深層度、リダンダンシーのレベル等）。事業者は、セーフティーケ

ースをサイト内の施設別に作成することで、各施設に伴うリスクを明確にし、リソースをより集中的に充当す

べき施設を ONRに提案することが出来る299。 

 

ONRは、原子力施設の安全評価原則（Safety Assessment Principles for Nuclear Facilities：以下、SAP）

に基づき、事業者が防災要件を満たすために提案した手法（アプローチ）を評価し、LC の遵守を評価、承認

する役割を担う。SAP は、事業者が策定した手法が、合理的に達成可能な限り原子力安全を高くする（As 

Low as Reasonably Practicable：ALARP）ものであるかを判断するために利用される300。SAPには、事故

管理及び防災（Accident Management and Emergency Preparedness）に関する原則も含まれており、緊

急時の体制、緊急時計画の整備、訓練の実施等、より具体的な防災要件が記載されている。  

 

REPPIR と許認可条件の関係 

LC と REPPIR は互いを補完する位置付けにある。LC と REPPIR 双方においてオンサイト緊急時計画策

定等の共通要件が含まれる一方、REPPIR では、オフサイト緊急時計画策定・公衆への緊急時における情

                                                   
298 ONR関係者へのヒアリングより。 
299 ONR関係者へのヒアリングより。 
300 “Safety Assessment Principles for Nuclear Facilities.”ONR. 2014. http://www.onr.org.uk/saps/saps2014.pdf 

http://www.onr.org.uk/saps/saps2014.pdf
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報提供を自治体に、またハザード特定・リスク評価（HIRE）実施を事業者に義務付けるなど、緊急対応にか

かる補足的な要件が含まれる。ONR 関係者によると、LC11 は、REPPIR で規定されている緊急時計画の

要件を遵守することで満たすことが出来る仕組みとなっている（ただし想定される事故のリスクが軽度である

場合、1999年電離放射線規則の要件を満たすことで遵守したとみなされる）301。 

 

既述の英国における緊急時計画の規制の枠組みに関連した、主要な法規制、ガイドライン図書を以下に整

理した。 

 

2.1.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

＜上位法＞ 

• 1965年原子力施設法（The Nuclear Installations Act 1965：以下、NIA法） — 原子力施設にお

ける放射線事故時の公衆の保護に係る事業者の責任、原子力施設の運用における許認可取得の

義務付け、取得要件等を規定302。設計、建設、運用、保守、廃止措置等全ての原子力発電所のラ

イフサイクルを通して事業者が満たすべき、許認可条件（License Condition：LC）は同法 4条に基

づいている（オンサイトの原子力防災に係る主要な LCは、LC 11「Emergency Arrangement（緊

急時対応の体制整備）」）。また、同法では、原子力事故による損害の責任は事業者が負うことを規

定している。 

 

• 1974年労働安全衛生法（Health and Safety at Work etc Act 1974） — 安全衛生庁（Health 

and Safety Executive：HSE）の設立、役割にかかる規定の他、原子力を含めた産業全般における

安全衛生確保のため雇用者（事業者）が遵守すべき一般義務を規定303 

 

• 2004年民間緊急事態法（Civil Contingencies Act 2004）304 — 放射線緊急事態に限らず、あら

ゆる緊急事態に対するオフサイト緊急時計画の整備を連邦政府政府、及び地元政府に義務付け。

その必要性が合理的に証明された場合、リスク評価、及びオフサイト緊急時計画の策定を義務付

け 

 

＜下位法＞ 

• 2001年放射線緊急事態準備及び情報公開法（（Radiation Emergency Preparedness and 

Public Information Regulations 2001：以下、REPPIR）305： 

                                                   
301 ONR関係者へのヒアリングより。 
302 “Nuclear Installations Act 1965.” August 1965. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/57 
303 “Health and Safety at Work etc Act 1974.” July 1974. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37 
304 “Civil Contingencies Act 2004.” November, 2004. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf 
305 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” August, 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/57
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
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o 1974年労働安全衛生法に基づき（17条は 1972年欧州共同体法に基づく）、ハザード特定・

リスク評価（4、5条）、特定されたハザードの予防、被害の最小化に係る措置をまとめたオン

サイト緊急時計画の策定を事業者に義務付け（7条） 

o REPPIRのハザード特定・リスク評価では、合理的に予見できる、あらゆる放射線緊急事態が

評価の対象となる 

o 自治体に対し、オフサイト緊急時計画の策定緊急時対応の整備、情報提供等にかかる要件を

規定（9条） 

o オフサイト緊急時計画に係る事業者の費用負担の責任（12条） 

 

• 1999年電離放射線規則（Ionising Radiations Regulations 1999） — 1974年労働安全衛生法

に基づき、労働者と公衆を電離放射線から防護するための線量モニタリング等にかかる要件、放

射性物質の外部放出等にかかる事態の HSEへの通知義務等を規定306 

 

• 2003年原子力産業セキュリティ規則（Nuclear Industries Security Regulations 2003） — テロ

行為等、必ずしも原子力事故とは至らない事故に対する緊急時計画の策定を事業者に義務付け、

また情報保護に関する要件を規定307： 

 

2.1.2.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

以下に、英国の原子力施設の防災要件に係る主要なガイダンス図書、マニュアルを挙げた。 

 

• REPPIRガイド（A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information 

Regulations 2001） — REPPIRの要件遵守に係る指針を提供する、オンサイト、オフサイト向け

ガイド308 

• 許認可条件ハンドブック（License Condition Handbook） — 36の各許認可条件で求められる要

件を説明309 

• 原子力施設の安全評価原則（Safety Assessment Principles for Nuclear Facilities） — ONR

は、SAPに基づき、事業者が防災要件を満たすために提案した手法（アプローチ）を評価、LCの遵

守を評価、承認する310 

                                                   
306 “The Ionising Radiations Regulations 1999.” December 1999. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3232/introduction/made 
307 “Nuclear Industries Security Regulations 2003.” Cabinet Office. April 2014. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_R
egulations.pdf 
308 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2001.” HSE. 2002. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 
309 “License Condition Handbook.” ONR. January 2016. http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-
handbook.pdf 
310 “Safety Assessment Principles for Nuclear Facilities.”ONR. 2014. http://www.onr.org.uk/saps/saps2014.pdf 

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3232/introduction/made
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_Regulations.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_Regulations.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-handbook.pdf
http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-handbook.pdf
http://www.onr.org.uk/saps/saps2014.pdf
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• 技術審査ガイド NS-TAST-GD-082 Revision 2「REPPIR関連申請、及び緊急計画区域決定にお

ける技術審査（The Technical Assessment of REPPIR Submissions and the Determination of 

Detailed Emergency Planning Zones）」 — 事業者のハザード特定・リスク評価の結果をまとめ

た報告書（HIRE、及び RoA）の内容を含めた、事業者の REPPIR規制要件遵守の審査、及びリス

ク評価に基づく緊急時計画区域の範囲決定における指針を ONR評価者に提供311 

• 原子力緊急時計画対応ガイダンス・パート 1「緊急時計画」（Nuclear Emergency Planning and 

Response Guidance, Part 1 Emergency Preparedness） — REPPIERに基づく、オフサイトの

緊急時計画の策定、訓練を通したオフサイト緊急時計画の有効性の実証等に係る指針を提供312 

 

2.1.2.3 REPPIR要件の遵守を評価するためのプロセス 

原子力施設に係る緊急時計画の要件の適用の有無、範囲、及びその内容は、施設のリスクに応じて個々

に決定される。REPPIR 4条では、当該施設において放射線緊急事態の発生要因となり得る全てのハザー

ドを特定し、そのハザードが施設の職員、及び公衆に与えるリスク評価を実施することを事業者に義務付け

ている。同評価では、5 mSvの線量を超える放射線量がオフサイトに放出される緊急事態となり得る事故が

考慮される。事業者は REPPIR 6 条の下、評価結果をまとめた報告書として、ハザード特定・リスク評価

（Hazard Identification and Risk Evaluation：HIRE）、及び審査報告書（Report of Assessment：RoA）を

施設の運用開始 12か月前にONRに提出するよう義務付けられている。RoAには評価結果の概要、HIRE

は評価結果のより詳細な内容が記載される。 

 

HIRE の結果、当該サイトにおいて、放射線緊急事態が合理的に予見できる場合、REPPIR 7 条に基づき

事業者に対して当該施設の緊急時計画の策定が義務付けられる他、リスクに応じた緊急時計画区域

（Detailed Emergency Planning Zones：DEPZ）が ONRにより決定される。ONRは、DEPZ の範囲決定

に至った根拠を詳細にまとめたプロジェクト審査報告書（Project Assessment Report：PAR）を作成する

（ハザード特定・リスク評価、及びDEPZの詳細は後述参照）313。ONRは PARを通して、自治体に対しオフ

サイト緊急時計画の策定を要求する314。 

 

                                                   
311 “Technical Assessment Guide NS-TAST-GD-082 Revision 2: The Technical Assessment of REPPIR Submissions 
and the Determination of Detailed Emergency Planning Zones.” ONR. December 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
312 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance, Part 1 Emergency Preparedness.” DECC. October, 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-
_Preparedness.pdf 
313 “Technical Assessment Guide NS-TAST-GD-082 Revision 2: The Technical Assessment of REPPIR Submissions 
and the Determination of Detailed Emergency Planning Zones.” ONR. December 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
314 ONRへのヒアリングより。 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-_Preparedness.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-_Preparedness.pdf
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf
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ONR は、技術審査ガイド NS-TAST-GD-082 Revision 2「REPPIR 規制遵守、及び緊急計画区域決定に

おける技術審査（The Technical Assessment of REPPIR Submissions and the Determination of 

Detailed Emergency Planning Zones）」を指針として、事業者の REPPIR規制要件遵守の審査を行う。 

 

以下に、REPPIR要件の遵守を評価するためのプロセスを示した。 

 

図表 30： ハザード評価から許認可発行までの主な流れ 

 

出典：ONR資料を基にワシントンコア作成 

 

2.1.3 原子力施設の緊急時計画の要件 

以下に、原子力施設の緊急時計画に係る具体的な要件の概要、及び関連規制図書をまとめた。 

 

2.1.3.1 緊急時計画 

＜許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

原子力施設の事業者は REPPIR 7条により、オンサイトの緊急時計画の策定が義務付けられている。オフ

サイト緊急時計画においては、HIRE の結果、当該原子力施設において、放射線緊急事態の発生直後から

1 年間の実効線量が 5 mSv の線量を超える放射線がオフサイトに放出される事故が合理的に予見できる

場合、自治体に対してオフサイトの緊急時計画の策定が義務付けられる（2004 年民間緊急事態法、及び

REPPIR 9 条）。英国では、オフサイト緊急時計画は、サイト許認可の取得要件としては位置づけられてい
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ないものの、電離放射線を伴う事業の活動開始の要件であることが REPPIR において定められている。

ONRが、オフサイト緊急時計画の適切性を評価する役割を担う315316。 

 

＜緊急時計画の要求内容＞ 

事業者のオンサイト緊急時計画に係る様式・記載内容は、REPPIR 7 条にて規定されている。ここではオン

サイト緊急時計画に係る以下の内容が定められている317。 

 

• REPPIR別表 7 Part Iで規定された内容を含むオンサイト緊急時計画を策定すること（後述参照） 

• 電離放射線を伴う作業を開始する前に緊急時計画を策定すること。また自治体によりオフサイト緊

急時計画が策定されていることを確認すること 

o 以下の原則を反映した緊急時計画を策定すること（REPPIR別表 8 Part I） 

o 緊急時計画に基づいた対応を講じるのは、放射線緊急事態による損害の減少の度合いが、そ

の措置の実施に伴う損失、費用を上回ることが正当化できる場合に限る 

o 放射線による被ばくの影響が合理的に可能な限り低くなる（ALARP）ような緊急時計画に基づ

く対応の在り方、規模、期間とすること 

• 以下の目標を満たす内容であること（以下、Part IIの要件） 

o 放射性核種の放出を低減、或いは直接放射線をその源において停止すること 

o 放射性物質の環境から個人への移動を抑制すること 

o 被ばくした個人の被ばく水準の低下、治療を行うこと 

• 事業者は、緊急時計画を策定するにあたり、以下の組織の見解を計画に反映すること 

o 当該施設の職員 

o 当該施設の委託業者 

o ONR 

o 環境庁（Environment Agency：EA） 

o 自治体 

o 地元警察、消防署、及び医療機関 

o 国営保健サービス（National Health Service：NHS）318 

• 事業者は、緊急時計画に基づく緊急時対応に関与する、或いは影響を受ける可能性のある職員に

対し、適切な情報、トレーニングを提供すること、また適切であると判断された場合、線量計測器を

提供すること 

                                                   
315 ONR関係者へのヒアリングより。 
316 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” August, 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 
317 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance Annexes.” The Scottish Government. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf 
318 英国の国営医療機関。国民に対して無料で医療サービスを提供。 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 103 

• HSEの要請があった場合、事業者は、合理的な時間の範囲内で緊急時計画の複写を HSEに提

供すること 

 

また REPPIR 10条(1)(b)では、事業者に対して、少なくとも 3年毎にオンサイト緊急時計画を見直し、その

有効性を評価することを義務付けている。緊急時計画の見直しの際には、ハザードの特定・リスク評価に係

る変更の反映（ハザードの特定・リスク評価は 3年以内の見直しが義務付けられている）、当該サイト、或い

はその他のサイトで発生した事故の教訓の反映（福島事故等）、緊急時計画に基づく訓練の教訓反映、等

の要素が考慮される319。 

 

＜様式・記載事項＞ 

オンサイト緊急時計画 

事業者のオンサイト緊急時計画に係る様式・記載内容は、REPPIR 7条、及び REPPIR別表 7 Part I「オン

サイト緊急時計画の記載事項（Information to be included in a carrier’s emergency plan）」にて規定され

ている。REPPIRの別表 7 Part Iには、オンサイト緊急時計画の記載事項として、以下を挙げている320。 

 

• オンサイト緊急時計画に基づく措置を実行に移す権限を付与された者、及びオンサイトの緊急事態

緩和策を統括する者の氏名、又は役職名 

• 放射線緊急事態発生の原因となり得る状況、又は事象を制御するために講じるべき措置、及び事

象の影響を低減するために講じるべき措置、設備機器の記述 

• オンサイトの職員の安全を保護するための警告の方法、警告を受けた後の職員の対応に係る記述 

• オフサイト緊急時計画に関与する自治体との連絡担当者の氏名又は役職名 

• オフサイトの緊急時対応組織への緊急事態の早期通知方法、通知内容、その後の詳細な緊急事

態の通知に係る手法に係る記述 

• オフサイトへの影響を緩和するための支援内容 

• 緊急事態における被ばくへの対策、等 

 

REPPIRガイドにて、REPPIR 7条、及び REPPIR別表 7 Part Iで規定されている緊急時計画の要件に係

る具体的な説明が提供されている321。 

 

                                                   
319 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance Annexes.” The Scottish Government. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf 
320 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001. Schedule 7.” 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/schedules/made 
321 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2001.” HSE. 2002. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/schedules/made
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
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事業者は、ONR の評価・承認の対象となるオンサイト緊急時対応計画の他322、同計画に基づく措置のより

詳細な内容を示した緊急時ハンドブック（Emergency Handbook）を任意で作成、緊急時対応の取組みにお

ける整備を強化している323。 

 

オフサイト緊急時計画 

自治体は、ONR が決定した DEPZ 内における防護措置を計画し、オフサイト緊急時計画を作成する。オフ

サイト緊急時計画に係る様式・記載内容は、REPPIR 9条、及び REPPIR別表 7 Part III「オフサイト緊急時

計画の記載事項（Information to be included in an off-site emergency plan）」にて規定されている。

REPPIRの別表 7 Part IIIには、オフサイト緊急時計画の記載事項として、以下を挙げている324。 

 

• オフサイト緊急時計画に基づく措置を実行に移す権限を付与された者、及びオフサイトの緊急事態

緩和策を統括する者の氏名、又は役職名 

• 緊急事態の早期通告の受領に係る手法・調整 

• オフサイト緊急時計画に基づく措置を実施するためのリソースの調整 

• オンサイトの影響を緩和するための支援内容 

• オフサイトの影響を最小化するための措置 

• 公衆への緊急事態の通知、及び講じるべき措置の連絡 

• 緊急事態における被ばくへの対策、等 

 

自治体はオフサイト緊急時計画を策定するにあたり、以下の組織の見解を計画に反映させることが

REPPIR 9条(12)により義務付けられている325。 

 

• 事業者 

• ONR 

• EA 

• 地元警察、消防署、及び医療機関 

• NHS 

• 英国公衆衛生庁（Public Health England：PHE） 

                                                   
322 オンサイト緊急時計画の一例として、Haysham原子力発電所、及び Hinkley Point B原子力発電所の緊急時計画は以

下のリンクから参照可能： 

Haysham原子力発電所緊急時計画：https://www.edfenergy.com/file/1477/download 

Hinkley Point B原子力発電所緊急時計画：https://www.edfenergy.com/file/1478/download 
323 “LC 11–Emergency Arrangements.” Nuclear Safety Technical Inspection Guide. Office of Nuclear Regulation. 
January 2015. http://www.onr.org.uk/operational/tech_insp_guides/ns-insp-gd-011.pdf 
324 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001. Schedule 7.” 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/schedules/made 
325 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance Annexes.” The Scottish Government. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf 

 

https://www.edfenergy.com/file/1477/download
https://www.edfenergy.com/file/1478/download
http://www.onr.org.uk/operational/tech_insp_guides/ns-insp-gd-011.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/schedules/made
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472426/NEPRG04_-_Annexes.pdf
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• 地元議会（郡、州議会） 

• 公衆（サイトステークホルダーグループ（Site Stakeholder Group：SSG）326を介して意見を収集） 

 

自治体は REPPIR 10条(1)(b)の下、オフサイト緊急時計画の有効性が維持されているか訓練を実施し、少

なくとも 3年毎に見直し、その有効性を評価することを義務付けられている。 

 

自治体は、オフサイトの緊急時策定において、以下の指針を活用することができる。 

 

• REPPIRガイド：REPPIR 9条、及び REPPIR別表 7 Part IIIで規定されているオフサイト緊急時

計画の要件に係る具体的な説明を提供327 

• 原子力緊急時計画対応ガイダンス・パート 1「緊急時計画」（Nuclear Emergency Planning and 

Response Guidance, Part 1 Emergency Preparedness）：オフサイトの緊急時計画の策定、訓練

を通したオフサイト緊急時計画の有効性の実証等に係る指針を提供328 

 

＜規制当局のレビューガイド＞ 

ONR 関係者によると、同局は約 6 か月以内に、ONR スタッフがオンサイト、及びオフサイト緊急時計画の

評価を行う際に利用できるガイドを発表する予定である（2016 年 9 月時点の情報）。同ガイドでは、詳細な

評価手法が記載されるのではなく、ONR スタッフが緊急時計画を評価する際に念頭に置くべき項目がまと

められる予定である329。 

 

2.1.3.2 ハザード評価の要求と内容 

原子力施設に係る緊急時計画の要件の適用の有無、範囲、及び内容は、各施設のリスクに応じ、個別に決

定される。REPPIR 4 条では、当該施設において放射線緊急事態の発生要因となり得る、且つ現実的に起

                                                   
326 英国では、原子力発電所立地地域の住民から、連邦政府、原子力安全規制当局、および事業者からの情報共有とこれに

対する意見の提示を行う媒体として、地域の関係者で構成された地域ステークホルダーグループが各原子力発電所（および

原子力関連施設）に設置されている。地域ステークホルダーグループは、法的義務ではなく自主的に設立された組織で、運転

中の発電所の安全性や緊急対応等にかかる地域の関心事や懸念を議論し、政府や事業者へのインプットを提供する目的で

組成された。 
327 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2001.” HSE. 2002. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 
328 “Nuclear Emergency Planning and Response 
Guidance: Part 1 - Preparedness.” DECC. October 2015.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-
_Preparedness.pdf 
329 ONR関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-_Preparedness.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472420/NEPRG01_-_Preparedness.pdf
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こりうることが予見出来るハザードを特定し、そのハザードが施設の職員、及び公衆に与えるリスクを評価

するよう事業者に義務付けており、この評価プロセスは HIREと呼ばれる330。 

 

事業者は REPPIR、および NEAF（Nuclear Emergency Arrangements Forum）331の指針に基づき HIRE

を実施する。事業者は REPPIR 6条の下、評価結果をまとめた報告書、審査報告書（RoA）を作成し、施設

運用開始 12か月前に ONRに提出、そこから 28日以内に RoAをオフサイトに提供することが義務付けら

れている。 

 

以下に、HIREに係る主要な要件をまとめた332。 

 

• REPPIR 4条： 当該施設において放射線緊急事態の発生要因となり得る全てのハザードの特

定、リスク評価の実施を事業者に義務付け。この結果、当該施設において、放射線緊急事態の発

生が合理的に予見できる場合、放射線緊急事態の発生を防止するための対策、また事故発生時

における影響の最小化に向けた対策を計画することを義務付け 

• REPPIR 5条： 事業者に対し、施設で取り扱う放射性物質の種類、その使用量の変更、或いは、

使用する技術等が変更された場合、ハザードの特定、リスクを再評価することを義務付け。また、こ

れらの変更がなくともハザードの特定、リスク評価の結果を少なくとも 3年毎に見直すことを義務付

け 

• REPPIR 6条： 評価結果をまとめた報告書として、ハザード特定・リスク評価（Hazard 

Identification and Risk Evaluation：HIRE）、及び審査報告書（Report of Assessment：RoA）を施

設の運用開始 12か月前に ONRに提出することを事業者に義務付け 

• REPPIR別表 1： 放射線緊急事態とみなされる事象を定義。ここでは、放射線緊急事態発生直後

1年間において 5 mSvを超える被ばくが発生する事象を放射線緊急事態と定義している 

 

事業者はREPPIR 6条の下、評価結果をまとめた報告書として、RoAを施設の運用開始12か月前にONR

に提出することが義務付けられている。REPPIR別表 5では、RoAの記載内容にかかる指針が提供されて

おり、以下の内容が示されている。 

 

• 施設運用者の組織名と住所 

                                                   
330 “The Technical Assessment of REPPIR Submissions and the Determination of Detailed Emergency Planning 
Zones.” Technical Assessment Guide: NS-TAST-GD-082 Revision 2. Office for Nuclear Regulation. 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
331 原子力産業界の人材教育、トレーニング提供の他、セミナーやワークショップを開催し、事業者と規制当局が緊急時計画

について議論する場を提供する産業界の団体。HIREに活用されるツール（フォールトツリー解析（fault tree analysis ）、確率

論的安全解析、HAZOP（Hazard Operability Analysis）、HAZAM（Hazard Operability Analysis）等）の指針、リスク評価の

ベストプラクティス等をまとめたガイドを提供。 
332 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
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• 放射性物質が処理・加工、製造、使用、或いは貯蔵される施設の住所 

• 電離放射線を伴う作業が開始される予定日 

• サイト概要（地理的条件、気象・地質・海象条件等） 

• 当該施設が REPPIR別表 2、3で規定された量を上回る可能性のある放射性物質を保管する場

合、その物質と最大取扱量の説明 

• REPPIR別表 2、3で規定された量を上回る放射性物質を保管する施設、或いはシステムの図、及

び説明 

• 放射性物質の大規模な放出事故を引き起こす可能性のある要因、このような事故時に想定される

放出の量、事故の予防、対応に係る措置の説明 

• 放射性物質の小規模、且つ継続的な放出事故を引き起こす可能性のある要因、このような事故の

予防、対応に係る措置の説明 

• 意図しない、また制御不可能な核分裂を引き起こす可能性のある要因、このような事故の予防、対

応に係る措置の説明 

• 放射性物質を管理するための体制、システムの説明 

• 施設付近の人口規模と人口分布 

• 放射性物質の放出が伴う緊急時において、影響を受ける可能性のある地域の特定 

• 放射線緊急時における個人、或いは特定のグループの被ばく量の想定 

• 緊急時計画の必要性に対する評価 

 

ONRが、事業者の HIREの結果が適切であり、許認可申請内容が REPPIRの規制要件を遵守していると

判断した場合、リスク評価の結果に基づき DEPZ を決定し、その結果をプロジェクト審査報告書（Project 

Assessment Report：PAR）としてまとめる333。ONR 関係者によると、ONR スタッフが、事業者が提出した

HIRE プロセスを評価する際に使用する指針はなく、スタッフが蓄積してきた知識、経験に依存して実施して

いるという。一方 ONRは、2020年までに各種ガイダンス図書を更新する予定であるが、この際に HIRE評

価のためのガイドが発行される可能性はあるという334。 

 

事業者は REPPIR 9条(4)の下、ハザード特定・リスク評価の結果を ONRに送付した後 28日以内に当該

サイト立地地域の自治体とこれらの評価結果を共有することが義務付けられている335。 

 

                                                   
333 “Technical Assessment Guide NS-TAST-GD-082 Revision 2: The Technical Assessment of REPPIR Submissions 
and the Determination of Detailed Emergency Planning Zones.” ONR. December 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
334 ONR関係者へのヒアリングより。 
335 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 

 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
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2.1.3.3 想定する事故 

REPPIR 4条では、当該施設において放射線緊急事態の発生要因となり得る、且つ現実的に起こりうること

が予見出来るハザードの特定が求められている。その後、特定されたハザードの中で、発生頻度が一定の

確率以上に達する（10万分の 1～100万分の 1）、オフサイトへの影響が最も深刻な事故を計画基準とする

336。具体的には、HIREでは、放射線緊急事態の発生直後から 1年間の実効線量が 5 mSvの線量を超え

る放射線がオフサイトに放出される事故が考慮される。評価される事象の例として、機器の故障等、発電所

の設計・運用に伴う内的ハザード、地震等の外的ハザード、職員や公衆による許可されていない行為から

生じる事故等が挙げられる337。 

 

2.1.3.4 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

英国では、事業者に対し、放射線緊急時におけるオフサイトへの緊急事態発生の通知が義務付けられてい

る。事業者は REPPIR13 条の下、放射線緊急時において、事故状況を適切に評価し、オフサイト緊急時対

応機関に緊急事態の通知を行う338。一方で、英国の緊急時計画に係る法規制では、緊急事態の通知に係

る具体的な手法として、所定の緊急事態の区分を設置していないほか、EAL の要件等も規定されてはいな

い。 

 

英国では現時点において、法規制による EALの策定、運用の義務化に向けた検討の方針はない。 

 

ONR 関係者によると、事業者は、緊急時に状況を正確に評価し、緊急事態の通知を実施する義務が課せ

られていることから、そのための独自の取組みとして、緊急事態の区分、EAL に類似した手法を導入してい

るという。このため、その手法はサイトにより異なる。この例として、Springfields のサイトでは、核燃料サイ

クルの過程において化学ハザードの危険性があることから、「Cloudburst」という区分が設けられている339。 

 

2.1.3.5 緊急事態計画区域 

ハザードの特定、リスク評価の結果、当該施設において放射線緊急事態の発生が合理的に予見できる場

合、オフサイトの緊急時対応計画の策定が義務付けられる。事業者は、リスク評価の結果として、適切であ

ると判断した詳細緊急時計画区域（Detailed Emergency Planning Zone：DEPZ）の範囲をその根拠と共に

HIRE にまとめ、ONR に提出する。ONR は評価結果を踏まえて、REPPIR 9 条(1)の下、放射線緊急事態

が発生した場合、その直後 1 年間において 5 mSv を超える被ばくが発生する可能性のある地域を DEPZ

として指定する。DEPZ内では、放射線緊急時に備えて、屋内退避・避難計画の策定、安定ヨウ素剤配布等、

                                                   
336 ONR関係者へのヒアリングより。 
337 ONR関係者へのヒアリングより。 
338 “The Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001.” August, 2001. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made 
339 ONR関係者へのヒアリングより。 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2975/made
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区域内の住民を保護するための詳細な防護措置の計画が策定される。また、REPPIR 16 条(1)に基づき、

原子力防災に係る情報提供が行われる情報公開区域（Public Information Zone）を設定する。 

ONRは、DEPZの範囲を決定する際に、主に以下の要素を考慮する。 

 

• REPPIRで規定されたリスク評価（HIRE及び RoA）の結果（技術的根拠） 

• 自治体の緊急時対応の体制、人口、地理的条件等のオフサイトのサイト特性（運用面での実用性）

例：学校、病院、老人ホームの位置、自治体の管轄区域の境界線等 

 

ONRは、DEPZの範囲を決定する際に、技術審査ガイド NS-TAST-GD-082 Revision 2を指針として利用

する。同ガイドによると、英国では、DEPZ を決定する際に、 5 mSv を超える被ばくが発生する可能性のあ

る区域を自動的に DEPZ と指定するのではなく、この範囲を超える可能性のある事故を考慮し、5mSvのリ

スクのある区域の境界線を拡張し、DEPZとして設定する保守的なアプローチをとっている。 

 

ONRはDEPZの範囲を決定た後、その根拠をプロジェクト審査報告書（Project Assessment Report：PAR）

としてまとめる340。以下に、英国における DEPZの決定プロセスをフローチャートでまとめた。 

  

                                                   
340 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001: Guidance on 
Regulations.” Health and Safety Executive. 2002. http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 

http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
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図表 31： DEPZ決定プロセス 

 

出典： ONR資料を基にワシントンコア作成 

 

ONR はこのように、各サイトの特性を踏まえた上で、DEPZ の範囲を決定するため、その範囲は原子力施

設のサイトに応じて異なる。例として、発電用原子炉発電所施設における DEPZ の範囲は、施設の半径

1km～3.5km、核燃料施設も 1km（Springfields）～7km（Sellafield）と異なる。以下の表に、英国の原子力

施設における DEPZの範囲を示した。 

 

図表 32： 英国における原子力施設の DEPZ 

原子力施設 DEPZ（km） 

Aldermaston 2～3.5  

Amersham ※DEPZは設定されていない 

Barrow Barrow-in-Furnessの一部とWalney Island全域    

Berkeley 1 

Bradwell ※DEPZは設定されていない 

Burghfield 1.5 

Capenhurst 1 

Cardiff ※DEPZは設定されていない 

Chapelcross ※DEPZは設定されていない 

Clyde Operational Berth 1.5 
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原子力施設 DEPZ（km） 

Devonport (DRDL and HMNB) Berthing point から 1.5  

Dounreay 1.15 

Dungeness A ※DEPZは設定されていない 

Dungeness B 2.4 

Faslane Operational Berth 1.5 

Hartlepool 1 

Harwell 1.2 

Heysham 1 & 2 1 

Hinkley A ※DEPZは設定されていない 

Hinkley B 3.5 

Hunterston A ※DEPZは設定されていない 

Hunterston B 2.4 

Imperial College ※DEPZは設定されていない 

Lillyhall - Cyclife Uk Ltd (formerly Studsvik) ※DEPZは設定されていない 

Loch Ewe Operational Berth 1.5 

Loch Goil Operational Berth 1.5 

Low Level Waste Repository (LLWR) Drigg ※DEPZは設定されていない 

Naval Dockyards 2 

Oldbury 1 

Portland Operational Berth Berth から約 1.5 km（Castletown、Fortuneswellを含む） 

Portsmouth Operational Berths 1.5（Portsmouth、Gosportの一部を含む）   

Rosyth ※DEPZは設定されていない 

Sellafield 6～7 

Sizewell A ※DEPZは設定されていない 

Sizewell B  2～3 

Southampton Operational Berth Berthから 1.5 （Southampton、Hytheの一部を含む） 

Springfields 1 

Torness 3 

Trawsfynydd ※DEPZは設定されていない 

Winfrith ※DEPZは設定されていない 

Wylfa 2.5（Tregele、Camaesを含む） 

出典：ONR341 

  

                                                   
341 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. N/A. http://www.onr.org.uk/depz.htm 

http://www.onr.org.uk/depz.htm
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図表 33： Sizewell B原子力発電所の DEPZ 

 

出典：ONR342 

 

2.1.4 原子力施設の緊急時計画の法体系のまとめ 

許認可の適用 1965年原子力施設法（The Nuclear Installations Act 

1965） 

オンサイト緊急時計画要求の有無 1965年原子力施設法 4条に基づく LC 11「Emergency 

Arrangement（緊急時対応の体制整備）」  

オフサイト緊急時計画要求の有無 2004年民間緊急事態法、1974年労働安全衛生法

（Health and Safety at Work etc Act 1974）に基づく

2001年放射線緊急事態準備及び情報公開法（Radiation 

Emergency Preparedness and Public Information 

Regulations 2001： REPPIR） 9条 

オンサイト緊急時計画の要求内容 REPPIR 7条 

オンサイト緊急時計画の様式／記載事項 REPPIR 7条、REPPIR別表 7 Part I 

ハザード評価の要求と内容 REPPIR 4条、5条、6条 

想定する事故 REPPIR 4条 

緊急事態区分 REPPIR 13条 

緊急時活動レベル 法規制による策定・運用の義務付けなし 

緊急時計画区域 REPPIR 9条(1) 

規制当局のレビューガイド等 NS-TAST-GD-082 Revision 2 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

                                                   
342 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. N/A. http://www.onr.org.uk/depz.htm 

http://www.onr.org.uk/depz.htm
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2.2 英国における原子力施設に係る緊急時計画の法令適用の実態 

2.2.1 サイト概観 

セラフィールドは、英国北西部、カンブリア地方シースケールに位置する大規模な原子力サイトである。セラ

フィールドのサイト内には、再処理施設、MOX 燃料加工施設のほか、過去に運用されていた Calder Hall

原子力発電所の廃止措置も進められている。セラフィールドではまた、低・中・高レベル放射性廃棄物の貯

蔵、処理を行っており、これらはスチール製の容器に収納され、地上で管理されている。 

 

セラフィールドの MOX燃料施設（Sellafield Mixed-Oxide Plant：SMP）は、2001年に運用開始されたもの

の、福島事故を機に 2011年 8月に閉鎖されている343。SMP は当初年間 120 トンの MOX燃料を生産す

る施設と見込まれていたが、2009 年 8 月までに生産した燃料は約 8 トンであった344。セラフィールドでは、

以下の 2件の再処理施設が運用されている。 

 

• Magnox再処理施設（Magnox Reprocessing Plant）：マグノックス炉を使用した原子力発電所から

の使用済み燃料を再処理するために 1964年に運用開始。同施設は 2017年に閉鎖予定345。 

• THORP再処理施設（Thermal Oxide Reprocessing Plant）：英国内外の使用済み燃料を再処理

するために 1994年に運用開始。THORP施設に運ばれた使用済み燃料は、使用済み燃料プール

で貯蔵された後、酸に溶かした燃料棒からウラン、プルトニウムを分離する。THORP施設は 2018

年に閉鎖予定346。 

 

セラフィールドの敷地面積は 6 平方キロメートル、周囲は農地で人口は限定的である347。セラフィールドサ

イトは、英国の原子力廃止措置機関（Nuclear Decommissioning Authority：NDA）が所有、セラフィールド

社が運用している348。 

  

                                                   
343 “Sellafield MOX Plant to Close.” Business Green. August 2011. 
http://www.businessgreen.com/bg/news/2099082/sellafield-mox-plant-close  
344 “Nuclear Development in the United Kingdom.” World Nuclear Association. January 2016. http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/appendices/nuclear-development-in-the-united-
kingdom.aspx#Sellafield 
345 “Magnox Reprocessing.” Sellafield. Web: Oct 2016. http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-
management/magnox-reprocessing/ 
346 “Thorp Reprocessing.” Sellafield. Web: October 2016. http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-
management/thorp-reprocessing/ 
347 “Sellafield Facts.” Sellafield. Web: Oct 2016. http://www.sellafieldsites.com/press-office/facts/ 
348 “RoA to Meet REPPIR for Sellafield.” Sellafield. October 2013. http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-
RoA-for-publication-vers-1.pdf 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2099082/sellafield-mox-plant-close
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/appendices/nuclear-development-in-the-united-kingdom.aspx#Sellafield
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/appendices/nuclear-development-in-the-united-kingdom.aspx#Sellafield
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/appendices/nuclear-development-in-the-united-kingdom.aspx#Sellafield
http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-management/magnox-reprocessing/
http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-management/magnox-reprocessing/
http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-management/thorp-reprocessing/
http://www.sellafieldsites.com/solution/spent-fuel-management/thorp-reprocessing/
http://www.sellafieldsites.com/press-office/facts/
http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
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図表 34： セラフィールドの概観 

 

出典：Sellafield349 

 

2.2.2 サイト許認可 

セラフィールド社は NIA法の下、セラフィールドの運用に必要となるサイト許認可（Site License No. 31G）を

取得している。同許認可は、サイト内の各施設に対してではなく、サイト全体の運用許認可として発行されて

いる。英国におけるサイト許認可は既述の通り、原子力施設のライフサイクルを通して適用されるものであ

る。NIA 法では、サイト許認可の発行において、サイト特性を反映させた許認可条件（LC）が適用されるが、

この中に緊急時計画に係る要件も含まれている。 

 

事業者はセラフィールドの運用に係る主な許認可であるサイト許認可の他にも、テロ行為等の必ずしも原子

力事故に至らない事故に対する緊急時計画の策定を事業者に義務付けた 2003 年原子力産業セキュリテ

ィ規則350等、他の追加要件を満たした上で、はじめて運転開始が許可される。 

このように、多数の施設が混在するセラフィールドサイトの緊急時計画の要件は、各施設ではなく、サイト全

体に適用されている。本項では、これらの内容を踏まえ、セラフィールドサイト全体に適用される緊急時計画

要件として、オンサイト、オフサイト緊急時計画、HIRE、また緊急時計画区域の法令適用の実態についてま

とめた。 

 

                                                   
349 “Facts.” Sellafield. N/A. http://www.sellafieldsites.com/press-office/facts/ 
350 “Nuclear Industries Security Regulations 2003.” Cabinet Office. April 2014. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_R
egulations.pdf 

http://www.sellafieldsites.com/press-office/facts/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_Regulations.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365957/Nuclear_Industries_Security_Regulations.pdf
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2.2.3 緊急時計画の要件 

＜オンサイト緊急時計画＞ 

セラフィールド社は、LC11、及び REPPIR 7 条の要件の下、サイト全体に適用するオンサイト緊急時計画

（Operator Emergency Plan）を策定している351。同計画には、サイト内で起こりうる異なる事故に備えた緊

急時対応の在り方が説明されている。 

 

セラフィールドのオンサイト緊急時計画には、REPPIR別表 7 Part Iで規定されたオンサイト緊急時計画の

記載事項の他、LC11の要件遵守に係る指針を示したONRの技術審査ガイドNS-INSP-GD-011 Revision 

4「許認可条件 11：緊急時計画（LC11 – Emergency Arrangements）」352、NEAFのガイドに基づく内容が

記載されている353。 

 

＜オフサイト緊急時計画＞ 

セラフィールドでは REPPIR 9 条の下、オフサイト緊急時計画の策定が求められており、カンブリア州評議

会（Cumbria County Council）が同計画を策定する役割を担っている。オフサイト緊急時計画では、DEPZ

内の避難や屋内退避等に係る対応の在り方記載される。セラフィールド社はカンブリア州評議会に対し、

HIREの結果をはじめとした情報提供を行い、オフサイト緊急時計画策定を支援する354。 

 

2.2.3.1 ハザード評価の要求と内容 

セラフィールド社では REPPIR 4条の下、HIRE を実施し、その結果を RoA としてまとめている。もっとも最

近では、2013年 10月にセラフィールドの RoAが公表されている355。RoAの内容は、REPPIR別表 5に準

じたものとなっているが、一部の情報はセキュリティ上の理由から RoAでは公開されていない。非公開の情

報には、REPPIR 別表 2、3 で規定された量を上回る放射性物質とその最大取扱量、これらの放射性物質

を保管する施設、或いはシステムの図、及び説明等がある。 

 

セラフィールド社は HIRE において、サイト内にある各施設において放射線緊急事態の発生要因となり得る、

現実的に起こりうることが予見出来る全てのハザードを特定し、その影響を個別に評価する。その後、これ

らの結果を総合的に踏まえ、オンサイト緊急時計画を策定する。HIRE の評価は、これまでに蓄積されてき

たセーフティーケースを土台に行われる356。 

                                                   
351 ONR関係者によると、オンサイト緊急時計画は原則非公開となっている。 
352 “NS-INSP-GD-011 Revision 4, LC11 – Emergency Arrangements.” ONR.June 2016. 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_insp_guides/ns-insp-gd-011.pdf 
353 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 
354 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 
355 “RoA to Meet REPPIR for Sellafield.” Sellafield. October 2013.  http://wcssg.co.uk/wp-
content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf 
356 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_insp_guides/ns-insp-gd-011.pdf
http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
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セラフィールド社は、REPPIR ガイドの他、ONR 技術審査ガイド NS-TAST-GD-082 を参照することで、

ONRの評価要素を理解し、適切なHIREの実施に役立てている。ONR技術審査ガイドNS-TAST-GD-082

の添付資料 1「REPPIR 関連申請に係る技術審査における審査官への指針（ONR’s Technical 

Assessment of REPPIR Submissions – Detailed Advice to Inspectors）」は、ONR審査官が事業者の

HIREの結果、また結果をまとめた RoAを審査する際に参照できる指針である357。 

 

同ガイドの項目 A35 では、HIRE で考慮すべき事故に関する指針を提供しており、最も重要な項目であると

セラフィールド社は述べている358。A35 では、HIRE 評価においては、悲観的な最悪の事故シナリオではな

く、現実的、且つ起こり得る事故と緊急事態のシナリオを評価すること、また事故シーケンス及びその安全

性に対する影響を適切に評価するためにも、不必要に保守的な解析を行うことは避けるべきである、と推奨

している359。 

 

2.2.3.2 想定する事故 

HIREでは、放射線緊急事態の発生直後から 1年間の実効線量が 5 mSvの線量を超える放射線量がオフ

サイトに放出される緊急事態となり得る事故が評価される360。2013年のRoAには、セラフィールドで想定さ

れる事故に関する記載が含まれているが、セキュリティー上の理由から施設想定される全ての事故は記載

されていない。 

 

RoA によると、セラフィールドで特定された殆どの事故において、サイト内の各施設に導入した事故防止、

影響最小化への措置が適切に機能することで放射性物質の外部への放出を防ぐことが出来ると考えられ

るあるとしている。その上で、有害物質を安全に貯蔵するためのシステム、設備、施設等、幾重もの防護層

が機能しなかった場合には、放射性物質が外部に放出する事態が発生すると想定している。ただし、これら

の防護層がすべて機能しなかった場合においても、外部に放出される放射性物質の量は限定されていると

している。セラフィールドで想定される事故シナリオでは、このような放出が発生する箇所を特定しており、

適切なフィルターを導入することで外部への放出を軽減することができる、と結論付けている。RoAでは、放

射性物質の放出を伴う具体的な施設、事業活動はセキュリティ上の理由から非公開とされており、これらは

ONRに同社が別途提出したセーフティーケースに記載されている。 

 

                                                   
357 “Technical Assessment Guide NS-TAST-GD-082 Revision 2: The Technical Assessment of REPPIR Submissions 
and the Determination of Detailed Emergency Planning Zones.” ONR. December 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
358 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 
359 “Technical Assessment Guide NS-TAST-GD-082 Revision 2: The Technical Assessment of REPPIR Submissions 
and the Determination of Detailed Emergency Planning Zones.” ONR. December 2013. 
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf 
360 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 

http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf
http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-082.pdf


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 117 

HIREの評価では、オフサイトへの大規模な放射性物質の放出を伴う、Reference Accident（施設で想定さ

れる最悪の事態）が特定される。セラフィールドの Reference Accident は、地震が複数施設に損傷を与え

たことによる放射性物質の放出である（放出量は非公開）。その他の大規模な放射性物質放出を伴う事故

は非公開とされている。また RoA では、小規模な放出を伴う事故も特定されており、例として格納容器から

の放射性物質の漏れが特定されないという事象が挙げられている。 

 

RoAでは、Reference Accidentを踏まえ、セラフィールドの DEPZとしてサイトから 6キロメートルの区域を

指定するよう推奨している。ここでは、放射性物質の放出が 4時間継続することが想定されている。 

 

また RoA によると、セラフィールドで発生した事故により、オフサイトの公衆が受ける可能性にある最大被

ばく量は、320mSv以下と評価している（食物摂取経路による被ばくは評価に含まれていない）361。 

 

2.2.3.3 緊急事態区分および EAL 

＜緊急事態区分＞ 

セラフィールドでは、以下の 4つの緊急事態の区分が適用されている362。 

 

• 施設内における緊急事態（Building Emergency）：施設内で行われている活動に深刻な支障を与

えている、または与える可能性のある事象が発生した場合。サイト内における自動車事故が発生し

た状況、その初期段階は同レベルに分類される。 

• オペレーション上の警告（Operational Alert）：通常の活動で想定される範疇外の事象が発生し、こ

れによりサイトの境界線内外の安全、セキュリティ、環境、オペレーションが脅かされると予想され

る、或いはその可能性を伴う事象がオンサイト、或いはオフサイトで発生した状況。サイト事故、オ

フサイト原子力緊急事態には分類されない事象が該当する。 

• サイト事故（Site Incident）：事故の影響が施設外にも進展した、或いは進展する可能性にある状

況。同レベルでは、事故の影響はサイト内に留まる。 

• オフサイト原子力緊急事態（Off Site Nuclear Emergency）：サイト外の公衆に影響を与える事故が

発生した、或いは発生する可能性のある状況。 

 

＜EAL＞ 

セラフィールドのサイトは近年、サイト内で発生した事故を適切に評価し、迅速に緊急事態の通告を行うこと

を目的として、緊急事態緊急時活動レベル（Emergency Action Level）の運用を開始した。セラフィールドの

EAL は、サイト内で発生した事象が、サイト事故、あるいはオフサイト原子力に区分されるかを判断するた

                                                   
361 “RoA to Meet REPPIR for Sellafield.” Sellafield. October 2013.  http://wcssg.co.uk/wp-
content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf 
362 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 

 

http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
http://wcssg.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/SL-RoA-for-publication-vers-1.pdf
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めに利用されており、核施設特有の緊急事態、及び施設全体に影響を与える事象（地震、臨界事故等）の

双方が考慮されている363。 

 

2.2.3.4 緊急時計画区域 

ONRは、セラフィールド社の HIREの結果に基づき、セラフィールドの DEPZを約 6～7キロメートルと決定

している364。同 DEPZは、セラフィールドのサイト全体に適用されている。セラフィールド社はこの理由として、

地震が原子力施設の安全性に与える影響への理解が進んだこと、またより保守的な線量評価の推測値が

適用されるようになったこと、を挙げている。 

 

図表 35： セラフィールドの DEPZ 

 

出典：Cumbria County Council365 

 

ONRは、事業者の RoAを受けて作成した PARにおいて、サイトから 6キロメートル圏内、6～8キロメート

ル圏内、8～10キロメートル圏内 DEPZ内の人口、公共施設のデータを発表している。これによると、サイト

                                                   
363 Sellafield社関係者へのヒアリングより。 
364 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. N/A. http://www.onr.org.uk/depz.htm 
365 “What to do in an Emergency at Sellafield.” Cumbria County Council. December 2015. 
http://www.sellafieldsites.com/wp-content/uploads/2012/07/What-to-do-in-an-Emergency-Booklet-Phase-1-Shelter-
FINAL-061015.pdf 

 

http://www.sellafieldsites.com/wp-content/uploads/2012/07/What-to-do-in-an-Emergency-Booklet-Phase-1-Shelter-FINAL-061015.pdf
http://www.sellafieldsites.com/wp-content/uploads/2012/07/What-to-do-in-an-Emergency-Booklet-Phase-1-Shelter-FINAL-061015.pdf
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から 6キロメートル圏内の人口は約 6,431人、労働人口は 1万 7,230人であり、4件の学校、7件の託児

所、2件の老人介護施設等が含まれる（2014年のデータより）366。 

 

図表 36： セラフィールドの DEPZ内の人口と主要な施設 

 

出典：ONR367 

 

2.2.3.5 規制当局のレビューの内容 

ONRは 2014年 12月、事業者の REPPIR遵守の審査結果をまとめた PARを公表している。PARでは、

ONRは事業者による DEPZ決定の技術図書が適切であると判断したと述べ、事業者の HIREの結果に基

づき、DEPZ の区域を 6.1～7.4 キロメートルとすることを決定、カンブリア州評議会に対し、オフサイト緊急

時計画の策定を求めている。PARでは、DEPZ決定に至った ONRの考え方、技術的根拠が詳細に説明さ

れている368。 

 

                                                   
366 “Project Assessment Report ONR-COP-PAR-14-007, Appendix B.” Office for Nuclear Regulation. December 
2014. http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf 
367 “Project Assessment Report ONR-COP-PAR-14-007, Appendix B.” Office for Nuclear Regulation. December 
2014. http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf 
368 “Project Assessment Report ONR-COP-PAR-14-007, Appendix B.” Office for Nuclear Regulation. December 
2014. http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf 

http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf
http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf
http://www.onr.org.uk/pars/2014/sellafield-14-007.pdf
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3 フランス 

3.1 フランスにおける原子力施設に係る緊急時計画の動向 

3.1.1 原子力施設の整備状況の概観 

3.1.1.1 発電用原子炉施設 

フランスでは現在 58 基の原子炉が稼働しており、主にフランス電力会社（Électricité de France：EDF）が

所有、運営している。58基の原子炉の総発電容量は、63.2 GWe、2014年には、フランス総発電量の 77％

にあたる 4,160億 kWhの電力を生産した。フランスでは、電力需要の伸びの鈍化に対し、原子力発電所の

建設が進んだことから、国内需要を上回る発電設備を有しており、一部を他国へ輸出している。これらの発

電所は、フランスの原子力規制当局である原子力安全局（Autorité de Sûreté Nucléaire：以下、ASN）の監

督の下、運営されている369。 

 

図表 37： フランスの原子力発電所 

 

出典：World Nuclear Association370 

                                                   
369 “Nuclear Power in France.” World Nuclear Association.” July, 2016. http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx 
370 “Nuclear Power in France.” World Nuclear Association.” July, 2016. http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
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フランスでは、オランド政権の減原子力政策の下、エコロジー・持続可能開発・エネルギー省（Ministère de 

l'Environnement, de l'Energie et de la Mer）が 2014年 7月、グリーン成長のためのエネルギー移行法案

を発表、最終法案は 2015年 7月に可決、同年 8月に公布された。同法では、国民への原子力情報開示と

原子力発電所における安全性の強化を目指すとともに、2025 年までにフランスの総発電量に原子力が占

める割合を 50％に減少させること、また発電容量を既存水準である 63.2GWeに維持することが目標として

定められた。マンシュ県フラマンヴィルに位置する Flamanville原子力発電所では、3号機の新設計画が進

められており、2018年～2019年に運転を開始する予定である371。しかし、エネルギー移行法の下、既存の

発電容量水準を維持するため、3号機の稼働開始前に、最低でも 1,650GWの発電容量を備えた発電所を

閉鎖する必要性に迫られている372。 

 

ASN規制下に置かれたフランスにおける原子力施設を以下の図で示した。 

  

                                                   
371 “Nuclear Power in France.” World Nuclear Association. November, 2015. http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/ 
372 “Options open as French debate closes.” World Nuclear News. July 19, 2013. http://www.world-nuclear-
news.org/NP_Options_open_as_French_debate_closes_1907131.html 

http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/
http://www.world-nuclear-news.org/NP_Options_open_as_French_debate_closes_1907131.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP_Options_open_as_French_debate_closes_1907131.html
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図表 38： フランスにおける原子力施設 

 

 

*核燃料サイクル施設は、図中の「Factory」に含まれる。 

出典：ASN373 

                                                   
373 “ASN Report on the State of Nuclear Safety and Radiation Protection in France in 2015.” ASN. 2015. 
https://www.asn.fr/annual_report/2015gb/files/assets/basic-html/page-I.html 

https://www.asn.fr/annual_report/2015gb/files/assets/basic-html/page-I.html
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3.1.2 原子力施設に係る主要法規制 

フランスにおける発電用原子炉の安全規制の基本法は、2006年 6月に制定された原子力に関する透明性

及び安全性に関する 2006 年 6月 13日の法律第 2006-686号（Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative 

à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire、以下、TSN法）である。フランスでは、TSN法、

及び同法に基づき基本原子力施設（Basic Nuclear Installations：BNI 施設）の一般規則を定めた省令

（Order of February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations）が、全 BNI施

設に適用される。一般規則では、緊急時対応に係る体制の整備、緊急時計画の策定・見直し、緊急時計画

に基づく訓練の実施、緊急事態の通知、オフサイトとの連携等を全 BNI 施設に求めている。各施設の緊急

時計画の具体的な要件は、同規則を基礎に、個々のリスクを考慮した上で決定される374。 

 

TSN法 28条では、探鉱・採掘を除く原子力関連施設（以下）の施設を BNI施設と定義している。 

• 原子炉 

• 核燃料を製錬、濃縮、製造、処理または貯蔵、及び放射性廃棄物の処理、貯蔵・処分する施設 

• 放射性物質または核分裂物質を格納する施設 

• 粒子加速器 

 

3.1.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

以下に、フランスの原子力施設の防災要件に係る主要な法規制を挙げた。 

 

• 法律第 2006-686号（TSN法） — 2006年 6月に制定された BNI施設を対象としたフランスの原

子力安全規制の基本法375 

• 政令第 2007-1557号（Decree 2007-1557 of 2 November 2007） — TSN法に基づく、原子力

防災にかかる主な施行政令。BNI施設施設を対象とした許認可要件の内容、緊急時計画の策定を

はじめとした防災要件を規定376 

• BNI施設に係る一般規則原則を規定する省令（Order of 7 February 2012）：全 BNI施設に適用さ

れる一般規則を規定。緊急時対応の体制・設備の整備、オンサイト緊急時計画の策定、緊急時計

画に基づいたドリルの実施、内外部の事象を踏まえたハザード評価に係る要件が含まれる377 

  

                                                   
374 ASN関係者へのヒアリングより。 
375 “Act No. 2006-686 of 13 June 2006.” 2006. ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-
No.-2006-686-of-13-June-2006 
376 “Decree 2007-1557 of 2 November 2007.” Nuclear Safety Authority. 2007. http://www.french-nuclear-
safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007 
377 “Order of 7 February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations (English version).” 2012. 
ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012
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図表 39： フランスの法体系の仕組み 

 

出典：ASNヒアリング、及び各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

3.1.3 原子力施設の緊急時計画の要件 

以下に、原子力施設の緊急時計画に係る具体的な要件の概要、及び関連規制図書をまとめた。 

 

3.1.3.1 緊急時計画 

＜許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

オンサイト緊急時計画 

BNIの一般規則を定めた省令の 7章（Title VII）「緊急事態の準備と管理（Preparation and Management 

of Emergency Situations）」では、緊急時計画の一般規則が規定されており、7章の 7.4条では全ての BNI

施設に対し、オンサイト緊急時計画（Plan d’urgence interne：PUI）の策定が求められている378。 

 

オフサイト緊急時計画 

国防法典（Code of Homeland Security）L741-6に基づく政令（Decree 2005-1158 of 13 September 2005）

は、原子力施設立地地域の県（préfecture）に対し、オフサイト緊急時計画（PPI）を策定する義務を課してい

る。ただし全ての BNI に PPI の策定が義務付けられているわけではない（対象施設は下記参照）。PPI の

対象区域（及び範囲）は各施設により異なるが、最大で施設の半径 10kmの区域と指定されている。県知事

                                                   
378 “Order of 7 February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations (English version).” 2012. 
ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012
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は、対象区域に影響を与える可能性があると想定される事故シナリオ等に関して、ASN から技術的な支援

等を受け、PPIを策定する。政令第 2005-1158では、PPI作成の対象となる施設として以下を挙げている。 

 

• 熱出力が 10 MWを超える原子炉 

• 使用済み核燃料の再処理工場 

• 核燃料同位体元素分離工場 

• 核燃料の化学転換工場 

• 核燃料製造工場 

• 軍事用放射性物質製造工場 

• 軍事用放射性物質を内包する燃料要素の製造、組立、又は活用工場 

 

このようにフランスでは、使用済み燃料貯蔵施設、及び低レベル放射性廃棄物の管理・埋設施設では、PPI

の策定は求められていない379。 

 

最終的に作成したオフサイト緊急時計画の内容が適切であるか否かは、県知事が判断する。ただし県知事

は、オフサイト緊急時計画の草案を ASNと共有し、ASNから見解を得る380。 

 

＜緊急時計画の要求内容＞ 

オンサイト緊急時計画には、BNI 施設を対象としたハザード評価（セーフティケース）で特定された事故、及

びその影響への対応措置が記載される。事業者は、オンサイト緊急時計画の承認を ASN から得る必要が

あり、最低でも 1 年に一度ドリルの実施、又は実際の緊急事態への対応から得られた教訓を反映し、同計

画の内容を適宜更新することが義務付けられている。オンサイト緊急時計画に係る主要な法規制を以下に

挙げた。 

 

• 公衆衛生法典：PUIの作成を全 BNI施設の事業者に要求（第 L.1333-6条） 

• BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012） 

o 全 BNI施設を対象とした PUI策定を義務付け（7.4条） 

o PUIに基づく緊急時対応を事業者に義務付け（7.4条） 

o 最低でも年に 1回ドリルを実施し、PUIの有効性を検証すること（7.6条） 

o 最低でも 3年に一度、ドリルや実際の緊急事態への対応から得た教訓を反映し、 PUIを更新

すること（7.6条） 

• 政令第 2007-1557号：  

o BNI施設の運用開始前に PUIを ASNに提出することを事業者に義務付け（20条） 

                                                   
379 ASN関係者へのヒアリングより。 
380 ASN関係者へのヒアリングより。 
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o ハザード評価（セーフティーケース）の結果、特定された事故シナリオ、及び影響に対応するた

めの措置を PUIに記載すること（20条） 

o PUIの定期的な更新、見直しを実施すること（39条） 

 

＜様式・記載事項＞ 

オンサイト緊急時計画は、主に以下の内容を含む381。 

 

• 緊急時対応の体制 

• 事故のシナリオ、及び影響（内的ハザードの他、自然災害等の外的ハザードを対象） 

• 起因条件 

• 緊急時対応要員が講じるべき対応の内容 

• 緊急時対応要員に求められるスキル、トレーニングの説明 

• 緊急時対応に係るリソース、等 

 

＜規制当局のレビューガイド＞ 

ASN は、事業者の緊急時計画を含む、許認可申請書類を審査、承認する役割を担う。ASN は同局の技術

支援機関（Technical Support Organization：TSO）の支援を受け、緊急時計画の審査を実施する。ASN関

係者によると、ASN は緊急時計画の審査用の内部スタッフ向けレビューガイド等は作成（活用）していない

382。  

 

3.1.3.2 ハザード評価の要求と内容 

事業者は、BNI 施設の設置許可申請の際、予備セーフティーケース（Preliminary Safety Case）、及びリス

ク管理報告書（Risk Control Study）を ASN に提出することが義務付けられている（環境法典 L.551-1、及

び政令第 2007-1557、8条）。これらは、設置許可の申請段階で把握している当該施設の情報に基づき、オ

ンサイト、又はオフサイトで起きた事象により、当該施設で発生する可能性のある放射線・非放射線事故の

リスクを特定、そのリスクレベルを経済的に可能な限り低減させることを目的としている。設置許可の際に実

施したこれらのリスク評価はその後、運転許認可申請に伴い提出が求められる安全解析報告書（Rapport 

de sûreté：RDS）、及びオンサイト緊急時計画に反映される383。 

  

                                                   
381 ASN提供資料より。 
382 ASN関係者へのヒアリングより。 
383 “Decree 2007-1557 of 2 November 2007.” Nuclear Safety Authority. 2007. http://www.french-nuclear-
safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
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＜予備セーフティーケース（政令第 2007-1557、10条）＞ 

政令第 2007-1557 の 10 条では、設置許可取得要件として、予備セーフティーケースの作成を事業者に義

務付けている。予備セーフティーケースでは、放射線、非放射線、双方のハザードが考慮される。その評価

内容は主に以下である。 

 

• オンサイト、又はオフサイトで起きた事象を要因として当該施設で発生する可能性のある事故（敵対

行為に拠る事故を含む） 

• 想定する事故の性質と規模 

• 想定する事故の発生確率、また事故発生時の影響を抑制するための措置 

 

予備セーフティーケースの一部として、オンサイト緊急時計画のスコープ評価（on-site emergency plan 

sizing study）を含むことが求められている。ここでは、ハザード評価の結果、オンサイト、或いはオフサイト

に影響を与える可能性があると特定された事故のシナリオ、影響の説明の他、これらの事故発生を防止す

るための措置等、オンサイト緊急計画の規模を左右する評価結果が記載される。 

 

＜リスク管理報告書（政令第 2007-1557、11条）＞ 

事業者は、予備セーフティーケースで特定した、BNI 施設に伴う事故を対象として、そのリスクの抑制、事故

の発生確率の減少、また事故時における影響の低減のための措置に係る詳細な内容をまとめた「リスク管

理報告書」を作成する。リスク管理報告書の具体的な記載内容は、以下のとおりである。 

 

• オンサイト、及びオフサイトで発生した事象により、当該サイトで想定されるリスクの目録 

• 類似した施設の運用経験から得た見地の評価 

• リスク解析に用いた手法 

• 人、及び環境に影響を与える事故の影響解析 

• リスクの管理、事故の予防、また事故時における影響の最小化に向けた措置 

• 緊急時対応の体制、リソース、及び管理システム 

• 公衆に対し分かり易くまとめたリスク管理報告書の要約 

 

予備セーフティーケース、リスク管理報告書にまとめられた緊急時対応の措置に関する内容は、その後、オ

ンサイト緊急時計画に反映される。事業者は、BNI 施設の運用開始前に、予備セーフティーケースを更新し

たセーフティーケース、リスク管理評価報告書の内容を反映した安全解析報告書、及びオンサイト緊急時計

画を提出することが義務付けられている（20条）。ASNはこれらの申請書類を評価、承認する役割を担う。 
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ASNは 2016年 2月、全 BNI施設を対象とした、安全解析報告書の作成にかかる指針をまとめた ASN決

定（Decision 2015-DC-0532）を発表している384。安全解析報告書は、BNI のライフサイクルを通して継続

的に評価されるものであり、BNI 施設の建設、運用、閉鎖に伴い、当該施設の安全性に対する解析結果が

まとめられる。安全解析報告書には、BNI施設で起こりうる、内部ハザードまたは外部ハザードにより生じた、

放射線或いは非放射線事故・事象の説明が記載される。また安全解析報告書には、特定された事故、事象

を予防するための事業者の措置、事故時における被害の最小化のための措置も記載される。 

 

ASN 決定（Decision 2015-DC-0532）の目的は、事業者に対し作成が義務付けられている安全解析報告

書に対し、ASN が求める要素を明確にするための指針を提供することであり、事業者は同決定を参考に安

全解析報告書を作成することが出来る385。同決定には主に、以下の内容が含まれている386。 

 

• 安全解析報告書の目的、作成と更新に係る基本原則 

• 安全解析報告書に関連した規制要件 

• BNI施設、事故の影響最小化のためのリスク管理プロセスの説明（放射線、非放射線の双方を含

む） 

• 原子力の安全性の実証（深層防護、ハザード解析等） 

• オンサイト緊急時計画の規模にかかる評価 

• BNI施設の建設、放射性物質の管理、サイト内の輸送 

• 特定の原子力施設に係る要件 

 

ASN関係者によると、ASNスタッフが、事業者のハザード評価の結果を審査するために利用する内部指針

等はない。ASNは、同局の技術支援機関（Technical Support Organization：TSO）の支援を受け、ハザー

ド評価の結果を審査する。ASN の TSO として、放射線防護原子力安全研究所（Institute for Radiological 

Protection and Nuclear Safety：以下、IRSN）のスタッフである 400名の原子力の専門家が、ASNに技術

的な支援を提供している。IRSN は、フランスの国防省、産業省、環境省および厚生省が共同で設立した省

庁横断型の組織であり、原子力利用にかかる研究、原子力及び放射線における技術支援の提供、原子力

に係る情報の公開等を主な役割としている。IRSNが抱える約 1,600名のスタッフの 4分の 1にあたる 400

名が、ASNの TSOとして配属されている387。 

 

                                                   
384 https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-
reglementaires/Decision-n-2015-DC-0532-de-l-ASN-du-17-novembre-2015 
385 ASN関係者へのヒアリングより。 
386 ASN resolution 2015-DC-0532 of 17 November 2015. ASN. 2016. http://www.french-nuclear-
safety.fr/Information/News-releases/Content-of-the-safety-analysis-report-for-basic-nuclear-installations  
387 ASN関係者へのヒアリングより。 

 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-reglementaires/Decision-n-2015-DC-0532-de-l-ASN-du-17-novembre-2015
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-reglementaires/Decision-n-2015-DC-0532-de-l-ASN-du-17-novembre-2015
http://www.french-nuclear-safety.fr/Information/News-releases/Content-of-the-safety-analysis-report-for-basic-nuclear-installations
http://www.french-nuclear-safety.fr/Information/News-releases/Content-of-the-safety-analysis-report-for-basic-nuclear-installations
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3.1.3.3 想定する事故 

セーフティーケース、リスク管理報告書において評価すべき事故は、BNI の一般規則を定めた省令（Order 

of 7 February 2012）の 3章、3.5条（内部ハザード）、と 3.6条（外部ハザード）に記載されている388。これら

のハザード以外にも、当該 BNI施設で現実的に起こりうると想定されるあらゆる事故が評価される389。 

 

＜内部ハザード（3.5条）＞ 

• 突起物が飛び出す事故（代表的な例は、回転する機器を原因とするもの） 

• 圧力装置の故障 

• 爆発 

• 火災 

• 有害物質の放出 

• 施設内の洪水 

• 電磁波 

• 敵対行為 

• その他事業者、或いは ASNが検討すべきと考える内部ハザード 

• 上記のハザードの組み合わせで起こる可能性のあるハザード、等 

 

＜外部ハザード（3.6条）＞ 

• 爆発、有害物質の放出、航空機の落下等、産業活動により生じるハザード 

• 地震 

• 雷、電磁波 

• 異常気象 

• 火災 

• サイト外で発生した洪水 

• 敵対行為 

• その他事業者、或いは ASNが検討すべきと考える内部ハザード 

• 上記のハザードの組み合わせで起こる可能性のあるハザード、等 

  

                                                   
388 “Order of 7 February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations (English version).” 2012. 
ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012 
389 ASN関係者へのヒアリングより。 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012
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3.1.3.4 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

＜緊急事態区分＞ 

フランスにおける緊急事態の分類は、原子力災害に対する国家レベルの緊急時対応計画をまとめた、重大

な原子力または放射線事故に係る国家対応計画（National Response Plan: Major Nuclear or 

Radiological Accidents）（2014 年 2 月）に記載されている。同計画は、2012 年 1 月に発令した首相通達

「重大な危機の対策のための政府組織に関する 2012 年 1 月 2 日の首相通達第 5567/SG 号（Circulaire 

relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, n° 5567/SG du 2 janvier 

2012）390に基づき作成されたもので、福島事故を教訓として、大規模な原子力事故に備えた国家レベルで

の対応策をまとめたものである（これまでのフランスでは、放射線緊急時計画は県レベルで作成されていた）

391。同計画では、緊急事態が 7 つに分類されている。フランスにおける緊急事態の分類とそれに呼応する

IAEAの分類を以下の表に示す。 

 

図表 40： フランスにおける原子力緊急事態の分類 

フランスの国家対応計画 IAEA緊急事態の分類 

事態 0： 不確かな状況 警告（Alert） 

事態 1： 即時且つ短期間の放出に至る施設の事故 

※PPIに基づく防護措置起動の可能性有 

施設緊急事態（Facility Emergency） 

※オンサイトの防護措置を起動、全面緊急事態に発

展する可能性有 

事態 2、3、5或いは 7： 即時、或いは時間的に余裕

のある長期間の放出に至る施設の事故、またフラン

ス国土に重大な影響が及び恐れがある国外の事故 

※PPI、ORSECに基づく防護措置を起動 

※安定ヨウ素剤の利用を検討 

全面緊急事態（General Emergency） 

※オンサイト、及びオフサイトの緊急時対応を実施、

必要に応じて EPZ外の対応を実施 

事態 4或いは 6： 放出に至る恐れがある放射性物

質の輸送事故、或いはフランス国土に僅かな影響を

及ぼす可能性がある国外の事故 

※放射性物質の輸送事故に係る ORSEC-TMRに基

づく防護措置を起動 

原子力施設に係るその他の事象 

出典：ASN資料をはじめとした各種資料に基づきワシントンコア作成392 

 

＜緊急時活動レベル＞ 

ASN は事業者に対し、緊急時活動レベル（Emergency Action Level：EAL）の導入を義務付けていない。

BNI 施設で緊急事態が発生した場合、事業者は ASN、及び IRSN に対して緊急事態の発生を通知する。

事業者はまた、発電所の状況、修復までの見通し、最悪の事態等を ASN、及び IRSNに対して口頭で説明

する。ここでは、冷却能力は維持できているか、放射性物質の漏れがあるか等が事業者および ASN、及び

IRSNの間で議論される。 

                                                   
390 “Circulaire relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, n° 5567/SG du 2 janvier 
2012.” Premier Ministre. January, 2012. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34453.pdf 
391 ASN関係者へのヒアリングより。 
392 “National Response Plan: Major Nuclear or Radiological Accidents.” SGDSN. February, 2014. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34453.pdf
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フランスでは既述のように EALの導入が義務付けられていないため、関連の計測器に関する要件等もない。

ASN 関係者は、米国では原子力発電所で事故が発生した際に、事業者が発電所の状況、計器、及びオン

サイト・オフサイトの線量モニタリング等に基づき決定した EALを宣告するが、このような EAL導入のリスク

として、EAL 判断の基準となる計器の種類の統一、機器の補正が適切になされていない場合、事業者が状

況を診断する際に誤差が生じる可能性があるとの考え方を示した393。 

 

フランスでは一方で、事業者が自主的な取り組みとして、オンサイト緊急時計画を起動させるか否かの判断

を適切に行うための基準を予め策定しており、これをオンサイト緊急時計画の一部に盛り込んでいる。ASN

関係者によると、同基準は BNI 施設の運用経験に基づき策定されたものであり、過去に当該施設で発生し

た事象等が反映されている。ASN は規制要件として同基準の策定は義務付けていないが、オンサイト緊急

時計画を評価する際に、TSOの支援の下、オンサイト緊急時計画の一部として含まれている同基準の有効

性を評価、承認する役割を担っている。尚、同基準は事業者の所有物であり、原則非公開であるという394。 

 

フランスでは現時点において、法規制による EALの策定、運用の義務化に向けた検討の方針はない。 

 

3.1.3.5 緊急事態計画区域 

BNI施設の緊急時計画区域（Emergency Planning Zone：EPZ）は統一されておらず、個々のサイトのリス

クを考慮し、決定される。従って EPZ の範囲も 600m から 10km と、施設により異なる。一例として、フラン

スの一部の BNI施設における EPZの範囲を以下に示す： 

  

                                                   
393 ASN関係者へのヒアリングより。 
394 ASN関係者へのヒアリングより。 
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図表 41： BNI施設の EPZの一例 

 

※「Pas d'iode」と記載された施設は安定ヨウ素剤の事前配布を実施していない施設。 

出典：ASN資料より 

 

ただし、原子力発電所は、EPZ が発電所の半径 10km と一律に設定されている。同区域内の防護措置実

施に係る介入レベルは、IAEAの指針に基づき主に以下のように設定されている395。 

 

• 屋内退避（10mSv） 

• 避難（50mSv） 

• 安定ヨウ素剤の服用（甲状腺被ばく 50mSv） 

 

                                                   
395 ASN関係者へのヒアリングより。 
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3.1.4 原子力施設の緊急時計画の法体系のまとめ 

許認可の適用 
環境法典：第 L. 593-43 

政令第 2007-1557号（Decree 2007-1557 of 2 November 2007） 

オンサイト緊急時計画要求の有無 

BNI施設に係る一般規則原則を規定する省令（Order of 7 February 

2012） 

政令第 2007-1557号 

オフサイト緊急時計画要求の有無 
国防法典 第 L741-6に基づく政令第 2005-1158（Decree 2005-1158 

of 13 September 2005） 

オンサイト緊急時計画の要求内容 
BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012） 

7.4条、7.6条、政令第 2007-1557号 20条、39条 

オンサイト緊急時計画の様式／記

載事項 

BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012） 

7.4条 

ハザード評価の要求と内容 政令第 2007-1557号 10条、11条 

想定する事故 
政令第 2007-1557号 10条、11条 

BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012）3章 

緊急事態区分 

首相通達「重大な危機の対策のための政府組織に関する首相通達第

5567/SG号」に基づき作成された原子力災害に対する国家レベルの緊

急時対応計画をまとめた、重大な原子力または放射線事故に係る国家

対応計画（National Response Plan: Major Nuclear or Radiological 

Accidents）（2014年 2月） 

緊急時活動レベル 法規制による策定・運用の義務付けなし 

緊急時計画区域 
BNI施設の緊急時計画区域は統一されておらず、個々のサイトのリスク

を考慮し、決定 

規制当局のレビューガイド等 ASNではレビューガイドは使用していない396 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

3.2 フランスにおける原子力施設に係る緊急時計画の法令適用の実態 

3.2.1 サイト概観 

La Hague は、フランスのノルマンディー地域マンシュ県にある、コタンタン半島（Cotentin Peninsula）北西

部の岬に位置し、AREVA NCが 2007年から運用している397。 

  

                                                   
396 ASN関係者へのヒアリングより。 
397 http://www.areva.com/EN/group-57/global-leader-in-nuclear-energy-and-renewable-energy-solutions.html 

http://www.areva.com/EN/group-57/global-leader-in-nuclear-energy-and-renewable-energy-solutions.html


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 134 

図表 42： La Hagueサイト 

 

出典：AREVA NC398 

 

La Hagueは、国内外における使用済み燃料の再処理施設で、以下の 7件の BNI施設で構成されている。

現在運転中の施設はこの内 3 件である。UP3-A は、日本やドイツ等海外からの委託を受けた使用済み燃

料の再処理専用施設であり、UP2-800は、EDF所有の発電所から生じた使用済み燃料の再処理施設であ

る。双方とも 1981年に許認可を取得している。STE3は、これらの施設から生じる廃液の処理施設である。 

 

図表 43： La Hagueサイトの BNI施設一覧 

施設名 

（BNI許認可番号） 
施設の活動内容 

年間処理能力

（t/y） 
運転状況 

UP3-A 
(BNI 116) 

再処理施設（主に国外で生じた使用済

み燃料の再処理を実施） 
1000 運転中 

UP2-800 
(BNI 117) 

再処理施設（主に EDF所有発電所で生

じた使用済み燃料の再処理を実施） 
1000 運転中 

STE3 
(BNI 118) 

UP3-A、及び UP2-800における再処理

により生じる廃液処理施設 
 運転中 

UP2-400 
(BNI 33) 

再処理施設 400 廃止措置中 

                                                   
398 “AREVA la Hague site information report.” AREVA NC. 2015. 
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%
20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf  

http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
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施設名 

（BNI許認可番号） 
施設の活動内容 

年間処理能力

（t/y） 
運転状況 

STE2及び AT1 

(BNI 38) 

UP2-400における再処理により生じる

廃液処理施設 
- 廃止措置中 

Elan-IIB Workshop 
(BNI 47) 

放射性物質（セシウム 137とストロンチ

ウム 90）の製造施設 
- 廃止措置中 

HAO (High Activity 
Oxide) 
(BNI 80) 

使用済み燃料の前処理施設 - 廃止措置中 

 

出典：AREVA NC399 

 

3.2.2 緊急時計画の要件 

La Hagueでは、緊急時計画の要件はサイト全体に適用されている400。以下では、La Hagueサイトにおけ

る緊急時計画の要件をまとめた。 

 

                                                   
399 “AREVA la Hague site information report.” AREVA NC. 2015. 
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%
20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf  
400 La Hague関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
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3.2.2.1 オンサイト緊急時計画 

La Hague では、オンサイト緊急時計画の策定が義務付けられている。同オンサイト緊急時計画は、サイト

内の各施設に対して個別に作成されたものではなく、サイト全体に共通して適用される401。同計画には、La 

Hague で生じた事故への対応、被害の最小化、復旧、オンサイト・オフサイトにおけるコミュニケーション（緊

急事態の通告等）にかかる措置、及び La Hagueの想定事故シナリオに基づく対応等が記載されている（詳

細後述）402。 

 

3.2.2.2 オフサイト緊急時計画 

La Hague のオフサイト緊急時計画の主要な内容は、以下の通りである403。同オフサイト緊急時計画の最

新版は 2012年に策定されており、マンシュ県のウェブサイト上で公開されている404。 

 

• La Hagueサイトの法的枠組み 

• La Hagueサイトの背景情報 

o サイトの概要（場所、事業活動等） 

o La Hagueサイトの事業活動に伴うリスク（施設で取り扱われる有害物質、緊急事態のシナリ

オ、緊急時計画区域等） 

o オフサイト緊急時計画が適用される地域と人口 

o 緊急時対応組織・設備機器 

o La Hague立地地域のインフラ（道路、鉄道、港、空港等）、マンシュ県の運輸サービス会社（タ

クシー等）、電力網のネットワーク等 

o La Hague立地地域の自然環境と経済状況（各自治体の雇用数、収入等） 

• La Hagueサイトの PPIの起動 

o 緊急事態の通知方法 

o 国家、県、自治体、また事業者の間における緊急時対応における役割分担 

o 住民の防護措置（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の配布等） 

• 付録資料（公開） 

o PPIに関する配布資料 

o 避難所等の場所を示した地図 

o 緊急時計画区域内の学校、要支援者施設 

o 国際原子力事象評価尺度（INES） 

                                                   
401 La Hague関係者へのヒアリングより。 
402 “AREVA la Hague site information report.” AREVA NC. 2015. 
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%
20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf 
403 http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf 
404 http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf 

http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
http://www.areva.com/activities/liblocal/docs/BG%20aval/Recyclage/La%20hague/2016/Areva%20Rapport%20TSN%20ANG%202016%20-%20150%20dpi-V2.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 137 

• 付録資料（非公開） 

o La Hagueで取り扱われている有害物質のリスト 

o 緊急時対応要員のコンタクト情報 

o La Hagueサイトの地図 

 

3.2.2.3 ハザード評価の要求と内容 

本項では、La Hague で現在運用されている再処理施設 UP3-A（BNI 許認可番号：116）を対象としたハザ

ード評価の内容をまとめた。 

 

AREVA NC は、ハザード評価の結果をまとめたリスク管理報告書を ASN に提出している。ASN は 2016

年 9月に、施設拡張を許可する旨決定し405、同年 11月にその決定を示したデクレを発行している406。 

 

AREVA NCが 2013年 6月に提出した、UP3-A拡張に伴うリスク管理報告書は、政令第 2007-1557の 11

条407に基づき、以下の 7つの章で構成されている408。 

 

• 序章 

• 施設で想定されるリスクの目録（詳細は次項参照） 

• 類似した施設の運用経験から得た見地の評価。具体的には、La Hagueの再処理施設（UP3-A、

及び UP2-800）の運用から学んだ教訓、また海外の原子力事故（福島第一事故、米国のハンフォ

ードサイト等） 

• リスク解析手法の説明：同リスク評価では、施設で想定されるハザードの特定、これらのハザード発

生を伴う可能性のある状況の特定、これらのリスクを低減させるための措置の特定が行われた 

• 人、及び環境に影響を与える事故の影響解析 

• モニタリングシステム、緊急時対応の体制等の説明 

 

                                                   
405 “Nuclear Safety Authority Decision n. 2016-AV-0274  of 22 September 2016 regarding the decree authorizing 
AREVA NC to modify the INB 116 facility (UP3-A) at the La Manche nuclear site”, Official Journal of the French 
Republic n. 0261of 9 November 2016, text n. 59, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7876BC17C92A1196A504F7BE463163F.tpdila07v_2?cidT
exte=JORFTEXT000033359360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003335898
0 
406 “Decree n. 2016-1501 of 7 November 2016 authorizing AREVA NC to modify the INB 116 facility (UP3-A) at the 
La Hague nuclear site (Manche)”, Official Journal of the French Republic n. 0261of 9 November 2016, text n.3, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/7/DEVP1627379D/jo/texte/fr 
407 “Decree n°2007-1557 of 2 November 2007 regarding INBs and the control of radioactive substances”, Article 11, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid 
408 “Request for modification of INB 116, La Hague site (Manche) -  Public Investigation carried out from 13 April until 
18 May 2015 – Part I: Investigation Committee Report and Annexes”, Investigation Committee, 2015, 
http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf, p. 
12 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7876BC17C92A1196A504F7BE463163F.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033359360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033358980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7876BC17C92A1196A504F7BE463163F.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033359360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033358980
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7876BC17C92A1196A504F7BE463163F.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033359360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033358980
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/7/DEVP1627379D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid
http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf
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3.2.2.4 想定する事故 

La Hague関係者によると、ハザード評価はサイト内の各 BNI施設を対象に実施される。以下では、この例

として UP3-A拡張に伴うリスク管理報告書で特定されたハザードを以下の表にまとめた409。 

図表 44： UP3-A拡張に伴い特定されたハザード 

リスクの種類 具体的なリスク 

原子力関連リスク 

放射性物質の放出 

外部爆発リスク 

臨界リスク 

放射線関連リスク  

熱放出リスク 

非原子力の内部ハザード 

非放射性物質の放出 

火災 

爆発 

 

化学試薬の使用に関連したリスク 

電力関連機器の使用に関連したリスク 

冷却剤等の使用に関連したリスク 

制御システムの使用に関連したリスク 

外部ハザード 

地震 

洪水 

異常気象 

航空機の落下 

外部の産業施設を起因とするリスク 

 

電力供給の喪失 

その他のリスク 

組織・人的エラー 

 

敵対行為 

出典：Investigation Committee410 

 

3.2.2.5 緊急事態区分および EAL 

La Hague関係者によると、同サイトのオンサイト緊急時計画には緊急事態の区分は含まれておらず、国際

原子力事象評価尺度（International Nuclear Event Scale：INES）の掲載にとどまっている。また La Hague

                                                   
409 “Request for modification of INB 116, La Hague site (Manche) -  Public Investigation carried out from 13 April until 
18 May 2015 – Part I: Investigation Committee Report and Annexes”, Investigation Committee, 2015, 
http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf, p. 
13 
410 “Request for modification of INB 116, La Hague site (Manche) -  Public Investigation carried out from 13 April until 
18 May 2015 – Part I: Investigation Committee Report and Annexes”, Investigation Committee, 2015, 
http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf, p. 
13 

 

http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/23200/149105/file/ARREVA%20116%20Raport%20commission.pdf
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では、特定の BNI で想定される事故シナリオに基づく基準等、予め設定された所定の基準に基づきオンサ

イト緊急時計画を起動する枠組みとなっている411。 

 

3.2.2.6 緊急時計画区域 

La Hagueの緊急時計画区域は以下の通りである412。 

 

• 半径 2キロメートル： La Hagueで事故が発生した場合、直ちに（事故後 6時間以内）放射性物質

の放出が及ぶ危険のある区域。同区域では、即時対応モードの PPI（PPI en mode réflexe）が適

用され、PPIに基づく防護措置が直ちに開始される。 

• 半径 2～5キロメートル：La Hagueで事故が発生した場合、放射性物質の放出に係る進展が遅い

（事故後 6時間以上）と想定される区域。同区域では、協調モードの PPI（PPI en mode concerté）

が適用され、PPIの措置を講じる前に、県知事が原子力専門家の意見を踏まえ、適切な対応を検

討する。 

 

図表 45： La Hagueの緊急時計画区域 

 

出典：Prefecture of Manche413 

                                                   
411 La Hague関係者へのヒアリングより。 
412 “PPI of the AREVA La Hague nuclear site(PPI de l’etablissement AREVA La Hague), Edition 2012”,  Prefecture of 
Manche, 2012, http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf, p. 
32-34 
413 “PPI of the AREVA La Hague nuclear site(PPI de l’etablissement AREVA La Hague), Edition 2012”,  Prefecture of 
Manche, 2012, http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf 

http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/26433/188831/file/AREVA%20Edition%202012.pdf
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4 フィンランド 

4.1 フィンランドにおける原子力施設に係る緊急時計画の動向 

4.1.1 原子力施設の整備状況の概観 

フィンランドでは、Olkiluoto 原子力発電所 1 号機・2 号機、Loviisa 原子力発電所 1 号機・2 号機の合計 4

基の商用原子炉が稼働している（2016年 6月時点）。これら合計 4基の原子炉における純発電容量（net）

は合計 2,741MWeに達し、フィンランドの発電量全体の約 30％を占めている。現在稼働している商用原子

炉 4 基は 1970 年代、80 年代に運用開始したもので、これらの原子炉は、2020 年代後半から 2040 年代

前半に順次、閉鎖予定である414。 

 

図表 46： フィンランドにおける商用原子炉の立地場所（既設、新設を含む） 

 

出典：World Nuclear Association415 

 

図表 47： フィンランドにおける稼働中の商用原子炉 

原子炉名 運転事業者 炉型 
容量 

（MWe net） 
稼働開始年 

Loviisa 1 Fortum VVER-440/V-213 488 1977 

Loviisa 2 Fortum VVER-440/V-213 488 1980 

Olkiluoto 1 TVO BWR 885 1978 

Olkiluoto 2 TVO BWR 880 1980 

合計   2,741  

出典：World Nuclear Association416 

                                                   
414 “Nuclear Power in Finland” World Nuclear Association, June, 2016 http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx 
415 “Nuclear Power in Finland” World Nuclear Association, June, 2016 http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx 
416 “Nuclear Power in Finland” World Nuclear Association, June, 2016 http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx 

 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
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＜原子力発電所新設の動向＞ 

フィンランドでは現在、Olkiluoto3 号基（EPR 型、1,600MWe（net））の建設が進められており、2018 年 12

月の商用運転開始を予定している。また、Fennovoima社が Hanhikiviにて新たな原子炉 1機の建設を計

画している。同原子炉は 2018 年に着工予定、2024 年の商用稼働を目指している。同原子炉の容量は

1,150MWe（net）である417。 

 

図表 48： フィンランドで建設、計画段階にある新規原子炉 

原子炉名 運転事業者 炉型 

容量 

建設開始年 
稼働開始 

予定年 (MWe net) 
(MWe 
gross) 

Olkiluoto 3 TVO EPR 1,600 1,720 2005年 5月 2018年 12月 

Hanhikivi 1 Fennovoima VVER-
1200/V-491 

1,150 1,200 2018年 2024年 

合計   2,750 2,920   

出典：World Nuclear Association418 

 

＜高レベル放射性廃棄物の最終処分場の動向＞ 

Olkiluoto原子力発電所では、発電所のサイトから半径 10kmの圏内に高レベル放射性廃棄物の埋設施設

が建設される予定である。TVO社、及び Fortum社が共同で設立した Posiva社が建設、運用を担う予定で

あり、Posiva 社は既に使用済み燃料のカプセル収納施設、及び最終処分場の建設許可を取得している419。 

  

                                                   
417 “Nuclear Power in Finland” World Nuclear Association, June, 2016 http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx 
418 “Nuclear Power in Finland” World Nuclear Association, June, 2016 http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx 
419 STUK関係者へのヒアリングより。 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
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図表 49： フィンランドにおける原子力関連施設 

 

出典：STUK資料より 

 

＜試験用研究炉＞ 

フィンランドでは、1960年代に建設された試験用研究炉「FiR 1」があるものの、現在、運転停止中である。 

 

4.1.2 原子力施設に係る主要法規制 

フィンランドにおける発電用原子炉に係る緊急時対応の規制活動は、フィンランド放射線・原子力安全庁

（Radiation and Nuclear Safety Authority：STUK）が担当している。同庁は、社会福祉・健康省（Ministry of 

Social Affairs and Health）傘下にある独立機関であり、1958 年に設立された。フィンランド国内 2 か所の

各原子力発電所では、原子力発電所のサイト内に使用済み燃料貯蔵施設（AFR 施設、燃料は全てプール

で保管、乾式貯蔵無し）、並びに地下に低・中レベルの放射性廃棄物の管理施設が併設されており、原子

力発電所の緊急時計画の要件が、核燃料施設を含むサイト全体に適用されている。このため、原子炉外の

使用済み燃料貯蔵施設、低・中レベルの放射性廃棄物の管理施設に特化した防災要件は定められていな

い。 

 

STUK 関係者によると、フィンランドでは試験用研究炉を対象とした緊急時計画は整備されておらず、過去

に運用されていた試験用研究炉では原子力発電所の緊急時計画をスケールダウンした要件が適用された

という。現在フィンランドでは、廃炉措置が行われている発電所はないが、将来廃炉が実施される際におい

ても同様に、発電所の緊急時計画に基づく要件が適用される予定であるという。 

 

これを踏まえ、以下では、フィンランドにおける原子力発電所を中心とした緊急時計画の要件をまとめた。 
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4.1.2.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

フィンランドにおける発電用原子炉施設を対象とした緊急時計画に係る主要な法規制を以下にまとめた。 

 

• 原子力エネルギー法（990/1987、Nuclear Energy Act）420 

o 第 7条 q：原子力発電所における緊急時計画、原子力発電所の安全性・セキュリティ、放射性

廃棄物の最終処分の安全性に係る一般安全規則を規定 

o 第 7条 p：緊急時計画に係る要件を義務付け。原子力利用に係る緊急時計画は、想定事故、

頻度、事故の条件、及びその影響の解析結果に基づくべきであり、大量の放射性物質が放出

される事故に備えたオンサイト緊急時計画を策定すべきであると規定 

o 第 9条：オンサイト緊急時計画に係る責任の所在が事業者にあることを規定 

o 第 55条：STUKが、原子力エネルギーの安全利用を監督するとともに、原子力施設における

物理的保護、緊急時計画の規制監督を許認可活動を通して担うことを規定 

• 原子力エネルギー令（Nuclear Energy Decree (12.2.1988/161)）421 — 原子力エネルギー法の

下、許認可を申請する際の要件を規定。第 24条(6)(2)、及び 38条(5)において、原子力施設の建

設許可、及び運転許認可発行の要件として、原子力施設の緊急時計画の策定を義務付け422 

• 原子力発電所における緊急時計画に係る規制（Regulation on the Emergency Arrangements of 

a Nuclear Power Plant (Y/2/2016)） — 原子力エネルギー法で規定される原子力発電所におけ

る緊急時計画に係る要件を規定。原子力発電所における緊急時計画の策定、定期的な計画の更

新、緊急時計画区域、緊急事態の区分、想定事故等に関する要件を規定423 

 

4.1.2.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

以下に、フィンランドの発電用原子炉施設の緊急時計画に係る主要なガイダンス図書、マニュアルを挙げた。 

 

• 原子力発電所の緊急対応に係るガイド（Guide YVL C.5）：原子力エネルギー法とその施行デクレ

(990/1987)の防災要件を遵守するためのより詳細な指針を提供するガイド。緊急時計画に記載す

べき内容、同計画に基づく緊急時対応の措置、緊急時対応能力の維持に係る指針等を提供424 

• 原子力施設の内的・外的ハザードに係るガイド（Guide YVL B.7）：原子力施設で評価すべき内的・

外的ハザードの種類を記載425 

                                                   
420 “Nuclear Energy Act 11.12.1987/990.” STUK. http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1 
421 http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1 
422 “Nuclear Energy Decree 12.2.1988/161.” STUK http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1 
423 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
424 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013. 
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 
425 “Guide YVL. B.7: Provisions for Internal and External Hazards at Nuclear Facility.” STUK. November, 2013. 
http://www.finlex.fi/data/normit/41791/YVL_B.7e.pdf  

 

http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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• 放射性廃棄物の処分に係るガイド（Guide YVL D.5）：低中レベルの放射性廃棄物、及び使用済み

燃料の処分に係る指針を提供。放射性廃棄物処分場における想定事故に関する指針を提供426 

 

4.1.2.3 フィンランドの法体系の仕組み 

フィンランドにおける原子力施設にかかる基本的な法体系の仕組みと主要な原子力防災に係る法令を以下

に示した。下記の図書はガイドラインを除き、すべて法的拘束力を伴う。 

 

• 法律（Act）：例、原子力エネルギー法（990/1987、Nuclear Energy Act） 

• 政令（Decree）：大統領、或いは省庁が法律を施行するための要件をまとめた規制として位置づけ

られている。（例：原子力エネルギー法の下、許認可を申請する際の要件を規定する「原子力エネ

ルギー令（Nuclear Energy Decree (12.2.1988/161)）」） 

• 規制（Regulations）：法律、政令を導入するための要件を規定したもの。（例：STUKが策定した「原

子力発電所における緊急時計画に係る規制（Regulation on the Emergency Arrangements of a 

Nuclear Power Plant (Y/2/2016)）」） 

• YVLガイド：法規制で規定された要件を遵守するための詳細な指針を示したガイド（例：原子力発電

所を対象とした緊急時計画の要件の詳細な指針を提供するガイド、「Guide YVL C.5：原子力発電

所の緊急対応（Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant）」）。 

 

以下の図に、フィンランドの一般的な法体系および原子力安全にかかる法規の仕組みを示した。STUK が

発行する YVLガイドは、厳密には法的拘束力を持たない指針という位置づけであるが、基本的に事業者は、

STUK が管轄する規制活動において同ガイドへの遵守が求められている。ただし事業者は、同ガイドで示さ

れた要件の手法とは異なる手法を STUK に対し提示することは可能で、ある程度の柔軟性は残されている。

しかし、実際には多くの場合、事業者は同ガイドで提示された手法に基づき規制遵守を行っている427。 

  

                                                   
426 “Guide YVL. D.5: Disposal of Nuclear Waste.” STUK. November, 2013. https://ohjeisto.stuk.fi/YVL/D.5e.pdf  
427 STUK関係者へのヒアリングより。 

https://ohjeisto.stuk.fi/YVL/D.5e.pdf
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図表 50： フィンランドの法体系の仕組み 

 

出典：STUKヒアリング、及び各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

STUKは、関連の EU指令（Basic Safety Standard、及び Nuclear Safety Directives）は全て準拠してい

る。現在、IAEAの GSR Part 7を反映させるために放射線法（Radiation Act）を改正中である。STUKはま

た、WENRAの活動にも積極的に参加しており、WENRAの介入レベルも導入している。同国は、隣国で発

生したチェルノブイリ発電所事故の経験を踏まえ、欧州全体、ひいては世界的に協力して原子力安全の維

持に取り組む必要性を痛感しており、こうした考え方が EU指令やWENRA、IAEA等の国際的な枠組みに

積極的に参加し、基準を取り入れる姿勢に繋がっている。 

 

尚、フィンランドの法体系の一部として、過去には、法的拘束力のある「Resolution」という規制図書が存在

していた。しかし現在、「Resolution」を規制「Regulation」に置き換えるための改訂作業が進められている

428。 

 

4.1.3 原子力施設の緊急時計画の要件 

フィンランドでは、発電用原子炉の緊急時計画が燃料施設を含むサイト全体に適用されている状況にある。

これを踏まえて、以下に、原子力施設の緊急時計画に係る具体的な要件の概要、及び関連規制図書をまと

めた。 

  

                                                   
428 STUK関係者へのヒアリングより。 
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4.1.3.1 緊急時計画 

＜許認可の要件適用（オンサイト、オフサイト）の有無＞ 

オンサイト緊急時計画 

フィンランドでは、原子力エネルギー法（990/1987、Nuclear Energy Act）429の第 7条、及び第 9条により、

オンサイト緊急時計画の策定が事業者に義務付けられている。この他、以下の法規制でオンサイト緊急時

計画の策定が義務付けられている。 

 

• 原子力エネルギー令（Nuclear Energy Decree (12.2.1988/161)）430：原子力エネルギー法の下、

許認可を申請する際の要件を規定した同政令の第 24条(6)(2)、及び 38条(5)では、原子力施設

の建設許可、及び運転許認可発行の要件として、原子力施設の緊急時計画の策定を求めている

431。 

• 原子力発電所における緊急時計画に係る規制（Regulation on the Emergency Arrangements of 

a Nuclear Power Plant (Y/2/2016)）：発電所の運転開始（原子炉に燃料棒を設置する）の条件とし

て、緊急時計画の策定を義務付け、またオンサイト緊急時計画の策定、及び定期的な更新を事業

者に義務付けている432。 

 

＜オフサイト緊急時計画＞ 

STUK は、オフサイトの緊急時計画整備を、原子力発電所の許認可取得要件として明確に義務付けていな

い。また、STUKがオフサイト緊急時計画を承認することはない。但し、オンサイト緊急時計画は、オフサイト

緊急時計画の内容に沿ったものであることが事業者に対し規制で義務付けられており、間接的にオフサイト

緊急時計画の策定が求められている（Y/2/2016の 2章 Section 項目 7）（以下、原文の抜粋）433。 

  

7. Emergency arrangements shall be compatible with the external rescue plan prepared by 

the authorities for an accident at a nuclear power plant. 

 

尚、フィンランドでは、レスキュー法（Rescue Act 379/2011） の下、オフサイト緊急時計画の策定が地元政

府に義務付けられている。地元政府は、オフサイト緊急時計画において、発電所の緊急時計画区域内の住

民を対象とした防護措置等の対策をまとめる（Section 48）434。事業者、ASN は、オフサイト緊急時計画の

策定において地方政府に技術的な支援を提供する。オフサイト緊急時計画に係る要件は、内務省政令

                                                   
429 “Nuclear Energy Act 11.12.1987/990.” STUK. http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1 
430 http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1 
431 “Nuclear Energy Decree 12.2.1988/161.” STUK http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1 
432 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
433 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
434 “Rescue Act (379/2011).” Ministry of Interior. 2011. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf 

 

http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19880161?toc=1
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf
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（Decree of Ministry of Interior 612/2015）にて規定されているほか、内務省政令 774/2011では、平常時、

及び放射線緊急時における、公衆への緊急時計画・対応に係る情報提供に係る要件が規定されている435。  

 

＜緊急時計画の要求内容＞ 

Guide YVL C.5の 4.1項では、事業者に対し、オンサイト緊急時計画を少なくとも 1年に一度の頻度で定期

的に見直し、更新するように求めている。更新時には、訓練で学んだ教訓や新たに導入された技術、緊急

時対応要員のコンタクト情報等が見直される。同ガイドの 4.4 項では、事業者に対し、緊急時計画に係る多

岐に渡る取組みにおいて、内部レビュー、及びピアレビューを実施することを求めている436。 

 

＜様式・記載事項＞ 

Guide YVL C.5の 3.1項では、以下のようなオンサイト緊急時計画に記載すべき内容に係る指針を提供し

ている437。 

 

• 緊急事態の区分、及び各区分に該当する事象・事故の説明 

• 緊急時対応機関の役割 

• 緊急時の通告、及びコミュニケーションに係る調整 

• 緊急事態発生時の危機管理、状況評価 

• 作業員の安全確保、放射線防護 

• 緊急事態発生時におけるオンサイト、及びオフサイトにおける線量測定 

• 公衆への情報提供 

• 緊急時対応に必要となる施設、装置、機器の準備 

• 緊急事態発生時の終息と復旧 

• オフサイトにおける防災の取組み（警告、安定ヨウ素剤の事前配布等） 

• 緊急対応の記録、等 

 

＜緊急時計画の評価＞ 

STUKはオンサイト緊急時計画の評価において、Guide YVL C.5をはじめとした、一連のガイドを使用する

438。 

 

                                                   
435 STUK関係者へのヒアリングより。 
436 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013.  
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 
437 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013.  
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 
438 STUK関係者へのヒアリングより。 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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4.1.3.2 ハザード評価の要求と内容 

STUK Y/2/2016の 2章、セクション 3、項目 2では、緊急時計画は、サイト内の全ての原子力施設における

原子力安全を脅かす脅威、その影響を考慮したものであることが義務付けられている。同規制では特に、

サイト内、及び周辺エリアにおける放射線の状況等を評価するよう求めている（以下原文の抜粋）439。 

 

2. Planning shall take account of a simultaneous threat to nuclear safety occurring in all nuclear 

facilities in the site area and their potential consequences, especially the radiation situation on 

the site and in the surrounding area and the opportunities to access the area.  

 

YVL B.1 の 4.3 項では、事業者は評価すべき事象について指針を提供している。同ガイドでは、事故の初

期段階において、公衆の防護措置を必要とするような放射性物質の放出を伴う事象を決定論的評価、PRA、

また専門家の評価を介して特定し、このような事故が発生しないように対策を講じることを求めている。同ガ

イドでは例として、臨海事故、或いは重大な原子炉事故に至る、迅速且つ制御不可能な核反応を伴う事象、

停電時の冷却機能の損失により炉心融解が起きる事象、使用済み燃料貯蔵における冷却機能の損失によ

る使用済み燃料の損壊等の事象が発生しないよう、措置を講じることを求めている440。 

 

4.1.3.3 想定する事故 

STUK Y/1/2016の 3章のセクション 14、セクション 15 では、原子力発電所のシステム、構造、コンポーネ

ントの安全性を脅かす可能性のある、内的・外的ハザードを考慮するよう義務付けている。また、Guide 

YVL B.7では、対象となるハザードの説明が記載されている。Guide YVL B.7では、以下のような内的ハザ

ード、及び、外的ハザードを挙げている441。 

 

＜内的ハザード＞ 

• 火災、煙や有害ガスの充満、火災発生に起因する爆発 

• 発電所にて取り扱われている物質の化学反応や爆発 

• 有害ガスや液体の漏洩 

• アーク放電 

• 電磁波妨害 

• 気体または液体が含まれたタンクや配管などのコンポーネントの欠陥 

• 回転機械や他の装置の欠陥 

                                                   
439 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
440 “YBL B.1: Safety Design of Nuclear Power Plant.” November, 2013. https://www.stuklex.fi/en/ohje/YVLB-1#a7 
STUK 
441 “Guide YVL B.7, Provisions for Internal and External Hazards at a Nuclear Facility.” STUK. November, 2013. 
http://www.finlex.fi/data/normit/41791/YVL_B.7e.pdf 

http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
https://www.stuklex.fi/en/ohje/YVLB-1#a7
http://www.finlex.fi/data/normit/41791/YVL_B.7e.pdf
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• 重量物の落下 

• 洪水 

• 不要な消火装置の稼働 

• 冷暖房換気機能の停止、不要な稼働 

 

＜外的ハザード＞ 

• 気象現象（外気温の高温・低温、竜巻やダウンバーストなどの突風、高気圧・低気圧や気圧の変

動、雨・雪・雹、氷晶雨・水しぶき、霧・霧氷、雷、干ばつ・太陽フレアに伴う電磁波） 

• 海面の上昇・下降による洪水 

• 氷、氷晶 

• 海水や真水の供給リスクに伴う外的要因 

• 外的な火災や爆発 

• 電磁波妨害 

• 植物相、動物相に起因する災害 

 

上記に加え、Guide YVL B.7 第 4 章では、地震に対するハザード評価の指針をまとめている。事業者は、

原子力発電所の地震への耐性を高めるため、発電所の新設許認可を取得する際に、地震設計基準を提出

する必要がある。同事業者はまた、実験的評価（empirical assessment）等に基づき、地震設計基準が原

子力発電所の地震に対する耐性要件が満たされているか実証することが義務付けられている。事業者は

当該原子力発電所における安全性の観点から、確率的リスク評価を実証に活用する。 

 

尚、Guide YVL D.5の 3.1項では、放射性廃棄物処分場における想定事故に関する指針を提供しており、

放射性廃棄物の保存容器の落下、取扱いにおける誤り、地下の放射性廃棄物貯蔵所につながるトンネル

の崩壊、地震等が同処分場の想定事故に含まれる442。 

 

4.1.3.4 緊急事態区分および緊急時活動レベル 

＜緊急事態区分＞ 

STUK Y/2/2016の 1章、セクション 2、2項では、原子力発電所における緊急事態を以下の通り区分してい

る443。また、ガイダンス（Guide YVL C.5）3.2項「緊急時計画（Emergency planning）」では、これらの区分

のより詳細な定義を提供している444。 

 

                                                   
442 “Guide YVL. D.5: Disposal of Nuclear Waste.” STUK. November, 2013. https://ohjeisto.stuk.fi/YVL/D.5e.pdf  
443 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
444 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013.  
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 

https://ohjeisto.stuk.fi/YVL/D.5e.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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• 警告（Alert）： 原子力発電所の安全水準を確認する必要がある事態 

• サイトエリア緊急事態（Site Area Emergency）： 原子力発電所の安全性が低下、または大幅に低

下する危険性がある事態 

• 全面緊急事態（General Emergency）： 放射性物質が放出する危険性があり、オフサイトの防護

措置を講じる必要がある事態 

 

既述の通り、フィンランドでは、原子力発電所のサイト内に使用済み燃料貯蔵施設、及び低・中レベルの放

射性廃棄物の管理施設があることから、これらの施設を含むサイト全体に上記の 3つの緊急事態区分が適

用される。 

 

＜緊急時活動レベル＞ 

STUK は、緊急時活動レベルの策定を法規制で事業者に義務付けていない。ただし、YVL C.5、及びその

他関連ガイドに基づき、当該施設で起こりうる事故の解析、及び影響評価を実施することが事業者に義務

付けられており、事業者は、ここで特定された事故を、それぞれ該当する緊急事態の区分（警告、サイトエリ

ア緊急事態、全面緊急事態）にあらかじめ分類、事故発生時にこの分類に基づき緊急事態の区分を決定す

る445。 

4.1.3.5 緊急事態計画区域 

STUK Y/2/2016の 2項では、フィンランドにおける原子力発電所の緊急時計画区域として、以下の 2つの

区域を設けている446。 

 

• 予防的防護措置を準備する区域（Precautionary Zone）： 発電所の半径 5キロメートル、土地の

利用が制限される区域 

• 緊急時計画区域（Emergency Planning Zone）： 発電所の半径 20キロメートル、緊急時防護措

置を準備する区域、オフサイトの緊急時対応計画の策定、情報提供、安定ヨウ素剤の配布等が行

われる 

  

                                                   
445 STUK関係者、および Loviisa発電所関係者へのヒアリングより。 
446 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 

http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
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4.1.4 発電用原子炉施設の緊急時計画の法体系のまとめ 

許認可の適用 
原子力エネルギー法（990/1987） 

原子力エネルギー令（12.2.1988/161） 

緊急時計

画の要件 

オンサイト緊急時計画要求の有無 

原子力エネルギー法（990/1987） 第 7条、及び第

9条。原子力発電所における緊急時計画に係る規

制（Y/2/2016） 

オフサイト緊急時計画要求の有無 

※許認可取得要件として義務付けられていない。 

レスキュー法（Rescue Act 379/2011） Section 

48、内務省の政令（Decree of Ministry of Interior 

612/2015） 

オンサイト緊急時計画の要求内容 
原子力発電所における緊急時計画に係る規制

（Y/2/2016）、Guide YVL C.5 

オンサイト緊急時計画の様式／記載事項 
原子力発電所における緊急時計画に係る規制

（Y/2/2016）、Guide YVL C.5 

ハザード評価の要求と内容 
STUK Y/2/2016 2章 Section 3 項目 2 

対象となるハザードは、YVL B.7に記載 

想定する事故 STUK Y/2/2016 2章 Section 3 項目 2 

緊急事態区分 STUK Y/2/2016、Guide YVL C.5の 3.2項 

緊急時活動レベル 法規制による策定・運用の義務付けなし 

緊急時計画区域 STUK Y/2/2016の 2項 

規制当局のレビューガイド等 
Guide YVL C.5をはじめとする YVLガイドシリー

ズ 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

4.2 フィンランドにおける原子力施設に係る緊急時計画の法令適用の実態 

4.2.1 サイト外観 

Loviisa発電所は、フィンランド南部の Loviisaの町の近くにある、ヘストホメルン島（Hastholmen island）に

立地している。同発電所の半径 5km 区域の人口は約 50 人、半径 20km 区域の人口は約 2万人である。

Loviisaの町は、別荘地として知られており、夏の休暇の時期には約 5,000人～1万人が Loviisaに滞在す

ることもある。Loviisa原子力発電所は、ソ連型加圧水型原子炉（VVER）2基を有しており、2015年には、フ

ィンランドの電力生産量の 13％に相当する、8.47TWhの電力を生産した。1号機、2号機はそれぞれ 1977

年、1980年に運転を開始しており、運転許認可は 2027年、2030年まで有効である447。 

  

                                                   
447 “Loviisa power plant.” Fortum. N/A. http://www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-
power/loviisanpp/pages/default.aspx 

file:///C:/Users/nhisamichi/Downloads/.%20http:/www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-power/loviisanpp/pages/default.aspx
file:///C:/Users/nhisamichi/Downloads/.%20http:/www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-power/loviisanpp/pages/default.aspx
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図表 51： Loviisa原子力発電所 

 

出典：Fortum448、World Nuclear Association 

 

Loviisa 原子力発電所のサイトには、原子建屋外の使用済み燃料貯蔵施設（AFR 施設）があり、発電所の

地下に低・中レベルの放射性廃棄物の管理施設がある（以下の図参照）。いずれも、Loviisa 原子力発電所

の職員により管理されている。Loviisa原子力発電所地下の管理施設は、同発電所の 50年間のライフサイ

クル（廃炉措置を含む）の中で発生する全ての低・中レベルの放射性廃棄物を収納できるよう設計されてい

る（高レベル放射性廃棄物は、現在Olkiluoto原子力発電所サイトに建設予定の処分場に輸送される予定）。

同施設では、固体・液体の双方の廃棄物が管理されている。 

 

図表 52： Loviisa原子力発電所のサイト内にある施設イメージ 

 

出典：Fortum資料より 

                                                   
448 “Loviisa power plant.” Fortum. N/A. http://www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-
power/loviisanpp/pages/default.aspx 

http://www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-power/loviisanpp/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/en/energy-production/nuclear-power/loviisanpp/pages/default.aspx
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Loviisa原子力発電所のサイト内にある使用済み燃料貯蔵施設には、同発電所から発生した使用済み燃料

がプール内に貯蔵されている。同プールは、Loviisa 発電所の 50 年の運用中に発生する全ての使用済み

燃料を貯蔵できる容量を備えている。 

 

図表 53： Loviisa原子力発電所のサイト内にある使用済み燃料貯蔵プール 

 

出典：Fortum資料より 

 

4.2.2 緊急時計画の要件 

Loviisa原子力発電所では、既述の通り、原子力発電所のサイト内に用済み燃料貯蔵施設、及び低・中レベ

ルの放射性廃棄物の管理施設が存在している。このため、原子力発電所に係る緊急時計画の要件がサイ

ト全体に適用されており、発電所と比較し安全リスクが低い使用済み燃料貯蔵施設、及び低・中レベルの放

射性廃棄物の管理施設に対し、個別の緊急時計画の要件は規定されていない449。以下では、Loviisa原子

力発電所における緊急時計画の要件の適用実態をまとめた。 

 

4.2.2.1 オンサイト緊急時計画 

Loviisa サイトではフィンランドの主要防災規制 （Y/2/2016）により、オンサイト緊急時計画の策定が義務付

けられている450。Fortumはオンサイト緊急時計画策定時に、Guide YVL C.5の他、規制遵守のためのより

詳細な内容をまとめた社内用ガイドを利用している。オンサイト緊急時計画は、Guide YVL C.5に沿った内

容となっている（Guide YVL C.5 におけるオンサイト緊急時計画の記載内容は本報告書 4.1 項を参照）。

                                                   
449 Fortum関係者へのヒアリングより。 
450 Loviisaサイトのオンサイト緊急時計画、オフサイト緊急時計画は、セキュリティ、個人情報保護（緊急時対応要員の氏名・

連絡情報が含まれている）の理由から非公開となっている。 
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Fortum は、オンサイト緊急時計画の更新時において、STUK、地元の警察、消防署を交えて実施した訓練

の成果をオンサイト緊急時計画に反映、内容を定期的に更新しているという451。 

 

4.2.2.2 ハザード評価の要求と内容 

Fortum は、Loviisa 原子力発電所のサイト全体を対象とした確率論的リスク評価（Probabilistic Risk 

Assessment：以下、PRA）を実施し、原子力発電所、使用済み燃料貯蔵施設、及び低・中レベルの放射性

廃棄物の管理施設で起こり得る事故のリスクを評価、その結果を最終安全解析報告書（Final Safety 

Analysis Report：以下、FSAR）としてまとめている。同報告書はサイト全体の FSAR であり、サイト内にあ

る施設毎の区別はない。 

 

4.2.2.3 想定する事故 

Fortum では、低・中レベルの放射性廃棄物の管理施設、及び使用済み燃料貯蔵施設における主な想定事

故の特定において、YVL D.5を指針としている。 

 

Fortumでは、低・中レベルの放射性廃棄物の管理施設における主な想定事故として以下を挙げている。 

 

• 管理施設内、或いは施設内に廃棄物を運び込む際に生じた火災 

• 洪水 

• 管理施設の崩壊、等 

 

使用済み燃料貯蔵施設における主な想定事故は、使用済み燃料プールの冷却機能の喪失である452。 

 

4.2.2.4 緊急事態の区分および EAL 

＜緊急事態の区分＞ 

Loviisa サイトでは STUK 規制（STUK Y/2/2016）に基づき、3 つの緊急事態の区分が整備されている（以

下）。これらは、サイト全体に適用される453。 

 

• 警告（Alert）： 原子力発電所の安全水準を確認する必要がある事態 

• サイトエリア緊急事態（Site Area Emergency）： 原子力発電所の安全性が低下、または大幅に低

下する危険性がある事態 

                                                   
451 Fortum関係者へのヒアリングより。 
452 同上 
453 同上 
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• 全面緊急事態（General Emergency）： 放射性物質が放出する危険性があり、オフサイトの防護

措置を講じる必要がある事態 

 

4.2.2.5 緊急時計画区域 

Loviisaサイトでは STUK規制（STUK Y/2/2016）に基づき、以下の 2つの緊急時計画区域が設けられてい

る454。 

 

• 予防的防護措置を準備する区域： 発電所の半径 5キロメートルの区域。同区域では、放射線防

護措置の計画、線量モニタリングシステムの設置（発電所から半径 2km区域に 7台、5km区域に

14台、これらの区域を超える範囲に 7台、合計 28台）、緊急時対応に係る情報提供、KI配布等を

実施 

• 緊急時計画区域： 発電所の半径 20キロメートルの区域。緊急時対応に係る情報提供等を実施 

 

＜EAL＞ 

Fortumは、YVL C.5をはじめとしたSTUKガイドに基づき、サイトで想定される事故とその影響を評価する。

この評価結果に基づき、施設で特定された想定事故を既述の 3つの緊急事態に区分しており、事故発生時

には、発生した事故の種類により、緊急事態区分を判別することができるよう備えている455。 

  

                                                   
454 Fortum関係者へのヒアリングより。 
455 同上 
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5 欧米先進諸国における緊急時計画に係るその他の動向 

5.1 核燃料施設の緊急時計画における化学ハザードの規制動向 

本章では、米国、英国、フランス、フィンランドにおける、化学ハザードに係る法規制、ガイドライン図書、また

これらに基づく緊急時計画の要件を整理した。 

 

5.1.1 米国 

5.1.1.1 化学ハザードに係る法規制 

米国の核燃料施設で取り扱われている化学ハザードに係る緊急時計画の要件は主に、「緊急時計画の立

案・共同体の知る権利法 1986年（Emergency Planning and Community Right-to-Know Act：EPCRA）」

にて規定されている。EPCRA は、放射線緊急事態に限らず、あらゆるハザード（特に化学ハザード）による

緊急事態に備えることを義務付ける法律で、その管轄は環境保護庁（Environmental Protection Agency）

にある。 

 

米国では 1986 年、セコイヤ燃料施設にて、UF6 シリンダーが破裂、HF のばく露により作業員が死亡する

事故が発生した。NRC は同事故を機に、核燃料施設における化学ハザードの見直しを実施、1988 年には、

米国の労働安全衛生局（OSHA）と MOU を締結し、両機関の間で労働災害にかかる情報交換の枠組みが

構築された。NRC では 1989 年、閾値量を超える有害化学物質を取り扱う施設を対象として緊急時計画の

策定を義務付ける EPAの法律 EPCRAを核燃料施設に適用、NRCが法遵守の評価を実施する現在の体

制が形成された。 

 

EPCRA では、州、自治体があらゆるハザードに備えた適切な緊急時計画を整備できるよう、産業界に対し

てハザード物質の保有、利用等に関する情報を連邦政府、州政府、及び自治体に対して報告するよう義務

付けている。EPCRAに規定された主要な要件を以下にまとめた456。 

 

• 301節、303節「緊急時計画」－ 

o 自治体は化学ハザードに備えた緊急時計画を策定し、最低でも 1年に一度計画を見直すこと 

o 州政府は、自治体の緊急時計画の取組みを監督すること 

o EPCRAの規定値（量）を上回る極めて危険な物質（Extremely Hazardous Substances：

EHS）を取扱う施設の運用者は、州政府による緊急時計画策定に協力すること 

                                                   
456 “Key Provisions of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act.” EPA. 
https://www.epa.gov/epcra/what-epcra 

 

https://www.epa.gov/epcra/what-epcra
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• 304節「緊急事態の通知」－EHS457、及び包括的環境対策・補償・責任法（Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act ：CERCLA）で定義される有害物質

458が放出された場合、施設の運用者は迅速に緊急事態を通知すること。通知義務が発生する量の

閾値（Reportable Quantities：RQs）を上回る物質が放出された場合、施設の運用者は迅速に州

政府、及び自治体に緊急事態の発生を通知すること 

• 311節、312節「共同体の知る権利に係る要件」－有害物質を取り扱う、或いは保管する施設の運

用者は、化学物質安全データシート（Material Safety Data Sheets：MSDSs）を州政府、自治体、

及び地元の消防署に提出すること。化学物質安全データシートには、化学物質の性質と同物質が

人体に与える影響が記載される。当該施設の運用者はまた、有害物質の在庫リストを州政府、自

治体、及び地元の消防署に提出すること 

 

この他、313節では、有害化学物質排出の記録データ（Toxics Release Inventory (TRI) form：Form R）を

毎年提出することが義務付けられている。 

 

核燃料施設の事業者は、核燃料施設における緊急時計画に関する NRC 規制 10 CFR 30.32(i)(3)、

40.31(j)(3)、72.32、及び76.91）、及びこれらに基づく規制指針3.67により、オンサイト緊急時計画の中で、

EPCRA の要件を順守している旨を説明することが義務付けられている459。また NRC は、オンサイト緊急

時計画を評価する際に、EPCRAの遵守について検査する460。 

 

5.1.1.2 化学ハザードを対象とした緊急時計画の要件 

＜緊急時計画の運用主体組織＞ 

EPCRAの下、緊急時計画に従事する組織として、州レベルでは、州緊急時計画委員会（State Emergency 

Response Commissions：SERCs）、自治体レベルでは、自治体の緊急時計画委員会（Local Emergency 

Response Commissions：LERCs）を設立することが義務付けられている。自治体の緊急時計画委員会は

緊急時計画を策定する責任を有し、州緊急時計画委員会はその取組みを監督・評価する役割を担う。州緊

急時計画委員会のメンバーは、州知事が緊急時計画に関する専門知識を有している者の中から任命する。

自治体の緊急時計画委員会は通常、有害物質を取り扱う施設が立地する郡（county）に設置され、地元コ

                                                   
457 EHSの定義とその放出時における通知義務に係る規定値は、40 CFR Part 355の付録資料 Aと Bにて規定されてい

る。詳細は以下のリンクを参照 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2016-title40-vol30/pdf/CFR-2016-title40-vol30-

part355.pdf 
458 CERCLAで規定された有害物質とその放出時における通知義務に係る規定値は、40 CFR Part 302.4の表 302.4にて

規定されている。詳細は以下のリンクを参照 http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=se40.28.302_14&rgn=div8 
459 “Regulatory Guide 3.67: Standard Format and Content for Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 
Facilities.” NRC. April 2011. http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf 
460 NRCへのヒアリングより。 

 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2016-title40-vol30/pdf/CFR-2016-title40-vol30-part355.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2016-title40-vol30/pdf/CFR-2016-title40-vol30-part355.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=se40.28.302_14&rgn=div8
http://www.nrc.gov/docs/ML1033/ML103360487.pdf
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ミュニティの役人、警察、消防署、救急隊、メディア関係者、有害物質を取り扱う施設の運用者等、多岐にわ

たるメンバーで構成される461。 

 

＜緊急時計画＞ 

既述のように化学ハザードを対象とした緊急時計画は自治体の緊急時計画委員会が策定し、州緊急時計

画委員会がこれを評価する役割を担う。化学ハザードを取り扱う施設の運用者は、施設で取り扱う物質に

関する情報を同委員会に提供する他、同委員会のメンバーとして緊急時計画の策定にも関与する。緊急時

計画に記載される主な内容は以下の通りである462。 

 

• 化学ハザードを取扱う施設、ハザード物質の輸送経路、化学ハザードにより影響を受ける可能性の

ある施設の説明（病院、ガス加工施設等） 

• 化学ハザードの漏れが発生した場合に、施設の所有者、運用者、地元の緊急時対応組織が講じる

べき措置の説明 

• 緊急事対応措置の導入に係る責任を有する自治体の責任者、及び施設の責任者 

• 施設の運用者、及び自治体が緊急事態の発生を緊急時対応要員、及び地域住民に通知するため

の手法の説明 

• 化学ハザードの漏れを発見するために導入している措置の説明、また化学ハザードの漏れにより

影響を受ける可能性のある地域、人口の特定 

• 緊急時対応に利用される施設、設備機器とその使用者の説明 

• 避難計画（避難の実施方法、避難経路） 

• 訓練（地元の緊急時対応要員、救急要員を対象とした訓練の内容、実施スケジュール） 

• 緊急時計画の演習の内容、実施スケジュール、等 

 

EPCRA に基づく緊急時計画の取組みに対し違反が特定された場合、EPA が罰則を課す権限を有する。

EPCRA の下、自治体が作成するハザード物質を対象とした緊急時計画、また訓練の評価監督を行う権限

は FEMA にはない。NRC 関係者によると、EPCRA の下、整備される緊急時計画は、オフサイト放射線緊

急時計画（Radiological Emergency Response Plan：RERP）のように規制で厳格かつ具体的に内容が取

り決められるものではなく、地元地域が産業セクタと連携し、あらゆるハザードに対する対応を整備するため

の任意の枠組みであるとし、その内容にも柔軟性がある463。 

 

核燃料施設のハザードにかかる事業者による任意の取組み例として、Honeywell 社がイリノイ州で運用す

るウラン転換施設に関する緊急時計画があげられる。同施設では、大量の化学物質を保有している上に、

                                                   
461 “Regulatory Overview Course: Emergency Planning and Community Right-to-Know Act.” Pierce Country. 
https://www.co.pierce.wa.us/DocumentCenter/View/39639 
462 “Emergency Planning and Community Right to Know.” https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-
title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm 
463 NRCへのヒアリングより。 

https://www.co.pierce.wa.us/DocumentCenter/View/39639
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm
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住宅地域に隣接していることから、事業者と地元地域間で特別な取決めを行っている。Honeywell社は、同

施設から約 1.3マイル離れたオフサイト区域にサイレンを設置し、同施設でハザード物質の漏れが特定され

た場合、サイレンを鳴らし、地元住民に対し屋内退避を呼びかける。事業者は、サイレンの定期的な保守、

地元住民に対する防護措置に係る情報の提供を行っている。既述のとおりこの取組みはEPCRAの下で任

意に行われているもので、NRC の義務付けによるものではない。NRC 関係者は、その他の核燃料施設で

このような任意の取り組みが行われている例は認識していないと述べている464。 

 

＜緊急事態の通知＞ 

化学ハザードを取り扱う施設の運用者は、化学ハザードの漏れが特定された後迅速に地域の緊急時対応

組織に緊急事態の通知を行うことが義務付けられている。緊急事態の通知の際には、以下の情報が含ま

れる465。 

 

• 漏れが特定された化学物質の名称 

• 漏れが特定された物質が EHSであるか否か 

• 化学ハザードの漏れた量 

• 化学ハザードが漏れだした時間とその期間 

• 化学ハザードの漏れた経路（大気中、水、地中への漏れ等） 

• 化学ハザードの漏れによる人体への影響 

• 化学ハザードの漏れにより講じるべき措置（避難等） 

• 追加情報が必要な場合の連絡窓口情報（氏名、電話番号） 

 

5.1.2 英国 

英国では、核燃料施設における化学ハザードの緊急時計画は、大規模災害運用規則（Control of Major 

Accident Hazards：COMAH）にて規定されている。本項では、COMAH 規制の目的・導入の背景、

COMAH で規定されている緊急時計画の要件、規制監督を担う組織の役割、更に 2015 年の同規制の改

訂のポイントを整理した。 

 

5.1.2.1 化学ハザードに係る法規制 

英国では、核燃料施設における化学ハザードの緊急時計画は、大規模災害運用規則（Control of Major 

Accident Hazards：COMAH）にて規定されている。COMAH は、有害物質による大規模災害を防ぐことを

目的とした、EU指令 Seveso II Directiveを導入する国内規制として 1999年に制定された。同規制はこれ

まで 2004年、2015年に 2回改訂されている（2015年の改訂における主な変更点は後述参照）。COMAH

                                                   
464 NRCへのヒアリングより。 
465 “Emergency Planning and Community Right to Know.” https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-
title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap116.htm
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は、有害物質を取り扱う多岐に亘る産業施設を対象としており、この中に核燃料施設、及び原子力発電所

等も含まれる。COMAH規制の目的は、有害物質を取り扱う施設の事業者が、災害防止のための措置を導

入し、事故時には環境、人への被害を最小化するための対策を講じることを義務化することである466。 

 

＜COMAH規制の管轄組織＞ 

英国では、以下の 5つの規制当局が連携し、COMAH規制の監督を行っている。原子力施設においては、

原子力規制局（Office of Nuclear Regulation：ONR）が発電所立地地域を管轄する環境保護局（以下参照）

と連携し、COMAH規制の監督を担っている467。 

 

• 環境庁（Environmental Agency：EA） 

• スコットランド環境保護庁（Scottish Environmental Protection Agency：SEPA） 

• 天然資源ウェールズ（Natural Resources Wales：NRW） 

• 安全衛生庁（Health and Safety Executive：HSE） 

• 原子力規制局（Office of Nuclear Regulation：ONR） 

 

＜COMAH規制の対象となる施設区分＞ 

COMAH規制では、対象となる施設を有害物質の保有量に応じて下位層（lower-tier）と上位層（upper-tier）

に属する施設に区分している468。核燃料施設でも各施設の状況によりいずれの層に属するかが異なり、例

えば Spring Fields は上位層に位置付けられているものの469、Sellafield は下位層に位置付けられている

470。COMAH 規制の対象となる有害物質のリストと施設分類のための閾値は、COMAH 規制の Schedule 

1に記載されている471。 

 

5.1.2.2 化学ハザードを対象とした緊急時計画の要件 

上位層に属する施設には、より厳格な緊急時計画の要件が課せられる472。以下に、2015年 COMAH規制

に基づく、上位層、下位層に属する施設を対象とした主要な緊急時計画の要件をまとめた。 

 

                                                   
466 “Control of Major Accidents (COMAH).” HSE. Web: Sept 2016. http://www.hse.gov.uk/comah/ 
467 “COMAH Competent Authority.” HSE. Web: Sept 2016. http://www.hse.gov.uk/comah/authorityindex.htm 
468 COMAH規制の対象となる施設は以下のサイトから検索可能 

https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/Search.aspx 
469 “COMAH 2015 Public Information Record for Salwick.” HSE. December, 2015. 
https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/PublicInformation.aspx?piid=905 
470 “COMAH 2015 Public Information Record for Sellafield.” HSE. December, 2016. 
https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/PublicInformation.aspx?piid=1764  
471 “The Control of Major Accident Hazards (COMAH) 2015, Schedule 1.” HSE. 2015. 
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l111.pdf 
472 “Understanding Britain’s COMAH 2015 Requirements.” VelocityEHS. July 2016. 
https://www.ehs.com/2016/07/britains-comah-2015-requirements/ 

 

http://www.hse.gov.uk/comah/
http://www.hse.gov.uk/comah/authorityindex.htm
https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/Search.aspx
https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/PublicInformation.aspx?piid=905
https://notifications.hse.gov.uk/COMAH2015/PublicInformation.aspx?piid=1764
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l111.pdf
https://www.ehs.com/2016/07/britains-comah-2015-requirements/
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＜COMAH規制対象の全施設の事業者に適用される要件＞473 

 

• COMAH規制 5条：大規模災害防止のための措置を導入し、事故時には環境、人への被害を最小

化するための対策を講じること 

• COMAH規制 6条：施設の建設を開始する前に既述の規制当局に対し、以下の情報を提供するこ

と 

o 当該施設の事業者の名前と施設の所在地 

o 当該施設の事業者が属する企業の所在地 

o 当該施設の責任者の指名と役職 

o 当該施設で取り扱う有害物質に係る情報 

o 有害物質の量と性質 

o 当該施設の事業活動の説明 

o 大規模災害に発展する可能性のある要因の説明 

• COMAH規制 7条：事業者の大規模災害防止に係る基本方針（Major Accident Prevention 

Policies：MAPP）を策定すること。MAPPには、大規模災害防止に向けた事業者の役割と主な活

動、安全維持に向けた継続的な取組みへのコミットメント等の基本的事項が記載される。 

 

事業者は COMAH 規制 7 条により、MAPP で示された方針に基づく安全管理システム（Safety 

Management System）を導入することが義務付けられている。COMAH規制の Schedule 2には、安全管

理システムの要件が示されており、これらには、施設で起こりうる大規模災害の特定と評価、これらの災害

防止に従事する組織、緊急時対応要員の整備とトレーニングの提供、緊急時計画の策定と安全管理システ

ムの定期的な見直し等に係る要件等が含まれる。 

 

＜上位層に属する施設の事業者に適用される要件＞474 

• COMAH規制 Part 3、8条～10条：安全報告書（safety report）を策定、見直しの要件を規定。

COMAH規制の Schedule 3には、安全報告書に最低限記載すべき情報として、主に以下の内容

を説明することが規定されている。 

o MAPP、安全管理システム 

o 施設の概要（周辺地域、事業活動等） 

o 施設で取り扱う有害物質 

o 施設で起こりうる大規模災害（発生頻度、人・環境への影響等） 

o 大規模災害防止のための措置 

o 施設の安全設備 

                                                   
473 “The Control of Major Accident Hazards (COMAH) 2015” HSE. 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/483/pdfs/uksi_20150483_en.pdf 
474 “The Control of Major Accident Hazards (COMAH) 2015” HSE. 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/483/pdfs/uksi_20150483_en.pdf 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/483/pdfs/uksi_20150483_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/483/pdfs/uksi_20150483_en.pdf
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o 大規模災害発生時における被害の最小化に向けた措置 

o 緊急時計画、等 

• COMAH規制 Part 4、11条～16条：オンサイト、オフサイト緊急時計画の策定、見直し、緊急時計

画に基づく措置の導入に係る要件を規定 

 

オンサイト緊急時計画の記載内容は以下の通り（12条、Schedule 4 Part 1）： 

 

• オンサイト緊急時対応における責任者の氏名と役職 

• オフサイト緊急時対応の策定に向けたオフサイト組織との調整を担う責任者の氏名と役職 

• 大規模災害に発展する可能性にある条件や事象の説明、及び大規模災害を避けるための措置、

大規模災害の影響を最小化にするための措置 

• オンサイト緊急時対応要員に対する事故の影響を最小化にするための対策、緊急事態の通告方

法 

• オフサイトへの緊急事態の通知方法、伝達すべき情報の内容 

• 緊急時対応要員へのトレーニングの内容 

 

オフサイト緊急時計画は、自治体が事業者との連携の下、策定する。オフサイト緊急時計画には、オフサイ

ト緊急時対応における責任者の氏名と役職、オフサイト緊急時計画に基づく防護措置導入に必要となるリソ

ースの調整、対応の内容等が記載される。記載内容の詳細は、COMAH規制 Part 4、13条及び Schedule 

4 Part 2にて規定されている。 

 

5.1.3 フランス 

フランスでは、核燃料施設を含む BNI施設における化学ハザードの緊急時計画の枠組みは、2006年 6月

13日の TSN法、及び関連施行デクレに基づき、整備されている。TSN法では、BNI施設におけるあらゆる

安全リスクを評価することを事業者に義務付けており、これには放射線リスクの他、化学ハザードによる安

全リスクも含まれる。同評価の結果、当該施設において、公衆、環境への安全に影響を及ぼす化学ハザー

ドが特定された場合、事業者は事故の予防、事故時の影響の最小化に向けた措置をオンサイト緊急時計

画（PUI）に記載することが求められている。本項では、フランスの BNI 施設に適用される、化学ハザードの

法規制、及びその要件を整理した。 

 

5.1.3.1 化学ハザードに係る法規制 

フランスでは、BNI施設を対象としたハザード評価の実施が義務付けられている（政令第 2007-1557、8条）。

ここでは、放射線リスクの他、化学ハザードが公衆、環境に及ぼす安全リスクを評価することが求められて

いる。ASNの関係者によると、BNI施設の事業者は、BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 
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2012）の下、この結果を安全解析報告書としてまとめる。同評価の結果、当該施設で化学ハザードが特定

された場合、その対応措置を PUIに含むことが事業者に求められる。 

ASNは、BNI施設におけるあらゆるリスクの規制監督を行う役割を担っており、BNI施設における化学ハザ

ードの規制監督を行う権限を有する。ASN は、環境保護、及びリスクの予防（Environmental Protection 

and Risk Prevention）と題した検査ガイドを利用し、化学ハザードを規制している（同ガイドは ASN 外部に

は非公開）475。 

 

フランスの核燃料施設で取扱われる化学ハザードを対象とした主な法規制を以下にまとめた。 

 

• 2006年 6月 13日の法律第 2006-686号（Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire：TSN法） — 2006年 6月に制定された

BNI施設を対象としたフランスの原子力安全規制の基本法。同法では、BNI施設の事業者に対し、

放射線リスクの他、化学ハザードを含む非放射線のリスク等、施設の事業活動に伴うあらゆる種類

のリスクを考慮することを義務付けている476。 

• BNI施設に係る一般規則原則を規定する省令（Order of 7 February 2012） — 全 BNI施設に適

用される一般規則を規定。緊急時対応の体制・設備の整備、オンサイト緊急時計画の策定、緊急

時計画に基づいたドリルの実施、内外部の事象を踏まえたハザード評価に係る要件が含まれる。

同省 3章では、当該施設の安全解析で評価すべき内部ハザードとして有害物質の放出を挙げてお

り、環境と公衆への影響評価を実施することを義務付けている。同省令 4章では、有害物質の管

理に関する要件を規定しており、BNI施設の事業者は環境と公衆の保護のため、外部への有害物

質放出を防ぐための措置を講じることが義務付けられている（4.1.1項）477。 

• 政令第 2007-1557号（Decree 2007-1557 of 2 November 2007） — TSN法に基づく、原子力

防災にかかる主な施行政令。BNI施設施設を対象とした許認可要件の内容、緊急時計画の策定を

はじめとした防災要件を規定。同政令では、BNI施設を対象としたリスク評価の他、BNI施設設置

の影響評価を実施するよう事業者に義務付けている（9条）。具体的には、放射性物質、及び化学

ハザードの流出の量、特性、これらの流出を最小化するための措置等が評価される。20条では、

BNI施設の事業者に対し、BNI施設の運用を開始する前に、施設で発生する有害廃棄物の量を制

限するための廃棄物管理方法をまとめた報告書を ASNに対し提出するよう義務付けている478。 

 

                                                   
475 ASN関係者へのヒアリングより。 
476 “Act No. 2006-686 of 13 June 2006.” 2006. ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-
No.-2006-686-of-13-June-2006 
477 “Order of 7 February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations (English version).” 2012. 
ASN. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012 
478 “Decree 2007-1557 of 2 November 2007.” Nuclear Safety Authority. 2007. http://www.french-nuclear-
safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007 

 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-No.-2006-686-of-13-June-2006
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-No.-2006-686-of-13-June-2006
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Order-of-7-February-2012
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
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5.1.3.2 化学ハザードを対象とした緊急時計画の要件 

ハザード評価の結果、BNI 施設で公衆、環境に影響を及ぼす化学ハザードが特定された場合、オンサイト

緊急時計画に化学ハザードに対応するための措置が記載される。また、オフサイト緊急時計画にも化学ハ

ザードに対する対応策が記載される479。 

 

＜参考：化学ハザードに係る近年の規制動向＞ 

福島事故を受けて実施されたストレステストでは、化学ハザードの影響も評価された。この結果、 大量の

UF6、 HF を利用する施設において、これらの化学物質がシビアアクシデントの原因となり得ると評価さ

れた。この評価に基づき、仏国では UF6 の漏えいリスクを低減させるための措置を講じることが事業者

に義務付けられている。 

 

5.1.4 フィンランド 

フィンランドにおける原子力施設の化学ハザードの緊急時計画は、救助法（Rescue Act、379/2011）、及び

危険な化学物質と爆発物の安全な取り扱い、及び貯蔵に関する法律（Act on the Safe Handling and 

Storage of Dangerous Chemicals and Explosives、390/2005）で規定されている。本項では、フィンランド

の化学ハザードの規制監督を担う組織の役割、また化学ハザードに係る主要な緊急時計画の要件を整理

した。 

 

5.1.4.1 化学ハザードに係る法規制 

フィンランドでは、原子力施設における化学ハザードの緊急時計画は、救助法（Rescue Act、379/2011）480、

及び危険な化学物質と爆発物の安全な取り扱い、及び貯蔵に関する法律（Act on the Safe Handling and 

Storage of Dangerous Chemicals and Explosives、390/2005）で規定されている481。390/2005は、有害

物質による大規模災害を防ぐことを目的とした、EU指令 Seveso II Directiveを導入する国内規制として制

定されたものである（詳細は以下参照）。 

 

＜化学ハザードの緊急時計画に係る主要な法律＞ 

• 危険な化学物質と爆発物の安全な取り扱い、及び貯蔵に関する法律（Act on the Safe Handling 

and Storage of Dangerous Chemicals and Explosives、390/2005）482－危険な化学物質、爆発

                                                   
479 “PPI of AREVA La Hague”, Prefecture of Manche, 2012, 
480 “Rescue Act (379/2011).” Ministry of Interior. 2011. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf 
481 Fortum関係者へのヒアリングより。 
482 Act on the Safe Handling and Storage of Dangerous Chemicals and Explosives (390/2005), 
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1 

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
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物を取り扱う大規模な産業施設の事業者を対象として、許認可の取得、化学物質の安全リスクを評

価した安全報告書の作成、及びオンサイト緊急時計画の策定を義務付け（28条）。 

• 救助法（Rescue Act、379/2011）483－化学ハザードを取り扱う産業施設立地地域の救助サービス

局（Department of Rescue Service）に対して、事業者との連携の下、化学ハザードに対するオフ

サイト緊急時計画の策定を義務付けている（Section 48）。救助サービス局（Department of 

Rescue Service）は内務省（Ministry of Interior）傘下の組織であり、オフサイトの緊急時対応を管

轄している。 

 

＜化学ハザードの緊急時計画に係る主要な規制＞ 

危険な化学物質と爆発物の安全な取り扱い、及び貯蔵に関する法律（390/2005）の施行デクレとして以下

の 2つが発行されている。 

 

• 危険な化学物質の取り扱い、及び貯蔵のモニタリングに関するデクレ（Government Decree on the 

Monitoring of the Handling and Storage of Dangerous Chemicals、685/2015）484－危険な化学物

質を取り扱う大規模な産業施設を対象とした、安全報告書、オンサイト・オフサイト緊急時計画に係る

要件を規定 

• 危険な化学物質の取り扱い、及び貯蔵を行う産業施設を対象とした安全要件に関するデクレ

（Government Decree on Safety Requirements for Industrial Installations Handling and Storing 

Dangerous Chemicals、856/2012）485－化学物質取り扱い、貯蔵施設における想定事故（火災、機

器の損傷、爆発等）の緊急時対応に係る要件を規定 

 

フィンランドでは、現在稼働中の 2 件の発電所（Loviisa、及び Olukiluoto）においてこれらの法律への遵守

が義務付けられており、化学ハザードの安全へのリスクを評価した安全報告書の作成、オンサイト・オフサ

イト緊急時計画の作成等が義務付けられている（オフサイト緊急時計画は既述の通り救助サービス局が作

成）486487488。 

  

                                                   
483 “Rescue Act (379/2011).” Ministry of Interior. 2011. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf 
484 Government Decree on the Monitoring of the Handling and Storage of Dangerous Chemicals (685/2015), 
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150685 
485 Government Decree on safety requirements for industrial installations handling and storing dangerous chemicals 
(856/2012), 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120856?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=856%2F2012 
486 TVO Safety Bulletin in Case of Chemical Hazard, 
http://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/9222_TVO_turvallisuustiedote_ENG.pdf 
487 Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Kemialliset vaaratekijät, 
https://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Energy%20production/Fortum_turvallisuustiedote_Loviisa.pdf 
488 Our Environment 2012, Loviisa power plant, 
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/Loviisan_voimalaitos/Julkaisut/Documents/Fortum_MeidanYmp
aristomme2012_ENG.pdf 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150685
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120856?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=856%2F2012
http://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/9222_TVO_turvallisuustiedote_ENG.pdf
https://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Energy%20production/Fortum_turvallisuustiedote_Loviisa.pdf
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/Loviisan_voimalaitos/Julkaisut/Documents/Fortum_MeidanYmparistomme2012_ENG.pdf
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/Loviisan_voimalaitos/Julkaisut/Documents/Fortum_MeidanYmparistomme2012_ENG.pdf
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＜フィンランドにおける化学ハザードの管轄組織＞ 

フィンランドでは雇用経済省（Ministry of Economic Affairs and Employment）傘下のフィンランド安全・化

学物質庁（Finnish Safety and Chemicals Agency：TUKES）が、原子力発電所における化学ハザードを含

む、産業用化学物質の規制監督を行っている。TUKESは、化学物質の取り扱いにおいて、許認可の発行、

安全解析報告書、及びオンサイト緊急時計画の評価等、規制遵守の監督を実施する役割を担っている489。 

一方、オフサイト緊急時計画の作成は、内務省傘下の救助サービス局が実施する。 

 

5.1.4.2 化学ハザードを対象とした緊急時計画の要件 

フィンランドの原子力施設における化学ハザードを対象とした主要な緊急時計画の要件を以下にまとめた。 

 

＜安全報告書の要件＞ 

危険な化学物質を取り扱う産業施設の事業者は 390/2005の下、安全報告書を TUKESに提出することが

義務付けられている490。安全報告書に記載された情報は、緊急時計画策定の際に活用される。安全報告

書には、施設の概要（事業者の名前、施設の住所連絡先等）の他、施設で取り扱う化学物質のリスト、化学

ハザードのリスク評価により特定された想定事故、及び事故の影響の説明が記載される。また、特定された

事故の予防策、及び事故発生時に事故の影響を最小化にするための措置等が記載される491。TUKES が

安全報告書の評価を実施する。最低でも 5 年に一度の頻度で、安全報告書の見直しを行うことが事業者に

求められている492。 

 

＜オンサイト緊急時計画の要件＞ 

危険な化学物質を取り扱う施設の事業者は 390/2005の 28条に基づき、安全報告書で特定された事故へ

の対応策をまとめたオンサイト緊急時計画（Internal Emergency Plan）を策定することが義務付けられてい

る493。オンサイト緊急時計画には、化学物質により想定される事故の影響を最小化にするための措置、ま

た復旧や汚染除去作業等の措置を記載することが求められている。TUKES がオンサイト緊急時計画の評

価を実施する。最低でも 3年に一度の頻度で、オンサイト緊急時計画の見直しを行うことが事業者に求めら

れている494。 

  

                                                   
489 “Safety Bulletin in Case of Chemical Hazard.” Teollisuuden Voima Oyj. April 2013. 
http://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/9222_TVO_turvallisuustiedote_ENG.pdf 
490 Act on the Safe Handling and Storage of Dangerous Chemicals and Explosives (390/2005), 
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1 
491 http://www.tukes.fi/Tiedostot/Tukes-ohjeet/Tukes-ohje_9_2015_Turvallisuusselvitys.pdf 
492 TUKES Guidebook: Dangerous Chemicals in Industry, 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/englanti/dangerous_goods/brochures/dangerous_chem_brochure.pdf 
493 Tukes-ohje 8/2015 Sisäinen pelastussuunnitelma, http://tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-
kaasu/Tukes-ohje-82015-Sisainen-pelastussuunnitelma/ 
494 Act on the Safe Handling and Storage of Dangerous Chemicals and Explosives (390/2005), 
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1 

http://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/9222_TVO_turvallisuustiedote_ENG.pdf
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Tukes-ohjeet/Tukes-ohje_9_2015_Turvallisuusselvitys.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/englanti/dangerous_goods/brochures/dangerous_chem_brochure.pdf
http://tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-82015-Sisainen-pelastussuunnitelma/
http://tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-82015-Sisainen-pelastussuunnitelma/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
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＜オフサイト緊急時計画の要件＞ 

化学ハザードを取り扱う産業施設立地地域では救助法の下、オフサイト緊急時計画（External Emergency 

Plan）の作成が義務付けられている（Section 48）。救助サービス局（Department of Rescue Service）は事

業者との連携の下、オフサイト緊急時計画を策定している。オフサイト緊急時計画には、当該施設の安全報

告書の内容を踏まえ作成される495。同計画には、オフサイトに影響を及ぼす化学ハザードによる事故が発

生した際に、事故の影響を最小化にし、公衆を保護するための防護措置と手順、また緊急事態の通知・公

衆への情報提供、事故後の復旧作業の内容等が記載される。オフサイト緊急時計画は 3年毎に見直すこと

が求められている496497。 

 

5.1.5 各国の比較まとめ 

 米国 英国 フランス フィンランド 

化学ハザードの

規制監督を担う

組織 

環境保護庁（EPA） 

原子力規制局

（ONR）が発電所立

地地域を管轄する

環境保護局498と連

携し、COMAH規

制監督 

原子力安全局

（ASN） 

フィンランド安全・化

学物質庁

（TUKES） 

化学ハザードの

緊急時計画に係

る主要な法規制 

緊急時計画の立案・

共同体の知る権利法

1986年（EPCRA） 

大規模災害運用規

則（COMAH） 

2006年 6月 13日

の TSN法 

政令第 2007-

1557、8条 

BNIの一般規則を

定めた省令（Order 

of 7 February 

2012） 

救助法（Rescue 

Act、379/2011）、 

危険な化学物質と

爆発物の安全な取

り扱い、及び貯蔵に

関する法律

（390/2005） 

化学ハザードの

緊急時計画の主

な要件 

化学ハザードによる

事故に備えた緊急時

計画の策定、定期的

な更新 

緊急事態の通知、等 

当該施設で起こりう

る化学ハザードの

特定と、特定された

事故発生抑制のた

めの安全管理シス

テムの導入 

オンサイト、オフサ

イト緊急時計画の

策定、定期的な見

直し、等 

オンサイト、オフサ

イト緊急時計画の

策定 

安全報告書、オン

サイト緊急時計画、

及びオフサイト緊急

時計画の作成 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

 

                                                   
495 Act on the Safe Handling and Storage of Dangerous Chemicals and Explosives (390/2005), 
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1 
496 Rescue Act (379/2011), http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf 
497 Most recent Interior Ministry regulations identified: Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden 
ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015), 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150612?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=406%2F2011  
498 環境庁、スコットランド環境保護庁、天然資源ウェールズ 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150612?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=406%2F2011
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5.2 米国エネルギー省所掌の核燃料施設の規制動向 

米国のエネルギー省（Department of Energy：DOE）は、同省傘下の国立研究所、サバンナリバー、ハンフ

ォードサイト等、米国各地で原子力関連施設を所有、運用している。DOE 傘下の国家核安全保障局

（National Nuclear Security Administration：NNSA）の緊急時オペレーション局（Office of Emergency 

Operations）が、これらの施設における緊急時計画の整備に係る責任を有している。 

 

DOE の原子力関連施設に適用される緊急時計画の要件は、原子力施設、及び放射線緊急時に特化した

ものではなく、DOEが全米各地に所有する全ての施設、サイトにおけるあらゆる事象を対象とした包括的な

枠組み「包括的緊急時管理システム（Comprehensive Emergency Management System）」に基づいてい

る。以下では、DOE の包括的緊急時管理システム導入の背景、同システムに基づく緊急時管理プログラム

の概要をまとめた。 

 

5.2.1 エネルギー省の緊急時管理システム導入の背景 

DOEの緊急時計画の要件は、1980年代半ばまでは、DOEサイトにおけるあらゆる事象を対象とした包括

的なものではなく、放射線緊急時に焦点を置いたものであった。DOE は当時、複数の原子炉を運転してい

たほか、核兵器の生産も行っていた為である。しかし 1984 年にインド・ボパールの化学工場で大規模な化

学物質漏えい事故が発生したことを機に、DOE サイトに適用される緊急時計画の要件に、化学ハザードの

要素が盛り込まれた。その後、労働安全衛生局（Occupational Safety and Health Administration：OSHA）

が、労働者の保護、ハザード物質の廃棄に係る規制を強化したことを受けて、放射線、化学ハザードの他、

生物物質・感染性物質を含む、あらゆる事象を対象とした包括的な緊急時要件が策定されることになり、

DOEの全施設におけるあらゆる緊急事態を考慮した現行の枠組みが形成されるに至った。 

 

DOEは 1995年、DOE長官令（DOE Order）151.1を発表、DOE施設・サイトで想定しうる、あらゆるハザ

ードから公衆、及び環境を保護するための緊急時計画の要件を正式に規定した。DOE の包括的な緊急時

管理システムに係る要件は、DOE 長官令 151.1C「包括的な緊急時管理システム（Comprehensive 

Emergency Management System）」に規定されており、防災のみならず、緊急時における対応、災害後の

復旧に係る要件を全て網羅している。 

 

5.2.2 エネルギー省の緊急時管理プログラム 

DOE長官令 151.1Cでは、DOEの施設・サイト、DOE現地支所、及び DOE本部を主要な緊急時対応組

織と位置づけ、各組織に対し、DOEのDOEの包括的な緊急時管理システムに基づいた緊急時管理プログ

ラムを導入し、組織の緊急時対応能力を維持することを義務付けている。緊急時における、これら 3 つの組

織の役割・責任は以下の通りである。 
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① DOEの施設・サイト：当該施設、サイトの作業員、公衆、環境を保護することを目的として、緊急事

態の影響を最小化するための緊急時対応を講じる、また事故後、安全に施設を復旧させるための

活動に従事する 

② DOE現地支所：DOEの施設・サイトでの緊急時対応の取組みを監督するとともに、州政府、自治

体との連携を通した地域レベルでの支援を提供 

③ DOE本部：DOE現地支所での緊急時対応の取組みを監督するとともに、DOE現地支所に対し支

援を提供する。必要に応じて、その他連邦政府省庁との連携を調整、対応にあたる。 

 

DOE 長官令 151.1C で規定される要件の多くは、その大枠を定めたもので、細かな要件は提供されてい

ない。DOE は別途、緊急時管理ガイド（Emergency Management Guide：EMG）により、緊急時計画策定

に係るより具体的な指針を提供している499。 

 

5.2.2.1 緊急時管理プログラムの概要 

DOE 長官令 151.1C で規定される緊急時管理プログラムは、全施設に適用される緊急時対応要件を規定

した①緊急時管理ベースプログラム、及び施設特有のリスクを考慮した要件を規定した②緊急時管理ハザ

ード物質プログラムで構成される。以下に、これらのプログラムの詳細をまとめた500。 

 

＜緊急時管理ベースプログラム＞ 

DOE 傘下の施設、及びサイトの運用者に対して、緊急時管理ベースプログラム（Operational Emergency 

Base Program）の導入が DOE 長官令 151.1Cにより義務付けられている。緊急時管理ベースプログラム

では、DOE長官令 151.1Cで規定される緊急時計画の要件の他、環境保護庁（Environmental Protection 

Agency：EPA）、OSHA、運輸省（Department of Transportation：DOT）等のその他連邦省庁、州自治体

の規制要件、更に DOEの緊急事態の通告にかかるプロトコル、訓練実施等、DOE施設に求められる最低

限（ベースライン）の要件の遵守が各 DOE 施設の運営者に課せられる。同プログラムで求められる具体的

な内容として、医療支援、火災ドリル、作業員への緊急時の通知システム、環境への有害物質の漏れへの

対応に係るドリル・演習等が含まれる。 

 

DOE 長官令 151.1C では、緊急時管理ベースプログラムの一環として、サイト特有のハザードを特定する

ための調査（Hazards Survey）の実施が義務付けられており、施設で取り扱う放射性物質や有害化学物質

等のリスク、また自然災害等の外的ハザード等、サイト特有のハザードの特定・評価、防護措置の検討が実

施される。緊急時管理ベースプログラムでは、同調査の結果を踏まえ、同プログラムの適用範囲が決定さ

れる。 

                                                   
499 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 
500 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
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ハザードを特定するための調査の結果、ハザードが特定されなかった、或いは特定されたハザードが DOE

長官令 151.1Cでの 3章の 3.b.「ハザード物質のスクリーニングプロセス（Hazardous Material Screening 

Process）」に規定された閾値を下回る場合、緊急時管理ベースプログラムの導入のみが求められる。一方、

同調査の結果、閾値を上回るハザードが特定された場合、ハザード物質により想定される事故の分析、こ

れらの事故に拠り生じ得る影響評価を実施するため、緊急時計画ハザード審査（Emergency Planning 

Hazards Assessment：EPHA）」の実施が義務付けられる。ハザード物質のスクリーニングプロセスに係る

具体的な指針は、DOE G 151.1-2 で提供されており、同ガイダンス図書には対象となる物質、及び閾値が

明記されている。 

 

＜急時管理ハザード物質プログラム＞ 

緊急時管理ベースプログラムの一環として実施が施設の運用者に義務付けられているハザード調査の結

果、DOE 傘下の全施設、及びサイトが、規定値を上回るハザード物質を有していることから、オフサイトの

安全に影響を及ぼすリスクが高いと判断された場合、DOE長官令 151.1Cにより、EPHAの実施が義務付

けられている。ここでは、該当する施設、サイトで取り扱うハザード物質に基づき、オフサイトへの有害物質

が漏れるリスク、影響等をシナリオに基づき評価する。 

 

EPHAの結果により、当該施設、サイトで起こり得る事故が、緊急事態の分類において警告、或いはそれ以

上のレベル以上の事故が起きる可能性はない、と評価された場合、当該施設は、ベースプログラム施設

（Base Program Facility）と区分され、緊急時管理ベースプログラムのみが適用される。一方、当該サイト、

施設で想定される事故が警告、サイトエリア緊急事態、或いは全面緊急事態に発展する可能性があると評

価された場合、当該施設はハザード物質プログラム施設（Hazardous Material Program Facility）と区分さ

れ、緊急時管理ベースプログラムに加えて、緊急時管理ハザード物質プログラム（EHMP）の導入が求めら

れる（緊急事態の区分についての説明は後述参照）。DOE G 151.1-2 の 2 章「ハザード審査（Hazard 

Assessments）」では、EPHAの実施に係る具体的な指針を提供しており、同ガイダンスの付録資料 Hでは、

仮想のDOE施設を対象としたハザード審査の手法、及び同結果の緊急時計画への適用の事例が約 40ペ

ージに亘り記載されている501。 

 

ベースプログラム施設、及びハザード物質プログラム施設双方における緊急時管理ベースプログラムの導

入に係る指針は、151.1-1A の 3 章に記載されている。また 151.1-1A の添付資料 A「ベースプログラム施

設の緊急時計画の標準様式、及び内容（Appendix A：Standard Format and Content of Emergency 

Plans for Base Program Facilities）」では、ベースプログラム施設における緊急時計画の様式と内容に係

る指針を提供している502。 

 

                                                   
501 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 
502 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
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5.2.3 エネルギー省所掌の核燃料施設の緊急時計画に係る主要法規制 

以下に、DOE所掌の核燃料施設の防災要件に係る主要な法規制、ガイドライン図書をまとめた。 

 

5.2.3.1 緊急時計画に係る主要な法規制 

以下に、DOE所掌の核燃料施設の防災要件に係る主要な法規制を挙げた。 

 

• DOE長官令（DOE Order）151.1C「包括的な緊急時管理システム（Comprehensive Emergency 

Management System）」 — DOEの包括的な緊急時管理システム、同システムに基づく緊急時

対応機関の役割・責任に係る要件を規定。緊急時計画のみならず、緊急時対応、災害後の復旧に

係る要件を網羅している503 

• 44 CFR 351.24「放射線緊急時計画及び準備：エネルギー省」 — 公衆の安全と環境を保護する

ことを目的として、DOEの原子力施設における緊急時計画を整備する旨規定504 

 

5.2.3.2 緊急時計画に係る主要なガイダンス図書 

DOE長官令（DOE Order）に基づく、緊急時管理ガイド（151.1シリーズ）を以下に挙げた。 

 

• DOE G 151.1-1A「緊急時計画の基礎、及び緊急時管理ベースプログラム（Emergency 

Management Fundamentals and the Operational Emergency Base Program）」 — DOE長官

令に基づくガイダンス図書。包括的な緊急時管理システム、特に緊急時管理ベースプログラムに係

る指針を提供（3章）。151.1-1Aの添付資料 Aでは、緊急時管理ベースプログラムの緊急時計画

の標準様式、及び内容に係る指針を提供505 

• DOE G 151.1-2「計画の技術ベース（Technical Planning Basis）」 — ハザード調査（1章）、

EPHA（2章）、EPZ（3章）に係る指針を提供506 

• DOE G 151.1-3「プログラムの要素（Programmatic Elements） — 緊急時体制の整備、訓練・ド

リルの実施、緊急時対応能力の維持に係る指針を提供。151.1-3の添付資料 Aでは、緊急時管理

ハザード物質プログラムの緊急時計画の標準様式、及び内容に係る指針を提供507 

                                                   
503 “DOE O 151.1C, Comprehensive Emergency Management System.” DOE. November, 2005. 
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c 
504 “44 CFR 351.24 - The Department of Energy.” GPO. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-
vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf 
505 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 
506 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 
507 “DOE G 151.1-3, Programmatic Elements.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-3 

 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-3
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-3
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• DOE G 151.1-4「緊急時対応の要素（Response Elements）」） — 緊急事態の区分・EALの他（4

章）、緊急時対応機関の役割、オフサイト機関との調整、緊急時対応施設・設備の整備、緊急事態

の通知、事故の影響評価、防護措置、再入、復旧等に係る指針を提供508 

• DOE G 151.1-5「生物ハザードの管理施設（Biosafety Facilities）」 — バイオハザードを取り扱う

施設を対象とした緊急時計画に係る指針を提供509 

 

5.2.4 エネルギー省所掌の核燃料施設の緊急時計画の要件の内容 

以下に、DOE所掌の施設に係る具体的な緊急時計画の要件の内容をまとめた。 

 

5.2.4.1 緊急時計画 

DOE 所掌の施設、サイトでは、連邦規制 44 CFR 351.24、及び DOE長官令 151.1C によりオンサイト緊

急時計画の整備が義務付けられている510。緊急時計画の標準様式、及び内容に係る指針は、緊急時管理

ベースプログラムでは 151.1-1A の添付資料 A511にて、緊急時管理ハザード物質プログラムでは 151.1-3

の添付資料 A512において提供されている。 

 

例として、緊急時管理ベースプログラムで求められる緊急時計画には、以下の内容を記載することが求めら

れている。 

 

• 緊急時対応組織の役割 

• オフサイト緊急時対応組織との連携 

• 緊急時対応に利用される設備機器 

• 緊急事態の区分 

• 緊急事態の通知とコミュニケーション手法 

• 緊急事態の影響評価にかかる方法 

• 緊急時に講じるべき防護措置の内容 

• 緊急時の医療支援 

• 復旧作業 

                                                   
508 “DOE G 151.1-4, Response Elements.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-4 
509 “DOE G 151.1-5, Biosafety Facilities.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-5 
510 “DOE O 151.1C, Comprehensive Emergency Management System.” DOE. November, 2005. 
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c 
511 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 
512 “DOE G 151.1-3, Programmatic Elements.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-3 

 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-4
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-4
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-5
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-5
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-3
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-3
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• トレーニング、ドリル 

• 演習 

• 緊急時対応能力の維持等 

 

オフサイトの緊急時計画の策定は、連邦規制 44 CFR 351.24において規定されている。同規制では DOE

に対し、FEMA との連携の下、州・自治体の放射線緊急時計画の作成における取組を支援を提供し、オフ

サイトの緊急時計画の適切性を、FEMAの見解も踏まえながら評価すること、と規定している513。 

 

5.2.4.2 想定する事故 

DOE では、当該施設、サイトにおけるハザードを特定するための調査（Hazards Survey）、（規定を超える

ハザードが特定された場合）EPHA の実施が施設の運営者に対し義務付けられている（DOE 長官令

151.1C）。これらにおいては、当該施設で起こり得る多岐に亘る内的・外的事象とその安全リスクが検討さ

れる。ハザード調査、EPHAにおいて検討される事象に関する指針はそれぞれ、DOE G 151.1-2の1.5項、

2.5項に記載されている514。具体的には、以下の内容が挙げられている。 

 

• 事故（火災、爆発、保存容器からの物質の放出、臨界事故、サイト内の交通事故等） 

• 自然災害（地震、トルネード、雷、雹、洪水、大雪等） 

• 外的事象（山火事、航空事故、サイト外の交通事故、サイト外の産業施設における事故等） 

• 敵対行為 

 

5.2.4.3 ハザード評価の内容と要求 

ハザード調査の結果、DOE長官令 151.1Cの 3章の 3.b.「ハザード物質のスクリーニングプロセス」で規定

された閾値をハザードが特定された場合、ハザード物質により想定される事故の分析、これらの事故に拠り

生じ得る影響評価を実施するため、EPHAの実施が義務付けられる。EPHA実施の必要性を判断するため

のハザード調査の手順に係る指針は、DOE G 151.1-2の 1章に記載されている。1章付録資料 Aにある

化学ハザード物質のスクリーニングプロセスの流れ（以下の図参照）では、取扱うハザード物質が、一般的

に利用されているか、放出の可能性があるか、取扱量は少量か、また米国防火協会（National Fire 

Protection Association：NFPA）の化学ハザード基準515による位置付け等の要素に基づき、EPHA 実施の

                                                   
513 “44 CFR 351.24 - The Department of Energy.” GPO. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-
vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf 
514 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 
515 NFPAの基準（NFPA 704, Standard System for the Identification of Hazardous Materials for Emergency 

Response）では、化学物質が公衆へ与える影響を評価するために、0～4までのレーティングシステムを導入している。レベ

ル 0ではハザードが全くなく、レベル 1～2は大規模な健康被害は発生しないと予想されるレベル。レベル 3 と 4は深刻な健

康被害をもたらすレベルと位置付けられている。 https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-

series/0151.1-EGuide-2/@@images/file 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title44-vol1/pdf/CFR-2014-title44-vol1-sec351-24.pdf
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2/@@images/file
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2/@@images/file
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必要性をフローチャートで示している。NFPA基準（NFPA 704：Standard System for the Identification of 

Hazardous Materials for Emergency Response）では、化学物質が公衆へ与える影響を評価するために、

0～4 段階の評価システムを導入しており、ハザードが全くないレベル 0 から、大規模な健康被害は発生し

ないと予想されるレベル 1～2、深刻な健康被害をもたらすレベル 3～4に区分される。 

 

図表 54： EPHAのスクリーニングプロセス 

 

出典：DOE516 

 

DOE G 151.1-2の 2章は、EPHAにおけるハザード評価の以下の各ステップに係る具体的な指針を提供

している517。 

 

• STEP 1： 当該施設とその運用方法、ハザード調査の結果を詳細に説明し、EPHAの評価対象の

範囲を決定する 

• STEP 2： 当該施設で取り扱うハザード物質の説明（特性、量等）を整理する（ハザード調査におい

て十分な解析がなされた物質を除く） 

• STEP 3： STEP 2で特定されたハザード物質を対象として、これらを要因とした外的・内的事象の

シナリオを策定 

• STEP 4： STEP 3で策定されたシナリオに基づき、影響解析を実施 

                                                   
516 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 
517 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
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• STEP 5： EPHAの結果を文書化 

 

5.2.4.4 緊急事態の区分および緊急時活動レベル 

DOE 長官令 151.1C では、DOE のサイト、或いは施設において、公衆と環境の安全に影響を与える可能

性のある事象が発生した場合、オペレーション緊急事態（Operational Emergency：OE）を発令するよう施

設の運用者に義務付けている。DOE は、OE の中でも、ハザード物質を制御することが出来なくなり、外部

に有害物質が放出した、或いは放出する可能性がある事態において、その緊急事態を、事故の影響の深

刻度に応じて区分することを義務付けている。DOE では、①警告（Alert）、②サイトエリア緊急事態（Site 

Area Emergency：SAE）、③全面緊急事態（General Emergency：GE）、の 3つの区分が設けられており、、

その定義を説明している518。緊急事態の区分を必要としない事象、必要とする事象は、DOE 長官令

151.1Cの 5章「オペレーション緊急事態、及び条件（Operational Emergency Events and Conditions）の

2項、と 3項にそれぞれ記載されている。緊急事態の 3つの区分の定義は以下の通り：。 

 

• 警告－以下の一つ、或いはそれ以上に該当する事象が発生した、進行中である、或いはその発生

が予期される場合に発令： 

o ハザード物質の制御能力が大幅に低下、或いは低下する可能性がある 

o 施設の職員や公衆にすぐには悪影響を及ぼす危険性のない核兵器、その部品や試験機器に

かかる安全、セキュリティが大幅に低下、或いは低下する可能性がある 

o 施設やその事業活動の安全、セキュリティが大幅に低下、或いは低下する可能性があり、これ

らがサイトエリア緊急事態、或いは全面緊急事態に発展する恐れがある 

• サイトエリア緊急事態－以下の一つ、或いはそれ以上に該当する事象が発生した、進行中である、

或いはその発生が予期される場合に発令： 

o 職員、及び公衆の保護に必要な機能が故障した、或いは故障する可能性がある。施設のサイ

ト境界線、及びサイト境界線を越えるエリアにおいて、規定値を超える放射線、または有害物

質の放出が予想されない状況 

o 施設の職員にすぐに悪影響を及ぼす危険性のある、核兵器、その部品や試験機器にかかる

安全、セキュリティが低下、或いは低下する可能性がある（公衆への影響の懸念はない状況） 

o 施設やその事業活動の安全、セキュリティが大幅に低下、或いは低下する可能性があり、これ

らが全面緊急事態に発展する恐れがある 

• 全面緊急事態－以下の一つ、或いはそれ以上に該当する事象が発生した、進行中である、或いは

その発生が予期される場合に発令： 

o 施設の安全やセキュリティシステムの機能が大幅に低下した、あるいは大幅に低下する可能

性が高く、大規模な有害物質の環境への放出が予想される。施設のサイト境界線、及びサイト

                                                   
518 “DOE O 151.1C, Comprehensive Emergency Management System.” DOE. November, 2005. 
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-BOrder-c
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境界線を越えるエリアにおいて、規定値を超える放射線、または有害物質の放出が予想され

る状況 

• 施設の職員や公衆に悪影響を及ぼす危険性のある、核兵器、その部品や試験機器にかかる安

全、セキュリティが大幅に低下した、或いは低下する可能性がある 

• EPHAの結果により、緊急事態の区分を必要とする OEが特定された施設に関しては、緊急時活

動レベル（Emergency Action Levels：EALs）を策定する519。 

 

5.2.4.5 緊急事態計画区域 

DOE 所掌の施設、サイトでは、DOE 長官令 151.1C に基づく、あらゆる事象を対象とした包括的な緊急時

管理システムが導入されていることをから、緊急事態計画区域（Emergency Planning Zone：EPZ）も放射

線緊急時のみならず、あらゆる事象を考慮した上で設定される。DOE は、州・自治体の緊急時計画を支援

する施設、サイトを中心とした区域を EPZ と定義しており、同区域内では、緊急事態の通知、公衆への情報

発信、オフサイト緊急時対応要員に対する訓練、防護措置の策定等が行われる。 

 

EPZ は、EPHA を実施した結果、当該施設、サイトで起こり得る事故が、緊急事態の分類において警告以

上に発展する可能性がある場合にその設定が義務付けられる。EPZの範囲は、当該施設、サイト立地地域

の州政府、自治体との連携の下、設定することが求められている（DOE 長官令 151.1C より）。DOE は、

EPZ の範囲を決定する際の判断基準として、当該施設、サイトを対象とした確率論的リスク評価

（Probabilistic Risk Assessment：PRA）を実施済みの施設は、同評価結果に基づき EPZを設定することを

施設、サイトの運営者に許可する一方、PRA の実施には高額な費用がかかることを踏まえ、代替手法とし

て、EPHAの一環として実施されるオフサイトへの影響評価の結果に基づき、EPZの範囲を決めることを許

可している。 

 

DOE G 151.1-2の 3.3項「施設の EPZの策定（Developing Facility EPZs）では、EPZ設定の必要性、及

び範囲の決定に係る具体的な指針を提供している520。また、同ガイダンスの付録資料Hでは、仮想のDOE

施設を対象としたハザード審査の手法、及び同結果の緊急時計画への適用の例が約 40ページに亘り記載

されており、同例の 6 章において EPZ の必要性の有無、範囲決定に係る判断手順を詳細に記載されてい

る521。 

  

                                                   
519 “DOE G 151.1-1A: Emergency Managemnent Fundamentals and the Operastional Emergency Emergency Base 
Program.” DOE. July 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a 
520 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 
521 “DOE G 151.1-2, Technical Planning Basis.” DOE. July 11, 2007. https://www.directives.doe.gov/directives-
documents/100-series/0151.1-EGuide-2 

https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-1a
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
https://www.directives.doe.gov/directives-documents/100-series/0151.1-EGuide-2
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＜参考：DOEの放射性廃棄物管理体制の課題＞ 

米国 DOEが管轄する、ニューメキシコ州の放射性廃棄物管理施設では 2014年 2月、放射性廃棄物の管

理が適切になされていなかったことを受けて、放射性物質の放出事故が発生する事態に至った。米国会計

検査委員会（U.S. Government Accountability Office：GAO）は 2015年 5月、米国 DOEが管轄するサイ

トの管理体制の監督が適切であるか評価、DOE/NNSA は、管轄するサイトの運用を担う委託組織を管理、

監督するための取組みを改善すべきと指摘した報告書を発表している。GAOは2000年以降、DOE/NNSA

のサイトで生じた問題を分析、この中で放射性廃棄物の管理が適切になされていなかったニューメキシコの

管理施設の例を挙げ、DOE/NNSA では、業務を委託する組織の管理監督システム（Contractor 

Assurance System：CAS）で得られた情報を、適切に活用するための組織的な指針が整備されていないた

めに、DOE現地支所が指針をそれぞれに作成している状況にある。このためこれら指針には統一性がない

他、不備な点も散見されると指摘した。GAO は、本部レベルでの包括的な委託組織の管理監督の方針を

策定することを DOE/NNSAに対し推奨している522。 

 

5.3 緊急時対応の拡張機能の法的根拠 

5.3.1 米国における緊急時対応の拡張機能の法的根拠 

米国では一般的に、発電所から半径 10 マイル（16 キロメートル）の区域をプルーム被ばく経路 EPZ、発電

所から半径 50 マイル（80 キロメートル）の区域を食物摂取経路 EPZ と規定している。プルーム被ばく経路

EPZ とは、緊急時における放射性物質の放出による被ばくを避ける、または被ばくの被害を軽減するため

に指定された区域で、通常発電所の半径 10 マイルの区域が該当する。同区域では必要に応じ、避難、屋

内退避、安定ヨウ素剤の服用等の措置が講じられる523。 

 

NRC はオフサイトの緊急時対応計画を管轄する連邦緊急管理庁（Federal Emergency Management 

Agency：FEMA）と連携し、半径 10 マイル、50 マイル内の緊急時対応の取組みを評価する役割を担う。既

述のように、放射線緊急事態発生時には、州政府および自治体がオフサイト緊急時対応計画に基づき、

EPZ内の住民を保護するための措置を講じる役割を担う。 

 

一方で、実際の原子力災害発生時に、EPZ として指定された 10 マイル、或いは 50 マイルを超える区域で

の対応が必要となった際の責任所在を明記した米国の法規制は、本調査では特定できなかった。ただし、

米国では一般的に、原子力を含む多様な災害時における公衆の保護は州政府（及び自治体）の責任であり、

                                                   
522 “Department of Energy: Actions Needed to Improve DOE and NNSA Oversight of Management and Operating 
Contractors.” GAO. June, 2015. http://www.gao.gov/assets/680/670777.pdf 
523食物摂取経路 EPZとは、放射線で汚染された可能性のある水や食物による被ばくを避けるために指定された区域で、通

常発電所の半径 50マイルの区域が該当する。同区域では緊急時に必要に応じて、区域内の水や食物の服用が禁止される

等の措置が講じられる。食物摂取経路 EPZ演習では、食物摂取経路 EPZ内（半径 50マイル内）の州政府が参加し、汚染さ

れた可能性のある食物の摂取制限や移転措置等の防護措置が評価される。“Program Manual, Radiological Emergency 

Preparedness.” FEMA. June 2013. PDF pg 327. 
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1917-25045-9774/2013_rep_program_manual__final2_.pdf 

http://www.gao.gov/assets/680/670777.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1917-25045-9774/2013_rep_program_manual__final2_.pdf
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大規模な災害等では必要に応じて州（及び自治体）が連邦政府の支援を受けることで対応する法的枠組み

がある（詳細後述）。このため州・自治体は、相互間や所定の連邦政府組織とのこのような対応にかかる合

意を事前に締結する等して、大規模災害に対応するための体制を整備している（但し、各州や自治体で具

体的な合意形成の枠組みは異なる）。 

 

FEMA は、あらゆる種類の災害、緊急事態の発生時における政府の国家対応の枠組み「National 

Response Framework」を構築、自治体、州政府、及び連邦政府の他、公衆や民間セクタ等の災害時にお

ける役割・責任に係る指針を提供しており、ここに既述の大規模災害の対応枠組みが示されている。これら

の指針をまとめたガイドの最新版（2013年 5月発表）では、災害時の公衆の保護に関する責任は州知事に

あるとした上で、スタフォード法（Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act）の下、

州政府の対応能力を超える規模の事故に至った場合、FEMAが州政府に対し支援を提供する524、と記述し

ている。 

 

さらに FEMA は、既述の国家対応の枠組みを補完する位置づけにある、連邦政府の統合的な緊急時対応

に係る計画（Response Federal Interagency Operational Plan：Response FIOP）を作成している525。同

計画の補足資料（Annex）として FEMAは、大規模な原子力・放射線災害時の対応、復旧に係る省庁（連邦

政府組織）間の役割・責任を明確にするための指針をまとめた計画（Nuclear/Radiological Incident Annex 

to the Response and Recovery Federal Interagency Operational Plans）を、2016年 10月に発表した

526。同計画の中では、あらゆる原子力・放射線災害時に適用される対応をまとめた上で、各政府組織の役

割・責任を記述している527。ここで、事故対応の中心となる組織は、事故の種類の他、事故発生場所、関与

する物質等により異なる。例えば、NRC、或いは合意州から許認可を取得した原子力施設で事故が発生し

た場合、NRC が中心となり対応にあたる一方、国防省（Department of Defense：DOD）、或いは DOE 所

有運営の施設である場合、それぞれの管轄省庁が事故対応にあたる。FEMA はこのように、大規模な事故

時において、事故対応の責任を有する州や自治体を支援する立場にある連邦政府組織の役割・責任を明

確にすることで、連邦政府の支援が必要となる対応に備える体制を整備している528。 

 

                                                   
524 “National Response Framework.” FEMA. May 2013. https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1914-
25045-1246/final_national_response_framework_20130501.pdf 
525 https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/120091 
526 “Nuclear/Radiological Incident Annex to the Response and Recovery Federal Interagency Operational Plans.” 
FEMA. October, 2016. https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-
fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf  
527 事故を①敵対行為による事故対応、②不慮の事故、③国外における事故、の 3種類に分け、各事故の対応責任を有する

連邦政府組織を特定。 
528 “Nuclear/Radiological Incident Annex to the Response and Recovery Federal Interagency Operational Plans.” 
FEMA. October, 2016. https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-
fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf  

https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1488825883577-fb52b6b7fd784dfb64aaee1fd886393a/NRIA_FINAL_110216.pdf
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5.3.2 英国における緊急時対応の拡張機能の法的根拠 

英国では、原子力施設のDEPZの範囲は、各施設のリスク（事業者のHIREの結果）、及びサイト条件に基

づき ONR が決定する。このため、DEPZ の範囲は各原子力施設により異なる。例として、発電用原子炉発

電所施設における DEPZ の範囲は、施設の半径 1km～3.5km、核燃料施設も 1km（Springfields）～7km

（Sellafield）とばらつきがある。 

 

ONR は、オフサイト向けの緊急時対応の指針をまとめた原子力緊急時計画対応ガイダンス（Nuclear 

Emergency Planning and Response Guidance - Response：NEPRG）の 5 章「公衆の対策（Public 

Countermeasures）において、DEPZは、当該発電所で特定されたハザードのシナリオに基づき決定された

ものではあるが、DEPZ の範囲を超える対応を必要とする事態が発生した場合に備えて、DEPZ の範囲を

超える環境モニタリング、大規模な除染作業を実施できる体制を整備することを推奨している（5.8.1 項～

5.8.4 項）。同指針ではまた、広範囲に亘る対応への準備として、隣接した地域の政府等の協力体制を構築

するための協定を締結するよう推奨している。尚、英国内閣府は 2008 年 12 月に地域間の協力体制の構

築に係るガイド「Mutual Aid A short guide for local authorities」529を発行しており、自治体は同ガイドを参

照し、協力体制を構築できる530。 

 

5.3.3 フランスにおける緊急時対応の拡張機能の法的根拠 

フランスでは、原子力発電所から 10 キロメートルの範囲を EPZ と設定し、原子力施設立地地域の県知事

が同区域における防護措置をまとめたオフサイト緊急時計画（PPI）を策定している。原子力発電所で事故

が発生した際にはまず PPIに基づく対応が行われるが、その範囲を超える規模に災害が発展した場合、重

大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画（National Response Plan: Major Nuclear or 

Radiological Accidents）（2014年2月）に基づき、国家レベルでの対応を実施する体制が整備されている。

フランスではこのように、国家、県レベルで原子力災害に備えることで、予め指定した EPZ を超える災害が

発生した場合、その対応を柔軟に拡張する体制を整えている531 。 

 

またフランスでは従来、放射線緊急時計画は県レベルで作成されていた。しかし、大規模災害に発展した福

島事故を機に、県の対応能力を超える災害発生時の国家の対応の指針の必要性が提起されたことを受け

て、重大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画が策定された。同計画は、2012 年 1 月に発令し

た首相通達「重大な危機の対策のための政府組織に関する 2012年 1月 2日の首相通達第 5567/SG号

（Circulaire relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, n° 5567/SG 

                                                   
529 “Mutual Aid A short guide for local authorities.” Cabinet Office. December, 2008. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62347/mutual_aid.pdf  
530 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance – Response.” October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf  
531 ASN関係者へのヒアリングより。 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62347/mutual_aid.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf
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du 2 janvier 2012）532に基づき作成されたもので、原子力事故に備えた国家レベルでの対応策をまとめた

ものである533。同計画では、緊急事態が 7 つに分類されており、各分類における事故対応の目的、対応の

措置の内容、また緊急時対応にあたる省庁、或いは民間組織が特定されている。 

 

5.4 フランス原子力基本施設の分類方式 

5.4.1 原子力基本施設の分類とその基準 

2006 年の原子力に関する安全及び透明性に関する法律（TSN 法、Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire）の 28条では、以下の施設を原子力基本

施設（Basic Nuclear Installations：BNI）と定義している534。 

 

• 原子炉 

• 核燃料を製錬、濃縮、製造、処理または貯蔵、及び放射性廃棄物の処理、貯蔵・処分する施設 

• 放射性物質または核分裂物質を格納する施設 

• 粒子加速器 

 

仏国ではこのように、探鉱・採掘を除く原子力関連施設が BNI 施設として定義されており、仏国の原子力規

制当局である原子力安全局（Autorité de Sûreté Nucléaire：ASN）により規制されている。 

 

フランスでは、決定第 2015-DC-0523号（Décision n°2015-DC-0523 de l'ASN du 29 septembre 2015）

にて、上記の BNI 施設を 9 つの施設のタイプに区分し、これらの施設を更に、リスクの重要度に応じてカテ

ゴリ 1～3に分類している。これらの 9つの区分、及び基準を以下の表にまとめた535。 

 

図表 55： 決定第 2015-DC-0523号に基づくフランスの BNI施設区分 

施設の分類カテゴリ 基準 

原子炉 

C1： 熱出力 30MWthを上回る原子炉 

C2： 熱出力 1～30、或いは強制対流冷却機能を備えた 1MWth以下の原子炉 

C3： 自然対流冷却機能を備えた熱出力 1MWthを下回る原子炉 

核燃料サイクル施設 

C1： 基準に含まれない全ての施設 

C2： 核燃料物質を燃料として処理するための準備、濃縮、成型加工を行う施設。燃料

の年間取扱量の上限が 100キログラムに限定された施設 

C3： 該当なし 

                                                   
532 “Circulaire relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, n° 5567/SG du 2 janvier 
2012.” Premier Ministre. January, 2012. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34453.pdf 
533 ASN関係者へのヒアリングより。 
534 “Act No. 2006-686 of 13 June 2006 on Transparency and Security in the Nuclear Field (English version).” ASN. 
2006. http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-No.-2006-686-of-13-June-2006 
535 “Décision n°2015-DC-0523 de l'ASN du 29 septembre 2015.” ASN. September 2015. 
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-
du-29-septembre-2015 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34453.pdf
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Act-No.-2006-686-of-13-June-2006
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
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施設の分類カテゴリ 基準 

使用済み燃料の 

中間貯蔵施設 

C1： 中・高レベルの熱出力の使用済み燃料を対象とした中間貯蔵施設 

C2： 低レベルの熱出力の使用済み燃料、或いは MOX燃料を対象とした中間貯蔵施

設 

C3： 酸化ウラン燃料を対象とした中間貯蔵施設 

放射性廃棄物貯蔵施

設 

C1： 高・中・低レベルの放射性廃棄物の貯蔵施設 

C2： その他の放射性廃棄物の貯蔵施設 

C3： 該当なし 

放射性廃棄物の 

中間貯蔵施設 

C1： 液体、或いは大量の高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵施設 

C2： 処理された高レベル放射性廃棄物、或いは中レベル放射性廃棄物の中間貯蔵施

設 

C3： その他の放射性廃棄物の中間貯蔵施設 

放射性廃棄物の 

処理施設 

C1： 高レベル放射性廃棄物の処理施設 

C2： 中・低レベルの放射性廃棄物の処理施設 

C3： その他の放射性廃棄物の処理施設 

放射性物質の管理 

C1： 該当なし- No criteria 

C2： 放射性物質の成型加工に代表される、C3基準に含まれない管理活動 

C3： 密封された放射線源のみを使用する際の活動、汚染された、または汚染された可

能性がある機器を使用したメンテナンス活動、放射性物質の貯蔵 

核分裂性物質の管理 

C1： 核分裂物質の転換- Conversion of fissile material 

C2： 核分裂物質の取扱い、臨界質量を超える、或いは同等の量の核分裂物質の一時

的な保存 

C3： 臨界質量を下回る量の核分裂物質の貯蔵 

加速器 

C1： 該当なし 

C2： 該当なし 

C3： 全ての施設 

出典：ASNの資料に基づきワシントンコアで作成536 

 

ASNが決定第 2015-DC-0523号により、新たな BNI施設のカテゴリを導入した主たる目的は、BNI施設を

安全性に対するリスクに応じて細分類することで、ASN が当該施設に必要、不必要な検査内容を判断し、

安全検査を効率的に実施する当局の内部プロセス効率化にある。ASN は規制当局として、BNI 施設の安

全検査を頻繁に実施しており、2015 年における検査実施回数は 1,882 件に及んでいるという。このように

BNI 施設の分類は、あくまで ASN 検査官の作業を効率化するための内部的な取組みであり、施設の事業

者に課せられる防災要件との関連性はない。また BNI 施設の分類方式はあくまで参考であり、検査に係る

最終的な意思決定は ASN委員、及びスタッフが行う537。 

 

                                                   
536 “Décision n°2015-DC-0523 de l'ASN du 29 septembre 2015.” ASN. September 2015. 
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-
du-29-septembre-2015 
537 ASNへのヒアリングより。 

 

http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0523-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
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5.4.2 分類方式の考え方、および技術的根拠 

ASN関係者によると、ASNによるカテゴリ 1～3までのリスクに基づく分類の判断基準は、非常に複雑な分

析プロセスを経て策定されている。同判断基準は、これまでに ASNが蓄積してきた経験、知識の他、数多く

の研究を基盤として策定されたものであり、1 つの図書に施設分類の判断基準に至った分析手法、結果が

整理されているわけではない。また判断基準策定の基になった図書の多くは ASN内部文書であり、一般に

は非公開となっている538。 

 

BNI施設の分類方式の策定のために実施された分析は主に、以下の 5つの原則に基づいている539。 

 

• 施設の事業活動の内容、施設内の放射能の量（Q値） 

• 施設で複数の事業活動が行われている場合、最も安全リスクの高い事業活動が考慮される（例：再

処理、廃棄物管理、燃料加工等、複数の活動が行われている La Hague等） 

• 廃止措置の進捗 

• その他の要素（外的ハザードに対する深層防護の強化（Hardened Safety Core）、オフサイト緊急

時対応を必要とする事故時に求められる政府の措置、これまでに蓄積された有害な高レベル放射

性廃棄物（原子力遺産、legacy waste）、環境への影響、等） 

• 放射線リスクと化学ハザードリスクの比較 

 

5.4.3 原子力基本施設を各カテゴリ別に分類した図書の更新頻度と考え方 

ANS は決定第 2015-DC-0523 号の発表後、フランス国内の BNI 施設を各カテゴリ別に区分した図書を

2015-DC-0524（Décision n° 2015-DC-0524 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015）

として 2015年 9月に発表している。同図書には、フランス全土の BNI施設がカテゴリ 1～3までに区分され

ており、各施設の BNI番号、施設名称、場所、及び施設の運用者が記載されている540。ASN関係者による

と、同リストは毎年更新される541。 

  

                                                   
538 ASNへのヒアリングより。 
539 同上 
540 “Décision n° 2015-DC-0524 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015.” ASN. September, 2015. 
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-
du-29-septembre-2015 
541 ASNへのヒアリングより 

http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
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図表 56： BNI施設一覧（抜粋） 

 

出典：ASN542 

 

5.5 欧米先進国における安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制 

欧米先進諸国では、放射線緊急時における内部被ばくの影響を軽減することを目的として、平常時から安

定ヨウ素の備蓄、原子力施設立地地域の地域住民への配布を行い、緊急時に備えている。世界保健機関

（World Health Organization：WHO）、及び国際原子力機関（International Atomic Energy Agency：IAEA）

は、安定ヨウ素剤の備蓄、配布、及び服用に係る指針を提供しており、欧州諸国の多くは、同指針を取り入

れた各国の規制に基づき、政府が介入レベルを国内規制や指針に取入れ、安定ヨウ素の服用体制を整備

している。しかし、これらの国際指針に対する準拠状況、安定ヨウ素剤の備蓄、配布、服用に係る具体的な

運用体制には各国において違いがみられるほか、米国のように、国家レベルでは安定ヨウ素剤の配布を義

務付けしておらず、服用の有無にかかる意思決定が州政府にゆだねられているケースもある。 

 

                                                   
542 “Décision n° 2015-DC-0524 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015.” ASN. September, 2015. 
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-
du-29-septembre-2015 

http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
http://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Decisions-individuelles/Decision-n-2015-DC-0524-de-l-ASN-du-29-septembre-2015
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本章では、5.1 項において、WHO、IAEA の国際基準をまとめた上で、5.2 項から、欧米先進国 6 か国を対

象とした、各国の安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る法規制、ガイドライン図書の整理、また国際

基準の準拠の状況をまとめた。 

 

5.5.1.1 安定ヨウ素剤にかかる国際機関の安全基準・指針 

WHO、IAEA は、安定ヨウ素剤の備蓄、配布、及び服用にかかる指針を提供している。以下では、WHO、

国際指針の概要をまとめた。 

 

＜世界保健機関の 1999年国際基準＞ 

WHO は 1999 年、原子力事故後の安定ヨウ素剤の利用に係る指針（Guidelines for Iodine Prophylaxis 

Following Nuclear Accidents）の改訂版を発表した。WHO の指針では、主に以下の内容が含まれている

543。 

 

• 安定ヨウ素剤の備蓄、配布、及び服用の手法、タイミングはサイト特有の条件を考慮して決定する

こと 

• 安定ヨウ素剤は原子力発電施設で保管すること 

• 安定ヨウ素剤は原子力発電施設から半径 5キロメートル圏内に事前配布すること 

• 一般の公衆が安定ヨウ素剤を購入できるようにすること、等 

 

同基準では、緊急時対応要員、成人、子供、新生児を安定ヨウ素剤服用の対象としており、以下の服用量

を推奨している544。 

図表 57： WHO1999年国際基準に基づく安定ヨウ素剤の服用量 

対象者 ヨウ素（mg） ヨウ化カリウム（mg） 130mg錠剤の個数 

成人、及び 12歳超青年 100 130 1 

3歳超 12歳以下 50 65 1/2 

生後 1 ヶ月以上 3 歳以下 25 32 1/4 

新生児 12.5 16 1/8 

出典：WHO545 

 

                                                   
543 “The Stable Iodine Issue and How Europe Is Dealing With It.” Belgian Nuclear Research Center. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazbaFz9XO
AhXBMx4KHchfCpsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalrep.org%2F2001%2FFile19.pdf&usg=AFQjCNE
oxNdzYmEhj9QCp5rol4UBSeVRDw&sig2=4lJfaOvdbxyGoEGIeaGQlQ 
544 “Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents Update 1999.” WHO. 1999. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf 
545 “Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents Update 1999.” WHO. 1999. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazbaFz9XOAhXBMx4KHchfCpsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalrep.org%2F2001%2FFile19.pdf&usg=AFQjCNEoxNdzYmEhj9QCp5rol4UBSeVRDw&sig2=4lJfaOvdbxyGoEGIeaGQlQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazbaFz9XOAhXBMx4KHchfCpsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalrep.org%2F2001%2FFile19.pdf&usg=AFQjCNEoxNdzYmEhj9QCp5rol4UBSeVRDw&sig2=4lJfaOvdbxyGoEGIeaGQlQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazbaFz9XOAhXBMx4KHchfCpsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalrep.org%2F2001%2FFile19.pdf&usg=AFQjCNEoxNdzYmEhj9QCp5rol4UBSeVRDw&sig2=4lJfaOvdbxyGoEGIeaGQlQ
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf
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WHOの指針ではこの他、公衆は、公共の保健機関の指示が出た際に限り、安定ヨウ素剤を服用することと

し、公共の保健機関は、安定ヨウ素剤を服用すべき地域を特定し、同地域内の住民に対し、どのタイミング

で、どのように安定ヨウ素剤を服用すべきか、ラジオ、テレビ、インターネット等を通じて指示を下すことを推

奨している。WHO はまた、安定ヨウ素剤は、タイムリーに服用することが重要であるとし、被ばく直前の服

用を推奨している。以下は、WHOが特定の年齢グループに対して推奨する内容である546。 

 

• 子供の安定ヨウ素剤の服用： 子供が被ばくによる甲状腺がんを発症する確率は成人よりも高い。

このため、安定ヨウ素剤の配布、服用においては子供を優先させること。安定ヨウ素剤の服用を避

けるべき病状がない限り、あらゆる子供を対象として、規定量の安定ヨウ素剤を提供すること。1ヶ

月未満の新生児は、安定ヨウ素剤の服用を一回に限定すべきである。安定ヨウ素剤が投与された

新生児の甲状腺のホルモンレベルをモニタリングし、投与後 1週間以内に専門医の診断を受ける

こと 

• 妊娠中の女性の安定ヨウ素剤の服用： 妊娠中の女性には、そうでない女性と比較し甲状腺機能

の亢進症状がみられることがあるため、甲状腺被ばくのリスクも高くなる。妊娠中の女性は成人と

同様の規定量の安定ヨウ素剤を服用すべきであるが、通常一回の服用に限定すること 

• 授乳中の女性の安定ヨウ素剤の服用： 授乳中の女性は成人と同様の規定量の安定ヨウ素剤を服

用すべきである。特に指示がない限り、授乳中の女性、及び新生児は安定ヨウ素剤を一回に限り

服用すること 

• 成人の安定ヨウ素剤の服用： 成人は、公共の保健機関の指示に従い、規定量の安定ヨウ素剤を

服用すべきである。成人の安定ヨウ素剤服用において副作用が生じるリスクは年齢が高くなるとと

もに上昇する。40歳を超える成人が、被ばくにより甲状腺がんを発症する可能性は低いため、甲

状腺機能に弊害をもたらすレベルのリスクがない限り、40歳以上の成人に対する安定ヨウ素剤の

服用は推奨されない。 

 

チェルノブイリ事故を踏まえて、WHO1999年基準では、安定ヨウ素剤の服用決定に係る線量は、回避可能

な甲状腺被ばく線量において、新生児、乳児、子供、18 歳以下の若者、妊婦、及び授乳中の女性は 10 

mGy、19歳以上 40歳未満の者については 100 mGy、また 40歳以上の成人については甲状腺への予測

線量 5Gy、を推奨している。 

 

5.5.1.2 IAEA安全指針 

IAEA全般的安全指針 GSG-2「原子力または放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準（IAEA 

Safety Standards Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

                                                   
546 “Use of potassium iodide for thyroid protection during nuclear or radiological emergencies.” WHO. March 2011. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/tech_briefings/potassium_iodide/en/ 

 

http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/tech_briefings/potassium_iodide/en/
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Emergency General Safety Guide No. GSG-2）」では、甲状腺の線量当量において、事故後 7日間にお

ける被ばく線量 50 mSvをヨウ素甲状腺ブロッキングの判断基準としている547。 

 

尚、参考までに、IAEAが 1994年に発表した原子力、放射線緊急時における介入レベルの指針では、安定

ヨウ素剤の服用に関して、介入レベルとして回避可能な放射線による甲状腺の被ばく線量 100 mGyを、対

象者の性別・年齢に関係なく推奨している548。 

 

5.5.2 米国 

米国では、放射線緊急時における安定ヨウ素剤の服用は国家レベルでは義務付けられていない。NRC は、

安定ヨウ素剤の配布・服用に係る意思決定を州政府に委ねており、防災計画に基づく防護措置の一環とし

て、原子力発電所から半径 10 マイルの EPZ 内の地域住民に対する安定ヨウ素剤の必要性を検討するよ

う推奨するに留めている。州政府が安定ヨウ素剤の服用を決定した場合、州政府は、配布方法、配布のタ

イミング、安定ヨウ素剤に拠る健康被害への対処法等を検討する必要がある。このため、安定ヨウ素剤の

利用の有無、備蓄、配布・服用の実態は州により異なる。以下では、米国における安定ヨウ素に係る法規制、

また事例を踏まえた運用の実態をまとめた。 

 

5.5.2.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

NRC は、安定ヨウ素剤の配布・服用に係る意思決定を州政府に委ねており、連邦規制 10 CFR 

50.47(b)(10)により、防災計画に基づく防護措置の一環として、州政府に対し、原子力発電所から半径 10

マイルの EPZ内の地域住民に対する安定ヨウ素剤の必要性を検討するよう求めている549。 

 

NRC 関係者によると、NRC が安定ヨウ素剤の利用を義務付けていない理由として、放射線緊急事態から

公衆を保護するための主要な防護措置はあくまで避難、屋内退避であり、安定ヨウ素剤だけでは不十分で

あるとの考え方がある550。 

そのうえで NRC は州政府に対し、安定ヨウ素剤の利用を検討する際に、以下の要素を検討するよう推奨し

ている551。 

 

• 公衆への安定ヨウ素剤の配布のタイミング：事故発生前、または事故発生後に速やかに行う等 

                                                   
547 “IAEA Safety Standards Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency 
General Safety Guide No. GSG-2.” IAEA. 2011. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1467_web.pdf 
548 “IAEA Safety Series: Intervention Criteria in a Nuclear or Radiation Emergency.” IAEA. 1994. 
https://gnssn.iaea.org/Superseded%20Safety%20Standards/Safety_Series_109_1994.pdf 
549 “50.47 Emergency plans.” NRC. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 
550 NRCへのヒアリングより。 
551 “Frequently Asked Questions About Potassium Iodide.” NRC. March 30, http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-
preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide/ki-faq.html 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1467_web.pdf
https://gnssn.iaea.org/Superseded%20Safety%20Standards/Safety_Series_109_1994.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide/ki-faq.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide/ki-faq.html
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• 公衆の放射線被ばくリスクが低い措置：避難と（安定ヨウ素剤を用いる場合と用いない場合の双方

を検討）、屋内退避措置の下で安定ヨウ素剤の投与を行う場合 

• 緊急時の安定ヨウ素剤配布方法 

• 安定ヨウ素剤の事前配布を行い、事故が発生時に公衆が安定ヨウ素剤を利用できる状況にある可

能性 

• 安定ヨウ素剤に対し副作用を示す人への医療支援 

• 医療関係者による住民への安定ヨウ素剤の服用勧告の方法（公衆への情報提供及び指示） 

• 当局から短期滞在者への安定ヨウ素剤提供 

 

NRCは、安定ヨウ素剤の使用を推奨する取組みの一環として、安定ヨウ素剤の服用・配布を放射線緊急時

の防護措置の一環として取り入れることを決定した州政府に対し、その購入費用を負担している（初回、1

度目の補充に係る費用負担、2度目以降の補充の費用負担はなし）552。現在米国では、合計 25州553が放

射線緊急時の防護措置として安定ヨウ素剤を導入しており、NRC から安定ヨウ素剤の支給を受けている554。 

 

米国では、44 CFR 351 にて、オフサイトの原子力防災における連邦緊急管理庁（Federal Emergency 

Management Agency：FEMA）をはじめとした連邦省庁の役割が規定されており、44 CFR 351.23 (f)では、

州政府、及び自治体による放射線防護のための医薬品の使用に係る指針を提供することを保健福祉省

（Department of Health and Human Services：HHS）に対し義務付けている555。これを背景として、米国で

は、同省の傘下にある米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）が安定ヨウ素剤の利用

に係る指針を提供している。これらはあくまで指針という位置づけであり、州政府、自治体に安定ヨウ素剤

の使用を義務付けるものではない556。以下に、安定ヨウ素剤に係る FDAの主要なガイドをまとめた。 

 

• 放射線緊急事における甲状腺保護のための安定ヨウ素剤に関するガイド（Guidance Potassium 

Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies） — 安定ヨウ素剤の服用基準、

処方量等に係る指針をまとめたガイド557 

                                                   
552 “Consideration of Potassium Iodide in Emergency Planning.” NRC. August 3, 2016. http://www.nrc.gov/about-
nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html 
553 25の州は、アラバマ、アリゾナ、カリフォルニア、コネティカット、デラウェア、フロリダ、イリノイ、 メリーランド、マサチューセ

ッツ、ミシガン、ミネソタ、ミシシッピ、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニューヨーク、ノースカロライナ、オハイオ、ペンシ

ルベニア、サウスカロライナ、テネシー、 バーモント、バージニア、ワシントン、ウェストバージニア、及びウィスコンシン。 
554 “Consideration of Potassium Iodide in Emergency Planning.” NRC. August 3, 2016. http://www.nrc.gov/about-
nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html 
555 “351.23 The Department of Health and Human Services.” GPO. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title44-
vol1/pdf/CFR-2011-title44-vol1-sec351-22.pdf 
556 “Guidance for Federal Agencies and State and Local Governments Potassium Iodide Tablets Shelf Life 
Extension.” FDA. 2004. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf 
557 “Guidance Potassium Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies.” FDA. 2001. 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM080542.pdf 

 

http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title44-vol1/pdf/CFR-2011-title44-vol1-sec351-22.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title44-vol1/pdf/CFR-2011-title44-vol1-sec351-22.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM080542.pdf
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• 緊急時における乳幼児・子供への安定ヨウ素剤の処方に係るガイド（Home Preparation 

Procedure for Emergency Administration of Potassium Iodide Tablets to Infants and Small 

Children） — 放射線緊急事態に家庭において、生後一か月の乳幼児～18歳の子供に安定用材

を処方する際の処方法、処方量に関する指針をまとめたガイド558 

• 連邦政府、及び州・自治体に向けた安定ヨウ素剤の使用期限の延長に関するガイド（Guidance for 

Federal Agencies and State and Local Governments Potassium Iodide Tablets Shelf Life 

Extension） — 安定ヨウ素剤の使用期間の延長に関する FDAの見解、及び使用期間延長に際し

て州政府、自治体が講じるべき手順がまとめられている559 

 

FDAによる安定ヨウ素剤の服用に係る指針は、環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）の

放射線緊急時における防護措置ガイド（Protective Action Guides and Planning Guidance for 

Radiological Incidents、PAG マニュアル）に反映されている。州政府、及び自治体は同マニュアルを参照

し、安定ヨウ素剤を配布すべき放射線緊急事態の線量の閾値、服用の対象、また服用量に関しての注意事

項等の指針を得ることが出来る。PAG マニュアルは、放射線緊急時における屋内退避や避難等の防護措

置を決断する際に利用される線量に係るマニュアルであり、FDA をはじめとした各関連省庁の放射線防護

に係る指針が反映されている。同マニュアルでは、緊急時対応の初期フェーズ（事故発生後数時間～数日）

における防護措置の補足的な措置として、安定ヨウ素剤の服用を推奨している。尚、PAG マニュアルの最

新版は 2013年に暫定版として発表されており、最終版の発表までその利用が許可されている560。 

 

5.5.2.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

EPZ内の住民に対する、安定ヨウ素剤の配布・服用に係る指示権の所在、配布場所は、州政府、自治体に

より異なるが、NRC は一般的に、州政府、及び自治体の指示に従い、安定ヨウ素剤を服用するよう推奨し

ている561。 

 

例として、Calvert Cliffs原子力発電所の EPZ内にあるメリーランド州カルバート郡では、EPZ として指定さ

れた区域の住民に対する安定ヨウ素剤の配布、服用の推奨に係る責任は、カルバート郡保健局（Calvert 

Country Health Department）が有している。事業者（Exelon）は、安定ヨウ素剤の購入、保管、配布、処方

に関与していない。郡の保健局は平常時において、保健局で平日の午前 8時半～午後 4時の間、安定ヨウ

                                                   
558 “Home Preparation Procedure for Emergency Administration of Potassium Iodide Tablets to Infants and Small 
Children.” FDA. 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072409.pdf 
559 “Guidance for Federal Agencies and State and Local Governments Potassium Iodide Tablets Shelf Life 
Extension.” FDA. 2004. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf 
560 “Protective Action Guides And Planning Guidance for Radiological Incidents.” EPA. 2013. 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf 
561 “Consideration of Potassium Iodide in Emergency Planning.” NRC. August 3, 2016. http://www.nrc.gov/about-
nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072409.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-preparedness/potassium-iodide.html
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素剤を無料で支給している。また予め、学校、要支援者施設で安定ヨウ素剤を保管しており、緊急時に職員、

児童、要支援者が安定ヨウ素剤を服用できるよう準備している。緊急時には避難センターで住民に安定ヨウ

素剤を配布する。 

 

カルバート郡保健局は、EPZ 外の住民が安定ヨウ素剤の入手を望む場合、最寄りの薬局で購入するよう推

奨している。米国では一般的に、安定ヨウ素剤は薬局で誰しも処方箋の必要性がなく入手することが可能で、

オンラインサービスを通じて購入（通販）することも可能である。 

 

カルバート郡保健局は、同局の公式ウェブサイトにおいて、安定ヨウ素剤の服用に係るガイドを提供してお

り、これらには、安定ヨウ素剤の服用対象者、服用方法、服用量、管理方法、服用時の注意事項（副作用）

等を記載している（詳細は後述参照）562。尚、同保健局は、同局から事前にヨウ素剤を入手した住民に対し、

郡の指示を受けるまで摂取を控えるよう推奨している563。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

FDA の指針では、安定ヨウ素剤の効果を最大限に得るためにはタイムリーな服用が重要であるとし、安定

ヨウ素剤の導入を決定した州政府、自治体に対し、事前に安定ヨウ素剤を地域住民に配布するよう推奨し

ている564。FDA は、放射線緊急事における安定ヨウ素剤の介入レベル、及び服用量を以下のように推奨し

ている565。 

  

                                                   
562 メリーランド州カルバート郡保健局のガイドは以下のリンクからアクセス可能
http://www.calverthealth.org/healththreats/healthhazards/pi_usage.htm 
563 “Potassium Iodide and Radiation Emergencies.” Calvert Country Health Department. N/A. 
http://www.calverthealth.org/healththreats/healthhazards/pi.htm 
564 “Guidance Potassium Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies.” FDA. 2001. 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM080542.pdf 
565 “Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI).” FDA. October 2014. 
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm#What 
potassium 

http://www.calverthealth.org/healththreats/healthhazards/pi_usage.htm
http://www.calverthealth.org/healththreats/healthhazards/pi.htm
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM080542.pdf
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
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図表 58： 甲状腺被ばく線量・リスクグループに応じて推奨される安定ヨウ素剤の服用量 

 想定される甲

状腺被ばく線量

（cGy） 

ヨウ化カリウム

（mg） 

130mg錠剤の

個数 

65mg錠剤の個

数 

65 mg/mL液状

経口薬の用量

（mL） 

40歳を超える成人 500以上 130 1 2 2 mL 

18歳超 40歳以下

の成人 
10以上 130 1 2 2 mL 

妊娠中又は授乳中

の女性 
5以上 130 1 2 2 mL 

12歳超 18歳以下

の青少年* 
5以上 65 1/2 1 1 mL 

3歳超 12歳以下

の幼児及び小児 
5以上 65 1/2 1 1 mL 

1か月超 3歳以下

の乳児及び幼児 
5以上 32 

ヨウ化カリウム液

状経口薬使用** 
1/2 0.5 mL 

1か月以下の乳児 5以上 16 
ヨウ化カリウム液

状経口薬使用** 

ヨウ化カリウム液

状経口薬使用** 
0.25 mL 

* 成人に近い体格（68 kg以上）の青少年は成人と同じ量のヨウ化カリウム（130 mg）を服用すること 

** ヨウ化カリウム液状経口薬は 30 mL入り容器で、1、0.5、及び 0.25 mLの目盛りが付いた計量用スポイ

トが付属している。1 mL当たり 65 mgのヨウ化カリウムを含有している。 

出典：FDA566 

 

FDA は、安定ヨウ素剤の効果は約 24 時間持続するとし、被ばくのリスクがなくなるまで、毎日服用すること

を推奨している567。 

 

FDA が推奨する安定ヨウ素剤の服用基準は、WHO の 1999 年国際基準に基づき策定されたものである

が、以下の 2つの点で内容が異なる568。 

 

• WHOは、成人、及び 12歳以上の青年に対し、130 ミリグラムのヨウ素カリウムを服用するよう推

奨している。一方 FDAでは、服用基準をより分かり易くするため、全ての学齢児童に対し 65 ミリグ

ラム、成人、或いは成人の体格の近い青年に 130 ミリグラムの服用を推奨している 

• WHOは、18歳以下の者、及び妊娠中又は授乳中の女性を対象とした安定ヨウ素剤の服用基準

を、回避線量で 1 cGyと推奨している。一方で、FDAは、これらの対象者の服用基準を甲状腺被

ばく予測線量で 5 cGyと推奨している 

                                                   
566 “Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI).” FDA. October 2014. 
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm#What 
potassium 
567 “Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI).” FDA. October 2014. 
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm#What 
potassium 
568 “Guidance Potassium Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies.” FDA. 2001. 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM080542.pdf 
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安定ヨウ素剤の服用においては、米国では一般的に、州政府、自治体が放射線被ばくリスクに応じて安定

ヨウ素剤の服用を決定し、地域住民に服用の指示を下す。州政府、自治体が地域の放射線緊急時対応を

計画する際に利用する主要な指針である PAG ガイドでは、大規模な放射性物質の放出を伴う緊急時対応

の初期フェーズ（事故発生後数時間～数日）において、避難、屋内退避を実施する際に、これらの措置を補

完する役割として、安定ヨウ素剤の服用を推奨している569。 

 

＜平常時、および緊急時に配布される安定ヨウ素剤の種類＞ 

米国では FDA に承認された安定ヨウ素剤として、Iosat（Anbex 社製）、ThyroSafe（Recip 社製）及び

ThyroShield（Fleming & Company 製）等が利用されている。これらの薬品に関する詳細な情報は、FDA

承認の医薬品データベース「Drugs@FDA」570から得ることが出来る。NRC はこれまで、130 ミリグラム

IOSAT剤と 65 ミリグラム ThyroSafe剤の 2種類の安定ヨウ素剤を州政府に配布している571。 

 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布者の特定、介在者の有無の確認＞ 

Calvert Cliffs 原子力発電所の事業者は、要支援者避難の責任を有する自治体を支援すべく、事業者が毎

年作成する避難情報等を掲載したコミュニティ向けのカレンダーに、EPZ 内の要支援者の人数を把握する

ための登録用紙を掲載し、住民に配布、回収している。Exelonは、EPZ内の住民にダイレクトメールで直接

カレンダーを郵送している。同登録用紙には、以下の項目を記入する欄が設けられている。 

 

• 要支援者の氏名 

• 電話番号 

• 住所 

• 必要とする輸送手段（乗用車、障碍者自動車、救急車等） 

 

Exelon は、要支援者から送付された登録用紙を回収し、その情報を自治体に提供している。要支援者はこ

の仕組みにより、要支援者の所在や避難時に特別な輸送手段の支援が必要であることを自治体に報告す

ることができる。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度＞ 

NRCへのヒアリングによると、安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度は導入してい

ないという572。 

                                                   
569 “Protective Action Guides And Planning Guidance for Radiological Incidents.” EPA. 2013. 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf 
570 FDAデータベース：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm 
571 “Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI).” FDA. October 2014. 
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm#What 
potassium 
572 NRCへのヒアリングより。 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
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＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

NRCが過去に州政府、自治体に配布した 130 ミリグラム IOSAT剤、及び 65 ミリグラム ThyroSafe剤の 2

種類の安定ヨウ素剤の有効期限はそれぞれ 7年と 6年である573。安定ヨウ素剤の有効期限が切れた場合、

安定ヨウ素剤の配布に係る責任を有する州、自治体は地域住民に対して、新しい安定ヨウ素剤を入手する

よう連絡を行う。 

 

安定ヨウ素剤の有効期限の延長を望む州、自治体は、FDA のガイド「連邦政府、及び州・自治体に向けた

安定ヨウ素剤の使用期限の延長に関するガイド（Guidance for Federal Agencies and State and Local 

Governments Potassium Iodide Tablets Shelf Life Extension）」を参照し、安定ヨウ素剤の有効期限の延

長に係る指針を得ることが出来る。 

 

FDAのガイドでは、錠剤で提供される安定ヨウ素剤については、ラベルに記載された指示に従って保存され

た場合、有効成分をはじめとするいずれの成分にも、化学的に顕著な劣化を起こす可能性のないことが、

長期にわたる研究によってこれまでに確認されているとし、安定ヨウ素剤の有効期限は延長可能であると

の見解を示している（同ガイドでは、液体状の安定ヨウ素剤は除外されている）。FDA は同ガイドにて、安定

ヨウ素剤の効能が維持されているのか確認するための試験、また試験実施に適した研究所の特定、及び

延長に係るデータの記録管理の方法をまとめた指針を提供している574。 

 

5.5.3 英国 

英国における主要な防災規制 2001 年放射線緊急事態準備及び情報公開法（Radiation Emergency 

Preparedness and Public Information Regulations 2001：以下、REPPIR）では、放射線緊急時における

オフサイトの被害を最小化するための防護措置の一環として、安定ヨウ素剤の配布が推奨されているが、

配布・服用は義務化されていない。このため平常時における安定ヨウ素剤の事前配布は、発電所立地地域

の地元政府、及び英国保健省（Department of Health）の執行機関であるイングランド公衆衛生局（Public 

Health England：PHE）の判断に委ねられている。以下では、英国における安定ヨウ素に係る法規制、また

事例を踏まえた運用の実態をまとめた。 

 

5.5.3.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

REPPIR 9 条(3)では、オフサイトの緊急時計画の策定に係る要件がまとめられている。同要件を遵守する

ための指針では、オフサイトの緊急時計画は、放射線緊急事態発生後 24 時間以内の事故の初期フェーズ

                                                   
573 “Frequently Asked Questions on Potassium Iodide (KI).” FDA. October 2014. 
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm#What 
potassium 
574 “Guidance for Federal Agencies and State and Local Governments Potassium Iodide Tablets Shelf Life 
Extension.” FDA. 2004. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf 

 

http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/ucm072265.htm%23What%20potassium
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080549.pdf
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における防護措置を含むよう記載しており、防護措置の一例として、安定ヨウ素剤の服用を挙げている575。

このように、英国では安定ヨウ素剤の配布、服用は、法的には義務付けられておらず、安定ヨウ素剤を防護

措置の一環として取り入れるか否かは、発電所立地地域の自治体、及び PHEの判断に委ねられている。 

 

英国の事業者は、当該施設で合理的に予見できる、最悪の事態を特定するためのハザード特定・リスク評

価（Hazard Identification and Risk Evaluation：HIRE）を実施し、その結果をまとめた審査報告書（Report 

of Assessment：RoA）を ONR に提出する。ONR は、PHE と、RoA の内容を踏まえ、適切なオフサイトの

防護措置の内容を議論する。発電所立地地域の自治体は ONR・PHEが決定したオフサイト防護措置に係

る決定内容に基づく、オフサイト緊急時計画を作成する。このプロセスにおいて、安定ヨウ素剤がオフサイト

の防護措置に必要であると判断された場合、事業者は安定ヨウ素剤を事前配布する。 

 

英国の原子力業界団体、原子力緊急準備フォーラム（Nuclear Emergency Arrangements Forum：NEAF）

576の代表によると、EDF（事業者）が運用する原子力発電所では現在、安定ヨウ素剤の配布が行われてい

る577（英国では現在 8 箇所の原子力発電所にて 15 基の原子炉が稼働しており、この内 7 箇所（いずれも

改良型ガス冷却炉 2基のサイト）は全て、仏国の EDF Energyが所有、運営している578）。 

 

自治体が安定ヨウ素剤の導入を決定した場合、安定ヨウ素剤の事前配布に係る説明が事業者のオンサイ

ト緊急時計画に記載される。ONR はオンサイト緊急時計画を審査、承認する役割を担っているため、ONR

がオンサイト緊急時計画を承認した時点で、安定ヨウ素剤の配布が事業者に義務化されることになる579。 

 

5.5.3.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

安定ヨウ素剤の配布 

英国では、EDF が運用している発電用原子力発電所において、事業者による安定ヨウ素剤の事前配布が

行われている。安定ヨウ素剤は、発電所の DEPZ内の地域住民を対象に実施される（DEPZの範囲はサイ

トにより異なる、例として Sizewell B原子力発電所では発電所の半径 1～3キロメートルが DEPZ として指

定されている）580。配布方法は地域により異なるが、一例として、郵送での配布が挙げられる。EDF は、安

                                                   
575 “A guide to the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information Regulations 2001.” HSE. 2002. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf 
576 NEAFは、原子力産業界の人材教育、トレーニングの提供の他、事業者、ONRスタッフが参加するセミナー、ワークショッ

プを開催し、事業者と規制当局が緊急時計画について議論する場を提供する組織である。 
577 NEAFへのヒアリングより。 
578 “Nuclear Power in the United Kingdom.” World Nuclear Association. July 14, 2016. http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx 
579 NEAFへのヒアリングより 
580 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. January, 2017. 
http://www.onr.org.uk/depz.htm 

 

http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l126.pdf
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.onr.org.uk/depz.htm
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定ヨウ素剤を郵送で配布する際、地域住民に受領確認の署名を行うことを求めており、これにより地域住民

に安定ヨウ素剤がいきわたっていることを確認している。 

 

EDF は平常時に、安定ヨウ素剤を地域の避難所に配布しているほか、緊急時に追加的に安定ヨウ素剤を

住民に支給できる体制を整備している。一方で緊急時には、国民保健サービス（National Health Service：

NHS）581が安定ヨウ素剤を配布する役割を担っており582、事業者が配布に関与することはない583。 

 

参考までに、英国におけるオフサイト放射線緊急時対応の指針をまとめた、「原子力緊急時管理・対応ガイ

ド：パート 2 －対応（Nuclear Emergency Management and Response Guidance, Part 2 – Response）」

では、平常時における安定ヨウ素剤の配布方法として、以下を挙げている584。 

 

• 学校、病院、避難センター等に事前配布を行う 

• 対象地域の住宅を訪問し、直接配布を行う 

• 配布場所を設定し、対象地域の住民に安定ヨウ素剤を受け取りに来るよう推奨する 

 

図表 59： 英国における原子力発電所の DEPZ 

原子力施設 DEPZ（km） 

Dungeness B 2.4 

Hartlepool 1 

Heysham 1 & 2 1 

Hinkley B 3.5 

Hunterston B 2.4 

Sizewell B  2～3 

Torness 3 

出典：ONR585 

  

                                                   
581 国民に医療サービスを、税財源により無料で供給するイングランドの公共の医療制度 
582 “Sizewell Nuclear Power Stations - Sizewell Nuclear Power Stations - Emergency Planning Arrangements.” EDF 
Energy. December, 2014. http://www.suffolkresilience.com/assets/InfoAdvice/Sizewell/Letter-to-PIZ-Dec-2014-Group-
A-ISSUED.pdf 
583 NEAFへのヒアリングより。 
584 “Nuclear Emergency Management and Response Guidance, Part 2 – Response.” Department for Business, 
Energy, and Industrial Strategy. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf pp 
27- 28 
585 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. N/A. http://www.onr.org.uk/depz.htm 

http://www.suffolkresilience.com/assets/InfoAdvice/Sizewell/Letter-to-PIZ-Dec-2014-Group-A-ISSUED.pdf
http://www.suffolkresilience.com/assets/InfoAdvice/Sizewell/Letter-to-PIZ-Dec-2014-Group-A-ISSUED.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
http://www.onr.org.uk/depz.htm
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安定ヨウ素剤の備蓄 

英国では、発電所立地地域の自治体が安定ヨウ素剤の備蓄管理を行っている。更に、PHEが、国家レベル

で追加的に安定ヨウ素剤の備蓄を行っており、必要に応じて地域に配布するための調整を実施、NHSが地

域住民に安定ヨウ素剤の配布を行う586。 

 

安定ヨウ素剤の服用指示権 

英国では、安定ヨウ素剤は医薬品と位置付けられているため、安定ヨウ素剤の服用を推奨する権限は、発

電所立地地域の保健局局長（PHE の地域局長）にある。安定ヨウ素剤服用の最大限の効果を得るために

は、迅速に服用することが重要であるため、同局長は事業者、自治体、オフサイト緊急時対応組織との連携

の下、安定ヨウ素剤の配布、服用されるための体制整備に係る取組みを監督する役割を担う。同局長は、

緊急時に地域住民が迅速に安定ヨウ素剤を服用できるように、事業者と予め取り決めを行うことで、事業者

が緊急時にオフサイト緊急事態を発令し、オフサイトに防護措置に関する情報を発する際に、安定ヨウ素剤

の服用を推奨する権限を与えることが出来る587。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

英国では、PHE が緊急時参考レベル（Emergency Reference Level：以下、ERL）を指標として、安定ヨウ

素剤の服用に係る意思決定を行っている。ERLは線量に基づき、防護措置を決定するための指標で、PHE

が策定した。ERL では、防護措置実施により回避される線量が、防護措置実施による損失を上回る場合、

当該措置が実施される。 

 

図表 60： 緊急時参考レベル（ERL） 

 回避線量（mSv） 

防護措置 臓器 下限 上限 

屋内退避 全身 3 30 

避難 全身 30 300 

安定ヨウ素剤 甲状腺 30 300 

出典：DECC588 

 

PHEがERLを決定する際に考慮した要素は、放射線防護に関する研究を実施する政府の諮問委員会、英

国放射線防護委員会（National Radiological Protection Board：NRPB、現在は廃止されている）が 1990

                                                   
586 “Nuclear Emergency Management and Response Guidance, Part 2 – Response.” Department for Business, 
Energy, and Industrial Strategy. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf pp 
27- 28 
587 “Nuclear Emergency Management and Response Guidance, Part 2 – Response.” Department for Business, 
Energy, and Industrial Strategy. October 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf pp 
27- 28 
588 “Nuclear Emergency Planning and Response Guidance, Part 2 – Response.” DECC. October 2015, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf%20pp%2027-%2028
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472422/NEPRG02_-_Response.pdf
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年に発効したERLに関する図書で説明されている。ここでは、事故初期フェーズにおいて講じるべき防護措

置を評価するために、個人や公衆が被る健康被害、防護措置導入に係る費用、また数量化できない社会

的要因（防護措置実施に伴う人の安心感や不安感、社会や個人に与える混乱の度合い等）等を考慮した、

としている589。  

 

英国では、安定ヨウ素剤の服用対象者、服用量において、WHOの 1999年基準が採用されている590。 

 

図表 61： WHO1999年国際基準に基づく安定ヨウ素剤の服用量 

対象者 ヨウ素（mg） 
ヨウ化カリウム 

（mg） 
130mg錠剤の個数 

成人、及び 12歳超青年 100 130 1 

3歳超 12歳以下 50 65 1/2 

生後 1 ヶ月以上 3 歳以下 25 32 1/4 

新生児 12.5 16 1/8 

出典：WHO591 

 

＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

EDFが配布している安定ヨウ素剤の有効期限は 6年間である。EDF は、安定ヨウ素剤の有効期限が切れ

る前に、再度安定ヨウ素剤を事前配布している592。 

 

5.5.4 フランス 

フランスでは、原子力発電所の半径 10 キロメートル圏内の住民に安定ヨウ素剤の事前配布を行うことが政

府に義務付けられている。発電所立地地域の県と事業者が連携し、安定ヨウ素剤の事前配布キャンペーン

を実施している他、発電所立地地域の住民は、最寄りの薬局、郵送で安定ヨウ素剤を入手することが出来

る。フランスにおける安定ヨウ素剤に係る規制、及び運用実態を以下にまとめた593。 

 

5.5.4.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

フランスでは、原子力立地地域を管轄する県（préfecture）が作成する、オフサイト緊急時計画（PPI）、及び

フランス本土を 7 つに分けた管区（zone）が作成する ORSEC 計画に安定ヨウ素剤の配布、服用に係る措

                                                   
589 “Board Statement on Emergency Reference Levels.” NRPB. 1990. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/423879/NRPB_Vol_1_No_4_1990_-
_for_website.pdf 
590 “Radiation Protection No. 165: Medical Effectiveness of Iodine Prophylaxis in a Nuclear Reactor Emergency 
Situation and Overview of European Pratices.” European Commission. 2010. 
591 “Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents Update 1999.” WHO. 1999. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf 
592 NEAFへのヒアリングより。 
593 フランスでは、原子力発電所の他、一部の核燃料施設等でも安定ヨウ素剤の配布が行われている。 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/423879/NRPB_Vol_1_No_4_1990_-_for_website.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/423879/NRPB_Vol_1_No_4_1990_-_for_website.pdf
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf
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置を盛り込むことが政府に義務付けられている594。フランスにおける、安定ヨウ素剤に係る規制は以下のと

おりである： 

 

• Circular NOR IOCE 0915370 C of 27 May 2009：原子力発電所の半径 10キロメートル圏内の

住民また、労働者に対する安定ヨウ素剤の事前配布をフランスのオフサイト緊急時計画（PPI）に記

載される防護措置の一部とする旨規定595 

• Circular NOR IOCE 1119318 C of 11 July 2011：緊急時に備えた安定ヨウ素剤の備蓄、及び緊

急時における安定ヨウ素剤の配布に係る要件を規定596 

 

5.5.4.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

 

平常時における安定ヨウ素剤の配布 

フランスでは、原子力発電所の半径 10 キロメートル圏内の住民に安定ヨウ素剤が事前配布される。フラン

スでは、政府（県、保健省、ASN）が事業者と連携し、安定ヨウ素剤の配布キャンペーンを定期的に実施し

ている。配布キャンペーンは安定ヨウ素剤の有効期限に合わせて実施されており、これまでに 5 回の配布

キャンペーンが行われた（1997 年、2000 年、2005 年、2009 年、及び 2016 年）。直近のキャンペーンは

2016 年 1 月に実施されており、同キャンペーンの際に配布された安定ヨウ素剤の有効期限は 7 年である

597。安定ヨウ素剤に配布における要件を以下にまとめた598。 

 

• 政府は、原子力発電所の半径 10キロメートル圏内の住民、企業、公共機関（学校、政府等）に対し

て安定ヨウ素剤を配布すること。政府はこれらの対象者に対し、最寄りの薬局にて無料で安定ヨウ

素剤を得るための引換え券を郵送すること 

• 原子力発電所に事業者は、安定ヨウ素剤を薬局に提供する責任を有する。また引換え券の通知送

付後、安定ヨウ素剤の配布対象者が 6か月以内に安定ヨウ素剤を入手しなかった場合、事業者は

同配布対象者に対して安定ヨウ素剤を提供すること 

• 安定ヨウ素剤の配布対象者は、新しい安定ヨウ素剤を薬局から入手する際に有効期限切れの安定

ヨウ素剤を返却すること 

 

                                                   
594 フランスでは、ASN、県知事、その他政府関係組織（内務省や厚生省等）が連携し安定ヨウ素の配布を実施している。 
595 “Circulaire NOR IOCE 0915370C du 27 mu 2009.” May, 2009. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf 
596 “Circular NOR IOCE 1119318 C of 11 July 11.” http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf 
597 http://www.distribution-iode.com/ 
598 “Circulaire NOR IOCE 0915370C du 27 mu 2009.” May, 2009. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf
http://www.distribution-iode.com/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf
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安定ヨウ素剤の事前配布区域にかかる最新動向として、フランスの内務省（Ministry of the Interior）は

2016年 10月、原子力発電所の立地地域の県知事に対して、原子力発電所の EPZを既存の半径 10キロ

メートルから、20 キロメートルへの拡大するよう求める通達を発表しており、この変更に合わせて、安定ヨウ

素剤の事前配布の対象区域も併せて半径 20キロメートルに拡張される予定である599。 

 

安定ヨウ素剤の備蓄 

フランスでは、既述の各管区（zone）において、安定ヨウ素剤の備蓄管理が行われている。各管区には、安

定ヨウ素剤の備蓄所が設置されており 、 EPRUS （ Public Health Emergency Preparedness 

Establishment）600がこれらの管理を行っている601。EPRUSは、厚生省の傘下に設置された組織で、フラン

ス国内外において人々の健康に影響を与える深刻な事態が発生した際に、厚生省、及びその他関連組織

への事態対応に係る支援を提供することを役割としている602。EPRUS は放射線緊急事態に備え、安定ヨ

ウ素剤の備蓄所を設置し、管理する責任を有している。 

 

各備蓄所で管理されている安定ヨウ素剤の量は、該当地域の人口を踏まえたものとなっている。フランス全

土では、約 1 億 1,000 万錠もの安定ヨウ素剤が備蓄されている（2011 年の情報に基づく）。原子力発電所

で事故が発生した際には、発電所の半径 10キロメートル圏外の国民に対し、これらの安定ヨウ素剤が支給

される603。 

 

緊急時における安定ヨウ素剤の配布 

EPRUS は既述の ORSEC 計画に基づき、原子力発電所で放射線緊急事態が発生した際に、発電所から

半径 10 キロメートルの圏外にいる住民が安定ヨウ素剤を容易に入手できるよう、予め指定しておいた地域

各地の配布場所に安定ヨウ素剤を送り届ける604。 

 

安定ヨウ素剤服用指示権の所在 

発電所立地地域の県知事が、安定ヨウ素剤服用の指示を発電所の半径 10 キロメートル圏内の住民に推

奨する権限を有している605。県知事はまた、発電所の半径 10 キロメートル県外の国民に対する、安定ヨウ

                                                   
599 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41351.pdf 
600 http://www.eprus.fr/ 
601 ASNへのヒアリングより。 
602 “The Preparation and Response to Health Emergencies: Who Are We?” EPRUS. Web: Oct 2016. 
http://www.eprus.fr/rubrique/qui-sommes-nous.html 
603 “NOR IOCE 1119318 C, Inter-ministerial Circular N. DGS/DUS/DSC/2011/64 of 11 July 2011 regarding the 
stockpiling and distribution of iodine tablets beyond the areas covered by a PPI”, Ministry of Interior, Overseas, 
Regional Authorities, and Immigration, Ministry of Labor, Employment and Health.2011. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf, p. 3 
604 “Circulaire NOR IOCE 0915370C du 27 mu 2009.” May, 2009. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf 
605 ASNへのヒアリングより。 
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf
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素剤の配布活動を起動させる権限を有している。県知事の指示の下、既述のEPRUSが安定ヨウ素剤の備

蓄場所から地域の配布場所へと安定ヨウ素剤を届ける役割を担う606。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

フランスでは、安定ヨウ素剤の服用対象者、及び服用量において、WHO が 1999 年に発表した、原子力事

故後の安定ヨウ素剤の利用に係る指針（Guidelines for Iodine Prophylaxis Following Nuclear Accidents）

を導入している（以下の表参照）607。 

 

図表 62： WHO1999年国際基準に基づく安定ヨウ素剤の服用量 

対象者 ヨウ素（mg） 
ヨウ化カリウム 

（mg） 
130mg錠剤の個数 

成人、及び 12歳超青年 100 130 1 

3歳超 12歳以下 50 65 1/2 

生後 1 ヶ月以上 3 歳以下 25 32 1/4 

新生児 12.5 16 1/8 

出典：WHO608 

 

フランスでは、IAEA全般的安全指針GSG-2「原子力または放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判

断基準（IAEA Safety Standards Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or 

Radiological Emergency General Safety Guide No. GSG-2）」に基づく、甲状腺の線量当量において、事

故後 7日間における線量被ばく 50 mSvをヨウ素甲状腺ブロッキングの判断基準としている609。 

 

＜平常時、および緊急時に配布される安定ヨウ素剤の種類＞ 

フランスでは、65 ミリグラムの安定ヨウ素剤が使用されている（以下の図参照）。2011年以前は、130 ミリグ

ラムの安定ヨウ素剤が使用されていた610。変更の理由として、65 ミリグラムの錠剤にすることで、新生児へ

の安定ヨウ素剤の投与量を 1錠の 4分の 1とし、投与を容易にすることを挙げている611。 

  

                                                   
606 “NOR IOCE 1119318 C, Inter-ministerial Circular N. DGS/DUS/DSC/2011/64 of 11 July 2011 regarding the 
stockpiling and distribution of iodine tablets beyond the areas covered by a PPI”, Ministry of Interior, Overseas, 
Regional Authorities, and Immigration, Ministry of Labor, Employment and Health.2011. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf, p. 5 
607 The Distribution Campaign Website. http://www.distribution-iode.com/ 
608 “Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents Update 1999.” WHO. 1999. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf 
609 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021491502&categorieLien=id 

ASNへのヒアリングより。 
610 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf 
611 “Circulaire NOR IOCE 0915370C du 27 mu 2009.” May, 2009. Page 2. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf
http://www.distribution-iode.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021491502&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29950.pdf
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図表 63： フランスで使用されている安定ヨウ素剤 

 

出典：The Distribution Campaign Website612 

 

＜安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度＞ 

ASN関係者によると、フランスの厚生省が KIの服用に関して、過去に実施した調査では、KIの服用に伴い

アレルギー反応が生じることは極稀であるとの結果が出ており、フランスでは、KI の服用に関する健康被害

の対策は講じていない613。 

 

＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

フランスでは、県が原子力発電所の半径 10キロメートル圏内の住民に安定ヨウ素剤を配布するためのキャ

ンペーンを定期的に実施している。配布キャンペーンは安定ヨウ素剤の有効期限に合わせて実施されてお

り、地域住民は新しい安定ヨウ素剤を最寄りの薬局から入手する際に期限切れの安定ヨウ素剤を返却する

仕組みになっている。原子力発電所の事業者は、新しい安定ヨウ素剤を薬局に提供する他、有効期限切れ

の安定ヨウ素剤を回収する役割を担っている614。 

 

＜安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る課題＞ 

1997年以前は、安定ヨウ素剤の事前配布は行われていなかった。しかし、緊急時に安定ヨウ素剤を地域住

民に配布するのは多くの時間を要すること、配布要員の被ばくリスクが懸念されたため、事前配布の措置が

                                                   
612 The Distribution Campaign Website. http://www.distribution-iode.com/  
613 ASNへのヒアリングより。 
614 “NOR IOCE 1119318 C, Inter-ministerial Circular N. DGS/DUS/DSC/2011/64 of 11 July 2011 regarding the 
stockpiling and distribution of iodine tablets beyond the areas covered by a PPI”, Ministry of Interior, Overseas, 
Regional Authorities, and Immigration, Ministry of Labor, Employment and Health.2011. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33585.pdf, p. 3 
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講じられるようになった。1997 年、2000 年に実施された配布キャンペーンでは、地域住民に十分安定ヨウ

素剤がいきわたらなかったものの、既述のとおり、郵送で引換え券を送付し、その後自ら安定ヨウ素剤を取

りに来ないものを対象に郵送で安定ヨウ素剤を配布するという 2 段階の措置を講じることで、安定ヨウ素剤

の配布率が向上した615。 

 

5.5.5 フィンランド 

フィンランドでは、発電所の半径 5 キロ圏内の地域住民、企業に対して平常時に安定ヨウ素剤が配布され

る。また放射線緊急時において、予め指定された避難施設等にて、安定ヨウ素剤が配布される。フィンラン

ドではまた、薬局で安定ヨウ素剤を購入することが可能で、購入を望む国民誰しもが入手できる体制をとっ

ている。以下では、フィンランドにおける安定ヨウ素に係る法規制、また運用実態をまとめた。 

 

5.5.5.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

フィンランドにおける安定ヨウ素剤の配布に係る主な規制は、フィンランドの原子力発電所に係る緊急時計

画規制（STUK Y/2/2016）で規定されている。同規制では、発電所から半径 5 キロ圏内の地域住民に対し

安定ヨウ素剤を事前配布することを事業者に義務付けている616。また、原子力発電所を対象とした緊急時

計画の要件の詳細な指針を提供するガイド、「Guide YVL C.5：原子力発電所の緊急対応（Emergency 

Arrangements of a Nuclear Power Plant）」において、半径 5キロ圏内の地域住民の他、企業、学校や観

光宿泊施設等にも安定ヨウ素剤を事前配布すること、安定ヨウ素剤の期限切れに合わせて再配布すること

を事業者に要求している617。 

 

STUK は、放射線緊急時における主要な防護措置は屋内退避であるとし、安定ヨウ素剤はあくまで屋内退

避、避難等、その他の防護措置の追加的な措置として用いられるもので、単独の措置として利用されるもの

ではないとの見解を示している618。 

  

                                                   
615 “Survey on Current Status of International Organizations and Foreign Countries for Emergency Preparedness and 
Response and Consider Technical Issues on Guideline for Nuclear Emergency Preparedness.” JAEA. 2010. 
http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2010-011.pdf 
616 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
617 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013.  
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 
618 STUKへのヒアリングより。 

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Review-2010-011.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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5.5.5.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

平常時における安定ヨウ素剤の配布 

フィンランドでは、原子力発電所に事業者が平常時において郵送で安定ヨウ素剤を発電所立地地域の住民

に配布している。またフィンランド国民は、発電所立地地域に住んでいなくとも、ウェブサイト、薬局を通して

安定ヨウ素剤を購入することが可能である619。一例として、フィンランドの Loviisa原子力発電所を運営する

事業者 Fortum は、同発電所の半径 5 キロメートル圏内の地域住民に対して安定ヨウ素剤を郵送により事

前配布している。Fortumは、直近では 2015年に KIの事前配布を実施している620。 

 

Loviisa原子力発電所において、半径 5キロメートルの事前配布区域が適切であると判断された背景として、

同発電所は海岸沿いに位置しており、付近は多数の小島が点在しており、発電所の半径 5km 区域の人口

は約 50人である一方、Loviisaの町は、別荘地として知られており、半径 5km区域には別荘が 400件もあ

るため、夏の休暇の時期には約 5,000人～1万人が Loviisaに滞在することもある。フィンランドでは、緊急

事態において半径 5km 区域の住民の避難が実施されるが、悪天候時の避難、島に滞在する住民の避難

は困難な場合があるほか、緊急時に安定ヨウ素剤を効率的、且つ迅速に支給することも難しい。これらを踏

まえて、Loviisaでは 5km区域の住民に安定ヨウ素剤を事前配布している621。 

 

安定ヨウ素剤の備蓄 

フィンランドでは、原子力発電所の緊急時計画の要件を説明したガイド（YVL C.5）において、半径 5 キロ圏

内の地域住民の他、企業、学校等に対し安定ヨウ素剤を事前配布するよう求めている。Loviisa原子力発電

所では、半径 5 キロメートル圏内に学校はない。同発電所では、半径 20 キロメートル圏内の教育機関、薬

局等、避難所等において安定ヨウ素剤が備蓄されており622、備蓄量は該当地域の人口の 25％に供給可能

な量に相当するという。フィンランドでは、救助法（Rescue Act、379/2011）623の下、地元政府に対して、発

電所の緊急時計画区域内の住民を対象とした防護措置の対策をまとめたオフサイト緊急時計画を、事業者

と連携し、策定することが義務付けられているが、同法では、企業や公共施設の所有者、運用者に対し、緊

急時に備えた防護措置を整備することを求めている。フィンランドでは、内務省（Ministry of Interior）がオフ

サイトの緊急時対応を管轄しおり、同省の傘下にある救助サービス局（Department of Rescue Service）は

同法を根拠法として、半径 20 キロメートル圏内の企業、施設の所有者、運用者に対し安定ヨウ素剤の備蓄

を求めることができる624。 

 

                                                   
619 STUKへのヒアリングより。 
620 Fortumへのヒアリングより。 
621 同上 
622 “The Finnish Iodine Prophylaxis Approach during the TEPCO Fukushima Dai-ichi Accident.” STUK.  
623 “Rescue Act (379/2011).” Ministry of Interior. 2011. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf 
624 Fortumへのヒアリングより。 

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110379.pdf
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救助サービス局は、国家レベルでの防災、緊急時対応の調整を行う他、各地の防災を担当する地域救助

サービス部門に対して支援を提供する役割を担っており、各地域の地域救助サービス部門（Regional 

Rescue Service）が安定ヨウ素剤の備蓄を管理している625。 

 

フィンランドには、地域レベルの救助サービス部門が 22区域に設置されている（以下の図参照）626。地域救

助サービス部門は各区域内の自治体の連携の下で運用されており、緊急時における緊急時対応の意思決

定、防護措置の導入を担う。 

 

図表 64： フィンランドにおける地域救助サービス 

 

出典：Ministry of Interior627 

                                                   
625 STUKへのヒアリングより。 
626 “Rescue service operators and responsibilities.” Ministry of the Interior.” N/A. 
http://www.intermin.fi/en/security/rescue_service_operators_and_responsibilities 
627 “Rescue services in Finland.” Ministry of Interior. 2012. http://www.pelastustoimi.fi/download/47047_Rescue-
services-in-Finland-web.pdf?2cb0cd479bb4d088 

http://www.intermin.fi/en/security/rescue_service_operators_and_responsibilities
http://www.pelastustoimi.fi/download/47047_Rescue-services-in-Finland-web.pdf?2cb0cd479bb4d088
http://www.pelastustoimi.fi/download/47047_Rescue-services-in-Finland-web.pdf?2cb0cd479bb4d088
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安定ヨウ素剤の服用指示権の所在 

フィンランドでは、安定ヨウ素剤は医薬品として位置付けられており、公衆に対し服用を推奨する権限は社

会福祉・健康省（Ministry of Social Affairs and Health）にある。フィンランド放射線・原子力安全庁

（Radiation and Nuclear Safety Authority： STUK）は、社会福祉・健康省に対し、安定ヨウ素剤の服用を屋

内退避の防護措置の一環として推奨する役割を担う628。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

フィンランドでは現在、安定ヨウ素剤の服用対象者、服用量、及び介入レベルにおいて、WHOが 1999年に

発表した、原子力事故後の安定ヨウ素剤の利用に係る指針（Guidelines for Iodine Prophylaxis Following 

Nuclear Accidents）を導入している（以下の表参照）629。 

 

図表 65： WHO1999年国際基準に基づく安定ヨウ素剤の服用量 

対象者 ヨウ素（mg） 
ヨウ化カリウム 

（mg） 
130mg錠剤の個数 

成人、及び 12歳超青年 100 130 1 

3歳超 12歳以下 50 65 1/2 

生後 1 ヶ月以上 3 歳以下 25 32 1/4 

新生児 12.5 16 1/8 

出典：WHO630 

 

フィンランドでは、40 歳以上の成人を含めた全国民を対象として、屋内退避の一環として安定ヨウ素剤の服

用を推奨している。しかし、安定ヨウ素剤の服用は特に、妊婦、及び 18 歳以下の国民を優先的に推奨する。

このため、安定ヨウ素剤の数が不十分である場合、これらの対象者に優先的に安定ヨウ素剤が支給される

631。 

 

WHOの 1999年の基準では、安定ヨウ素剤の服用決定に係る線量は、回避可能な甲状腺被ばく線量にお

いて、新生児、乳児、子供、18歳以下の若者、妊婦、及び授乳中の女性は 10 mGy、19歳以上 40歳未満

の者については 100 mGy、また 40歳以上の成人については甲状腺への予測線量において 5Gyを推奨し

ている。 

 

IAEAは 2011年、IAEA全般的安全指針GSG-2「原子力または放射線の緊急事態への準備と対応に用い

る判断基準（IAEA Safety Standards Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or 

Radiological Emergency General Safety Guide No. GSG-2）」を発表し、甲状腺の線量当量において、事

                                                   
628 STUKへのヒアリングより。 
629 同上 
630 “Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents Update 1999.” WHO. 1999. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf 
631 STUK関係者へのヒアリングより。 

http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf
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故後最初の 7 日間における被ばく線量 50 mSv をヨウ素甲状腺ブロッキングの判断基準としているが、

STUK 関係者によると、フィンランドでは同基準を導入する予定はないという。この理由として、フィンランド

では、屋内退避の介入レベルを 100mGy、部分的屋内退避の介入レベルを 10mGy としているが、防災訓

練実施の際に、IAEA の 50mSv を導入してみたところ、介入レベルがそれぞれ異なることで対応に混乱を

招いたという632。 

 

＜平常時、および緊急時に配布される安定ヨウ素剤の種類＞ 

フィンランドで使用されている KI 製品の一例として、ORION 社の「JODIX（130 ミリグラム）がある。事業者

は、10錠が入ったパッケージを各家庭、及び別荘地等に事前配布する。同製品はオンラインで 9.99ユーロ

で販売されている633。 

 

フィンランドでは、新生児用の特別な錠剤は提供していない。しかし、フィンランドでは近い将来、地域住民

に提供する安定ヨウ素剤の種類を 130 mgから 65mgに移行する予定である。この背景には、新生児や幼

児に対する安定ヨウ素剤の処方を容易にする狙いがある634。 

 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布者の特定、介在者の有無の確認＞ 

安定ヨウ素剤配布における地域住民の特定方法の例として、フィンランドの Loviisa原子力発電所を運営す

る事業者 Fortumは、地域住民に安定ヨウ素剤が行き届くよう、郵便局の支援を受けている。郵便局のデー

タベースは常に最新のデータに基づいているため、安定ヨウ素剤を地域住民に郵送する際の信頼性の高い

コンタクト情報源として活用できるという（事業者はコンタクトリストを管理しない）635。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度＞ 

フィンランドでは、KI 服用に伴う副作用等に関する注意事項をまとめた情報を公衆に提供している。健康被

害が生じた際の対策は講じていない636。 

 

＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

フィンランドにおける安定ヨウ素剤の有効期限は 4 年間である。Fortum は 2015 年に安定ヨウ素剤の事前

配布を実施しているため、地域住民は 2015年に入手した安定ヨウ素剤を 2019年まで利用することが可能

である（安定ヨウ素剤の有効期限は過去には 1 年であったが、事業者の要請により、4 年に延長された）。

Fortumは、安定ヨウ素剤の有効期限が切れる前に、再び安定ヨウ素剤の事前配布を実施する637。 

                                                   
632 STUKへのヒアリングより。 
633 同上 
634 同上 
635 Fortumへのヒアリングより。 
636 STUKへのヒアリングより。 
637 Fortumへのヒアリングより。 
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＜安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る課題＞ 

フィンランドでは過去に、集中的に安定ヨウ素剤を管理していたが、この方法では安定ヨウ素剤を効果的に

配布できないという課題に直面した。このため、安定ヨウ素剤を地域レベルの防災を担う、地域救助サービ

ス部門が管理することで、緊急時に効果的に安定ヨウ素剤を配布できるよう、制度変更を実施した638。 

 

5.5.6 カナダ 

カナダでは従来、安定ヨウ素剤の事前配布は国レベルでは義務化されておらず、その判断は州政府に委ね

られていた。以後、福島事故を受けた制度改正により、現在ではカナダ原子力安全委員会（Canadian 

Nuclear Safety Commission：CNSC）が、発電所のプルーム被ばく経路 EPZ 内（通常発電所の半径 8～

16 キロメートルの区域）の地域住民、企業に対して安定ヨウ素剤を事前に配布することを義務付けている。

以下では、カナダにおける安定ヨウ素剤の備蓄、配布、及び服用に係る法規制、また運用の実態を、カナダ

で稼働中の原子力発電所 4件の内、3件が位置するオンタリオ州の事例を踏まえてまとめた。 

 

5.5.6.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

カナダでは、CNSC が原子力発電所の安全規制の監督を担っている。安定ヨウ素剤に係る要件は、原子力

安全管理法（Nuclear Safety and Control Act：NSCA）に基づく、原子力防災対応：緊急時管理および火災

防護に係る規制図書 2.10.1（Emergency Management and Fire Protection Nuclear Emergency 

Preparedness and Response： REGDOC-2.10.1, Version 2）で規定されている。同規制の最新版は2016

年 2月に発表された。 

 

• 原子力安全管理法（Nuclear Safety and Control Act：NSCA） — 原子力エネルギーの生産、保

持、利用において、公衆と環境の安全に与えうるリスクを予防することを義務付け639 

• 原子力防災対応：緊急時管理および火災防護（Emergency Management and Fire Protection 

Nuclear Emergency Preparedness and Response：REGDOC-2.10.1, Version 2） — クラス 1

原子力施設（発電用原子炉施設、燃料加工施設、廃棄物管理施設等）、及びウラン採掘・製錬施設

を対象とした原子力防災、及び緊急時対応の要件を規定。安定ヨウ素剤に係る要件は、10MW以

上の出力を備えた原子炉の事業者を対象とした追加的な要件として、2.3.4項「公衆に対する防災

の要件（Public Preparedness Requirements）」において規定640 

                                                   
638 “Radiation Protection No. 165: Medical Effectiveness of Iodine Prophylaxis in a Nuclear Reactor Emergency 
Situation and Overview of European Pratices.” European Commission. 2010.  
639 “Nuclear Safety and Control Act.” http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-28.3/page-2.html#h-7 
640 “Emergency Management and Fire Protection Nuclear Emergency Preparedness and Response：REGDOC-

2.10.1, Version 2.” CNSN. February, 2016. http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-
1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-28.3/page-2.html%23h-7
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
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• カナダにおける原子力緊急事態の介入レベルに係る指針（Canadian Guidelines for Intervention 

During a Nuclear Emergency） — カナダ保健省（Health Canada）による原子力事故対応の介

入レベルをまとめた指針。同指針では、IAEA、及びWHOの基準に基づく、安定ヨウ素剤服用の介

入レベル、及び服用量が推奨されている641 

 

カナダでは従来、安定ヨウ素剤の事前配布は国レベルでは義務化されておらず、その判断は州政府に委ね

られていた。しかし福島事故後、反原子力団体、環境保護団体が安定ヨウ素剤の事前配布を政府に求めた

こと、また CNSCの福島タスクフォースがまとめた報告書（CNSC Fukushima Task Force Report）642の勧

告 6 において、緊急時対応を強化するための策として、安定ヨウ素剤の配布、備蓄の在り方の見直しが提

起されたことを背景に、CNSCは 2014年 10月、REGDOC-2.10.1において、発電所のプルーム被ばく経

路 EPZ内（通常発電所の半径 8～16キロメートルの区域）の地域住民、企業に対して安定ヨウ素剤を事前

配布することを義務付けた。 

 

REGDOC-2.10.1の 2.3.4項は、10MW以上の出力を備えた原子炉の事業者を対象として、以下の安定ヨ

ウ素剤に係る要件を規定している643。 

 

① プルーム被ばく経路 EPZ内のあらゆる住民、企業、公共施設に対し、安定ヨウ素剤を適切な服用

方法に関する情報と共に事前配布すること 

※プルーム被ばく経路 EPZの区域は、自治体の権限の下、サイトにより異なるが、通常発電所の

半径 8～16キロメートルの圏内である。例として、オンタリオ州では 10キロメートルである。 

② 必要に応じて食物摂取経路 EPZ内の住民に安定ヨウ素剤を配布できるよう、十分な量を、配布に

効率的であると考えられる場所に備蓄しておくこと 

※食物摂取経路 EPZの区域は、自治体の権限の下、サイトにより異なるが、通常発電所の半径

50～80キロメートルの圏内である。例として、オンタリオ州では 50キロメートルである。 

③ 食物摂取経路 EPZ内の住民がいかなる時も安定ヨウ素剤を入手できるようにすること 

④ 食物摂取経路 EPZ内の子供、また妊娠中の女性等に特別な配慮を施すこと 

⑤ EPZ内に事前配布された、また備蓄された安定ヨウ素剤の有効期限が失効しないよう管理するこ

と 

⑥ 公衆への継続的な情報提供を通して、安定ヨウ素剤の事前配布の効果を高めること 

⑦ プルーム被ばく経路 EPZ内の住民、企業、公共施設に対し、緊急時に講じるべき措置を説明した

情報を提供すること 

                                                   
641 “Canadian Guidelines for Intervention During a Nuclear Emergency.” Health Canada.” November 2003. 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/radiation/guide-03/interventions-eng.pdf 
642 “CNSC Fukushima Task Force Report.” CNSC. October 2011. 
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/October-2011-CNSC-Fukushima-Task-Force-Report_e.pdf 
643 “Emergency Management and Fire Protection Nuclear Emergency Preparedness and Response：REGDOC-

2.10.1, Version 2.” CNSN. February, 2016. http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-
1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/radiation/guide-03/interventions-eng.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/October-2011-CNSC-Fukushima-Task-Force-Report_e.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
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⑧ オンラインでの情報公開を含め、一般の公衆が上記の情報を入手できるようにすること 

 

5.5.6.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

 

平常時におけるプルーム被ばく経路 EPZ内における安定ヨウ素剤の事前配布 

REGDOC-2.10.1の 2.3.4項では、10MW以上の出力を備えた原子炉の事業者を対象として、プルーム被

ばく経路 EPZ 内のあらゆる住民、企業、公共施設に対し、安定ヨウ素剤を適切な服用方法に関する情報と

共に事前配布することを義務付けている。REGDOC-2.10.1 の 2.3.4 項では、同要件を補足する指針が提

供されており、これによると、州、及び自治体の保健局、及び／或いは緊急時管理局が事業者の支援の下、

安定ヨウ素剤の事前配布を行うべきであると記載している644。 

 

Pickering 原子力発電所、Darlington 原子力発電所、Bruce 原子力発電所の 3 件の原子力発電所を運営

するオンタリオ・パワー・ジェネレーション社（Ontario Power Generation：OPG）、トロント市、及びトロント東

部のダラム地方（Region of Durhamは、安定ヨウ素剤に係るウェブサイト「Ki Pills - Prepare to be Safe」

645を共同で立ち上げており、発電所の半径 10キロメートル圏内の住民は、安定ヨウ素剤を郵送で受け取っ

ていない場合、或いは足りない場合等、同ウェブサイトを通してオンラインで無料で注文することが出来る。

半径 50 キロメートル以内の住民が安定ヨウ素剤の入手を望む場合、同ウェブサイトを通して安定ヨウ素剤

を注文することが出来る。安定ヨウ素剤の発送を望む住民はオンライン上で以下の申込書に年齢と氏名、

住所、連絡情報、注文理由の記入が求められる。 

  

                                                   
644 “Emergency Management and Fire Protection Nuclear Emergency Preparedness and Response：REGDOC-

2.10.1, Version 2.” CNSN. February, 2016. http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-
1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf 
645 「Prepare to be Safe」のサイトは以下のリンクからアクセス可能 https://preparetobesafe.ca/ 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
https://preparetobesafe.ca/
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図表 66： オンタリオ州の安定ヨウ素剤オンライン注文書 

 

出典：Region of Durham646 

 

平常時における食物摂取経路 EPZ内における安定ヨウ素剤の備蓄 

REGDOC-2.10.1の 2.3.4項では、10MW以上の出力を備えた原子炉の事業者を対象として、食物摂取経

路 EPZ 内の住民に安定ヨウ素剤を配布できるよう十分な量を、配布に効率的であると考えられる場所に備

蓄しておくことを義務付けている。REGDOC-2.10.1 の 2.3.4 項では、同要件を補足する指針が提供されて

おり、これによると、食物摂取経路 EPZ 内における安定ヨウ素剤の備蓄においては、緊急時に住民に効率

的に配布するために適した位置に安定ヨウ素剤を備蓄することとし、消防署、警察署、薬局等、地域コミュニ

ティにおける信頼性が高く、容易に認識できる場所を備蓄場所として指定することを推奨している。また事前

                                                   
646 “Ki Pills - Prepare to be Safe.” Region of Durham. N/A. https://preparetobesafe.ca/ 

 

https://preparetobesafe.ca/


平成 28年度 原子力施設等防災対策等委託費欧米先進国の原子力防災制度等の調査 

© Washington CORE 2017 210 

配布後において、定期的に地域住民に対し配布状況を確認することで、事前配布効果を高めることを推奨

している647。 

 

一例として、オンタリオ州では、発電所の半径 10 キロメートル圏内の住民、企業、及び公共施設に郵送で

安定ヨウ素剤が配布されている。オンタリオ州ではまた、事前に安定ヨウ素剤を備蓄しておくべき施設の例

として、備蓄量と共に以下通り推奨している648。 

 

• 学校（1日分） 

• 託児所（1日分） 

• 介護施設（3日分） 

• 病院（3日分） 

• 刑務所、拘置所（3日分） 

• 警察署、消防署、緊急医療機関（3日分） 

 

カナダではまた、安定ヨウ素剤は医師の処方箋を必要とすることなく薬局で購入することが可能である649。 

 

緊急時において、地域住民は既述の施設の他、避難センター等で安定ヨウ素剤を入手することが可能であ

る650。 

 

緊急時における安定ヨウ素剤の服用に係る指示権の所在 

CNSC は、全ての放射線緊急時において、安定ヨウ素剤の服用が必要となるわけではないことから、地域

の保健局の担当者から安定ヨウ素剤服用の指示が出た場合に限り、安定ヨウ素剤を服用するよう推奨して

いる651。一例として、オンタリオ州では、オンタリオ州保健長期療養機関（Ministry of Health and Long-

Term Care：MOHLTC）の最高医療責任者（Chief Medical Officer）が、オンタリオ州の緊急時オペレーショ

ンセンター（Provincial Emergency Operations Centre：PEOC）との調整の下、ラジオ、テレビ等を通じて安

定ヨウ素剤を服用すべきタイミング、服用方法、服用対象者に関する情報を提供する652。 

 

                                                   
647 “Emergency Management and Fire Protection Nuclear Emergency Preparedness and Response：REGDOC-

2.10.1, Version 2.” CNSN. February, 2016. http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-
1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf 
648 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
649 “Potassium iodide.” Health Canada. N/A. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/potassium-eng.php 
650 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
651 “Potassium iodide (KI) pills.” CNSC. July 11, 2016. http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/educational-
resources/feature-articles/potassium-iodide-KI-pills.cfm 
652 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 

 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-10-1-Nuclear-Emergency-Preparedness-and-Response-v2-eng.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/educational-resources/feature-articles/potassium-iodide-KI-pills.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/educational-resources/feature-articles/potassium-iodide-KI-pills.cfm
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オンタリオ州では、緊急時における児童の安定ヨウ素剤の服用に関して、児童の保護者に毎年書簡を送付

し、学校が緊急時に児童に安定ヨウ素剤を提供することに対し、書面での同意を得ている。また、児童が安

定ヨウ素剤を服用すべきではない病状があるか否かを把握する手段として活用している653。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

カナダ保健省（Health Canada）は、原子力事故対応の介入レベルをまとめた指針（Canadian Guidelines 

for Intervention During a Nuclear Emergency）を提供している。同指針では、安定ヨウ素剤服用の介入レ

ベル、及び服用量が推奨されている。同指針では、安定ヨウ素剤の安定ヨウ素剤の服用に係る介入レベル

は、1994年の IAEA安全指針（IAEA Safety Series 109）に基づき、甲状腺被ばく線量で 100 mSvと推奨

している654。 

 

このように、連邦政府が安定ヨウ素剤の服用に係る指針を提供しているものの、その運用実態は州により

異なる。オンタリオ州では、安定ヨウ素剤服用の介入レベルは、IAEA 全般的安全指針 GSG-2 に基づき、

甲状腺の線量当量において、事故後の最初の 7日間における被ばく線量 50 mSvをヨウ素甲状腺ブロッキ

ングの判断基準としている655。 

 

尚、現在カナダ保健省は、福島事故の教訓に基づき、原子力事故の介入レベルに係る指針の改訂を進め

ている最中である。カナダ保健省によると、改訂版には最新の IAEA基準が反映される予定である（2016年

8月時点）656。 

 

2003 年版の連邦指針では、安定ヨウ素剤の服用量を以下の通り推奨している。以下の服用量は WHO の

基準に準拠しているものであるが、同指針では、米国 FDA の服用量に係る基準も適切であると記載してい

る657。 

  

                                                   
653 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
654 “Canadian Guidelines for Intervention During a Nuclear Emergency.” Health Canada.” November 2003. 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/radiation/guide-03/interventions-eng.pdf 
655 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
656 “Consultation on the Canadian Guidelines for Protective Actions during a Nuclear Emergency.” Health Canada. 
August, 2016. http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2016/nuclear-emergency-urgence-nucleaire/index-eng.php 
657 “Canadian Guidelines for Intervention During a Nuclear Emergency.” Health Canada.” November 2003. 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/radiation/guide-03/interventions-eng.pdf 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf
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図表 67： カナダの安定ヨウ素剤服用量の基準 

対象者 ヨウ化カリウム（mg） 130mg錠剤の個数 

成人、及び 12歳超青年 130 1 

3歳超 12歳以下 65 1/2 

生後 1 ヶ月以上 3 歳以下 32 1/4 

新生児 16 1/8 

出典：カナダ保健省658 

 

＜平常時、および緊急時に配布される安定ヨウ素剤の種類＞ 

カナダ保健省の認可を受けた製品として、同省のデータベースに登録されている安定ヨウ素剤は、

Radblock（KI Canada社製）及び Iosat（Anbex社製）の 2種類である659。KI Canada社は、新生児、乳児

への安定ヨウ素剤の処方を容易にするため、65 ミリグラムの Radblockの錠剤を販売している660。 

 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布者の特定、介在者の有無の確認＞ 

緊急時計画策定の際に、安定ヨウ素剤の配布に責任を有する州、及び自治体の保健局、及び／或いは緊

急時管理局が避難困難な要支援者を事前に特定し、必要となる安定ヨウ素剤の量を計算、事前配布を行う

こと、また配布後も定期的に在庫を確認し、有効期限を切れた安定ヨウ素剤を交換することが求められてい

る。 

 

一例として、オンタリオ州では、安定ヨウ素剤の配布に責任を有する自治体の保健局が、プルーム被ばく経

路 EPZ 内の住民、企業、公共施設を特定、必要となる安定ヨウ素剤の量を計算し、その情報を事業者、及

び MOHLTCに提供する。自治体は事業者、及び MOHLTCの支援の下、定期的に安定ヨウ素剤が必要な

量が配布対象者にいきわたっているか確認し、記録を管理することが求められている。MOHLTC は毎年、

各自治体に連絡を取り、安定ヨウ素剤の量、有効期限、薬局で入手可能な安定ヨウ素剤の量、備蓄場所等、

安定ヨウ素剤に係る情報を得ている661。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度＞ 

カナダ保健省は、安定ヨウ素剤の副作用に関する情報を公式ウェブサイトに掲載しており、安定ヨウ素剤に

アレルギー反応がある、或いは甲状腺の問題を抱えている者は副作用のリスクが高いと説明している662。

                                                   
658 “Canadian Guidelines for Intervention During a Nuclear Emergency.” Health Canada.” November 2003. 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/radiation/guide-03/interventions-eng.pdf 
659 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
660 http://www.kicanada.com/index.html 
661 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
662 “Potassium Iodide.” Health Canada. April 2012. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/potassium-
eng.php 
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公開情報からは、安定ヨウ素剤の服用時に健康被害が発生した場合の補償制度に関する情報は得られな

かった。 

 

＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

REGDOC-2.10.1の 2.3.4項では、10MW以上の出力を備えた原子炉の事業者を対象として、EPZ内に事

前配布された、また備蓄された安定ヨウ素剤の有効期限が失効しないよう管理することが義務付けられて

いる。オンタリオ州では、自治体が事業者と連携し、有効期限が失効した安定ヨウ素剤の再配布を実施して

いる663。 

 

尚、CNSCによると、摂氏 15度～30度の乾燥した場所で保管した場合、安定ヨウ素剤の有効期限は最大

で 12年間としている664。 

 

5.5.7 ドイツ 

ドイツでは、原子力発電所立地地域における州政府が安定ヨウ素剤を事前配布するか否かを決定する権

限を有している。事前配布を実施している州では、原子力発電所の半径 5キロメートル、或いは 10キロメー

トル圏内の住民を対象に安定ヨウ素剤を事前配布している他、半径 25 キロメートル圏内の学校や病院等

で安定ヨウ素剤の備蓄を行っている。連邦政府は、半径 25キロメートル圏内の住民に安定ヨウ素剤を配布

しなければならない事態に備え、国家レベルで安定ヨウ素剤の備蓄所を設けている。本項では、ドイツにお

ける安定ヨウ素剤の備蓄、配布、及び服用に係る法規制、また運用の実態まとめた。 

 

5.5.7.1 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る主な法規制 

ドイツにおける原子力安全は、原子力法（Atomic Energy Act）を根拠法としており、同法では、原子力と電

離放射線の有害な作用から公衆を保護することを規定している665。ドイツでは、連邦環境・自然保護・建築・

原子力安全省（Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit：BMUB）が原

子力安全・放射線防護に係る責任を有しており、予防放射線防護法（Precautionary Radiation Protection 

Act）の 9条では、BMUB傘下の連邦放射線防護局（Bundesamt für Strahlenschutz：BfS）が、安定ヨウ素

剤を州政府に提供（輸送）すること、また安定ヨウ素剤の服用を国民に推奨する役割を規定している666。 

 

                                                   
663 “Potassium Iodide (KI) Guidelines.” Emergency Management Branch, Ministry of Health and Long-Term Care. 
2014. http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/docs/ki_guidelines.pdf 
664 “Potassium iodide (KI) pills.” CNSC. July 11, 2016. http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/educational-
resources/feature-articles/potassium-iodide-KI-pills.cfm 
665 “Atomic Energy Act.” http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/EN/hns/a1-english/A1-12-16-
AtG.pdf?__blob=publicationFile&v=11 
666 “Precautionary Radiation Protection Act.” http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/EN/hns/a1-english/A1-
09-15-StrVG.pdf?__blob=publicationFile&v=5 
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BMUBの諮問委員会である、放射線防護委員会（Strahlenschutzkommission：SSK）は、ドイツの安定ヨウ

素剤の利用に係る一連のガイドライン図書を以下の通り発行している： 

 

• 「原子力発電所立地地域の緊急時計画区域（Planning Areas for Emergency Response near 

Nuclear Power Plants）」 － 安定ヨウ素剤の配布対象区域、介入レベル、服用対象者等に係る指

針を提供667 

• 「原子力緊急事態における甲状腺ブロッキングのための安定ヨウ素剤の使用（Use of Iodine 

Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a Nuclear Accident）」 － 公衆、医療関係者を対象

として、安定ヨウ素剤の効能、副作用、服用対象者、安定ヨウ素剤の入手方法についての説明を記

載668 

• 放射性核種の放出を伴う事故時において、公衆の防護措置に係る意思決定の基本原則（Basic 

Radiological Principles for Decisions on Measures for the Protection of the Population 

against incidents involving releases of Radionuclides）」 －安定ヨウ素剤の服用を含む、緊急時

における防護措置の意思決定に関する情報を記載。この他、原子力発電所における事故フェー

ズ、放射線による人体の影響に関する説明を記載669 

 

5.5.7.2 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制の運用実態 

＜平常時、および緊急時に安定ヨウ素剤が配布される際の配布場所、配布・服用指示権限者＞ 

 

平常時におけるプルーム被ばく経路 EPZ内における安定ヨウ素剤の事前配布 

ドイツでは、原子力発電所立地地域における州政府が安定ヨウ素剤を事前配布するか否かを決定する権

限を有している。原子力発電所を有する州の殆どが安定ヨウ素剤の事前配布を実施しているが、一部の州

（Bavaria州等）では事前配布を実施していない。安定ヨウ素剤は郵送により地域住民に配布される670。ドイ

ツでは、州の緊急時管理局が安定ヨウ素剤の事前配布を実施しており、その対象区域は州により異なる。

例として、Hessen 州では原子力発電所の半径 5 キロメートルを事前配布対象区域としているのに対し、

Baden-Württemberg州では、半径 10キロメートルを事前配布区域と指定している671。 

                                                   
667 “Planning Areas for Emergency Response near Nuclear Power Plants.” German Commission on Radiological 
Protection. February 2014. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/Planungsgebiete_e.pdf?__blob=publicationFile 
668 “Use of Iodine Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a Nuclear Accident.” German Commission on 
Radiological Protection. February 2011. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile 
669 “Basic Radiological Principles for Decisions on Measures for the Protection of Population against Incidents 
involving Releases of Radionuclides.” German Commission on Radiological Protection. February 2014. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/RadiologischeGrundlagen_e.pdf?__blob=publication
File 
670 “Radiation Protection No. 165: Medical Effectiveness of Iodine Prophylaxis in a Nuclear Reactor Emergency 
Situation and Overview of European Pratices.” European Commission. 2010. 
671 Jodversorgung bei nuklearer Freisetzung” Umweltinstitut München EV. 
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この他、ドイツでは医師の処方箋なしに安定ヨウ素剤を購入することが許可されており、国民は最寄りの薬

局で安定ヨウ素剤を購入することが可能である672。 

 

平常時における食物摂取経路 EPZ内における安定ヨウ素剤の備蓄 

放射線防護委員会は、原子力発電所から半径 25 キロメートル圏内の学校、病院、市役所、企業等で安定

ヨウ素剤を備蓄することを推奨している。また、原子力発電所から半径 25キロメートル圏外の住民に安定ヨ

ウ素剤を配布しなければならない事態に備えて（主に妊婦と 18 歳以下の若者を対象）、安定ヨウ素剤を集

中的に管理する備蓄所を設けるよう推奨している673。 

 

ドイツでは、半径 25 キロメートル内の安定ヨウ素剤の備蓄は州政府が行っている。一方、連邦政府が半径

25 キロメートル圏外の国民に向けた安定ヨウ素剤の備蓄管理を行っている。連邦政府は、安定ヨウ素剤を

集中的に管理するために、以下の場所に位置する 8つの備蓄所を国内に整備している674。 

 

• Neumunster, Schleswig-Holstein 

• Cloppenburg, Lower Saxony 

• Wunstorf, Lower Saxony 

• Wuerzburg, Bavaria 

• Roding, Bavaria (close to Regensburg) 

• Kempten, Bavaria 

• Eggenstein-Leopoldshafen, Baden-Wuerttemberg (close to Karlsruhe) 

• Lahr, Baden-Wuerttemberg (Black Forest) 

 

緊急時における安定ヨウ素剤の服用に係る指示権の所在 

放射線緊急時における安定ヨウ素剤の配布、及び服用の推奨は、連邦放射線防護局、及び州の緊急時管

理局をはじめとした複数の組織の連携の下、調整、実施される。警察・消防署・軍関係者の他、薬剤師が緊

急時において、安定ヨウ素剤の配布する役割を担う。 

 

                                                   
http://www.umweltinstitut.org/fragen-und-antworten/radioaktivitaet/atomunfall-jodversorgung.htm 
672  “Distribution and Administration of Potassium Iodide in the Event of a Nuclear Incident.” The National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine. 2004. Pp 100 - 101 https://www.nap.edu/read/10868/chapter/8  
673 Durchführung der Iodblockade der Schilddrüse bei kerntechnischen Unfällen Stellungnahme der 
Strahlenschutzkommission.  Strahlenschutzkomission. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/1997/Iodblockade.pdf?__blob=publicationFile 
674 Umweltinstitut München e.V. “Frage & Antworten: Jodversorgung bei nuklearer Freisetzung.” 
http://www.umweltinstitut.org/fragen-und-antworten/radioaktivitaet/atomunfall-jodversorgung.html 
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予防放射線防護法（Precautionary Radiation Protection Act）の 9条では、連邦放射線防護局が放射線緊

急時において、安定ヨウ素剤の服用を公衆に推奨する役割を規定している675。 

連邦放射線防護局が、公衆が安定ヨウ素剤を服用すべきであると判断した場合、ラジオやスピーカー等を

通して安定ヨウ素剤の服用を呼びかける676。 

 

＜安定ヨウ素剤の服用、配布指示のタイミングとその判断基準＞ 

放射線防護委員会は、安定ヨウ素剤の配布対象者を以下の通り、推奨している677。 

 

• 原子力発電所の半径 25キロメートル：45歳以下の住民 

• 原子力発電所の半径 25キロメートル～100キロメートル（2014年から国内全土に拡大）678：妊

婦、及び 18歳以下の若者 

 

ドイツでは、45歳以上の成人が安定ヨウ素剤を服用した際に甲状腺に与える副作用がその利点を上回るこ

と、また年齢とともに甲状腺がんを発症するリスクは低くなることから、45 歳以上の成人には安定ヨウ素剤

の服用を推奨しない方針をとっている。 

 

放射線防護委員会の指針に基づき、ドイツにおける安定ヨウ素剤の服用対象者、及び服用量の推奨を以

下の表にまとめた679。 

  

                                                   
675 “Precautionary Radiation Protection Act.” http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/EN/hns/a1-english/A1-
09-15-StrVG.pdf?__blob=publicationFile&v=5 
676 SSK (2014). Strahlenschutzkommission (SSK). Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung bei Ereignissen mit Freisetzungen von Radionukliden, Empfehlung verabschiedet in der 
268. Sitzung der SSK am 13. / 14. Februar 2014. Pp 10. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/Planungsgebiete_e.pdf?__blob=publicationFile 
677 “Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen Fragebogen zum Runden Tisch Temelin am 
27.09.2014“. 
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-
content/uploads/2014/10/10_20140919_Q_List_Bav_IntMinistry_Feulner.pdf 
678 Accident management: Consequences for Germany 
679 “Use of Iodine Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a Nuclear Accident Recommendation of the German 
Commission on Radiological Protection.” SSK. February, 2011. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile 

http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/EN/hns/a1-english/A1-09-15-StrVG.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/EN/hns/a1-english/A1-09-15-StrVG.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/Planungsgebiete_e.pdf?__blob=publicationFile
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-content/uploads/2014/10/10_20140919_Q_List_Bav_IntMinistry_Feulner.pdf
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-content/uploads/2014/10/10_20140919_Q_List_Bav_IntMinistry_Feulner.pdf
http://www.bfs.de/EN/topics/ns/accidents/chernobyl/accident-management/accident-management_node.html
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile
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図表 68： ドイツにおける安定ヨウ素剤の推奨量 

対象者 ヨウ素（mg） 
ヨウ化カリウムの一日

の摂取量（mg） 
65mg錠剤の個数 

45歳超の成人 0 0 0 

13歳～45歳 100 130 2 

3歳～12歳 50 65 1 

生後 1 ヶ月～ 36か月  25 32.5 1/2 

生後一か月未満 12.5 16.25 ¼ 

出典：SSK680 

 

ドイツにおける安定ヨウ素剤の推奨量は主に、以下の点で WHO が 1999 年に発表した、原子力事故後の

安定ヨウ素剤の利用に係る指針（Guidelines for Iodine Prophylaxis Following Nuclear Accidents）と異な

る。 

 

• 45歳以上の成人に対する安定ヨウ素剤投与の甲状腺へのリスクを踏まえ、45歳以上の成人に対

し、安定ヨウ素剤を服用しないように推奨している（WHO 1999の指針では 40歳以上の成人に対

するリスクを指摘している）。 

• 生後 1 ヶ月～ 36か月の幼児、生後一か月未満の新生児に対するヨウ化カリウムの一日の服用量

をそれぞれ 32.5 ミリグラム、16.25 ミリグラムとしている（WHO 1999の指針ではそれぞれ、32 ミリ

グラム、16 ミリグラム）。 

 

ドイツにおける、安定ヨウ素剤の介入レベルは以下のとおりである681。 

 

• 18歳未満、及び妊婦： IAEA全般的安全指針 GSG-2「原子力または放射線の緊急事態への準備

と対応に用いる判断基準」に基づき、甲状腺の線量当量において、最初の 7日間で 50 mSv 

• 18歳～45歳：250mSv 

  

                                                   
680 “Use of Iodine Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a Nuclear Accident Recommendation of the German 
Commission on Radiological Protection.” SSK. February, 2011. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile 
681 “Basic Radiological Principlesfor Decisions on Measures for theProtection of the Population against Incidents 
involving Releases of RadionuclidesRecommendation by the German Commission on Radiological Protection.” SSK. 
February, 2014. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/RadiologischeGrundlagen_e.pdf?__blob=publication
File 

http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/RadiologischeGrundlagen_e.pdf?__blob=publicationFile
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/RadiologischeGrundlagen_e.pdf?__blob=publicationFile
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＜平常時、および緊急時に配布される安定ヨウ素剤の種類＞ 

ドイツでは、65 ミリグラムの安定ヨウ素剤が主に利用されている682。ドイツでは、以下の 3 種類の安定ヨウ

素剤が入手可能である683。 

 

• 安定ヨウ素剤家庭用パッケージ（20錠入り）：原子力発電所の半径 10キロメートル圏内（州により

異なる）の 45歳以下の住民を対象に事前配布、緊急時において 25キロメートル圏内の 45歳以

下の者を対象として配布 

• 安定ヨウ素剤個人用パッケージ（6錠入り）：緊急時において、原子力発電所の半径 25キロメート

ル～100キロメートル圏内の住民に配布（妊婦、及び 18歳以下の若者に優先的に配布） 

 

図表 69： ドイツで使用されている安定ヨウ素剤 

 

*左から、家庭用、個人用パッケージ、また薬局で購入できる 20錠入りパッケージ 

出典：BMUB684 

 

＜配布された安定ヨウ素剤の有効期限が切れた際の処置＞ 

ドイツにおける安定ヨウ素剤の使用期限は通常 120か月であるが685、一部使用期限を記載していない製品

もある。BMUBのウェブサイトによると、使用可能な期間が 5年以上である場合、製造者は有効期限を記載

しなくてもよいという686。 

                                                   
682 “Use of Iodine Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a Nuclear Accident Recommendation of the German 
Commission on Radiological Protection.” SSK. February, 2011. 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile 
683 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. “Einnahme von Jodtabletten.” 
http://www.jodblockade.de/ansprechpartner/kernkraftwerke/ 
684 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. “Einnahme von Jodtabletten.” 
http://www.jodblockade.de/ansprechpartner/kernkraftwerke/ 
685 “Radiation Protection No. 165: Medical Effectiveness of Iodine Prophylaxis in a Nuclear Reactor Emergency 
Situation and Overview of European Pratices.” European Commission. 2010. 
686 “Intake of Iodine Tablets: Frequently asked questions (FAQs).” BMUB. N/A. http://www.jodblockade.de/en/further-
information/faq/ 

http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2011/2011_02e.pdf?__blob=publicationFile
http://www.jodblockade.de/ansprechpartner/kernkraftwerke/
http://www.jodblockade.de/ansprechpartner/kernkraftwerke/
http://www.jodblockade.de/en/further-information/faq/
http://www.jodblockade.de/en/further-information/faq/
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5.5.8 安定ヨウ素剤の備蓄、配布・服用体制に係る法規制・運用実態の各国比較 

 米国 英国 フランス フィンランド カナダ ドイツ 

KIの配布 • 義務付けなし。 

• 連邦規制 10 CFR 

50.47(b)(10)において

州政府に対し KIを防

護措置の一環として導

入することを検討する

よう推奨 

※米国 25州で KIの事

前配布を実施 

• 義務付けなし。 

• 発電所立地地域の地

元政府、及びイングラ

ンド公衆衛生局

（PHE）が KIの必要性

を判断 

※英国で現在運用され

ている 8箇所の原子力

発電所の内 7箇所で KI

の事前配布を実施 

• 義務付け。 

• 政府が原子力発電所

の半径 10キロメート

ル圏内の住民に KIの

事前配布を実施（事業

者と連携し配布キャン

ペーンを実施） 

• 義務付け。 

• 事業者が発電所から

半径 5キロ圏内の地

域住民を対象として KI

の事前配布を実施 

• 義務付け。 

• 事業者が発電所のプ

ルーム被ばく経路

EPZ内の地域住民を

対象として KIを州、自

治体に提供。州、及び

自治体の保健局、緊

急時管理局が事業者

の支援の下、KIの事

前配布を実施 

• 義務付けなし。 

• 原子力発電所立地地

域における州政府が

KIを事前配布するか

否かを決定 

配布区域 • 発電所の半径 10マイ

ルの EPZ内の住民 

• DEPZ内の住民 

※DEPZの区域は発電

所により異なる 

• 原子力発電所の半径

10キロメートル圏内の

住民 

※2016年 10月に配布

区域を 20キロメートル

に拡大することを決定 

• 発電所から半径 5キ

ロ圏内の住民、企業、

学校や観光宿泊施設

等 

• プルーム被ばく経路

EPZ内（通常発電所

の半径 8～16キロメ

ートルの区域）の住民 

• 事前配布を実施してい

る州では、原子力発電

所の半径 5キロメート

ル、或いは 10キロメ

ートル圏内の住民を対

象に KIを事前配布 

KIの備蓄 • 備蓄の有無は州政府

の判断に委ねられて

いる。 

• 発電所立地地域の自

治体が KIの備蓄管理

を実施。更に、PHE

が、国家レベルで追加

的に KIの備蓄を実施 

• フランス厚生省傘下の

組織 EPRUSがフラン

ス国内に整備された

備蓄所で KIを管理 

• 半径 20キロ圏内の企

業、学校等において

KIを備蓄。内務省傘

下の救助サービス局

が備蓄を管理 

• 事業者は、食物摂取

経路 EPZ内（通常発

電所の半径 50～80

キロメートルの圏内）

の住民に KIを配布で

きるよう十分な量を、

配布に効率的であると

考えられる場所に備蓄 

• 放射線防護委員会

は、原子力発電所から

半径 25キロメートル

圏内の学校、病院、市

役所、企業等で KIを

備蓄することを推奨、

半径 25キロメートル

圏内の備蓄管理は州

政府が実施、25キロ

メートル圏外は連邦政

府が実施 

KI服用にかか

る推奨を行う組

織 

• 州政府（或いは自治

体） 

• 発電所立地地域の保

健局局長（PHEの地

域局長） 

• 発電所立地地域の県

知事 

• 社会福祉・健康省

（STUKが社会福祉・

健康省に対し、KIの

服用を屋内退避の防

護措置の一環として推

奨） 

• 地域の保健局 • 連邦放射線防護局、

及び州の緊急時管理

局をはじめとした複数

の組織の連携の下、

調整、実施 

KI服用の対象

者 

• FDAの指針を採用

（WHOの 1999年の

• WHOの 1999年の指

針を採用 

• WHOの 1999年の指

針を採用 

• WHOの 1999年の指

針を採用 

• WHOの 1999年の指

針を採用 

• 原子力発電所の半径

25キロメートル：45歳
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 米国 英国 フランス フィンランド カナダ ドイツ 

指針とほぼ同等） 以下の住民 

• 原子力発電所の半径

25キロメートル～100

キロメートル（2014年

から国内全土に拡

大） ：妊婦、及び 18歳

以下の若者 

KI服用のタイミ

ング 

• FDAの指針を採用

（WHOの 1999年の

指針とほぼ同等） 

• PHEによる緊急時参

考レベル（ERL）を指

標としている 

• IAEA全般的安全指針

GSG-2を採用（甲状

腺の線量当量におい

て、事故後最初の 7

日間における線量被

ばくで 50 mSv） 

• WHOの 1999年の指

針を採用 

• 地域により異なる。オ

ンタリオ州では、IAEA

全般的安全指針

GSG-2を採用 

• 18歳未満、及び妊婦： 

IAEA全般的安全指針

GSG-2を採用（に最

初の 7日間で 50 

mSv） 

• 18歳～45歳：
250mSv 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 
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6 原子力施設における緊急時計画要件に係る法規制の各国比較 

米国、英国、フランス、及びフィンランドにおける原子力施設を対象とした緊急時計画要件に係る法規制を以下の表にまとめた。 

 

 

米国 英国 フランス フィンランド 

核燃料サイクル施設 

使用済み燃料 

貯蔵施設 

低レベル放射

性廃棄物687 

高レベル放射

性廃棄物 

試験研究用

原子炉 

発電用原子

炉 
原子力施設 ウラン転換

施設 

ウラン濃縮 

施設 

ウラン濃縮

施設 

（ガス拡散

施設） 

燃料 

成型 

加工 

施設 

MOX 

燃料 

加工施設 

許認可発行

に係る主要

な法規制 

10 CFR 
Part 40  

10 CFR Part 

40、10 CFR 

Part 70 

10 CFR 
Part 76 
(Certificati
on) 

10 CFR 
Part 70 

10 CFR 
Part 70 

10 CFR Part 50

（一般許認可）、
10 CFR Part 

72.32（サイト個

別許認可） 

10 CFR Part 

61、テキサス

州規則

（TAC） 30編

336章 

10 CFR Part 

60 、10 CFR 

Part 63 （ユッ

カマウンテン

処分場を対

象） 

10 CFR 
Part 50 

10 CFR Part 
50 

1965年原子

力施設法（The 

Nuclear 
Installations 

Act 1965） 

環境法典：第
L. 593-43 

政令第
2007-1557

号（Decree 

2007-1557 
of 2 
November 

2007） 

原子力エネ

ルギー法

（990/1987） 

原子力エネ

ルギー令

（12.2.1988/

161） 

緊

急

時

計

画

の

要

件 

オンサイ

ト緊急時

計画 

10 CFR 
Part 40.31 
(j)(3) 

10 CFR Part 

40.31 (j)(3)、
10 CFR Part 
70.22 (i) (3) 

10 CFR 
Part 76.91  

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)  

10 CFR 50(47) 

（一般許認可）、
10 CFR Part 

72.32 (a) （サイト

個別許認可） 

TAC 336.210 
(a)  

10 CFR Part 
72.32 (b) 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR Part 

50.47、10 

CFR Part 50 
Appendix E 

1965年原子

力施設法 4条

に基づく LC 11

（Emergency 

Arrangement）

、REPPIR 7

条 

BNI施設に

係る一般規

則原則を規

定する省令

（Order of 7 

February 

2012） 

政令第
2007-1557

号 

原子力エネ

ルギー法

（990/1987） 

第 7条、及

び第 9条 

 

オンサイ

ト緊急時

計画の

要求内

容 

R.G. 3.67の A「序章」 
10 CFR Part 
72.32 (a) 

TAC 336.210 
(d) 

R.G. 3.67の

A「序章」 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR 
50.47 

REPPIR 7条 

BNIの一般

規則を定め

た省令

（Order of 7 

February 

2012） 

7.4条、7.6

条、政令第
2007-1557

号 20条、39

原子力発電

所における

緊急時計画

に係る規制

（Y/2/2016） 
Guide YVL 
C.5 

                                                   
687 米国にある 4件の低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は全て合意州にあるため、各州の緊急時計画に係る法規制への遵守が求められており、許認可の発行も州政府が行っている。こ

れを踏まえ、本表では、本報告書 1.2.3項で紹介したテキサス州 Andrewsサイトの事例に基づき、該当するテキサス州規制を記入した。 
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米国 英国 フランス フィンランド 

核燃料サイクル施設 

使用済み燃料 

貯蔵施設 

低レベル放射

性廃棄物687 

高レベル放射

性廃棄物 

試験研究用

原子炉 

発電用原子

炉 
原子力施設 ウラン転換

施設 

ウラン濃縮 

施設 

ウラン濃縮

施設 

（ガス拡散

施設） 

燃料 

成型 

加工 

施設 

MOX 

燃料 

加工施設 

条 

 
 

オンサイ

ト緊急時

計画の

様式・ 

情報 

R.G. 3.67の B「様式」、C「緊急時計画」 

10 CFR Part 

72.32 (a)、暫定

スタッフ指針 16

の 3章 

TAC 336.210 
(c) 

R.G. 3.67の

B「様式」、C

「緊急時計

画」 

NUREG-
0849 

10 CFR Part 
50 Appendix 

Eの 4条 

REPPIR 7

条、REPPIR

別表 7 Part I 

 

BNIの一般

規則を定め

た省令

（Order of 7 

February 

2012） 

7.4条 

オフサイ

ト緊急時

計画 

*オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：NUREG – 

1140） 

（1.1.1.3項参照） 
 

*オフサイト緊急

時計画の要件な

し（技術根拠：

NUREG – 

1140）（1.1.2.3

項参照） 
 

*オフサイト緊

急時計画の

要件なし

（1.2.3.3項参

照） 

*オフサイト緊

急時計画の

要件なし（技

術根拠：

NUREG – 

1140）

（1.1.4.3項参

照） 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR 
50.47(a) (2) 

2004年民間

緊急事態法、

1974年労働

安全衛生法に

基づく 2001年

放射線緊急事

態準備及び情

報公開法

（REPPIR） 9

条 

国防法典 第

L741-6に基

づく政令第
2005-1158

（Decree 

2005-1158 
of 13 
September 

2005） 

※許認可取

得要件として

義務付けら

れていない。 

 

レスキュー法

（Rescue Act 

379/2011） 

Section 48、

内務省の政

令（Decree 

of Ministry 
of Interior 

612/2015） 

ハザード

評価、想

定事故 

10 CFR 
Part 40.31 
(j)(3)(ii) 

10 CFR Part 
40.31 

(j)(3)(ii)、10 

CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(ii) 

10 CFR 
Part 
76.91(b) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(ii) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(ii) 

10 CFR Part 
72.32 (a)(2) 
 

*RG. 3.62にて

事故シナリオの

指針を提供 

TAC 336.210 
(c) 

10 CFR Part 
72.32 (b)(2) 

10 CFR 
Part 50 
Appendix 

E、NUREG 

1537 

NUREG-
0396 

REPPIR 4

条、5条、6条 

政令第
2007-1557

号 10条、11

条 

BNIの一般

規則を定め

た省令

（Order of 7 

February 

2012）3章 

STUK 
Y/2/2016 2

章 Section 3 

項目 2 

対象となるハ

ザードは、

YVL B.7に

記載 

*NUREG -1513にて、総合安全解析（ISA）の指針を提供

（Part 70許認可保持者向け） NRCは、NUREG -1520に

基づき ISAの結果を審査 
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米国 英国 フランス フィンランド 

核燃料サイクル施設 

使用済み燃料 

貯蔵施設 

低レベル放射

性廃棄物687 

高レベル放射

性廃棄物 

試験研究用

原子炉 

発電用原子

炉 
原子力施設 ウラン転換

施設 

ウラン濃縮 

施設 

ウラン濃縮

施設 

（ガス拡散

施設） 

燃料 

成型 

加工 

施設 

MOX 

燃料 

加工施設 

緊急事

態の分

類 

10 CFR 
Part 40.31 
(j)(3)(iii) 

10 CFR Part 
40.31 

(j)(3)(iii)、10 

CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR 
Part 
76.91(c) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR Part 
72.32 (a)(3) 

TAC 336.210 
(c) 

10 CFR Part 
72.32 (b)(3) 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR 

50.47、10 

CFR Part 50 
Appendix E 

REPPIR 13条 

重大な原子

力または放

射線事故に

係る国家対

応計画 

STUK 

Y/2/2016、
Guide YVL 

C.5の 3.2

項 

緊急時

活動 

レベル  

10 CFR 
Part 40.31 
(j)(3)(iii) 

10 CFR Part 
40.31 

(j)(3)(iii)、10 

CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR 
Part 
76.91(c) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR 
Part 
70.22 (i) 
(3)(iii) 

10 CFR Part 

72.32 (a)(3)、
NEI 99-01 Rev. 
6 

規制指針

3.67の付録

資料 A「起因

条件の例）」に

基づき、緊急

事態を区分を

判断 

10 CFR Part 

72.32 (b)(3)、

R.G. 3.67の
Appendix A

に起因条件記

載 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 
*ANSI-
15.16 2015

に基づき

EAL作成 

10 CFR 

50.47、10 

CFR Part 50 

Appendix E、
NEI 99-01 

Rev 6 （或い

は NUREG-

0654、
NUMARC/N

ESP-007） 

法規制による

策定・運用の

義務付けなし

（2.1.3.4項参

照） 

法規制による

策定・運用の

義務付けなし

（3.1.3.4項

参照） 

法規制によ

る策定・運用

の義務付け

なし（4.1.3.4

項参照） * RG. 3.67, Standard Format and Content for 

Emergency Plans for Fuel Cycle and Material Facilities：

EAL策定のための起因条件（IC）を提供  

緊急時

計画 

区域 

*EPZに係る要件はなし（技術根拠：NUREG – 1140）

（1.1.1.3項参照） 
 

*EPZに係る要

件はなし（技術根

拠：NUREG – 

1140）（1.1.2.3

項参照） 

*EPZに係る

要件はなし 

（1.2.3.7.項参

照） 

*オフサイト緊

急時計画の

要件なし（技

術根拠：

NUREG – 

1140）

（1.1.4.3項参

照） 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E  
*NUREG 
1537 
Appendix 2  
*ANSI-
15.16 2015

に基づ EPZ

設定 

10 CFR 
50.47 (c) (2)  
NUREG-

0396（EPZ設

定の根拠を提

供） 

REPPIR 9条
(1) 

 BNI施設の

緊急時計画

区域は統一

されておら

ず、個々のサ

イトのリスク

を考慮し、決

定 

STUK 

Y/2/2016の

2項 

レビュー 

ガイド  
NUREG - 1520 

NUREG- 
1718 

NUREG 1567 
SFST-ISG-16 

テキサス州政

府のレビュー

ガイド688 

NUREG - 
1804 

NUREG – 
1537 Part 
1& 2 
ANSI-15.16 
2015  

NUREG-800 
NS-TAST-
GD-082 
Revision 2 

ASNではレ

ビューガイド

は使用してい

ない689 

Guide YVL 

C.5をはじめ

とする YVL

ガイドシリー

ズ 

出典：各種資料に基づきワシントンコア作成 

                                                   
688 WCS社は、州政府が事業者の緊急時計画要件の遵守を審査するためのレビューガイドを策定、使用しているとしているものの、具体的なレビューガイドの内容はヒアリングで特定すること

はできなかった。 
689 ASN関係者へのヒアリングより。 
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7 今後の課題 

＜緊急時対応の拡張機能の法的根拠＞ 

本調査では、事故や災害発生時に、EPZ の範囲を超える区域での緊急時対応が必要となった際の責任所

在を明確に規定した米国の法規制を特定することはできなかった。米国では、オフサイトの緊急時対応は、

FEMAの管轄のもとで州政府および自治体が個々に体制を整備している。このため、米国の原子力災害時

における EPZ を超えた対応の責任所在や法的根拠、およびその実態についてさらに精査するには、該当

する FEMA 関係者にヒアリングを実施し、明確にする必要がある。また大規模災害に備えた州レベル、自

治体レベルでの EPZ 外の対応にかかる枠組みや、地域間、および連邦政府との連携の在り方等、体制整

備の実態を把握することが重要である。米国では、これらは州により現状が異なるため、複数の事例調査を

通した州政府および自治体における実態を把握する手法が有効であると考える。 

 

欧州では、EPZ を超える範囲の事故が発生した場合に備えて、地域間、及び国家レベルの支援体制の枠

組みが形成されていることが分かった。さらに実態を把握するには、今後の調査において、EPZ を超える範

囲の事故発生時における責任所在を明記した法規制の有無を特定するとともに、地域間、及び国家レベル

の支援体制の枠組みの下、EPZ を超える範囲の緊急時対応能力の構築、維持に係る取組、また防護措置

導入の体制・方法等、オフサイトでの対応に責任を有するステイクホルダーを例に調査することが必要とな

る。 

 

＜欧州における原子力施設の緊急時計画にかかる法令適用の実態＞ 

本調査では、欧米各国における代表的な核燃料施設を事例とし、緊急時計画要件の適用実態を調査した。

本調査を通して、欧州（英国、フランス、及びフィンランド）では、原子力施設の区分で細分化された規制体

系は導入しておらず、施設全般に共通した法規制に基づき、施設毎に緊急時計画の要件を適用しているこ

とが分かった。このため、欧州における緊急時計画要件の適用の実態を把握するためには、本調査で事例

調査を行った核燃料施設以外の区分の施設にも対象を拡大し、発電用原子炉、試験用研究炉等の多岐に

わたる原子力施設における緊急時計画の要件適用について具体例を挙げて調査することが有効であると

考える。 

 

＜試験研究用原子炉の EAL＞ 

本調査では、米国試験研究炉の緊急時計画に係る取組（法規制の運用）の事例は対象外であった。しかし、

米国では、現在 31基の試験研究用原子炉が運用されており、これらは異なる用途、出力で用いられている

等、緊急時計画の取り組みにかかる状況も異なる。こうした背景から今後の課題として、米国において利用

されている様々な種類の試験研究用原子炉における EAL を始めとする緊急時計画の整備・運用に把握が

挙げられる。具体的には、事業者が NRC、業界ガイドラインを使用し、どのように EAL の判断基準を作成

するのか、試験研究用原子炉のタイプ、用途により EAL が異なるのか、作成された判断基準を使用するた
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めにどのような運用マニュアルが整備されているのか等、個々の試験研究用原子炉の取り組みや実態を包

括的に整理し、同分野での EAL作成、運用にかかる理解をより深める。 

 

＜発電用原子炉の EAL＞ 

米国では現在、61箇所の原子力発電所にて 100基（PWR 66基、BWR 34基）の原子炉が稼働している。

各原子力発電所は、NRC の法規制の下、事業者が EAL を整備している。このように個々の発電所で異な

る米国における EALの整備・運用状況の全体像を把握するため、各発電所の EAL関連図書（EALの判断

基準、技術ベース図書、EPIP 等）を特定し、原典を一覧化することで、米国発電用原子炉の EALにかかる

主要図書のレポジトリを構築し、必要に応じて関連図書への容易なアクセスを可能とすることは有効である。

また、これらの EAL 関連図書に加え、最終安全解析報告書、オンサイト緊急時計画等の緊急時対応にか

かる主要図書を特定、体系的に整理することで、米国発電用原子炉の緊急時計画および EAL にかかる主

要図書の包括的なデータベースを蓄積、維持することが可能である。尚、米国では、EAL の判断基準作成

に用いられる指針がこれまでに幾度か更新されていることから、これらの指針が発展してきた背景、考え方

を主な変更点と合わせて整理することも、現状の把握に重要である。特に産業界の初期のガイドラインであ

る NUMARC-007 の作成背景、内容のポイントを整理することで、EAL の判断基準の作成、考え方に対す

る理解を深めることができる。 

 

＜米国における緊急時計画に関連する最新状況の把握＞ 

米国 NRCは現在、緊急時計画の主要な指針である、NUREG-0654の更新を進めている。NRC関係者に

よると、ガイドは 2017年 3月の時点で既に完成しており、現在 NRC、FEMAが最終レビューを実施してい

る段階にあることがわかった。NUREG-0654 Rev. 2は、2017年 6月に発表される見通しで、同時期に事

業者向けマニュアル（EP Manual）も発表される予定である。更に、本調査の焦点とはならなかったものの、

2017 年 1 月には、EPA の PAG マニュアルの改訂版も発表されている。今後の課題として、これらの図書

の更新、改定における主な変更点、また事業者の規制遵守の取組みの実態を調査することで、米国の同分

野における最新状況を把握することが必要となる。 

 

また米国では現在、幾つかの緊急時計画分野におけるリスク評価の研究が進められており、これらの研究

成果が今後のNRCの緊急時計画の要件に影響を与える可能性がある。NRCは、Vogtle原子力発電所に

おいて、レベル 3の PRAの研究を実施しており、その成果を 2018年に発表する予定である。NRCはこの

研究成果に基づき、緊急時計画の規制枠組みにおいて改善すべき分野を特定する予定である。具体的に

は、レベル 3の PRA研究成果を使用済み燃料を伴う事故等の複数ユニットでの事故の影響評価や公衆の

保護における EPZ 有効性等の評価に役立てることを検討している。この他、NRC は、オフサイトの緊急時

計画の強化を目的として、事故の中期フェーズにおけるリスク評価を実施、その成果を 2017 年～2018 年

に発表予定である他、ETE の策定基準の指針改善に向けた研究成果を 2018 年に発表、最終的な指針を

2019 年に発表する予定である。今後、NRC の緊急時計画要件等に影響を与える可能性のあるこうした研
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究成果を把握し、またこれを受けた NRC の緊急対応部門におけるリスク評価に関する将来的な取り組み

について、動向を追跡することも有効と見られる。 

 

＜安定ヨウ素剤の配布に係る法規制および事前配布区域の評価＞ 

フィンランド、カナダでは、EPZ 内の地域住民に対し安定ヨウ素剤の事前配布を行っている他、安定ヨウ素

剤の入手を望む国民は、最寄りの薬局やオンラインで医師の処方箋なく購入することができる。今後の課

題として、欧米諸国における安定ヨウ素剤の取り扱いにおいて、薬剤法の観点から関連法規制を詳しく調査

し、安定ヨウ素剤の法的な扱いについて把握することが挙げられる。また、安定ヨウ素剤の事前配布区域を

実施している国を対象に、事前配布区域の決定方法を調査することで、日本での取り組みの参考とすること

が可能である。具体的には、事前配布区域決定時に考慮すべき要素、範囲の適切性における評価アプロ

ーチ等が挙げられる。更に、安定ヨウ素剤の服用以外において、その配布、備蓄方法において国際、或い

は欧州基準との準拠の状況、度合いも調査対象になり得る。 

 

＜欧州における欧州基準の適用の実態＞ 

本調査を通して、緊急事態等の要件からみられる通り、IAEA の国際基準の準拠の度合いには対象国によ

って差があることが分かった。英国の規制当局 ONRは、IAEA一般安全指針（GSR 7）等導入しているが、

同国では、国際基準全てを導入しているわけではなく、それぞれの基準の意図を理解した上で、英国に合

致したものを選択、反映している。また欧州諸国では、IAEA の基準の他、WENRA、Euratom 等の欧州基

準を導入している。フィンランドの規制当局 STUK では、WENRA の活動にも積極的に参加しており、

WENRA の介入レベルも導入しているという。このように欧州では各種の欧州基準が存在するほか、その

反映の水準や姿勢は各国で異なるのが実情である。今後の課題として、欧州諸国における欧州基準の適

用の有無、準拠の度合いを把握することも有意義であると見られる。 

 

＜ハザード評価＞ 

本調査では、ハザード評価、想定事故に関する法規制、指針を特定した。今後の課題として、事業者がこれ

らの規制の枠組みの下、実際どのように施設のリスクを特定、評価し、想定事故を導き出しているのか、そ

の評価プロセスの実態について、関連指針、及び事業者へのヒアリングを通して調査する必要性が挙げら

れる。ここでは、数あるリスクの中から、緊急時計画の整備において、重要度の高いリスクを特定し、緊急時

計画の取組みに反映させる取組みも合わせて整理する等が考えられる。 
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参考資料 

 

廃止措置中の発電用原子炉施設に係る緊急時計画の動向 

 

英国 

 

英国では、発電所の廃止措置が決定されると、当該施設の所有権は民間企業から原子力廃止措置機関

（Nuclear Decommissioning Authority：NDA）に移行し、実際の廃止措置、除染作業の実施は、NDAの監

督下で民間企業（Site Licence Companies：SLCs）が実施する。NDAは、原子力発電所の廃止、及び核燃

料サイクル施設の廃止措置、除染活動を遂行する組織として、2004 年のエネルギー法の下設立された政

府外公共機関（Non-Departmental Public Bodies：NDPB）である。現在 NDAは、 Sellafield、Dounreay、 

Harwellをはじめとした民生用原子炉施設 17件の廃止措置を監督している。 

 

図表：NDA管轄の 17件の廃止措置サイト 

 
出典：NDA690 

 

                                                   
690 “NDA About Us.” NDA. N/A. https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-
authority/about#ndas-estate  

https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority/about#ndas-estate
https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority/about#ndas-estate
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英国では、ONR が廃止措置中の発電用原子炉施設における緊急時計画の要件の規制活動を担っている。

廃止措置中の発電用原子炉施設を対象とした緊急時計画の要件は、既述の英国の原子力施設全般を対

象としたものと同様、緊急時計画の整備を義務付ける許認可条件（LC 11）の遵守を義務付ける 1965年原

子力施設法、また 1974 年労働安全衛生法とその下位法令である REPPIR にて、緊急時計画の要件が義

務付けられている（これら法規制の詳細については、本報告書の 2章を参照）。 

 

英国では、廃止措置中の発電用原子炉施設を含む原子力施設に係る緊急時計画の要件の適用の有無、

範囲、及びその内容は、施設のリスクに応じて個々に決定される。REPPIR 4条では、当該施設において放

射線緊急事態の発生要因となり得る全てのハザードを特定し、そのハザードが施設の職員、及び公衆に与

えるリスク評価を実施することを事業者に義務付けている。また REPPIR 5 条では、事業者に対し、施設で

取り扱う放射性物質の種類、その使用量の変更、或いは、使用する技術等が変更された場合、ハザードの

特定、リスクを再評価することを義務付けている。 

 

英国の発電用原子炉施設の事業者は、施設が廃止措置に移行する際に REPPIR 4 条、及び 5 条の要件

に従い、施設の安全リスクを再評価し、ONRに報告する。ONRは同評価を踏まえ、当該施設に求められる

緊急時対応の要件の適用の有無、範囲、及びその内容を決定する。このように廃止措置中の発電用原子

炉施設に適用される緊急時計画の要件は、個々のサイトにより異なる。例えば DEPZ を例に要件を比較す

ると、Hinkley A発電所、Hunterston A発電所では DEPZが指定されていない一方で、Dounreay発電所

では発電所から半径 1.15 キロメートルの区域が、Oldbury 発電所では発電所から半径 1 キロメートル、

Wylfa発電所では発電所から半径最大 2.5キロメートルが、DEPZとして指定されている691。 

 

  

                                                   
691 “Emergency planning areas around UK nuclear installations.” ONR. April 19, 2017. http://www.onr.org.uk/depz.htm  

http://www.onr.org.uk/depz.htm
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フランス 

 

フランスでは、ASN の監督の下、13 基の発電用原子炉及び試験研究炉の廃止措置が進められている（以

下表参照）。 

 

図表：フランスにおける廃止措置中の原子炉一覧 

原子炉名 炉型 MWe 運用期間 

Chooz A PWR 300 1967-91 

Brennilis GCHWR 70 1967-85 

Marcoule G1 UNGG/GCR 2 1956-68 

Marcoule G2 UNGG/GCR 40 1959-80 

Marcoule G3 UNGG/GCR 40 1960-84 

Chinon A1 UNGG/GCR 70 1963-73 

Chinon A2 UNGG/GCR 200 1965-85 

Chinon A3 UNGG/GCR 480 1966-90 

Saint-Laurent A1 UNGG/GCR 480 1969-90 

Saint-Laurent A2 UNGG/GCR 515 1971-92 

Bugey 1 UNGG/GCR 540 1972-94 

Creys-Malville FNR 1240 1986-97 

Phénix FNR 233 1973-2009 

出典：World Nuclear Association692 

 

フランスの原子力施設の安全規制の基本法は、2006 年 6 月に制定された原子力に関する透明性及び安

全性に関する 2006 年 6月 13日の法律第 2006-686号（Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire：TSN法）である。既述の通りフランスでは、TSN法、

及び同法に基づき基本原子力施設（Basic Nuclear Installations：BNI 施設）の一般規則を定めた省令

（Order of February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations）が、全 BNI施

設に適用される。一般規則では、緊急時対応に係る体制の整備、緊急時計画の策定・見直し、緊急時計画

に基づく訓練の実施、緊急事態の通知、オフサイトとの連携等を全での BNI 施設に求めている。各施設の

緊急時計画の具体的な要件は、同規則を基礎に、個々のリスクを考慮した上で決定される（詳細は本報告

書の 3章参照）693。 

 

事業者は、BNI 施設の廃止措置にかかる許可申請を行う際、発電用原子炉の運転許認可発行時に提出し

た、予備セーフティーケース（Preliminary Safety Case）、及びリスク管理報告書（Risk Control Study）を改

めて ASN に提出することが義務付けられている（環境法典 L.551-1、及び政令第 2007-1557、37 条）。こ

                                                   
692 “Nuclear Power in France.” World Nuclear Association. 2017. http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx  
693 ASN関係者へのヒアリングより。 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
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れらの図書では、BNI施設全般にかかる要件と同様に政令第 2007-1557の 10条、及び 11条に規定され

た用件に基づき（詳細は本報告書の 3.1.3.2 項参照）、恒久的な施設の閉鎖と廃止措置が安全性に与える

影響の評価結果が盛り込まれる。このリスク評価結果は、廃止措置に伴うオンサイト緊急時計画の更新に

反映される。さらに事業者は、BNI 施設を恒久的に閉鎖する前に、セーフティーケースと、同図書の内容を

踏まえ内容を更新したオンサイト緊急時計画（PUI）を、ASN に提出することが義務付けられている（政令第

2007-1557、39条）694。ASNはこれらの申請書類を評価、承認する役割を担う。 

 

このようにフランスでは、個々の施設のセーフティーケース、及びリスク管理報告書の結果に応じて、適用さ

れる緊急時対応の要件が決定される仕組みになっている695。 

 

フィンランド 

 

現在フィンランドでは、廃止措置が行われている発電所はない。このため、STUK 関係者によると、フィンラ

ンドでは廃止中の発電所を対象とした緊急時計画は整備されておらず、将来廃止が実施される際に、当該

発電所の緊急時計画に基づく要件が適用される見通しである。その際 STUKは、廃止措置に移行した発電

所の安全リスクが低下したことを踏まえ、緊急時計画の要件の適用の有無、及びその度合いを決定する。 

 

フィンランドの発電所における緊急時計画の要件は、原子力エネルギー法（990/1987、Nuclear Energy 

Act）696を根拠法としており、同法に基づく規制（Regulation on the Emergency Arrangements of a 

Nuclear Power Plant (Y/2/2016)）において、緊急時計画の策定、定期的な計画の更新、緊急時計画区域、

緊急事態の区分、想定事故等に関する要件等を規定している697。原子力発電所の緊急対応に係るガイド

（Guide YVL C.5）は、緊急時計画にかかるこれらの法規制で規定された要件を遵守するためのより詳細な

指針を示しており、緊急時計画に記載すべき内容、同計画に基づく緊急時対応の措置、緊急時対応能力の

維持に係る指針等を提供している698（詳細は本報告書の 4章参照）。 

 

このようにフィンランドでは、稼働中の発電所を対象とした緊急時計画の要件が廃止措置中の発電所にも

適用される。しかし、実際に廃止措置へ移行する際の、STUK による緊急時計画の要件見直しの具体的な

手法については、STUK 関係者へ要請したものの明確な回答は得られなかった。さらに、廃止措置中の発

電所への緊急時計画要件適用の実態については、実例がないことを踏まえ、本調査での特定は困難であ

った。 

                                                   
694 “Decree 2007-1557 of 2 November 2007.” Nuclear Safety Authority. 2007. http://www.french-nuclear-
safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007 
695 ASN関係者へのヒアリングより。 
696 “Nuclear Energy Act 11.12.1987/990.” STUK. http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1 
697 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
698 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013. 
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 

http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://www.french-nuclear-safety.fr/References/Regulations/Decree-2007-1557-of-2-November-2007
http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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ドイツ 

 

＜廃止措置中の発電用原子炉施設の整備状況の概観＞ 

ドイツ政府は福島原発事故を受けて、脱原発政策を打ち出しており、2016 年 5 月時点で稼働中の原子炉

17基のうち、2016年から2013年までに9基が閉鎖予定であるなど、廃炉が今後進むものと見られている。

また、既に廃炉となった発電用原子炉及び試験研究炉の数は 2012年時点で 19基に上り、このうち 11基

が解体済み、残りの 8基で現在廃止措置が進められている699。 

 

ドイツでは、発電所立地域の州政府（Länd）が発電所の廃止措置に係る申請書の審査、廃止措置の許認

可を発行する役割を担う。州政府において、これらの役割を担うのは通常州の環境局（Ministries for the 

Environment of the Länder）である700。事業者は、廃止措置の許認可申請書類において、廃止措置の実

施計画、環境影響評価報告書、放射線防護の取組み内容等を記載した報告書を提出する。州政府は、原

子力安全・放射線防護に係る責任を有する、連邦環境・自然保護・建築 ・原子力安全省

（Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit：BMUB）の意見を踏まえ、廃

止措置の許可に係る意思決定を行う701。 

 

＜廃止措置中の発電用原子炉施設に係る主要法規制＞ 

 

廃止措置中の発電用原子炉施設に係る主要な法規制を以下にまとめた。 

 

緊急時計画に係る主要な法規制： 

➢ 原子力法（Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 

Gefahren：AtG）－原子力安全の根拠法。原子力の安全性、放射線防護に係る大枠の要件を規定702 

➢ 放 射 線 保 護 法 （Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen 

Strahlenbelastung ：StrVG）－放射線緊急事態における公衆の保護を義務付ける法律703 

➢ 原子力施設の許認可手続きに関する法令（Nuclear Licensing Procedure Ordinance：AtVfV）－同法

令では、廃止措置中の発電所を対象とした安全解析報告書の作成を求めており、この記載内容とし

て、ハザード評価の結果を含むように義務付けている704 

                                                   
699 “Nuclear Power in Germany.” World Nuclear Association. 2017. http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx  
700 http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/28/002/28002321.pdf  
701 http://www.neimagazine.com/features/featuredecommissioning-in-germany  
702 Atomic Energy Act, www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-07-16-AtG.html 

703 A.1 English translation of legal provisions, www.bfe.bund.de/EN/bfe/laws-regulations/hns/A1/a1_node.html  

704 Nuclear Licensing Procedure Ordinance, www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-
06.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/28/002/28002321.pdf
http://www.neimagazine.com/features/featuredecommissioning-in-germany
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-07-16-AtG.html
http://www.bfe.bund.de/EN/bfe/laws-regulations/hns/A1/a1_node.html
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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➢ 原子力安全官・報告令（Nuclear Safety Officer and Reporting Ordinance：AtSMV）：同法令の

Annex 4では、廃止措置中の原子力発電所における緊急事態の区分を規定している705 

 

＜廃止措置中の発電用原子炉施設に係る緊急時計画の要件＞ 

 

➢ オンサイト緊急時計画 

ドイツでは廃止措置中の発電所においてオンサイト緊急時計画の策定が求められている。発電所のオンサ

イト緊急時計画には、緊急事態の警告システム、緊急時のコミュニケーション等、オンサイトの被害最小化

に向けた対応措置の内容が記載される。原子力発電所運用事業者は、緊急時計画に係る一般指針

（General Guidelines for Emergency Planning by Nuclear Power Plant Operators）に基づき、同緊急時

計画を策定している706。ドイツにおける発電所の廃止措置に係る許認可手続きに関する指針をまとめた廃

止措置ガイド（Decommissioning Guide）によると、稼働中の発電所に求められる緊急時対応の要件は廃

止措置中の発電所にも適用されるが、その度合いやスコープは、個々の発電所の安全リスクに基づき規制

当局が決定するとしており、緊急時計画に記載される内容も当該施設の安全リスクを踏まえたものとなる707。 

 

➢ ハザード評価 

ドイツでは、既述の許認可法令、AtVfV にて原子力発電所の廃止措置における許認可手続きが規定されて

いる。廃止措置に移行するための許認可手続きに求められる資料の一部に、原子力発電所の安全解析報

告書が含まれる。AtVfV では、原子力発電所の安全解析報告書において、当該施設で想定されるハザード

を特定し、特定されたハザードにより起こりうる事故、及びその影響評価、対応措置等を記載するよう求め

ている708。廃止措置ガイドは、廃止措置の安全解析に係る指針を提供しており、そのなかで廃止措置の実

施内容、また施設に残る放射性物質の種類や量を踏まえて、想定事故を評価するように記述している709。 

 

➢ 緊急事態の区分 

                                                   
705 Annex 4 Reporting criteria for notifiable events in installations with decommissioning pursuant to Article 7 (3) of the 
Atomic Energy Act, www.gesetze-im-internet.de/atsmv/anlage_4.html  
706 General guidelines for emergency planning by nuclear power plant operators, 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_E/2010/Rahmenempfehlungen_Notfallschutzma%C3%9Fnahm
en.html  
707 Decommissioning Guide (in German only), Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, 
www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/rsh/3-
bmub/3_73.html;jsessionid=5D2299D683D0E33646E2F7AC3CBCAF2B.2_cid365  
708 Nuclear Licensing Ordinance, www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-
06.pdf?__blob=publicationFile&v=1  
709 http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-
DecommGuide.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/atsmv/anlage_4.html
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_E/2010/Rahmenempfehlungen_Notfallschutzma%C3%9Fnahmen.html
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_E/2010/Rahmenempfehlungen_Notfallschutzma%C3%9Fnahmen.html
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/rsh/3-bmub/3_73.html;jsessionid=5D2299D683D0E33646E2F7AC3CBCAF2B.2_cid365
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/DE/rsh/3-bmub/3_73.html;jsessionid=5D2299D683D0E33646E2F7AC3CBCAF2B.2_cid365
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-12-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-DecommGuide.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-DecommGuide.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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原子力安全官・報告令（AtSMV）の Annex 4では、以下の 3つの緊急事態の区分が廃止措置中の発電所

に適用されるとし、これらの事態が発生した際の報告義務を事業者に課している710711712： 

➢ カテゴリ S：即時的報告（Immediate report）：発電所の安全が危機的に低下している事態。事故の

発生を地元政府、及び規制当局に即座に報告する必要がある。一例として、廃止措置中の発電所

から放射性物質が大気中、あるいは水中に漏れ、被爆リスクを伴う事故が挙げられる713。 

➢ カテゴリ E：迅速な報告（Quick report）：発電所の安全に影響を与える可能性のある事象。即座に

事故対応を必要とする事象ではないが、安全のために事象の原因を速やかに特定し、一定の期間

内に是正措置を図る必要がある事象。事象発生後 24時間以内に地元政府、及び規制当局に対し

事象発生を報告する必要がある。 

➢ カテゴリ N：通常の報告（Normal report）：発電所の安全に与える影響が低い事象の発生。深刻な

事態に発展するリスクを避けるために、問題を評価することが求められる。事象発生後 5日間以内

に地元政府、及び規制当局に対し報告することが求められる。 

 

➢ 緊急時計画区域 

BMUBの諮問機関である放射線防護委員会（German Commission on Radiological Protection：SSK）は、

廃止措置中の原子力発電所にかかる緊急時計画区域に関する指針（Planning Areas for Emergency 

Response Near Decommissioned Nuclear Power Plants）を提供している714。同指針では、廃止措置中

の原子力発電所の緊急時計画区域として、以下の 3つを設定している715： 

➢ 中心区域（central zone、半径 2キロメートルの区域）：2008年の指針によると、同区域では緊急時に

公衆を保護するために、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の服用等の防護措置が講じられる。これらの

防護措置は、放射性物質が拡散する方向に関係なく実施される。 

➢ 中間区域（middle zone、半径 2キロメートル～10キロメートルの区域）: 同区域では緊急時に公衆を

保護するために、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の服用等の防護措置が講じられる。これらの防護措

置は一般的に、放射性物質が拡散する方向性を踏まえて導入が決定される。 

➢ 外部区域（outer zone、半径 10キロメートル～25キロメートルの区域）：  同区域では、放射線緊急事

態の状況の進展をモニタリングし、必要な防護措置が判断される。同区域では、屋内退避、安定ヨウ素

剤の服用等の措置が必要に応じて実施される他、食物摂取経路被ばくの警告が発信される。 

 

                                                   
710 Annex 4 Reporting criteria for notifiable events in installations with decommissioning pursuant to Article 7 (3) of the 
Atomic Energy Act, www.gesetze-im-internet.de/atsmv/anlage_4.html  
711 Reporting procedure, www.bfe.bund.de/EN/ns/events/reporting-procedure/reporting-procedure_node.html  
712 Nuclear Safety Officer and Reporting Ordinance , http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-

english/A1-10-10.pdf?__blob=publicationFile&v=1  
713 http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-10-10.pdf?__blob=publicationFile&v=1  
714 Planning areas for emergency protection in the vicinity of decommissioned nuclear power plants, 
www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse/2014/Planungsgebiete_stillgelegteAnlagen.html  
715 Planning areas for emergency response near nuclear power plants, 
www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/Planungsgebiete_e.pdf?__blob=publicationFile  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/atsmv/anlage_4.html
http://www.bfe.bund.de/EN/ns/events/reporting-procedure/reporting-procedure_node.html
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-10-10.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-10-10.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bfe.bund.de/SharedDocs/Downloads/BfE/EN/hns/a1-english/A1-10-10.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse/2014/Planungsgebiete_stillgelegteAnlagen.html
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2014/Planungsgebiete_e.pdf?__blob=publicationFile
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試験研究用原子炉に係る緊急時計画の動向 

 

英国 

 

英国で現在稼働中の試験研究用原子炉は、熱量 0.1kW のプール型原子炉「Neptune」１基となっている716。 

 

英国では、ONR が試験研究用原子炉における緊急時計画の要件の規制活動を担っている。試験研究用

原子炉を対象とした緊急時計画の要件は、既述の英国の原子力施設全般を対象としたものと同様であり、

具体的には、緊急時計画の整備を義務付ける許認可条件（LC 11）の遵守を義務付ける 1965年原子力施

設法、また 1974 年労働安全衛生法とその下位法令である REPPIR にて、緊急時計画の要件が義務付け

られている（これら法規制の詳細については、本報告書の 2章を参照）。 

 

英国では、試験研究用原子炉を含む原子力施設に係る緊急時計画の要件の適用の有無、範囲、及びその

内容は、施設のリスクに応じて個々に決定される。REPPIR 4 条では、当該施設において放射線緊急事態

の発生要因となり得る全てのハザードを特定し、そのハザードが施設の職員、及び公衆に与えるリスク評価

を実施することを事業者に義務付けている。同評価では、5 mSv の線量を超える放射線量がオフサイトに

放出される緊急事態となり得る事故が考慮される。 

 

試験研究用原子炉を備えたサイトにおけるリスク評価の結果、5 mSv の線量を超える放射線量がオフサイ

トに放出される緊急事態が想定されないと判断された場合、REPPIR の要件を遵守したオンサイト緊急時

計画の策定は求められない。ただしこの場合、1999年電離放射線規則（Ionising Radiations Regulations 

1999）に基づき、不測の事態における労働者と公衆を電離放射線から保護するための計画（Contingency 

Plan）を策定することが義務付けられている（同法 12 条）。同計画は基本的に、事故の影響がオンサイトに

限定される事態を想定した内容となっており717、緊急時対応の指揮監督者、被害の最小化に向けた措置、

緊急時対応要員のトレーニング、緊急時対応に必要な設備機器、事態の深刻度を評価するための放射線

防護の専門家との連携の在り方等の説明が記載される718。 

 

このように、英国では、試験用研究用原子炉がオフサイトに与える安全リスクに応じて、適用される緊急時

対応要件のスコープが決定される仕組みになっている。 

  

                                                   
716 IAEA Research Reactor Database、https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx  
717 ONR関係者へのヒアリングより。 
718 “Work with ionising radiation Ionising Radiations Regulations 1999 Approved Code of Practice and guidance.” 
HSE. 2000. http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l121.pdf  

https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l121.pdf
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フランス 

 

フランスにおける試験研究炉の多くは ASN の監督の下、フランスの原子力技術の開発を推進する政府組

織、原子力・代替エネルギー庁（French Alternative Energies and Atomic Energy Commission：CEA）に

より運営されている。IAEAによると、フランスでは現在 7基の試験研究用原子炉が稼働しており、1基が一

時運転停止中、2基が建設中である（以下の表参照）。 

 

図表：フランスにおける試験研究用原子炉一覧 

施設名 炉型 熱出力（kW） 稼働状況 

REACTOR JULES HOROWITZ TANK IN POOL 100000.0000 
建設中 

RES  PWR 100000.0000 

PILE AZUR  CRIT ASSEMBLY 0.1000 

稼働中 

CABRI  POOL 25000.0000 

ORPHEE  POOL 14000.0000 

MINERVE  POOL 0.1000 

EOLE  TANK IN POOL 0.1000 

ISIS  POOL 700.0000 

HFR HEAVY WATER 58300.0000 

MASURCA  CRIT FAST 5.0000 一時停止中 

出典：IAEA719 

 

フランスでは、試験研究炉は BNI 施設として位置づけられており、既述の BNI 施設全般に適用される緊急

時対応にかかる法規制が適用される。フランスでは、2006 年 6 月に制定された原子力に関する透明性及

び安全性に関する 2006 年 6月 13日の法律第 2006-686号（TSN法）が BNI施設の安全規制の基本法

として位置づけられている。この TSN法、及び同法に基づき BNI施設の一般規則を定めた省令（Order of 

February 2012 setting the general rules relative to basic nuclear installations）が、全 BNI施設に適用さ

れる。一般規則では、緊急時対応に係る体制の整備、緊急時計画の策定・見直し、緊急時計画に基づく訓

練の実施、緊急事態の通知、オフサイトとの連携等を全 BNI施設に求めている。各施設の緊急時計画の具

体的な要件は、同規則を基礎に、個々のリスクを考慮した上で決定される（詳細は本報告書の 3 章参照）

720。 

  

                                                   
719 IAEA Research Reactor Database、https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx  
720 ASN関係者へのヒアリングより。 

javascript:__doPostBack('dgReactorList','Sort$Power')
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=609
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=718
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=154
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=142
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=144
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=126
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=136
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=138
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=140
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/HeaderInfo.aspx?RId=139
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx
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フィンランド 

 

フィンランドでは、1960 年代に建設された試験用研究炉「FiR 1」があるものの、現在、運転停止中である。

尚、同炉は、約 1MWの規模で、当初、脳のガンの治療の研究のために使用されていた。 

 

STUK関係者によると、フィンランドでは試験用研究炉用の緊急時計画は個別に整備されておらず、過去に

運用されていた試験用研究炉では原子力発電所の緊急時計画を緩和した内容の要件が適用されていた。 

 

フィンランドの発電所における緊急時計画の要件は、原子力エネルギー法（990/1987、Nuclear Energy 

Act）721を根拠法としており、同法に基づく規制（Regulation on the Emergency Arrangements of a 

Nuclear Power Plant (Y/2/2016)）において、緊急時計画の策定、定期的な計画の更新、緊急時計画区域、

緊急事態の区分、想定事故等に関する要件等を規定している722。原子力発電所の緊急対応に係るガイド

（Guide YVL C.5）では、緊急時計画にかかるこれらの法規制で規定された要件を遵守するためのより詳細

な指針を示しており、緊急時計画に記載すべき内容、同計画に基づく緊急時対応の措置、緊急時対応能力

の維持に係る指針等を提供している723（詳細は本報告書の 4 章参照）。STUK 関係者によると、これらは、

試験用研究炉にも適用される法規制であるが、試験用研究炉では、原子力発電所よりもオフサイトに影響

を及ぼすリスクが低いことから、適用される要件はリスクの度合いを踏まえ検討される。 

 

                                                   
721 “Nuclear Energy Act 11.12.1987/990.” STUK. http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1 
722 “Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant, 
STUK Y/2/2016.” STUK. December, 2015. http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf 
723 “Guide YVL C.5: Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant.” STUK. November, 2013. 
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf 

http://plus.edilex.fi/stuklex/en/lainsaadanto/19870990?toc=1
http://www.finlex.fi/data/normit/42575-STUK-Y-2-2016.en.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41783-YVL_C.5e.pdf
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原子力施設における緊急時計画要件に係る法規制の各国比較 

 

米国、英国、フランス、フィンランド、及びドイツにおける原子力施設を対象とした緊急時計画要件に係る法規制を以下の表

にまとめた。 

 

米国 

核燃料サイクル施設 

使用済み燃

料貯蔵施設 

低レベル放

射性廃棄物
724 

高レベル放

射性 廃棄

物 

試験研究用             

原子炉 

発電用原子

炉 

廃止措置中

の発電用原

子炉施設 
 ウラン転

換施設 

ウラン濃縮

施設 

ウラン濃縮

施設（ガス

拡散施設） 

燃料成型加

工施設 

MOX燃料

加工施設 

許
認
可
発
行
に
係
る

主
要
な
法
規
制 

10 CFR 
Part 40 

10 CFR 

Part 40、10 

CFR Part 
70 

10 CFR 
Part 76 

(Certificati
on) 

10 CFR 
Part 70 

10 CFR 
Part 70 

10 CFR 

Part 50（一

般許認可）、
10 CFR 

Part 72.32

（サイト個別

許認可） 

10 CFR 

Part 61、テ

キサス州規

則（TAC） 

30編 336

章 

10 CFR 

Part 60 、
10 CFR 

Part 63 （ユ

ッカマウンテ

ン処分場を

対象） 

10 CFR 
Part 50 

10 CFR 
Part 50 

10 CFR 
Part 50 

緊
急
時
計
画
の
要
件 

オ
ン
サ
イ
ト
緊
急
時
計
画 

10 CFR 
Part 

40.31 
(j)(3) 

10 CFR 
Part 40.31 

(j)(3)、10 

CFR Part 
70.22 (i) 

(3) 

10 CFR 
Part 76.91 

10 CFR 
Part 70.22 

(i) (3) 

10 CFR 
Part 70.22 

(i) (3) 

10 CFR 

50(47) （一

般許認可）、
10 CFR 

Part 72.32 

(a) （サイト

個別許認

可） 

TAC 
336.210 (a) 

10 CFR 
Part 72.32 

(b) 

10 CFR 
Part 50 

Appendix E 

10 CFR 
Part 

50.47、10 

CFR Part 
50 

Appendix E 

10 CFR 
Part 50.47

（b）、10 

CFR Part 
50 

Appendix E 

オ
ン
サ
イ
ト
緊
急
時
計
画
の
要
求
内
容 

R.G. 3.67の A「序章」 
10 CFR 

Part 72.32 
(a) 

TAC 
336.210 (d) 

R.G. 3.67

の A「序章」 

10 CFR 
Part 50 

Appendix E 

10 CFR 
50.47 

10 CFR 

50.47（b）計

画基準、10 

CFR Part 
50 

Appendix E

を満たす

PDEPを策

定。ただし

計画基準に

基づく要件

の一部を必

要に応じ免

除 

オ
ン
サ
イ
ト
緊
急
時
計
画
の
様
式
・情

報 R.G. 3.67の B「様式」、C「緊急時計画」 

10 CFR 
Part 72.32 

(a)、暫定ス

タッフ指針

16の 3章 

TAC 
336.210 (c) 

R.G. 3.67

の B「様

式」、C「緊

急時計画」 

NUREG-
0849 

10 CFR 
Part 50 

Appendix E

の 4条 

NUREG-

0654の計

画基準、10 

CFR Part 
50 

Appendix 

E4条 「緊

急時計画の

内容

（Content of 

Emergency 

Plans）」 

                                                   
724 米国にある 4件の低レベル放射性廃棄物管理・埋設施設は全て合意州にあるため、各州の緊急時計画に係る法規制への遵守が求められ

ており、許認可の発行も州政府が行っている。これを踏まえ、本表では、本報告書 1.2.3項で紹介したテキサス州 Andrewsサイトの事例に基づ

き、該当するテキサス州規制を記入した。 
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核燃料サイクル施設 

使用済み燃

料貯蔵施設 

低レベル放

射性廃棄物
724 

高レベル放

射性 廃棄

物 

試験研究用             

原子炉 

発電用原子

炉 

廃止措置中

の発電用原

子炉施設 
 ウラン転

換施設 

ウラン濃縮

施設 

ウラン濃縮

施設（ガス

拡散施設） 

燃料成型加

工施設 

MOX燃料

加工施設 

オ
フ
サ
イ
ト
緊
急
時
計
画 

*オフサイト緊急時計画の要件なし（技術根拠：NUREG – 

1140）（1.1.1.3項参照） 

*オフサイト

緊急時計画

の要件なし

（技術根拠：
NUREG – 

1140）

（1.1.2.3項

参照） 

*オフサイト

緊急時計画

の要件なし

（1.2.3.3項

参照） 

*オフサイト

緊急時計画

の要件なし

（技術根拠：
NUREG – 

1140）

（1.1.4.3項

参照） 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR 
50.47(a) 
(2) 

放射線緊急

時に限定さ

れない一般

的な災害対

応に向けた

州・自治体

の計画

（CEMP）を

整備（詳細

は 1.5.4.1

項参照） 

ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
想
定
事
故 

10 CFR 
Part 
40.31 
(j)(3)(ii) 

10 CFR 
Part 40.31 

(j)(3)(ii)、10 

CFR Part 
70.22 (i) 
(3)(ii) 

10 CFR 
Part 
76.91(b) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(ii) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(ii) 10 CFR 

Part 72.32 
(a)(2) 
*RG.3.62

にて事故シ

ナリオの指

針を提供 

TAC 
336.210 (c) 

10 CFR 
Part 72.32 
(b)(2) 

10 CFR 
Part 50 
Appendix 

E、NUREG 

1537 

NUREG-
0396 

廃止措置に

伴う緊急時

計画の要件

免除申請に

おいて、安

全解析報告

書を提出。

指針は、
NSIR/DPR-

ISG-02に

記載（詳細

は 1.5.3項

参照） 

*NUREG -1513にて、総合安全解析（ISA）の指針を提供

（Part 70許認可保持者向け） NRCは、NUREG -1520に

基づき ISAの結果を審査 

緊
急
事
態
の
分
類 

10 CFR 
Part 
40.31 
(j)(3)(iii) 

10 CFR 
Part 40.31 

(j)(3)(iii)、
10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 
76.91(c) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 72.32 
(a)(3) 

TAC 
336.210 (c) 

10 CFR 
Part 72.32 
(b)(3) 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 

10 CFR 

50.47、10 

CFR Part 
50 
Appendix E 

10 CFR 

50.47及び
10 CFR 
Part 50 
Appendix

で要件規定 

※緊急事態

の分類に係

る指針は、
NEI 99-01 
Rev. 6 
Appendix C 
– 
Permanentl
y Defueled 
Station 
ICs/EALs 

緊
急
時
活
動
レ
ベ
ル 

10 CFR 
Part 
40.31 
(j)(3)(iii) 

10 CFR 
Part 40.31 

(j)(3)(iii)、
10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 
76.91(c) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 70.22 
(i) (3)(iii) 

10 CFR 
Part 72.32 

(a)(3)、NEI 

99-01 Rev. 
6 

規制指針

3.67の付録

資料 A「起

因条件の

例）」に基づ

き、緊急事

態を区分を

判断 

10 CFR 
Part 72.32 

(b)(3)、R.G. 

3.67の
Appendix A

に起因条件

記載 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E 
*ANSI-
15.16 2015

に基づき

EAL作成 

10 CFR 

50.47、10 

CFR Part 
50 
Appendix 

E、NEI 99-

01 Rev 6 

（或いは
NUREG-

0654、
NUMARC/
NESP-

007） 

10 CFR 

50.47及び
10 CFR 
Part 50 
Appendix

で要件規定 

※EAL判断

基準の作成

に係る指針

は、NEI 99-

01 Rev. 6 
Appendix C 
– 
Permanentl

* RG. 3.67, Standard Format and Content for 
Emergency Plans for Fuel Cycle and Material 

Facilities：EAL策定のための起因条件（IC）を提供 
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核燃料サイクル施設 

使用済み燃

料貯蔵施設 

低レベル放

射性廃棄物
724 

高レベル放

射性 廃棄

物 

試験研究用             

原子炉 

発電用原子

炉 

廃止措置中

の発電用原

子炉施設 
 ウラン転

換施設 

ウラン濃縮

施設 

ウラン濃縮

施設（ガス

拡散施設） 

燃料成型加

工施設 

MOX燃料

加工施設 

y Defueled 
Station 
ICs/EALs 

緊
急
時
計
画
区
域 

*EPZに係る要件はなし（技術根拠：NUREG – 1140）

（1.1.1.3項参照） 

*EPZに係

る要件はな

し（技術根

拠：NUREG 

– 1140）

（1.1.2.3項

参照） 

*EPZに係

る要件はな

し 

（1.2.3.7.項

参照） 

*オフサイト

緊急時計画

の要件なし

（技術根拠：
NUREG – 

1140）

（1.1.4.3項

参照） 

10 CFR 
Part 50 
Appendix E  
*NUREG 
1537 
Appendix 2  
*ANSI-
15.16 2015

に基づ EPZ

設定 

10 CFR 
50.47 (c) 
(2)  
NUREG-

0396（EPZ

設定の根拠

を提供） 

免除の対象

（詳細は報

告書

1.5.4.3項を

参照） 

レ
ビ
ュ
ー
ガ
イ

ド NUREG - 1520 NUREG- 1718 

NUREG 
1567 
SFST-ISG-
16 

テキサス州

政府のレビ

ューガイド
725 

NUREG - 
1804 

NUREG – 
1537 Part 
1& 2 
ANSI-15.16 
2015 

NUREG-
800 

NUREG-

0654、
NSIR/DPR-

ISG-02添

付資料 1 

  

                                                   
725 WCS社は、州政府が事業者の緊急時計画要件の遵守を審査するためのレビューガイドを策定、使用しているとしているものの、具体的なレ

ビューガイドの内容はヒアリングで特定することはできなかった。 
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英国726 

核燃料サイクル施設 
使用済み

燃料貯蔵

施設 

低レベル

放射性廃

棄物 

高レベル

放射性 

廃棄物 

試験研究

用             

原子炉 

発電用原

子炉 

廃止措置

中の発電

用原子炉

施設 

 
ウラン転換

施設 

ウラン濃縮

施設 

ウラン濃縮

施設（ガス

拡散施設） 

燃料成型加

工施設 

MOX燃料

加工施設 

ハザード評価、想定

事故 

1965年原子力施設法（The Nuclear Installations Act 1965） 

緊
急
時
計
画
の
要
件 

オンサイト緊急

時計画 

1965年原子力施設法 4条に基づく LC 11（Emergency Arrangement） 

REPPIR 7条 

オンサイト緊急

時計画の要求内

容 

REPPIR 7条 

オンサイト緊急

時計画の様式・

情報 

REPPIR 7条、REPPIR別表 7 Part I 

オフサイト緊急

時計画 

※許認可取得要件ではない。しかし REPPIERで、電離放射線を伴う事業活動開始の要件として、オフサイト緊急時計画

が求められる。ONRがオフサイト緊急時計画の適切性を評価 

オフサイト緊急時計画の要件は、2004年民間緊急事態法、1974年労働安全衛生法に基づく 2001年放射線緊急事態準

備及び情報公開法（REPPIR） 9条で規定 

ハザード評価、

想定事故 

REPPIR 4条、5条、6条 

※REPPIRによりハザード特定・リスク評価（HIRE）の実施を義務付け。対象施設は、REPPIR別表 2 と 3に記載される

物質を保有する施設。想定事故においては、当該施設で合理的に予見できるハザードをすべて特定することが求められ

る。その後、特定されたハザードの中で、発生頻度が一定の確率以上に達する（10万分の 1～100万分の 1）、オフサイト

への影響が最も深刻な事故を計画基準とする 

緊急事態の分類 
REPPIR 13条 

※区分は施設により異なる 

緊急時活動レベ

ル 

法規制による策定・運用の明確な義務付けはなし。しかし、事業者による自主的な取り組みとして、EALに類似したツール

を導入（2.1.3.4項参照） 

緊急時計画区域 
REPPIR 9条(1) 

※区域は施設により異なる 

レビューガイド NS-TAST-GD-082 Revision 2 

  

                                                   
726 英国では、原子力施設全般に共通した法規制に基づき、施設毎に緊急時計画の要件が適用されている（規制要件は施設単位で判断され

る）。 
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フランス727 

核燃料サイクル施設 使用済み

燃料 

貯蔵施設 

低レベル

放射性廃

棄物 

高レベル

放射性 

廃棄物 

試験研究

用        

原子炉 

発電用原

子炉 

廃止措置

中の発電

用原子炉

施設 

 
ウラン転換

施設 

ウラン濃縮

施設 

ウラン濃縮

施設（ガス

拡散施設） 

燃料成型

加工施設 

MOX燃料 

加工施設 

許認可発行に係る主要

な法規制 

環境法典：第 L. 593-43 

政令第 2007-1557号（Decree 2007-1557 of 2 November 2007） 

緊
急
時
計
画
の
要
件 

オンサイト緊急時

計画 

BNI施設に係る一般規則原則を規定する省令（Order of 7 February 2012） 

政令第 2007-1557号 

オンサイト緊急時

計画の要求内容 

BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012） 

7.4条、7.6条、政令第 2007-1557号 20条、39条 

オンサイト緊急時計

画の様式・情報 

BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012） 

7.4条 

オフサイト緊急時計

画 

国防法典 第 L741-6に基づく政令第 2005-1158（Decree 2005-1158 of 13 September 2005） 

※政令第 2005-1158 で指定された施設に限り義務付け 

ハザード評価、想定

事故 

政令第 2007-1557号 10条、11条 

BNIの一般規則を定めた省令（Order of 7 February 2012）3章 

想定事故は、オンサイト、又はオフサイトで起きた事象を要因として当該施設で発生する可能性のある放射線、非放射

線事故 

緊急事態の分類 重大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画 

緊急時活動レベル  
法規制による策定・運用の明確な義務付けはなし。しかし、事業者による自主的な取り組みとして、EALに類似したツ

ールを導入（3.1.3.4項参照） 

緊急時計画区域 BNI施設の緊急時計画区域は統一されておらず、個々のサイトのリスクを考慮し、決定 

レビューガイド  ASNではレビューガイドは使用していない728 

  

                                                   
727 フランスでは、BNI施設全般に共通した法規制に基づき、施設毎に緊急時計画の要件が適用されている（規制要件は施設単位で判断され

る）。 
728 ASN関係者へのヒアリングより。 
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フィンランド729, ドイツ 

 フィンランド ドイツ 
 

使用済み燃料

貯蔵施設 

低レベル放射

性廃棄物 

高レベル放射

性 廃棄物 

試験研究用             

原子炉 

発電用原子炉 廃止措置中の発電

用原子炉施設 

廃止措置中の発

電用原子炉施設
730 

許認可発行に係る主

要な法規制 

原子力エネルギー法（990/1987） 

原子力エネルギー令（12.2.1988/161） 

原子力法 

緊
急
時
計
画
の
要
件 

オンサイト緊急時

計画 

原子力エネルギー法（990/1987） 第 7条、及び第 9条 * 

オンサイト緊急時

計画の要求内容 

原子力発電所における緊急時計画に係る規制（Y/2/2016） 
Guide YVL C.5 

原子力発電所の

事業者による緊急

時計画に係る一般

指針にて、発電所

のオンサイト緊急

時計画に関する指

針を提供 

オンサイト緊急時

計画の様式・情報 

原子力発電所における緊急時計画に係る規制（Y/2/2016） 
Guide YVL C.5 

オフサイト緊急時

計画 

※許認可取得要件として義務付けられていない。 

レスキュー法（Rescue Act 379/2011） Section 48、内務省の政令（Decree of Ministry of Interior 

612/2015） 

* 

ハザード評価、想

定事故 

STUK Y/2/2016 2章 Section 3 項目 2 

対象となるハザードは、YVL B.7に記載 

原子力施設の許

認可手続きに関す

る法令 3条 

緊急事態の分類 STUK Y/2/2016、Guide YVL C.5の 3.2項 原子力安全官・報

告令 Annex 4 

緊急時活動レベル  法規制による策定・運用の明確な義務付けはなし（4.1.3.4項参照） * 

緊急時計画区域 STUK Y/2/2016の 2項 廃止措置中の原

子力発電所にか

かる緊急時計画区

域に関する指針 

レビューガイド  Guide YVL C.5をはじめとする YVLガイドシリーズ * 

 

                                                   
729 フィンランドでは、原子力発電所に適用される緊急時計画がサイト内にある使用済み燃料プール、及び低レベル放射性廃棄物管理施設に適

用される。STUK関係者によると、フィンランドでは試験用研究炉に特化した緊急時計画は整備されていない。また現在、廃炉措置が行われてい

る発電所はないが、将来廃炉が実施される際は、発電所の緊急時計画に基づき廃止措置に伴うリスクの変化を考慮した要件が適用される予定

である。フィンランドでは、核燃料サイクル施設、及び高レベル放射性廃棄物管理施設は運用されていない。STUKは、新設が予定されている高

レベル放射性廃棄物管理施設を対象とした緊急時計画の要件を検討中である（2016年 9月時点）。 
730 *特定が困難であった。 


